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会 議 録 

会議の名称 令和４年度 第１回つくば市男女共同参画審議会 

開催日時 令和４年(2022 年)５月 25 日 10 時 00 分～12 時 00 分 

開催場所 つくば市役所 ２階 防災会議室（2）(3)  

事務局（担当課） 市民部市民活動課男女共同参画室 

 

出 

席 

者 

 

 

委 員 

 

 

 

生田目 美紀委員（会長）、土井 隆義委員（副会長）、 

有光 直子委員、飯田 哲雄委員、石山 武委員、大谷 加津代

委員、栗山 賢司委員、北口 ひとみ委員、長 卓良委員、 

福村 佳美委員、間野 聡子委員、山中 真弓委員 

その他 男女共同参画推進基本計画策定支援業務委託事業所 

事務局 

 

市民部：大久保部長、池畑次長、市民活動課：荒澤課長 

男女共同参画室：横田室長、松崎係長、水谷主任主査 

健康増進課：永井保健係長、科学技術振興課：稲邊係長 

こども政策課：馬場主任主査、宮本主任 

人事課：鈴木課長補佐、平野係長、産業振興課：寺田係長 

危機管理課：登坂課長補佐、生涯学習推進課：福田係長 

ワークライフバランス推進課：東泉係長、丸山主査 

学び推進課：岡野課長補佐、関指導主事（主査） 

農業政策課：根本課長、大野係長 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 0 名 

非公開の場合は 

その理由 

 

 
 

議題 

 

協議事項 

（１）つくば市男女共同参画推進基本計画(2018～2022) 

2021 年度施策実施状況及び 2022 年度施策実施計画に

ついて 

（２）つくば市男女共同参画推進基本計画(2023～2027)の策

定について  
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会議録署名人  確定年月日 平成  年  月  日 

会

議

次

第 

１ 開会 

２ 部長あいさつ 

３ 議事 

４ その他 

５ 閉会 

 

＜審議内容＞ 

（１）つくば市男女共同参画推進基本計画(2018～2022) 

2021 年度施策実施状況及び 2022 年度施策実施計画について 

 

会 長：議事（１） つくば市男女共同参画推進基本計画(2018～2022) 

2021 年度施策実施状況及び 2022 年度施策実施計画について、事務局 

からご説明をお願いいたします。 

事務局：（配布資料に基づき説明） 

会 長：本日の審議では、事前に皆様からご意見をいただいた 28 の施策のうち、 

９施策について進めてまいります。施策番号２、14、18、19、21、22、 

23、24、27 の９つについて進めていきますので､よろしくお願いします。 

あらかじめ皆様からいただいたご意見は、一番下の欄の審議会意見とい 

うことで、今は仮置きして、皆様と審議しやすいように入れさせていた 

だいております。 

施策番号２について、こちらは福村委員、栗山委員、間野委員のご意 

見を仮置きしております。「男女共同参画に関する意識の向上を図り、 

能力や行動力を深めるため、セミナーを開催します」といった施策に対 

して、『ジェンダーに対する理解は、世代によって開きがある。ターゲ 

ットとする世代を絞り、そこを狙った企画で、必要な層に必要な普及啓 

発をしてはどうか』、もう１つは『コロナ禍ではあるが、オンラインの 

導入により、参加者の増加に伴う「男女共同参画に関する意識の向上」 
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を期待する』ということで、審議会意見をこのようにしたいと思います 

が、皆様よろしいでしょうか。 

ご意見がないようですので、このような形で審議会意見として掲載して 

まいりたいと思います。 

続きまして、施策番号 14 です。こちらは、大谷委員からご意見をいた 

だいたものを審議会意見として仮置きしております。この施策内容は、 

「妊娠・出産・育児について、家族で正しい知識を持ち、積極的な育児 

参加ができるよう、講座を開催します」ということです。2021 年度は、 

いくつかのマタニティーサロンの結果を書いていただいております。 

審議会意見としては、『夫やパートナーの育児参加を視覚的に見せる工 

夫が見られ、実績増の効果としても表れている。』ということで、審議 

会意見は、こちらの内容でよろしいでしょうか。実績も確実に上がって 

おり、計画実施度はＡ、達成度も◎です。こちらはこのまま進めたいと 

思います。 

続きまして、施策番号 18 になります。23 ページです。間野委員から、 

ご意見をいただいております。こちらの施策内容は、「市政運営におい 

て、女性が自らの能力を十分に生かし、様々な分野で政策や方針決定に 

関わり､意見や考え方を反映されることができる環境づくりを進めま 

す」と書かれています。各課で設置している付属機関委員等の登用状況 

調査の際に、女性が市政の方針や政策決定に関わり、多様な意見が反映 

されるよう、新たに任命・改選する際の女性委員の積極的な登用につい 

て依頼を行ったということです。計画実施度はＣ、指標達成度は△とな 

っています。今後の課題として、審議会ごとに 30％を超える委員の割 

合については、全体で 43.8％と前年度より 3.3％下がっています。引き 

続き、各課等に対し女性委員の積極的な登用について働きかけが必要で 

あるということが課題になってきます。 

間野委員からいただいた審議会意見として、『コロナ禍で、更に女性が 
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活躍しづらい状況ではあるが、女性委員の登用は引き続き積極的に進め 

ていただきたい』ということを記載してよろしいでしょうか。 

委  員：審議会意見に異論はないですが、私が質問した中で前年度より下がっ 

た要因に、充て職で選任した際に、男性の委員に偏ってしまう傾向 

になることも原因の一つかと思うとのコメントがありました。それを 

改善していかない限り、これは積極的に進めていただきたいといって 

も改善されないだろうと思います。私の意見に付け加えていただける 

のであれば、選任する側にも、後任のところで、女性に交代できる団 

体があればそれを積極的にしていただきたい。具体的に提言した方が 

よいのではないかと思います。 

会 長：充て職で後任の際に、女性の登用を検討していただけないか、といった 

感じでよいでしょうか。 

委  員：おそらく区長や学校長など、割と男性の方が長になることが多いと思 

います。副などで、もし女性の方がいらっしゃるのであれば、必ずし 

も長でなくてもよいと思いますので、その団体の代表意見を持ってい 

ける人に、女性割合がアンバランスになっているのであれば、そうい 

ったことも考えていただきたいという意見です。 

委  員：充て職で選任した際に、男性の委員に偏ってしまう傾向というのが私 

には分かりません。全部の審議会を見てみないと分かりませんし、概 

ね私たちが傍聴して感じるのはその辺かと思います。また、子ども子 

育て会議の時なども、民間の保育園や幼稚園の代表の方は男性がずっ 

と出ていらっしゃいます。やはり、それはもう少し考慮されてもよい 

と思います。そういったことを所々で感じるので、やはり団体の中で 

も工夫していただきたいところです。働きかけはこちらからしないと 

いけません。どのような働きかけをすればよいのか、テクニカル的に 

よく分かりません。 

会 長：その辺りのことは文章で上手に加えていただくことは可能でしょうか。 
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事務局：加えてまいります。 

副会長：今の点ですが、問題が２つあって、１つは充て職という制度の問題です。 

つまり充て職にせずに、改めて委員をお願いし、その方は女性にという 

ことも依頼できますし、もう１つは、そうはいっても難しいので、充て 

職にするでしょうから、そうすると充て職になっている本委員の方の女 

性を増やすということですよね。そうすると、例えば文案としては、『女 

性委員の登用とともに女性の管理職等の登用も含めて』と入れると、本 

職のほうで女性が増えれば、充て職も女性となってくるわけですから、 

そのような一文を入れるというのはいかがでしょうか。 

会 長：皆さま、よろしいでしょうか。そもそもが変わっていけば自然に変わっ 

    ていくという流れも大切だと思います。 

続いて、24 ページの施策番号 19 です。こちらは、大谷委員と間野委員 

のご意見を仮置きしております。施策内容は、「女性が管理職を目指せ 

るような職場環境の整備に努め、能力と適正に応じ、管理職登用・昇任 

を進めます」ということで、2021 年度の実施状況は、女性職員の持つ不 

安を払しょくし、昇格することに対する意欲を高めるため、研修を実施、 

派遣を行った。また、複数部署において、女性職員による意見交換会を 

実施し、女性が活躍しやすい職場環境等について議論・理解を深めたと 

いうことで、計画実施度がＢ、指標達成度は△ということです。成果・ 

課題は、部長補佐における「女性活躍推進のための環境づくり研修」45 

名受講、茨城県自治研修所「女性職員キャリアデザイン講座」女性職員 

２名を派遣した。配偶者同行休業制度は１名派遣した。審議会意見とし 

ては、『第５次男女共同参画基本計画の成果目標よりも高く設定してい 

るため、実施値は未達であるが、女性係長級の承認割合は評価できる。』 

２つ目が、『根底にあるジェンダーの考え方の払しょくが難しく、女性 

職員の管理職等登用施策は難しいと思うが、継続して進めていただきた 

い。』２つの審議会意見について、ご審議いただきたいと思います。こ 
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ちらについてはよろしいでしょうか。それでは、このような形で施策番 

号 19 については進めていきたいと思います。 

続きまして 26 ページ、施策番号 21 です。こちらは飯田委員のご意見を 

仮置きしております。こちらの内容は、「職場等におけるセクシャルハ 

ラスメント・パワーハラスメントに関し、研修を通して職場単位での防 

止に努めます。また、相談員を配置し、相談体制の充実に努めます」と 

いうことで、2021 年度の実績は、研修は２回、受講者は 45 人、53 人、 

19 人ということで、計画実施度はＢとなっております。課題としては、 

全職員が相談・利用しやすいような体制づくりをし、所属部署内での早 

期解決に努めていくということです。それに対する審議会の意見は、 

『2021 年度実施のハラスメント職員研修で、受講できなかった人が、 

１～３割程度いるようだが、後日受講できる体制があるとよい。』とい 

うことで、よろしいでしょうか。 

委  員：意見にも書きましたが、これは市職員の話になるので該当しない人も 

いるかもしれませんが、中小企業もハラスメントの具体施策を義務付 

けているので、そこをまずしっかりと職員も分かった上で動かない 

と、企業は進まないかと思います。企業向けの施策はどこにあります 

か。 

会 長：企業に対する意識啓発のような含みというのは、この施策の中に盛り込 

まれていますか。 

事務局：現計画の中では、企業向けのパワハラやセクハラに関する施策は入って 

いないです。市から働きかけるような施策があるとよいということでし 

ょうか。労働局や厚生労働省から企業向けには行っているかと思いま 

す。 

委  員：あえてここで取り組まなくてもよいですか。 

事務局：例えば、セクハラについては男女雇用均等法、パワハラについては労働 

施策総合推進法というものがあり、それぞれの法律で、指導や事業監督 
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などを労働局が実施しているため、市がパンフレットを発行したり、法 

令に基づいて実施してください、とはなっていないので、計画には入っ 

ていません。 

委  員：計画の中には、そういった視点もどこかに入れたほうがよいと思って 

います。 

会 長：続きまして、施策番号 22 に移ります。27 ページです。間野委員、大谷 

委員のご意見を仮置きしました。こちらの施策内容は、「男性職員の育 

児休業取得を奨励し、２週間以上 100％の取得を目指します」というこ 

とで、2021 年度の実施状況は、行政職は 93.9％、消防本部のほうでは 

80％ということで、計画実施度はＢ、達成度は◎ということです。課題 

としては、男性職員の育児休業も定着してきている。その中でも取得し 

ない男性職員もいるので、取得しない、できない原因を把握し、全員が 

取得できる職場環境を整えるということです。審議会の意見として提案 

したいのは、『男性の育児休業は、親子関係や夫婦関係をつくる上で非 

常に重要（母親の産後鬱の防止や、父親としての意識の形成などに非常 

に効果的）であることから、市職員から一般市民に広げていただきた 

い』２つ目、『男性職員の育児休業取得率の高さは評価できる』とい 

うことで、審議会意見として提案してもよろしいでしょうか。大変よい 

意見でよいと思います。では、こちらのお認めいただいたということで 

次にまいります。 

続きまして、施策番号 23、28 ページです。こちらは北口委員と間野委 

員のご意見を仮置きしております。施策内容は、「配偶者・パートナー 

等からの暴力は犯罪であるという意識の浸透と理解の促進を図るため、 

セミナーやホームページ等において啓発活動を行います」。2021 年度 

の実施状況は、セミナー参加者に相談カードを配布したほか、「女性に 

対する暴力をなくす運動」期間において、ポスター掲示と各種相談機関 

のチラシ等を配置し、情報提供を行ったということで、計画実施度はＢ 
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です。課題としては、女性が抱える様々な悩み・問題に対して適切な相 

談窓口につながるよう、あらゆる機会を通じた情報提供が必要である。 

審議会意見としましては、『同性パートナー間でもＤＶ被害はある、女 

性に対する暴力とその子どもに対する暴力は同時に発生しているケー 

スが多いなどの周知が必要』、『啓発ポスターやチラシ等の周知を引き 

続き積極的に情報提供されたい』ということで審議会意見を進めてよろ 

しいでしょうか。 

委  員：次の施策で触れていますが、国会で困難な問題を抱える女性の支援に 

関する法律案というのが今後、成立する見込みがあるんですね。これ 

については、相談所を設けるなど色々書いてあり、今、つくば市は庁 

舎がそういった役割を担っているのですが、やはり今後、広いつくば 

市を考えると、もっと公共交通の便利なところに置くとか、庁舎とは 

別に設けるなど、そういったことを考えていかなければならないかと 

思います。その辺りをここに書き込むのがよいのか、次のところに国 

の動きを鑑みながら順次施策を入れるのか、何か少し触れた方がよい 

のではないかと思います。 

会 長：国の流れに沿って色々変化しています。どちらで入れるのがよいでしょ 

うか。 

事務局：施策 23 ですと、広報と啓発という面の施策になるので、今のお話を入 

れるとすれば、施策番号 24 で入れるのがよいかと思います。 

会 長：それでは、施策番号 23 はこれでよろしいでしょうか。 

続きまして、施策番号 24 の 29 ページに移ります。こちらは間野委員の 

意見を仮置きしております。施策内容は、「夫婦・親子の問題、人間関 

係、ＤＶ（配偶者・パートナー等からの暴力）、生き方などについて、 

必要な情報を提供するとともに、女性が主体的に思考・行動できるよう、 

女性相談員が相談・支援を行います」ということで、実績は「電話相談 

165 件、面接相談計 579 件、その他対応 34 件ということで、実施度が 
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Ｂとなっております。成果・課題としては、相談室機能が庁舎に移転し 

たことで、関係課との連携が取りやすくなり、一般相談及び法律相談は 

昨年度の 1.6 倍増となった。働き方や生活スタイルの変化により、相談 

件数が増加していることから、相談事業の充実及び専門職（社会福祉士 

等）の職員配置の検討も今後必要であるとなっております。審議会意 

見としては、『庁内関係課との連携、必要な情報提供等、相談事業の充 

実について継続して進めていただきたい』、また、先ほどご意見があり 

ました、『国の状況を見ながら、それに沿った形でより一層充実した体 

制を整えていただきたい』といった感じを加えるということでいかがで 

しょうか。施策番号 24 について、お認めいただいたということでよろ 

しいでしょうか。 

続きまして、施策番号 27 の 32 ページです。こちらは間野委員からのご 

意見を仮置きしました。施策内容は、「ＤＶ被害者への的確な支援を図 

るため、相談事例の情報交換を行うなど、関係機関相互による連携を強 

化します」。実施状況は、真ん中辺りです。ＤＶ相談など、緊急を要す 

る事案や支援が必要な際には、庁内関係課の担当者が集まり、ケースに 

応じた支援策・対応方法について協議・検討を行った。2022 年に県女性 

相談センター主催「ドメスティック・バイオレンス対策ネットワーク地 

域会議」の書面会議に参加し、福祉相談センターや県内市町村、警察等 

と協議・情報交換を行ったということで、実施度がＢとなっております。 

課題は、相談者の状況に応じて、必要な関係課と迅速に連携・対応がで 

きるよう、定期的な情報交換を行うなど、連携体制を図ることが重要で 

ある。審議会の意見としては、『ＤＶ被害者への切れ目のない支援を継 

続してお願いしたい』ということでよろしいでしょうか。 

委  員：意見として採用していただいていますが、とてもざっくりしています。 

ＤＶ被害者が、連携がうまくいかないことで、個人情報が出てしまった 

りする被害にあったりして、また怖い思いをしなければならなかったな 
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ど、ニュースなどで聞きます。成果・課題にも、連携・対応を書いてく 

ださっているので、本当にそこをきちんとしていただけたらと思いま 

す。切れ目のないことが重要だと思います。今回のところには関わらな 

いかもしれませんが、意見として出させていただきました。また、加害 

者への支援もとても重要です。被害者を守ることに重点が置かれがちで 

すが、やはり色々な意味で問題を抱えている人が加害者になりやすいと 

いうことがあります。加害者の再発防止への支援を新しい計画に入れて 

いただけたらと思います。それが、結局は被害者を守ることに繋がって

いくことだと思います。 

会 長：ご意見ありがとうございます。それでは、ＤＶ被害者への支援について 

は、より一層連携体制を図り、迅速かつ切れ目のない支援をという感じ 

で、もう少し具体的なところも盛り込んでいただければと思います。迅 

速であることが非常に重要ですので、そちらも入れていただくことでお 

願いしたいと思います。また、可能であれば、『今後は加害者への支援 

等も検討していただきたい』ということを審議会の意見として入れてみ 

てはどうかと思います。いかがでしょうか。 

委  員：こういった連携や情報共有というのは、頻度としてはどれくらいやっ 

ているのか教えてください。自治体によっては、月に１回ケース会議 

をやっているところもあります。そこに警察や民生委員といった方が 

入り、毎回定例でやることで状況を追っていくことができるので、切 

れ目のないというのはそういったところに繋がるのではないかと思 

います。実際に今、どのような形で行っているのか教えてください。 

事務局：関係課との連携ですが、月に１回、定期的な会議は行っていません。相 

談者が来た場合、その都度という形で、その人の状況・ケースに応じて 

必要な関係課を集めて、どのような支援をしていったらよいかというこ 

とをケース会議のような形でやっています。 

委  員：そういうことであれば、定期的にやっている事例なども研究していた 
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だければと思います。継続的に追うことで、例えば、子どもたちが今 

どこで保護されているのか、ＤＶ被害から逃げられた家庭、また、加 

害者の方は大体貧困であったり、仕事がなくなったりというきっかけ 

で起こる場合もあるので、仕事の支援も計画的に行うことで、被害が 

少しでも次に繋がらないような施策になっていくと思います。ぜひ、 

他の自治体の事例を参考にして、ケース会議がやれないことはないと 

思うので、定期的なやり方も参考にしていただければと思います。 

会 長：大変貴重な意見かと思います。こちらも加えてみたらどうかと思います 

がいかがでしょうか。 

副委員長：おっしゃっている内容はよく分かります。その時に、加害者支援とい 

う言葉を使うと、反発があるかもしれませんので、加害行為が起こら 

ないような支援にしたほうがよいです。 

会 長：イメージとしては、それが２つ目の審議会意見で、３つ目の審議会意見 

は、切れ目ない支援に繋がるよう定期的な、つまり今緊急だから招集し 

て、ということでは足りないということですね。フォローして、追跡し 

て無事かどうか確認していかないといけないですし、そのためには定例 

で集まっていかないと切れてしまったりする、というところが３つ目の 

審議会意見だと思うので、委員会の意見としては、こちらに挙げていた 

だいていることプラスが必要だと思います。 

副会長：２つ目と３つ目、両方に係るものだと思います。そもそも被害が起こら 

ないようにする支援ということです。それは前もっての支援ですし、起 

こってしまった後に、それが今後起こらないような支援もあります。両 

方あると思います。 

会 長：この２つを加害者に対する問題と、その追跡をしていくということで、 

審議会の意見としては２つ別々でもよいですし、うまくまとめられるの 

であれば、１つのカテゴリとして文面を考えていただくということでよ 

ろしいでしょうか。 
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委  員：今の件ですが、加害の背景を調査・研究することで未然にＤＶを防ぐ 

ような支援体制を取っていただきたいということではないかと思い 

ます。それと、個人情報保護が非常にあちこちの自治体で漏れて、誤 

って発送されたこともありますので、引き続き徹底していただきたい 

と思います。また、もう１つは今、ＳＮＳを通じてとか、18 歳成人に 

なることで、非常に若年層のＤＶ被害が発生しているという情報もあ 

ります。そのような背景を踏まえた調査・研究をしていただきたいと 

思います。調査・研究とともに、若年女性への教育・情報を知らせる 

といったことも必要になってきていると感じています。 

会 長：今いただいたご意見で、若年層の問題なども新しい基本計画の文章に入 

れたほうがよいですか。 

委  員：もちろんです。今起きていることです。 

会 長：いかがでしょうか。 

副会長：例えば、従来にない新たなＤＶが起きているので、それに対することを 

今後考えてもらいたいという形でよいかもしれません。 

会 長：ありがとうございます。そのような形で少し膨らませていただいたり、 

審議会意見を増やすかたちで、後日、皆様にチェックしていただきたい 

と思います。 

委  員：今回 28 施策を拝見させていただきました。その中からピックアップ 

して、今議論をしたという背景は何があるのでしょうか。 

事務局：事前に審議委員から実施計画を見ていただいて出たご意見やご質問に対 

して、意見があった部分について今回議論していただきました。質問内 

容については、資料３で各担当課から回答させていただいています。そ 

の他の施策に関しては、質問であったため、意見のある部分だけ今回、 

審議いただいております。 

委  員：私としては、質問して聞かないと意見も出せないという状況もありま 

した。このような形になるのであれば、次からは先に意見を述べるよ 
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うにします。 

副会長：以前は、この場に施策担当課がいなかったので、出された意見も評価で 

きなかったので、新たに施策担当課の方も同席いただいて、ここで疑問 

があれば質問するという形になったと思います。 

会 長：次回から、まず意見を述べるということで、進めていただければと思い 

ます。その他の施策については、今年度は意見なしということで進めて 

よろしいでしょうか。 

それでは、議事の（１）はこれで終了させていただきます。 

 

（２）つくば市男女共同参画推進基本計画（2023-2027）の策定について 

会 長：議事（２）つくば市男女共同参画推進基本計画（2023-2027）の策定に 

ついて、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局：〇資料４ 策定スケジュール 

〇男女共同参画推進基本計画の位置づけと計画の基本的考え方 

〇資料５ 現計画の進捗状況及び市民意識調査結果を踏まえ、計画見 

直しに向けた課題の洗い出し作業を説明 

〇資料５ 新計画の体系案として、３つの基本目標の設定と「生涯を通 

     じた健康支援」の追加について説明。 

会 長：現在の計画に、国の動向や社会の動向などを捉え、市の現状や市民意識 

調査結果から見えてきた課題、新計画案の体系・骨子説明がありました。 

何かご意見はございますか。 

委  員：大変まとまっており、これから大きく飛躍していのではないかと期待 

しております。１点、新規ということで「生涯を通じた健康支援」を 

組込んでいただきありがとうございます。私事ですが、現在、乳がん 

治療中でこのような頭をしています。アピアランスケアで、見た目を 

ケアいただいて、乳がんの人って脱毛してしまいます。なおかつ、こ 

ちらの乳房が落ちているので、乳房の大きさが違います。ピンクリボ 
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ン運動がありますが、それを隠すためにこのような着物を着用するこ 

とになりました。ウィッグや乳房を再建するためのプラスチックやシ 

リコンで胸を後付けすることはできるのですが、こういったことに対 

しての補助をつくば市はあまりやったことがないと思うので、そうい 

った必要性があるということをお伝えしたかったのが１点です。ま 

た、私のことではないですが、入院中に女子中学生、女子高校生の子 

でも、乳がんではないにしてもがん治療をしています。多感な女子学 

生中の髪の毛が抜けてしまうことに対して、ものすごくネガティブに 

なってしまいます。性差は関係ないということはあるのですが、自分 

が女性でいたいと思うのに、それをはく奪されることに対する心理的 

な負担というのは経験しないと分かりません。逆に、私みたいにウィ 

ッグを取ってもよいと思っても、周りからなぜ付けていないのか、気 

持ち悪いからやめてくれといったことを言われてしまったりします。 

実はウィッグはとてもつらいです。暑いし、痛いしかぶれますので、 

そういった自由な選択があるような形で、もう一歩踏み込んでいける 

ような海外の事例を知らせていただけるとありがたいと思いました。 

委  員：見直しの体系について、中身に異論はないです。見直しの観点、新し 

く作った観点ですが、前回の５年間、これからの５年間で社会状況や 

私たちの生活、暮らし方、働き方は大きく変わってきていると思いま 

す。新しいものもたくさん出てきているので、先ほどから色々と話が 

出ていると思いますが、５年間の社会状況の変化を踏まえた観点から 

新たな問題を取り込んでいくなど、そういったことも必要だと思いま 

す。この中にどのように書くのかは分かりませんが、非常に大事なこ 

とだと思います。社会は大きく変わっているが、男女共同参画の数値 

を見るとあまり変わっていないこともありますので、社会の変化に応 

じた新たな課題や取組み方をぜひ新しい計画に盛り込んでいただけ 

ればと思います。 
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会 長：世の中はすぐに変わります。他の会議であったのですが、こういった基 

本計画は、一度立ててしまうと、ガチガチで動かせなくなってしまうの 

ですが、そちらの委員会では別途アクションプランを作っていました。 

アクションプランは、臨機応変に変えてよいものだといった立場で、そ 

れを作っている委員会があります。今のご意見を反映するとしたら、そ 

のような仕組みづくりが必要なのではないかと思います。 

委  員：新しい体系に、今まであった「人権の尊重」がなくなってしまったの 

が気になります。下に、ＤＶ防止基本計画がついているので、一人ひ 

とりの人権の尊重と挙げてあるのですが、大きな目標として、人権の 

尊重が挙がっていた方が、私はとてもよいと思っていました。それが 

新しい方には完全になくなっていて、確かに今までと今回入れようと 

している計画としては、「安全・安心な暮らしの実現」で表せると思 

うのですが、だとしたらその中にそれぞれ皆さん誰もが等しく人権が 

尊重されるような部分をぜひ入れていただきたいと思います。ＤＶ防 

止だけでなく、色々な人、マイノリティの人が暮らしやすい、差別さ 

れることなく生活できる、そういった意味での安全・安心には変更し 

てほしいと思います。そこに対しての施策も入っていると思いますの 

で、できれば新しい計画の方にも入っていたらよいと思います。 

あとは、５年の間で社会が変わると私も思っています。子育て支援を 

しているのですが、この５年間でお母さん達の状況が本当に変わりま 

した。前は主婦の方、ワーキングマザーの方、それぞれいらっしゃっ 

て、仕事をされている方は、育休の間だけ支援拠点で過ごし、また職 

場に復帰されるという形なのですが、ワーキングマザーが格段に増え 

ました。なので、育休の間だけ、とにかく子どもと過ごして、終わっ 

たらすぐに出勤してという方が増えたと思います。また、ＳＮＳがも 

のすごく使われるようになりました。お母さん達がどこから情報を取 

っているかというと、インスタグラムなどのＳＮＳです。情報の取り 
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方もどんどん変わってきました。前は、メールやホームページから取 

っている印象でしたが、どんどん情報の取り方が変わってきている時 

に、５年間ガチガチでこのようにやりますというのが変えられないと 

なかなか不便だと思います。市民側としては、このようなものがあれ 

ばよいのに、なかなか行政で対応してもらえないもどかしさも出てき 

そうだという不安があります。国の施策も変わっていく時に、すごく 

怖い思いをするような女性や子どもが出てくると思います。そこに対 

して、決まっているから変えられないのではなく、臨機応変にできる 

ことを検討していただきたいと思います。 

副会長：今おっしゃった２点ですが、まず基本目標３「人権の尊重」から表現が 

変わった背景を説明します。また、その時々に臨機応変にアクションプ 

ランを作っていくということについて、「そういった制度を作ります」 

とここに入れることができると思います。 

会 長：事務局はいかがですか。１つは、人権という言葉を使っていたところが、 

新規を入れることによって、「安全・安心」という文言に変わったと思 

います。 

事務局：背景としては、人権だけでなく、新規で組み込む「生涯を通じた健康支 

援」を入れるにあたり、暴力や性差別、健康など、全てを含む目標と 

できるのは「安全・安心な暮らしの実現」という名称かと考え、検討し 

たところです。「一人ひとりの人権の尊重」に名称を戻すか、「安全・ 

安心な暮らしの実現」に「人権」を加え、長い名称とした方がよいでし 

ょうか。 

会 長：一人ひとりが自分らしくでいいんだよというところは外してはいけな 

いと思います。男女共同参画だよりの愛言葉はとてもいいです。この感 

覚を盛り込みたいという意見だったと思います。 

委  員：関連して質問していいですか。カテゴリの中に、色々なものが入った 

という説明でした。「生涯を通じた健康支援」というのは、先ほど 



17 

福村さんがおっしゃられた内容と理解してもよいですか。 

事務局：女性の健康支援や男性もそうですが、健康支援は今まで入っていなかっ 

たので、その分野も入れたいということです。 

委  員：実務を担当するのは健康推進課ですか。 

事務局：はい。自殺対策などは考えられるかと思いますが、まだ具体的な施策に 

関しては決まっていません。 

委  員：カテゴリですが、元々の現計画が、ＤＶ防止基本計画の中に「性に関 

する差別の解消」が入っていること自体に違和感があります。今回、 

作り直すにあたって、別にされたらどうかと思っていました。基本目 

標は３つに限らず、４つにしても５つにしてもよいのですね。ＤＶ防 

止基本計画に関するものは、１本立てしていくという方向性があれば 

よいと思います。また、基本目標１の「男女共同参画社会に向けた基 

盤の整備」は、本当に全部を包括する目標になっていくだろうと理解 

しています。「広報・啓発のさらなる推進」は、施策の方向性よりは、 

具体的な事業の１つだと思います。だからここは、「男女共同参画社 

会に向けた基盤の整備」の中に、ジェンダーの不平等をなくすとか、 

若年層に対しての周知を図る、ＬＧＢＴＱの理解を進めるなど、そう 

いった大きな基盤にあって、人権という括りはどうなのかと思ってい 

ます。そういったことをもう少し審議会で議論していただければと考 

えています。 

委  員：国の方針の第７分野で「生涯を通じた健康支援」がありますが、これ 

は厚生労働省管轄と全く同じような形になっていて、男女共同参画に 

関係ないのではないかと思います。ただ、女性特有のがんというだけ 

ではなく、なった後、社会の中で自分の意志とは関係なく性差をはく 

奪されてしまった女性、あるいは男性を受け入れる社会をつくるため 

の計画であってほしいと思います。そのときに、「安全・安心な暮ら 

しの実現」というのは、人権に関わるということで、私も違和感はな 
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いです。ＤＶ防止基本方針は、暮らしの中でいきなり自分の体が変わ 

ってしまうという衝撃は思った以上にひどいショックを受けますの 

で、若い女性がうつになってしまうということもあるので、市として 

サポート体制をつくるきっかけに、この計画がなればよいと思いま 

す。基本目標のどこに入れたらよいのか私では判断がつきませんが、 

福祉、健康分野を超えた男女共同だからこその健康の視点というのは 

必ずあると思うので、ぜひつくば市が主導で走るくらい頑張っていた 

だけたらと思います。 

副会長：先ほど北口委員がおっしゃった通り、基本目標３を２つに分けること 

も１つの案としてあると思います。元々あった人権というのは、憲法 

では基本的人権の問題で、今度新しく入っている安全・安心というの 

は社会権の問題なので違うものが詰まっているわけです。極端なこと 

をいえば、伝統的な古い価値観でいえば、夫が妻の安全・安心を守っ 

てやるという意識があるものだから、家族になれば安全・安心でよい 

のかといえばそうではないところが人権なので、この安全・安心と人 

権は両立しないところもあります。もし、これを混ぜるのなら、基本 

目標３でいくのなら併記して「一人ひとりの人権の尊重及び安全・安 

心な暮らしの実現」とすべきか、あるいは福村委員がおっしゃったよ 

うに、男女共同参画ならではの安全・安心を追求していくなら、続け 

て「人権の尊重及び安全・安心な暮らしの実現」にして一本にするか 

です。あるいは、そもそも違う原理で動いているものなので、北口委 

員がおっしゃったように、一本ずつ立てるか、それは私たちがここで 

どうしていくか議論したら良いと思います。 

会 長：基本目標３の文言の工夫をするパターンが１案、もう１つはカテゴリで 

分ける北口委員のアイデア、どちらが良いでしょうか。 

委  員：（３）「性に関する差別の解消」の項目は、ここに位置づけられるこ 

と自体に違和感があります。これは１の「男女共同参画社会に向けた 
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基盤の整備」になります。性的マイノリティは、今 12 人に１人と 

いわれていますが、カミングアウトしていないだけで、たくさんの方 

がいらっしゃるのが統計的に分かってきているので、それを踏まえて 

男女共同参画の「男女」という分け方自体が議題で、今後私たちが取 

組まなければならない意識変革だと考えています。そういったことを 

考えると、「広報・啓発のさらなる推進」の１つとしてＬＧＢＴへの 

理解というのは位置づけられるべきものだと考えています。 

会 長：基本目標３のカテゴリに、人権という言葉を入れるといった問題ではな 

く、基本目標３の（３）は、基本目標１のカテゴリに入れたほうがよい 

ということですね。 

委  員：本人たちにしてみれば、性自認が男性であったり、女性であったりし 

ます。それがきちんと世間で認められないための不都合さがある状況 

なので、人権よりは男女というどちらかに属していますよね。だけど、 

無理解のもとで不都合が出ている状態なので、それは人権を尊重する 

というレベルの問題ではなく、男女共同参画社会という中の構成メン 

バーの一人という位置づけにして考えてたらどうかと思います。 

副会長：基本目標１と３で、１は全体の仕組みづくり、基盤整備なので、特定の 

トピックに限定せずに全体の仕組みづくりの話で、個々の人権や社会権 

の問題は、基本目標３のほうで扱うという分け方になっていると思いま 

す。性的マイノリティの方の差別の解消という点では、当然基盤整備を 

つくることは大切だけど、差別の解消自体は人権の問題だと思います。 

なので、社会全体がこちらに向かっていくための制度設計は、基本目標 

１で、社会的な差別解消は人権の問題だと思うので、基本目標３の方が 

よいと思います。 

会 長：個人的な意見ですが、そもそも男女共同参画室という名前が今時ではな 

いと思います。基本目標４というカテゴリで、多様性を認め合うという 

ニュアンスで、性に対する差別を包括できないでしょうか。男女共同と 
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言い続けているけれど、どこかにダイバーシティ、多様性を認め合うと 

いう言葉も入れていくのも１案ではないかと思います。 

委  員：基本目標３は、多様性とかそういった文言の方がよいと思います。男 

女共同参画、多様性を受容することがベースになっているわけですよ 

ね。そのような言葉で盛り込んで、ここにあるように「安全・安心な 

暮らし」というのは非常に包括的な言葉です。だから、広すぎるので 

はないかと思います。防災、交通事故、色々なことがあります。多様 

性といった言葉を入れて、その中に人権や差別を入れていく方向性が 

よいのではないかと思います。 

副会長：会長がおっしゃった点は、立てつけ自体の問題であって、そもそも担当 

しているのが、男女共同参画室なのでそうなっているのですよね。これ 

を僕たち自体は、ジェンダー間の差別、格差があるから、それを解消し 

ましょうということで始まっているわけです。なので、これは「ジェン 

ダー平等」の問題です。一方、今出てきているのは、性の多様性の話で、 

これは「ジェンダーフリー」の問題です。そこは別の話なのですが、ジ 

ェンダーフリー、性の多様性は人権問題なので、それはそれで本当にや 

るべきことなのですが、つくば市ではそれを担当する専門の部署がない 

です。私たちは、今ある男女間の差別をどう解消するかという問題と、 

性の多様性をどのように尊重していきましょうという問題が重なって 

しまっています。それを、どこまで取り入れるかというのは検討すべき 

だと思います。なので、新しい軸を立てればよいと思います。マジョリ 

ティは男性、女性も多いですから、まずそこの差別をなくしましょう、 

格差をなくしましょうというのがあって、それプラス、性の多様性の問 

題があってマイノリティで苦しんでいる方もいらっしゃるので、既にあ 

る男女間の格差や差別の問題の解消自体をそこで分けたらまずいと思 

います。プラスアルファで性の多様性も尊重しなければならないことを 

付け加えていく方向で考えていくとよいと思います。 
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会 長：基本目標１は、男女の問題をきっちり押さえていくカテゴリにして、基 

本目標３の言葉を変えるか４をつくるかというところです。皆さまと議 

論を交わしていて思ったのが、まず言葉として、「安全・安心な暮らし 

の実現」はちょっと大き過ぎる感じなので、例えば「心から安心できる 

暮らしの実現」など、心の問題を含めた表現にするとか、あるいは体を 

守るなど、心と分けるように立てるか。 

副会長：間野委員のご意見をいただいて、「人権の尊重」という言葉は残した方 

がよいと思います。これは、本来の男女間の差別の問題があるわけです 

から、人権の尊重は残した方が、人権問題と社会権の問題は別のカテゴ 

リなので、その他の意見に入れたほうがよいと思います。 

会 長：いかがでしょうか。基本目標４を立てるといったイメージですね。 

副会長：あるいは基本目標３で、「人権及び安全・安心」と繋げるかです。人権 

を消さない方がよいです。 

会 長：事務局としてはどちらの方がよいですか。 

事務局：今は基本目標を３つに分けていますが、人権尊重を別に設けた方がよ 

いというご意見もありましたので、今まである基本目標を残しつつ、新 

たな課題に対応するための目標をもう１つ作った方が整理できるので 

はないかと思います。その辺については確認したいと思います。 

会 長：それではご提案を私たちは待つという形でよろしいでしょうか。また、 

（４）の「生涯を通じた健康支援」ですが、これは先ほど言っていたよ

うな、心の問題が欠けていると思います。体だけが元気でよいというわ

けではないので、「生涯を通じた心と体の健康支援」というようになり

ませんか。ぜひ、心と体の両方を支援できるような文言があればそのよ

うにお願いしたいと思います。 

副会長：今おっしゃったことは、基本目標１の基盤整備に入ってよい気がします。 

安全・安心よりは、全体なので、基本目標１に入れるということも検討 

していただければと思いました。そうすると、量のバランスも取れるの 
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ではないですか。担当部署が違いますか。基本目標１は男女共同参画室 

ですね。 

事務局：半分位はそうなるかと思うのですが、私たちも考えてきた体系をすぐに 

変えることは難しいので、少しお時間を頂戴したいと思います。 

会 長：皆さまから意見をたくさん出していただきました。他にご意見はござい 

ませんか。 

委  員：カテゴリのどこに入れるのがよいか分かりませんが、今回コロナ禍で 

非常に女性の貧困が浮き彫りになってきました。やはり､職業的な弱 

者がどうしても女性に多いので、そういった影響を受けやすいのが露 

呈したと思います。そういったものは、女性活躍推進計画に入ってい 

くのですか。どこに位置づけるのがよいのかと考えていました。もう 

１点、社会環境の変化による若年層への教育は、ＤＶ防止基本計画に 

     入るのですか。性被害とは違うようです。なので、どうしたらよいか 

と思います。具体的に、この辺に入りそうというのがあれば教えてく 

ださい。 

事務局：若年層への教育、性被害に関する啓発を考えれば、基本目標３の（１） 

がよいと考えます。女性の貧困については、市民、それとも市職員に向 

けてですか。 

副会長：北口委員がおっしゃったのは、コロナ渦で貧困問題が特に女性に偏って 

いることが浮き彫りになったというところなので、貧困自体は男女関係 

なくあるけれど、特に女性の深刻度が強いので、それに対する何らかの 

アクションが必要ではないかという意見ですね。それは、安全・安心だ 

と思います。安全・安心の中には健康上の安全・安心と、経済的な安全・ 

安心があるので、貧困問題は基本目標３に入ってくると思います。性被

害は人権問題です。今、女性の貧困問題が入っていないので、どこかに

立てないといけなくなると思います。 

事務局：どのような施策が考えられるか即答できませんが、施策の方向性に入れ 
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てはどうかとのご意見をいただきましたので検討したいと思います。 

会 長：随分意見も出ましたし、考えていることを事務局に伝えることができた 

と思います。事務局に預けて、よりよい計画を作っていければと思いま 

す。引き続き、よろしくお願いいたします。 

委  員：スケジュールは承知しました。パブリックコメントで意見を募集する 

にあたり、オンラインでよいので説明会をするなり、前回とどこが変 

わったというポイントを説明するような、意見交換をする場面は想定 

されているのですか。 

また、８月下旬に素案について審議して、素案が送られてきますよね。 

素案は骨子だと思うので、その時点で意見交換ができると一番よいと 

思います。作業的に時間がかかるので大変だと思いますが、この計画 

は本当に認知度を上げるしかないので、説明会を通じて認知度を広げ 

る、アンケートを通じて認知を広げるとか、事あるごとにＰＲしてい 

くべきだと思います。提案です、いかがでしょうか。パブリックコメ 

ントをする前に、オンラインで説明することはできませんか。 

事務局：現時点では考えておりません。パブリックコメントがそのような場であ 

ると思いますので、説明会は考えておりません。 

副会長：おそらくパブリックコメント自体の認知度を上げていかなければいけな 

いということだと思います。思いつきに過ぎないのですが、毎年色々と 

セミナーをやっていますよね。その中の１つのイベントに、そういった 

会を設けてもよいと思います。 

委  員：市民意識調査の中に、健康に関する部分は入っていないですよね。例 

えば、乳がんに罹患した、子宮を摘出した、などそういったところで 

自分の性の認識が変わってしまったり、社会から子宮がないことで差 

別されることがあるのですが、そういったところの意識改革がないと 

思うので、ワークショップみたいなことをやっていただくことで、今 

回は方向性を示すだけでよいかもしれませんが、市民からの声を入れ 
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ていただけるとよいです。特に女子中学生、高校生は本当に苦しんで 

いると思います。卵巣を取る女性の方、出産経験のない、まだこれか 

ら彼氏をつくらなければいけない子が卵子凍結という話を聞くと、本 

当に辛いので、ぜひその辺を救えるといいと思います。 

副会長：これもセミナーの中の１回で、福村委員に講師になっていただいてイベ 

ントしてもよいですね。 

事務局：計画の中で考えられるのは、土井先生がおっしゃられたセミナーを年に 

何回かやっていますので、そういった機会を利用して若年層への啓発を 

していければよいかと思います。 

委  員：お子さん自身は辛くて来ることができないと思うのですが、それを支 

えるご家族の方は本当に困っていらっしゃると思います。 

委  員：オンラインを活用していただきたいのは、マイノリティの方たちは、 

顔を出して会場に来るのをためらわれるそうです。できたらオンライ 

ンで開催していただくと参加できます。 

会 長：それでは、ご意見が出たということでよろしいでしょうか。皆さまから 

本日いただいたご意見は、できるだけ新計画に盛り込んでいただけるよ 

う、事務局で再度検討していただければと思います。 

本日は、活発なご意見をいただきまして誠にありがとうございました。 

それでは、進行を事務局にお戻ししたいと思います。 

事務局：本日の会議録及び修正案について、事務局で内容を検討し、決まり次第 

皆さまにお送りしたいと思います。またご確認をお願いいたします。 

なお、次回の審議会は、新計画の施策案について、各課にヒアリングを 

行い、施策の基本的目標を整理したものをご審議いただく予定となって 

おります。８月頃、２回目の審議会を開催する予定ですので、ご出席く 

ださいますようお願いいたします。 

事務局：以上をもちまして、第１回つくば市男女共同参画審議会を閉会します。 

ありがとうございました。                 以上 
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資料１

2022年度施策実施計画

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

2021年度施策実施状況



令和３年度（2021年度）つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）評価一覧表

1 男女共同参画意識の幅広い啓発と、市民の交流促進を図るため、男女共同参画会議を開催します。 Ｂ - 男女共同参画室

2 男女共同参画に関する意識の向上を図り、能力や行動力を高めるため、セミナーを開催します。 Ｂ △ 男女共同参画室

3 男女共同参画に関する取組や関係法令について、広報紙・ホームページ・イベント等で意識啓発や情報提供を行います。 Ｂ - 男女共同参画室

4 学校教育全体を通じて、人権の尊重、男女平等、相互理解・協力について指導を行います。 Ｂ - 学び推進課

5 小中学校において、児童生徒が将来社会の一員として役割を果たしていくため、それぞれの個性や能力が発揮でき、自立して生きていくためのキャリア教育を行います。 Ｂ - 学び推進課

6 災害時における女性のニーズに対応できるよう、女性の視点を取り入れた防災計画・防災体制づくりに努めます。 Ｂ - 危機管理課

7 各国の男女共同参画の取組情報を収集し、紹介します。 Ｂ - 男女共同参画室

8 女性活躍推進法により、一般事業主行動計画策定が努力義務となっている事業主に対し、策定・推進のための情報提供を行います。 Ｂ - 男女共同参画室

9 国・県等と連携し、新しい就業形態などに関する情報の収集・提供を行います。また、つくば市ふるさとハローワークにおいて、職業相談、職業紹介を行い、再就職及び職場復帰を支援します。 Ｂ △ 産業振興課

10 各種セミナーや支援制度の情報提供を行います。また、各支援機関と連携し、相談業務を行います。 Ｂ △ 産業振興課

11 家族経営協定の普及啓発を行い、快適な労働環境づくりを促進します。また、女性の能力・感性等を生かした新しい産業の創出が図れるよう、６次産業化のためのセミナー等を開催します。 Ａ ◎ 農業政策課

12 大学・研究機関・企業等と連携し、女子生徒や保護者等に対し、科学技術を身近なものとする取組を進めるとともに、ロールモデル（具体的な行動や考え方の模範となる人物）の紹介等を通じ、理工系女性の人材育成を推進します。 Ｂ - 科学技術振興課

13 市内事業者に対し、国や県の支援・助成制度や優良事例などの情報を提供し、制度利用を促進します。 Ｂ - 産業振興課

14 妊娠・出産・育児について、家族で正しい知識を持ち、積極的な育児参加ができるよう、講座を開催します。 Ａ ◎ 健康増進課

15 両親子育て教室を開催し、家庭における男女の役割分担などについて考える機会を提供します。 Ｂ - 生涯学習推進課

16 子育て家庭が外出しやすい環境を整備するため、授乳やおむつ替えスペースを設置した施設をあかちゃんの駅として登録し、情報提供を行います。 Ｂ - こども政策課

仕事と育児の両立を支援するため、保育ニーズに即した保育体制の強化等サービスの充実を図ります。（「つくば市子ども・子育て支援プラン」により推進） △ 幼児保育課

仕事と育児の両立を支援するため、保育ニーズに即した保育体制の強化等サービスの充実を図ります。（「つくば市子ども・子育て支援プラン」により推進） ◎ 幼児保育課

仕事と育児の両立を支援するため、児童の遊びと生活の場を提供する放課後児童クラブの活動を推進します。（「つくば市子ども・子育て支援プラン」により推進） ◎ こども育成課

仕事との両立や介護離職を防止するため、ニーズに応じた介護サービスの充実を推進します。（「つくば市高齢者福祉計画」により推進） 高齢福祉課／介護保険課

17 仕事と家庭生活を両立するため、長時間労働の是正や年次有給休暇取得の促進、さらにハラスメントの防止等の労働環境改善のための情報提供を行います。 Ｂ - 産業振興課

18 市政運営において、女性が自らの能力を十分に生かし、様々な分野で政策や方針決定に関わり、意見や考え方を反映させることができる環境づくりを進めます。 Ｃ △ 男女共同参画室

19 女性が管理職を目指せるような職場環境の整備に努め、能力と適性に応じ、管理職登用・昇任を進めます。 Ｂ △ 人事課

20 男女がともに育児休業、介護休暇及び看護休暇制度を活用することができる職場の雰囲気づくりに努めます。 Ｂ - ワークライフバランス推進課

21 職場等におけるセクシャルハラスメント・パワーハラスメントに関し、研修を通して職場単位での防止に努めます。また、相談員を配置し、相談体制の充実に努めます。 Ｂ - ワークライフバランス推進課

22 男性職員の育児休業取得を奨励し、２週間以上100％の取得を目指します。 Ｂ ◎ ワークライフバランス推進課

23 配偶者・パートナー等からの暴力は犯罪であるという意識の浸透と理解の促進を図るため、セミナーやホームページ等において、啓発活動を行います。 Ｂ - 男女共同参画室

24 夫婦・親子の問題、人間関係、DV（配偶者・パートナー等からの暴力）、生き方などについて、必要な情報を提供するとともに、女性が主体的に思考・行動できるよう、女性相談員が相談・支援を行います。 Ｂ - 男女共同参画室

25 相談業務についての必要な知識や能力を身に付け、相談者のニーズに即した対応ができるよう相談員の資質を高めます。 Ｂ - 男女共同参画室

26 夫婦関係や家族、人間関係、仕事、生き方などの問題や悩みを抱えている男性に対し、男性相談員が相談・支援を行います。 Ｂ 〇 男女共同参画室

27 DV被害者への的確な支援を図るため、相談事例の情報交換を行うなど、関係機関相互による連携を強化します。 Ｂ - 男女共同参画室

28 性的指向や性同一性障害の理解を深めるための情報発信を行います。また、このことで、悩み・問題を抱えている方に対し相談支援を行います。 Ｂ - 男女共同参画室

【計画実施度】 【指標達成度】
Ａ：順調（当初の計画以上に施策を実施した） ◎：実績値が年次目標値を上回った

Ｂ：おおむね順調（当初の計画どおり施策を実施した） ○：実績値が年次目標値どおり

Ｃ：遅れ（当初計画した施策を一部実施できなかった） △：実績値が年次目標値を下回った

Ｄ：未実施（当初計画した施策を全部実施できなかった）　　　　　 ―：指標のない施策

―：終了（計画年度（2018～2022）途中に終了した施策）

施策担当課施策内容 計画実施度 指標達成度施策番号
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担当課 男女共同参画室 施策番号 1 .

基本目標 1 男女共同参画社会の基盤整備

施策の方向 1 広報・啓発のさらなる推進

施策名 1 男女共同参画会議の開催

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

指標

－

審議会意見

2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

○事業の規模及び会議内容・構成の検討を行うため、
実行委員会を開催する。
○ミンナのつどい開催予定日：12月４日（土）10：00～
13：00　つくばカピオ（仮）
〇第16回つくば市男女共同参画推進標語「愛ことば」
展示・表彰式
〇男女共同参画社会づくりに関する基調講演
〇男女共同参画推進団体による活動紹介及びパネル
展示

※新型コロナウイルス感染症も考慮し、開催にあたっ
ては、オンライン形式による開催も視野に検討を行う。

○実行委員会：市民活動団体、企業、県男女共同参
画推進員など11人で構成。実行委員会議は、メール
を中心にやりとりし、次年度以降のつどい構成等につ
いてはオンラインで会議を開催。
　１月28日（金）出席人数：８人
○ミンナのつどい：ｵﾝﾗｲﾝ配信
「仕事も家庭も一生懸命！」
菊地 幸夫氏（弁護士）
・配信期間12月３日(金)～９日(木)
　登録人数:161人、再生回数:139回
・録画上映会<庁舎会議室>12月４日(土)10:00～
11:30、参加人数：10人
〇実行委員会への参画団体等を紹介した冊子を発行
「卒　男らしさ　女らしさ」

○会議内容・構成等の検討を行うため、実行委員会
を設置する。

○ミンナのつどい開催：12月４日（日）10：00～13：00
市役所２階

〇男女共同参画社会づくりに関する基調講演

〇男女共同参画推進団体による活動紹介及びパネ
ル展示

成果・課題

　オンライン参加者からは、”とても良かった”59％、”良かった”34％と概ね満足
度は高く、『好きな時間に見れるのが良い』、『配信期間が短い』などの意見が
あった。参加者は、40代が32％と高かったが、幅広い年代層の参加者数・配信回
数を増やすための検討が必要である。

2021年度実施計画（予定）

男女共同参画意識の幅広い啓発と、市民の交流促進を図るため、男女共同参画会議を開催します。
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担当課 男女共同参画室 施策番号 2 .

基本目標 1 男女共同参画社会の基盤整備

施策の方向 1 広報・啓発のさらなる推進

施策名 2 男女共同参画を推進するためのセミナー開催

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

男42人
女509人

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値
男53人
女500人

男64人
女500人

男76人
女350人

男88人
女350人

男100人
女350人

実績値
男97人
女212人

男100人
女322人

男17人
女112人

男75人
女151人

－

計画実施度 B

指標達成度 △

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見
・ジェンダーに対する理解は、世代によって開きがある。ターゲットとする世代を絞り、そこを狙った企画で、必要な層に必要な普及啓発をしてはどうか。
・コロナ禍ではあるが、オンラインの導入により、参加者の増加に伴う「男女共同参画に関する意識の向上」を期待する。

男女共同参画に関する意識の向上を図り、能力や行動力を高めるため、セミナーを開催します。

指標

男女共同参画セミナー参加者数

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　男女共同参画に関する意識の向上を図り、能力や
行動力を高めるため、様々な視点・テーマで男女共同
参画セミナーを年15回開催する。
　開催にあたっては、新型コロナウイルス感染症を考
慮しながら、男性や勤労者も参加しやすいようセミ
ナー内容や開催日時等に配慮し、事業企画を行う。

　男女共同参画セミナーを年９回開催し、226人(男性
75人、女性151人)の参加があった。

①4/20(火)ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ講座<防災>18人(内男性４人)
②5/31(月)ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ講座14人(内男性４人)
③6/20(日)家族ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座Ⅰ29人(内男性19人)
④6/20(日)家族ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ講座Ⅱ29人(内男性19人)
⑤7/15(木)LGBTQ講座40人(内男性８人)
⑥9/8(水)ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ講座<法律>　※延期
⑦10/13(水)ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ講座Ⅱ24人(内男性４人)
⑧10/30(土)再就職支援講座９人(内男性０人)
⑨11/13(土)女性活躍推進講座63人(内男性17人)

　男女共同参画に関する意識の向上を図り、能力や
行動力を高めるため、男女共同参画セミナーを年10
回開催する。
　開催にあたっては、オンラインの導入や男性・勤労
者も参加しやすいよう、セミナー内容や開催日時等に
も配慮し、企画実施する。

成果・課題

　新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の拡大により計９回の実施となった。参加者層は、40代
28％、60代23％、70代以上16％で、10～30代の参加は18％であった。
　幅広い年齢層に啓発する機会とするため、ｾﾐﾅｰ内容や対象年代に合わせた
企画内容等の工夫が必要である。
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担当課 男女共同参画室 施策番号 3 .

基本目標 1 男女共同参画社会の基盤整備

施策の方向 1 広報・啓発のさらなる推進

施策名 3 男女共同参画情報発信

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

男女共同参画に関する取組や関係法令について、広報紙・ホームページ・イベント等で意識啓発や情報提供を行います。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　国や県など男女共同参画推進に関する取組・情報に
ついて、市ＨＰや男女共同参画室だより等に取上げ情
報提供を行う。
　また、国の男女共同参画週間(6月)及び県の男女共
同参画推進月間(11月)に合わせ、中央図書館におい
て啓発のための展示を行う。

　「男女共同参画室だより」を年４回発行し、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ
やDV、性的ﾏｲﾉﾘﾃｨなど様々なテーマで記事を掲載し
た。また、国の男女共同参画週間(6月)及び県の男女
共同参画推進月間(11月)に合わせ、中央図書館で関
連図書の特集・展示を行ったほか、政府の「女性に対
する暴力をなくす運動(11月12日から25日)」期間で
は、庁舎１階展示コーナーに、同期間中ポスターや相
談機関チラシ等を掲示し、啓発を行った。

　「男女共同参画室だより」を年４回発行し、男女共同
参画意識の普及啓発を図る。また、国の男女共同参
画週間(6月)及び県の男女共同参画推進月間(11月)
に合わせ、庁舎展示コーナーや中央図書館において
啓発のための展示を行う。

成果・課題
　男女共同参画室だよりの発行を通して、身近な問題に気付き考える機会となる
よう、掲載内容の充実を図る。
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担当課 学び推進課 施策番号 4 ★重点施策

基本目標 1 男女共同参画社会の基盤整備

施策の方向 2 男女共同参画意識醸成のための教育の充実

施策名 1 学校での男女共同参画の視点に立った教育

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

学校教育全体を通じて、人権の尊重、男女平等、相互理解・協力について指導を行います。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　学校の教育活動全体を通して、男女平等の意識を醸
成していく。一人一人の個性や能力を発揮できる学び
の場の充実を図り、相互理解を深め、協力し合う態度
も育成する。

道徳及び特別活動、その他教科領域の学習及び学
校行事等の学校教育活動全体を通して、人権の尊重
や男女の平等などについて学習を行った。いじめ撲
滅を目的としたピア・サポート活動を取り入れ、より良
い人間関係づくりのための取組を実施した学園もあっ
た。

児童生徒の発達段階に応じて人権の尊重、男女の平
等、相互理解・協力についての学習を行う機会を設定
することで、実践力を育成する。

成果・課題
学校の教育活動全体を通して、人権意識の育成を図ることができた。人権集会
やフォーラムを実施する方法は感染対策を施しながら工夫して取り組むことがで
きた。
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担当課 学び推進課 施策番号 5 ★重点施策

基本目標 1 男女共同参画社会の基盤整備

施策の方向 2 男女共同参画意識醸成のための教育の充実

施策名 1 学校での男女共同参画の視点に立った教育

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

小中学校において、児童生徒が将来社会の一員として役割を果たしていくため、それぞれの個性や能力が発揮でき、自立して生きてい
くためのキャリア教育を行います。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　教育大綱に示されている自己・他者・社会を探求す
る学びを教育活動全体を通して行うことで、自己を理
解し、他者を尊重し、他者と協力し合う態度を育成す
る。また、児童生徒が色々な場面で自分の個性や能
力を発揮できるようにし、集団の中で自らの役割を果
たそうとする意欲や態度を育成する。

特別活動において係活動の活性化を図ったり、つくば
スタイル科においてキャリア教育を実施したりした。
キャリア教育の学習では、オンラインで外部人材とつ
ながるなど、新しい取組を実施した学校もあった。

　つくばスタイル科キャリア単元において、１年生から
９年間かけて系統的にキャリア教育を実施する。１・２
年は「人との関わり」、３・４年は「つくばの魅力」、５・６
年は「社会との関わり」、７・８年は「共存する社会」、９
年は「未来をつくるもの」という課題について学習す
る。道徳や特別活動においても、児童生徒の個性や
能力が発揮できるような題材で実践を図る。

成果・課題
職場訪問をオンラインに切り替えるなど、感染症対策をしながらも実社会とのつ
ながりをもち、主体性や社会力を高めることができた。今後は、直接触れる体験
をどのようにもつかが課題である。
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担当課 危機管理課 施策番号 6

基本目標 1 男女共同参画社会の基盤整備

施策の方向 3 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立

施策名 1 女性の視点を取り入れた防災計画・防災体制づくり

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

災害時における女性のニーズに対応できるよう、女性の視点を取り入れた防災計画・防災体制づくりに努めます。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　女性やこどもに配慮した備蓄品（ミルクや授乳服等）
を継続的に整備を行う。

粉ミルク、液体ミルク、おむつ、生理用品（昼用・夜
用）、授乳服等を購入し女性やこどもに配慮した備蓄
を行った。
令和２年度に購入した粉ミルク、液体ミルクについて
は、賞味期限前に公立保育園で利用してもらった。

女性やこどもに配慮した備蓄品（ミルクや授乳服等）
を継続的に整備を行う。また、新設する研究学園地
区、香取台地区の学校にも、他の防災倉庫を整備し
ている学校と同様に備蓄品を整備を行う。

成果・課題
災害時における女性ニーズに対応できるよう備蓄体制に努めた。生理用品につ
いては、各指定避難所にある防災倉庫の備蓄の入替えを行った。
ミルクは保存期間が短いため毎年入れ替えが必要である。
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担当課 男女共同参画室 施策番号 7

基本目標 1 男女共同参画社会の基盤整備

施策の方向 4 国際的な男女共同参画の動向理解

施策名 1 各国の男女共同参画施策の情報収集・紹介

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

各国の男女共同参画の取組情報を収集し、紹介します。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　「男女共同参画室だより」を発行し、各国の男女共同
参画の取組状況や子育て事情、ジェンダーギャップ指
数等を取り上げ、国際的な男女共同参画の動向につ
いて紹介する。

　男女共同参画室だより（令和３年11月発行）におい
て、男女格差の大きさを国別に比較した「ジェンダー
ギャップ指数2021」を取り上げ、世界156か国における
日本（120位）の現状とアイスランド（１位）の取り組み
について紹介。
　同内容をホームページに掲載したほか、市内37施
設等に配置し、啓発を行った。

　「男女共同参画室だより」を発行し、諸外国の男女
共同参画の取組状況や先進事例等を取り上げ、国際
的な男女共同参画の動向について紹介する。

成果・課題
引き続き、男女共同参画室だよりやHP等への掲載を通して、諸外国の男女共同
参画の取り組みや先進事例等を知ってもらい、男女共同参画について関心を
持ってもらえるよう周知を行う。

- 8 -



担当課 男女共同参画室 施策番号 8 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 1 職業生活における活躍推進

施策名 1 一般事業主行動計画に関する啓発

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

女性活躍推進法により、一般事業主行動計画策定が努力義務となっている事業主に対し、策定・推進のための情報提供を行います。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　「女性活躍推進法」について、行動計画策定支援情
報や女性活躍促進が優良な企業を認定する制度（え
るぼし認定）の市内認定企業を紹介する機会を設け、
女性が社会で活躍できる環境整備の推進を図る。ま
た、男女共同参画セミナーにおいて、ワークライフバラ
ンスや再チャレンジ応援講座を企画・開催する。

　男女共同参画室だより（令和３年11月発行）におい
て、「女性の働き方」を取り上げ、女性活躍推進企業
「えるぼし」や子育てサポート企業「くるみん」の紹介
のほか、働く女性の相談窓口について情報提供を
行った。また、女性活躍推進講座として男女共同参画
ｾﾐﾅｰを開催した。
・10/30（土）女性のための就職支援ｾﾐﾅｰ＆ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ９人（内男性０人）
・11/13（土）第27回松本清張賞受賞作家　千葉ともこ
先生講演会63人（内男性17人)

　男女共同参画室だよりを発行し、「女性活躍推進
法」の改正内容など、一般事業主行動計画策定推進
のための情報提供を行う。また、男女共同参画ｾﾐﾅｰ
において、ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽや再就職応援講座等を企
画・開催する。

成果・課題
　令和４年４月から施行された「女性活躍推進法」の改正について、一般事業主
行動計画の策定届出義務の対象範囲が拡大されたため、事業所向けの情報提
供について周知方法を検討する。
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担当課 産業振興課 施策番号 9 .

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 1 職業生活における活躍推進

施策名 2 就業関連情報提供及び再就職・職場復帰の支援

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

273人

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 290人 305人 320人 335人 350人

実績値 244人 213人 146人 143人 －

計画実施度 B

指標達成度 △

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

国・県等と連携し、新しい就業形態などに関する情報の収集・提供を行います。また、つくば市ふるさとハローワークにおいて、職業相
談、職業紹介を行い、再就職及び職場復帰を支援します。

指標

つくば市ふるさとハローワークでの女性正規雇用の就業者数

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　つくば市ふるさとハローワークにおいて、求職者ニー
ズに合った情報発信コーナーの設置を検討する。
 また、新型コロナウイルス感染状況を考慮しながら、
保育職求職者に対する就労支援を実施する。

  つくば市ふるさとハローワークにおいて、国・県等が
実施している事業を周知するなど、求職者のニーズに
合った情報発信を行った。
　また、ハローワーク土浦と連携し、保育施設の企業
説明会及び面接会を開催した（３社、４名採用）。

　引き続き、関係機関と連携し、新しい就業形態など
に関する情報の収集・提供を行っていく。
　また、つくば市ふるさとハローワークにおいて、求職
者のニーズに合わせた情報発信コーナー等を充実さ
せていく。

成果・課題
　女性378人（常時雇用 143人、臨時雇用235人）が就職することができた。
　女性求職者の中には、常時雇用を望まない方もいるため、求職者ニーズに合っ
た情報発信を行う必要がある。
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担当課 産業振興課 施策番号 10 .

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 1 職業生活における活躍推進

施策名 3 起業・創業を目指す人への情報提供・資金面の援助

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

11人

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 11人 12人 13人 14人 15人

実績値 26人 22人 20人 11人 －

計画実施度 B

指標達成度 △

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

各種セミナーや支援制度の情報提供を行います。また、各支援機関と連携し、相談業務を行います。

指標

特定創業支援事業による女性の創業件数

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　引き続き、産業競争力強化法により国から認定を受
けた「創業支援等事業計画」に基づき、支援機関（商
工会、研究支援センター、筑波大学、産総研、日本政
策金融公庫等）と共に、幅広い創業支援事業を実施
し、創業時の資金面の援助策として、法人設立時の登
録免許税及び定款認証手数料を最大125,000円補助
する。また、創業啓発セミナー等において、先輩創業
者などにも参加いただき、創業希望者に経験談などを
伝える機会なども検討していく。

　国の認定を受けた創業支援等事業計画に基づき、
「つくば市創業啓発セミナー」を１回実施。加えて、創
業支援の総合相談窓口を前年度に引き続き常設し、
創業に関する制度や支援メニューを紹介することで、
女性起業に関する支援を行った。
（※実績値については、経産省からの調査依頼に基
づき各支援機関にて６月に集計実施予定）
　また、法人設立時の登録免許税の全額補助及び定
款認証手数料補助を９件交付決定した。

　引き続き、産業競争力強化法により国から認定を受
けた「創業支援等事業計画」に基づき、支援機関（商
工会、研究支援センター、筑波大学、産総研、日本政
策金融公庫等）と共に、幅広い創業支援事業を実施
し、創業時の資金面の援助策として、法人設立時の
登録免許税及び定款認証手数料を最大125,000円補
助する。また、創業啓発セミナー等において、先輩創
業者などにも参加いただき、創業希望者に経験談な
どの伝える機会を検討していく。

成果・課題
　女性の創業希望者に対して、実施計画に基づき円滑に支援を実施することがで
きた。
　引き続き、女性創業希望者に対し、創業機運の醸成を図る必要がある。
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担当課 農業政策課 施策番号 11 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 1 職業生活における活躍推進

施策名 4 女性の参画が少ない分野での支援

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

193件

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 200件 201件 202件 203件 205件

実績値 203件 206件 206件 209件 －

計画実施度 A

指標達成度 ◎

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

家族経営協定の普及啓発を行い、快適な労働環境づくりを促進します。また、女性の能力・感性等を生かした新しい産業の創出が図れ
るよう、６次産業化のためのセミナー等を開催します。

指標

家族経営協定締結累計

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　引き続き女性の能力・感性等を生かした新しい産業
の創出が図れるよう、６次産業化のためのセミナーを
年度内に１回開催する。

６次産業化のためのセミナーを２回開催。 引き続き女性の能力・感性等を生かした新しい産業
の創出が図れるよう、６次産化のためのセミナーを年
１回以上実施する。

成果・課題
県等の関係機関と連携しセミナーを２回開催し、26名が参加した。
農業者全体の高齢化が進む中、セミナー等の開催による若い世代の積極的な参
加を促していく必要がある。
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担当課 科学技術振興課 施策番号 12 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 1 職業生活における活躍推進

施策名 4 女性の参画が少ない分野での支援

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

大学・研究機関・企業等と連携し、女子生徒や保護者等に対し、科学技術を身近なものとする取組を進めるとともに、ロールモデル（具
体的な行動や考え方の模範となる人物）の紹介等を通じ、理工系女性の人材育成を推進します。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

○つくばで輝く研究者の紹介
・６月～３月まで毎月１回、市のウェブサイトで女性研
究者、男性研究者をそれぞれ紹介する。
・常陽リビングの紙面でも掲載する。
・研究内容だけでなく、進路選択や家族との休日の過
ごし方を掲載し、理工系研究者のロールモデルを紹介
する。

〇中高生理工系進学応援シンポジウムとリケジョサイ
エンス合宿の実施は未定。

○つくばで輝く研究者の紹介
・2021年６月から2022年３月まで毎月１回、主に理工系分野で活躍する計10
人の研究者を市ウェブサイトで紹介した。(女性：４名　男性：６名)
・記事掲載先：
https://www.city.tsukuba.lg.jp/shisei/torikumi/kagaku/1001875.html（市HP）
・記事は常陽リビングでも掲載された。
・研究内容だけでなく、進路選択や家族との休日の過ごし方を掲載し、研究者
のロールモデルを紹介した。
〇中高生理工系進学応援事業
・主に全国の中高生を対象に、理系の研究分野で活躍する女性から、その研
究や仕事内容の魅力を紹介する「リケジョサイエンスフォーラム」を、夏と冬の
計２回、筑波大学と共催で、オンラインにて実施した。
・日時　夏：2021/8/23 13:30～15:30、参加人数：69名
　　　　  冬：2022/1/7　10:30～ 15:00、参加人数：66名(保護者含む)
〇つくば女性研究者支援協議会
第２回協議会のワークショップにて、産総研、森林総合研究所、筑波大学の
職員と、女子中高生向け理工系進路応援プログラム（リケジョプログラム）に
ついての意見交換を行い、各機関における取組や今後の取組へのアイデア
などを紹介し合った。
日時：2021/10/20　13：30～14：00、方法：オンライン
参加人数：14名

○つくばで輝く研究者の紹介
・６月～３月まで毎月１回、市のウェブサイトで女性研
究者、男性研究者をそれぞれ紹介する。
・市HPに加え、SNSやアプリでの情報発信も行う。
・常陽リビングの紙面でも掲載する。
・研究内容だけでなく、進路選択や家族との休日の過
ごし方を掲載し、理工系研究者のロールモデルを紹
介する。

〇中高生理工系進学応援事業
・コロナの状況が見通せないことや、遠方からの参加
も可能であるという利点から、昨年度に引き続きオン
ラインイベントを実施予定。※詳細未定

成果・課題

・市HPに加え、SNS等での情報発信を積極的に行い、主として理工系人材のロールモデルを継続的に紹介することができた。
・成果の数値化、可視化が難しい性質の事業ではあるものの、認知度、読者層、要望などをある程度把握し、他事業との連携も視野に入
れた、より効果的な内容にしていく必要がある。
・理工系人材育成と、女性研究者を取りまく環境改善に関し、意見交換をするなどして市内の各機関との連携体制を維持することができ
た。
・以前のように中高生理工系進学応援シンポジウムとリケジョサイエンス合宿のような対面で行う事業が難しい状況の中、効果的に体験
型のイベントを企画していく必要がある。
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担当課 産業振興課 施策番号 13 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備

施策名 1 男性の育児・介護休業取得を促進するための企業への情報提供

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

市内事業者に対し、国や県の支援・助成制度や優良事例などの情報を提供し、制度利用を促進します。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　引き続き、市内企業等へのフォローアップ訪問の際、
男性の育休取得に関する情報提供や、国、県の制度
について周知、啓発、男性の育休取得状況について
のヒアリング等を実施し、現状の把握に努める。

　国、県の支援、助成制度やワークライフバランスに
関する情報について周知、啓発を行うとともに、市内
立地企業へのフォローアップ訪問時に、男性の育休
制度に関するヒアリングを実施（18社）した。

　引き続き、市内立地企業へのフォローアップ訪問の
際、男性の育休取得に関する情報提供や、国、県の
支援、助成制度等のワークライフバランスに関する情
報について周知、啓発を行っていく。
　また、男性の育休取得状況等についてのヒアリング
等を実施し、現状の把握に努める。

成果・課題
　企業訪問を行った市内立地企業において、多くの企業で男性の育休制度を設
けており、かつ、実際に当該制度を活用した従業員も多く見受けられた。
　引き続き、普及啓発を推進していく。
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担当課 健康増進課 施策番号 14 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備

施策名 2 男性の家庭生活への参画促進

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

41.5%

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 42.1% 42.7% 43.3% 43.9% 44.4%

実績値 44.0% 45.4% 42.8% 46.3% －

計画実施度 A

指標達成度 ◎

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見 ・夫やパートナーの育児参加を視覚的に見せる工夫が見られ、実績増の効果としても表れている。

妊娠・出産・育児について、家族で正しい知識を持ち、積極的な育児参加ができるよう、講座を開催します。

指標

マタニティサロンの夫又はパートナーの参加者の割合

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　引き続き、仕事と家庭生活を両立しやすい就労形態
に関する周知、啓発を行うとともに、新型コロナウイル
ス感染症の影響による労働環境の変化や改善につい
て現状把握に努める。

〇マタニティサロン育児編
【開催回数】
年25回
【参加人数】
妊婦：255人 夫又はパートナー：251人
【アンケート結果】
満足：84%　やや満足：14% やや不満：2%
【沐浴動画視聴回数】
実：842回　延：1,041回
〇マタニティ講演会
【開催回数】　年4回
緊急事態宣言中は動画配信で対応
【参加人数】
妊婦：53人 夫又はパートナー：15人
【アンケート結果】
満足：69%　やや満足：29％ やや不満：2%

〇マタニティサロン育児編
【開催回数】
年23回（土日に18回開催）
【内容】
妊婦疑似体験、沐浴体験
マタニティブルーズについて
赤ちゃんの泣きの特徴について学ぶ
〇マタニティ講演会
【開催回数】　年4回
【内容】
歯科医師講話、小児科医師講話
先輩パパからの経験談
ライフプランすこやかやつくば市子育てハンドブック、
HP、つくっこすくすくアプリ等で周知

成果・課題

・新型コロナウイルス感染拡大時期には開催を中止した。感染拡大が落ち着いている時に臨時開催を行い、参加希望の方全員が参加で
きた。
・育児編と講演会の夫又はパートナーの参加人数が昨年に比べて増加した。
・感染状況に応じて動画配信等のオンラインで開催した。
・沐浴動画を公開することで、夫又はパートナーが積極的に育児参加できるようにした。
・引き続き感染状況に応じて実施体制を整えていく必要がある。
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担当課 生涯学習推進課 施策番号 15 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備

施策名 2 男性の家庭生活への参画促進

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

両親子育て教室を開催し、家庭における男女の役割分担などについて考える機会を提供します。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

講演会を９月と２月に予定。
講演内容、会場、開催方法は現在検討中。

社会教育講演会
(第１回）
「子どものからだとこころの今～子どものからだの“おかしさ”を科学
する～」
日本体育大学教授　野井　慎吾氏
開催日　10/23(日)
開催場所　つくば市役所・動画配信
参加者　74名（男女別集計なし）

(第２回）
「コロナ禍のメンタルケアの備えのために～社会抑うつ度調査から
見えるもの～」
NPOストップいじめ！ナビ　代表理事　荻上　チキ 氏
開催日　3/5(土)
開催場所　オンラインによる配信
参加者　62名（男女別集計なし）
周知のため、市広報紙・ホームページに記事を掲載し、市立幼、
小、中、義務教育学校、各交流センターへチラシを配布

講演会を開催予定。
講演内容、会場、開催方法は現在検討中。
家庭の日講座を開催予定。
講座内容、会場、開催方法は現在検討中。

成果・課題
子育て世代に関心が高いテーマと講師を選び、親子一緒に聞ける講演会にする
ことができた。
コロナ禍により、定員や開催方法などを試行錯誤している。
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担当課 こども政策課 施策番号 16 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備

施策名 2 男性の家庭生活への参画促進

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

子育て家庭が外出しやすい環境を整備するため、授乳やおむつ替えスペースを設置した施設をあかちゃんの駅として登録し、情報提供
を行います。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　赤ちゃんの駅の登録のための民間事業者、公共施
設への周知と支援及び、出生・転入等で新しく子育て
家庭となった世帯も安心して外出できるよう広く情報提
供を図る。
　移動型の赤ちゃんの駅としておむつ替えテント一式
を貸し出し、市主催のイベントのほか共催、後援イベン
トでも活用してもらう。

　あかちゃんの駅として登録している施設のうち、市
内全ての地域交流センター、市民ホール及び児童館
において、あかちゃんの駅の状況調査を行った。設置
から10年経過により設備等の維持ができなくなった施
設が見られたことから、地域交流センターの授乳やお
むつ替えスペースに目隠し用のパーテーションを追加
し利用者がさらに安心して利用できるよう整備した。
　また、授乳用の椅子がない施設に授乳者と乳児が
安全な体勢で授乳できるよう、授乳用の椅子を設置し
た。
　情報提供については、子育てハンドブックの配布や
子育て総合支援センター、各地域子育て支援拠点、
民間支援団体等を通じて広く情報提供を図った。

　令和３年度に行ったあかちゃんの駅の状況調査に
基づき、児童館等のあかちゃんの駅の整備を進め
る。
　また、子育てハンドブックの配布や子育て総合支援
センター、各地域子育て支援拠点、民間支援団体等
を通じて広く情報を提供し、安心して子育て世代が外
出できるよう整備と情報提供を図る。
　移動型のあかちゃんの駅としておむつ替えテント一
式を貸し出し、市主催のイベントのほか共催、後援イ
ベントでも活用してもらう。

成果・課題
　あかちゃんの駅の状況調査を行い、整備を進めてより一層利用しやすい環境を
整えた。今後も整備を行い、出生・転入等で新しく子育て家庭となった世帯も安心
して外出できるよう広く情報提供を図る。
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担当課 幼児保育課 施策番号 101

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備

施策名 3 育児・介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくり

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

114人

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 0人 30人 0人 0人 0人

実績値 116人 131人 42人 2人 －

計画実施度 －

指標達成度 △

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見 －

仕事と育児の両立を支援するため、保育ニーズに即した保育体制の強化等サービスの充実を図ります。

指標

保育所待機児童数＊

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

（※）「つくば市子ども・子育て支援プラン」により施策を
実施し、子ども子育て会議が評価を実施。

－ －

成果・課題
待機児童数は計画当初より112人減少しており、仕事と育児の両立を支援できて
いる。
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担当課 幼児保育課 施策番号 102 .

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備

施策名 3 育児・介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくり

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

３施設

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 ４施設 ４施設 ４施設 ４施設 ４施設

実績値 ４施設 ４施設 ５施設 ８施設 －

計画実施度 －

指標達成度 ◎

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見 －

仕事と育児の両立を支援するため、保育ニーズに即した保育体制の強化等サービスの充実を図ります。

指標

病児・病後児保育実施施設数

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

（※）「つくば市子ども・子育て支援プラン」により施策を
実施し、子ども子育て会議が評価を実施。

－ －

成果・課題

・病児保育事業所が目標値を超えて増加したことにより、仕事と育児の両立に貢献し、男
女共同参画社会の形成に資する。
・新型コロナウイルス感染拡大の社会状況の中で病児保育の運営の難しさが課題であ
る。
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担当課 こども育成課 施策番号 103 .

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備

施策名 3 育児・介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくり

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

3,090人

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 3,287人 3,490人 3,686人 3,874人 4,028人

実績値 3,801人 4,312人 4,746人 5,013人 －

計画実施度

指標達成度 ◎

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見 －

仕事と育児の両立を支援するため、児童の遊びと生活の場を提供する放課後児童クラブの活動を推進します。

指標

放課後児童クラブ受け入れ児童数

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

（※）「つくば市子ども・子育て支援プラン」により施策を
実施し、子ども子育て会議が評価を実施。

－ －

成果・課題

　前年度から公設公営・民設民営児童クラブ合わせて14クラブが増え、受入れ人数の拡充
が図れた。
　つくばエクスプレス沿線開発に伴う急速な人口増加により、待機児童が発生していること
や、既存施設において床面積要件超過して受け入れている課題に引き続き取組んでいく。
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担当課  高齢福祉課/介護保険課 施策番号 104 .

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備

施策名 3 育児・介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくり

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 －

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見 －

仕事との両立や介護離職を防止するため、ニーズに応じた介護サービスの充実を推進します。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

（※）「つくば市高齢者福祉計画」により施策を実施し、
高齢者福祉推進会議が評価を実施。

－ －

成果・課題

介護を必要とする方が必要なサービスを利用できるように、介護サービスの充実
や質の向上を図った。介護を必要とする方や介護する方が適切な介護サービス
を選択できるように、介護サービスに関する情報の広報・周知の充実を推進す
る。
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担当課 産業振興課 施策番号 17 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備

施策名 4 労働環境改善のための情報提供・啓発

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

仕事と家庭生活を両立するため、長時間労働の是正や年次有給休暇取得の促進、さらにハラスメントの防止等の労働環境改善のため
の情報提供を行います。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　引き続き仕事と家庭生活を両立しやすい就労形態に
関する周知、啓発を行うとともに、新型コロナウイルス
感染症の影響での労働環境の変化や改善について現
状把握に努める。

　国、県の支援、助成制度やワークライフバランスに
関する情報について、窓口での啓発チラシの配布や
工業団地立地企業への周知、啓発を行った。
　また、市内立地企業へのフォローアップ訪問時に、
テレワークの利用に関するヒアリングを実施（18社）し
た。

　引き続き、仕事と家庭生活を両立しやすい就労形態
に関する周知、啓発を行うとともに、新型コロナウイル
ス感染症の影響による労働環境の変化や改善につ
いて現状把握に努める。

成果・課題

　工業団地立地企業等に対して、国、県制度等ワークライフバランスに関して情
報提供することができた。
　長時間労働の是正等、労働環境改善については、引き続き、市内企業に対し、
労働環境改善に関する正確な情報を把握する必要がある。

- 22 -



担当課 男女共同参画室 施策番号 18 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 3 市政における女性の参画促進

施策名 1 審議会等委員の女性委員の登用

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

全体で30.0％/
全体で9.4％

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値
60.0%/
10.0%

70.0%/
15.0%

80.0%/
20.0%

90.0%/
25.0%

100.0%/
30.0%

実績値
62.5％/
12.5％

61.8％/
11.8％

54.5％/
12.1％

47.1%
8.8%

43.8％/
6.3％

計画実施度 C

指標達成度 △

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見 ・コロナ禍で、更に女性が活躍しづらい状況ではあるが、女性委員の登用は引き続き積極的に進めていただきたい。

市政運営において、女性が自らの能力を十分に生かし、様々な分野で政策や方針決定に関わり、意見や考え方を反映させることができ
る環境づくりを進めます。

指標

審議会等委員の女性委員の割合＊/
審議会等委員の女性の長の割合＊

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　附属機関委員等を新たに任命・改選する際の女性委
員の積極的な登用について推進するよう全庁に周知
する。
　また、審議会・委員会等における女性委員の登用率
について調査を実施し、結果を公表・報告する。

　令和４年（2022年）４月13日付で、各課で設置してい
る附属機関委員等の登用状況調査の際に、女性が
市政の方針や政策決定に関わり、多様な意見が反映
されるよう、新たに任命・改選する際の女性委員の積
極的な登用について依頼した。また、同年７月28日開
催の男女共同参画推進本部会議においても、本部員
（各部長等）に対し依頼・周知を行った。

　附属機関委員等を新たに任命・改選する際の女性
委員の積極的な登用の推進について、全庁に周知を
行う。また、審議会・委員会等における女性委員の登
用率について調査を実施し、結果を公表・報告する。

成果・課題

　審議会ごとに30％を超える委員会の割合については、全体で43.8%と前年度よ
り3.3％下がっている。
　引き続き、各課等に対し女性委員の積極的な登用について働きかけが必要で
ある。
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担当課 人事課 施策番号 19 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 4 市と市職員が率先して行う取組

施策名 1 女性職員の管理職等登用の推進

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

23.5％/
19.1％

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値
24.0%/
20.0%

25.0%/
27.5%

26.0%/
35.0%

27.0%/
42.5%

28.0%/
50.0%

実績値
20.9％/
20.9％

21.7%/
21.2%

24.2％/
27.6％

23.4％/
30.2％

24.4％/
31.2％

計画実施度 B

指標達成度 △

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見
・第５次男女共同参画基本計画の指標目標よりも高く設定しているため、実績値は未達ではあるが、女性係長級の昇任割合は評価で
きる。
・根底にあるジェンダーの考え方の払しょくが難しく、女性職員の管理職等登用施策は難しいと思うが、継続して進めていただきたい。

女性が管理職を目指せるような職場環境の整備に努め、能力と適性に応じ、管理職登用・昇任を進めます。

指標

市職員（行政職）の管理職に占める女性の割合（課長補佐職以上）＊/
市職員（行政職）の係長職に占める女性の割合＊

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　女性職員が持つ不安を払しょくし、昇格することに対
する意欲を高めることを目的とした研修へ継続して職
員を派遣するとともに、課長補佐級の階層研修にて
「女性活躍推進のための職場づくり研修」を実施し、女
性が活躍しやすい職場環境の整備を図る。
　また、「配偶者同行休業」や「旧姓使用」を継続して運
用し、女性が活躍しやすい職場環境づくりを進めてい
く。

　女性職員が持つ不安を払しょくし、昇格することに対
する意欲を高めるため、研修を実施、派遣を行った。
　また、複数部署において、女性職員による意見交換
会を実施し、女性が活躍しやすい職場環境等につい
て議論・理解を深めた。

　女性職員が持つ不安を払しょくし、昇格することに対
する意欲を高めるため、研修へ継続して職員を派遣
する、課長補佐級の階層研修にて「女性活躍推進の
ための職場づくり研修」を実施、女性が活躍しやすい
職場環境のづくりのための意見交換会を継続する。
　「配偶者同行休業」や「旧姓使用」を継続して運用
し、女性が活躍しやすい職場環境づくりを進めていく。

成果・課題
　課長補佐級における「女性活躍推進のための職場づくり研修」45名受講、茨城
県自治研修所「女性職員キャリアデザイン講座」女性職員に２名派遣した。
　配偶者同行休業制度は１名活用した。
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担当課 ワークライフバランス推進課 施策番号 20 .

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 4 市と市職員が率先して行う取組

施策名 2 育児休業・介護休暇等が取得しやすい環境づくり

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

男女がともに育児休業、介護休暇及び看護休暇制度を活用することができる職場の雰囲気づくりに努めます。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　啓発のため、イントラ掲示板等において、育児や介
護に関する制度や情報を定期的に掲載する。

　職場復帰面談シートの活用を促進させ、職員が仕事
と家庭生活とのバランスを保ちながら、意欲をもって職
務に専念できるような職場環境づくりに努める。

〇育児休業・介護休暇等を取得しやすい職場づくりに
資するため、制度をまとめたワークライフバランスハン
ドブックを作成し、イントラ掲示板等で周知した。

〇育児休業を取得した職員が、復帰後の働き方や職
場での配慮希望などを目的として、職場復帰面談
シートを活用し、所属長と復帰前に面談を実施するよ
う通知した。

〇啓発のため、イントラ掲示板等において、育児や介
護等に関する制度や情報を定期的に掲載する。

〇職場復帰面談シートの活用を促進させ、職員が仕
事と家庭生活とのバランスを保ちながら、意欲をもっ
て職務に専念できるような職場環境づくりに努める。

成果・課題
 女性職員の育児休業取得率は100％を達成。男性職員の育児休業取得率も
年々増加傾向にある（2021年度実績48人中43人取得　89.6％）
男性職員も長期的な育児休業を取得できるよう、代替職員の確保が課題である。
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担当課 ワークライフバランス推進課 施策番号 21 .

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 4 市と市職員が率先して行う取組

施策名 3 職場におけるハラスメント防止対策の推進

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見 2021年度実施のハラスメント職員研修で、受講できなかった人が１～３割いるようだが、後日受講できる体制があると良い。

職場等におけるセクシャルハラスメント・パワーハラスメントに関し、研修を通して職場単位での防止に努めます。また、相談員を配置し、
相談体制の充実に努めます。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　外部相談窓口の設置が効果的なものにできるよう定
期的に周知する。また、ハラスメント防止に向けた啓発
としてハラスメント事例・判例を掲示板に掲載する。

　職層研修において、職員がハラスメントについて学
ぶ機会を設けた。
　【主任級研修】４月16日（46人中45人受講）
　【係長級研修】６月24日（54人中53人受講）
　【課長級研修】５月25日（22人中19人受講）

　外部相談窓口をより効果的なものにできるよう定期
的に周知する。また、ハラスメント防止に向けた啓発
として、具体的なハラスメント事例・判例を掲示板に掲
載する。

成果・課題
　全職員が相談・利用しやすいような体制づくりをし、所属部署内での早期解決に
努めていく。
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担当課 ワークライフバランス推進課 施策番号 22 ★重点施策

基本目標 2 あらゆる分野での活躍推進

施策の方向 4 市と市職員が率先して行う取組

施策名 4 男性職員の育児休業取得促進

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

5.4%

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

実績値 28.9% 41.9% 74.5% 89.6% －

計画実施度 B

指標達成度 ◎

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見
・男性の育児休業は、親子関係や夫婦関係を作る上で非常に重要（母親の産後鬱の防止や、父親としての意識の形成などに非常に効果的）である
ことから、市職員から一般市民に広げていただきたい。
・男性職員の育児休業取得率の高さは評価できる。

男性職員の育児休業取得を奨励し、２週間以上100％の取得を目指します。

指標

男性職員の2週間以上の育児休業取得

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　今年度も引き続き、年度中に子どもが生まれる男性
職員とその所属長に対し、出産期や子育てに関する制
度等の個別説明を実施し、２週間以上の育児休業取
得に向けた具体的なプランの検討を促す。

 年度中に子どもが産まれる男性職員とその所属長に
対し、出産期や子育てに関する制度等の個別説明を
実施した。

　【行政職】　　33人中31人取得　93.9％
　【消防本部】 15人中12人取得　80.0％

 今年度も引き続き、年度中に子どもが生まれる男性
職員とその所属長に制度等の個別説明実施する。ま
た、男性職員には、育児休業の大切さを説明し、２週
間にとらわれず、長期的な育児休業の取得促進に繋
げる。

成果・課題
 男性職員の育児休業も定着してきている。その中でも取得しない男性職員もい
るので、取得しない、できない原因を解決し、全員が取得できる職場環境を整え
る。
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担当課 男女共同参画室 施策番号 23 .

基本目標 3 一人ひとりの人権の尊重

施策の方向 1 配偶者等暴力（DV)根絶のための啓発

施策名 1 DV防止のための広報・啓発

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見
・『同性パートナー間でもＤＶ被害はある、女性に対する暴力とその子どもに対する暴力は同時に発生しているケースが多い』などの周
知が必要。
・啓発ポスターやチラシ等の周知について、引き続き積極的に情報提供されたい。

配偶者・パートナー等からの暴力は犯罪であるという意識の浸透と理解の促進を図るため、セミナーやホームページ等において、啓発
活動を行います。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　11月12日～25日の「女性に対する暴力をなくす運
動」期間に、出先機関や庁内展示コーナーで関連リー
フレットの配置や女性のための相談室など、各種相談
窓口等の周知を行う。

　男女共同参画ｾﾐﾅｰ参加者に対し、女性のための相
談室カードを配布したほか、政府の「女性に対する暴
力をなくす運動」期間において、庁舎１階展示コー
ナーにＤＶ・人身取引防止のポスター掲示と各種相談
機関のチラシ等を配置し、情報提供を行った。

　各種相談機関のチラシ等を庁内掲示ｺｰﾅｰに配置
する。また、11月12日～25日の「女性に対する暴力を
なくす運動」期間に、庁舎１階展示コーナーにおいて
関連ポスターの掲示及び女性のための相談室など、
各種相談窓口等の周知を行う。

成果・課題
　女性が抱える様々な悩み・問題に対して、適切な相談窓口につながるよう、あら
ゆる機会を通じた情報提供が必要である。
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担当課 男女共同参画室 施策番号 24 .

基本目標 3 一人ひとりの人権の尊重

施策の方向 2 相談体制の充実と被害者の保護

施策名 1 女性のための相談室の実施

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見 ・庁内関係課との連携、必要な情報提供等、相談事業の充実について継続して進めていただきたい。

夫婦・親子の問題、人間関係、DV（配偶者・パートナー等からの暴力）、生き方などについて、必要な情報を提供するとともに、女性が主
体的に思考・行動できるよう、女性相談員が相談・支援を行います。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　女性が抱える様々な悩みに、女性相談員やフェミニ
ストカウンセラー、女性弁護士による、女性のための
相談室を実施する。
　女性のための相談室移転により、相談機能の充実を
図る。また、法律相談の回数制限緩和により、相談事
業の利便性を図る。

〇つくば市女性のための相談室実績
・電話相談　　　　　     165件
・面接相談
　①一般相談　　　　　 201件
　②心と生き方相談　 159件
　③法律相談　　　 　 　54件
　　　　　　　　　　　  計579件

〇その他
・男女共同参画室対応 34件

　女性が抱える様々な悩みに、女性のための相談員
やフェミニストカウンセラー、女性弁護士による「女性
のための相談室」を実施する。
　相談にあたっては、庁内関係課と連携を図りなが
ら、必要な情報提供等が行えるよう支援を行う。

成果・課題

　相談室機能が庁舎に移転したことで、関係課との連携が取りやすくなり、一般相談及び
法律相談は昨年度の1.6倍増となった。
　働き方や生活スタイルの変化等により、相談件数が増加していることから、相談事業の
充実及び専門職（社会福祉士等）の職員配置の検討も今後必要である。
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担当課 男女共同参画室 施策番号 25 .

基本目標 3 一人ひとりの人権の尊重

施策の方向 2 相談体制の充実と被害者の保護

施策名 2 相談員研修の充実

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

相談業務についての必要な知識や能力を身に付け、相談者のニーズに即した対応ができるよう相談員の資質を高めます。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　女性が抱える問題等は年々複雑多様化していること
から、様々な悩み・相談に対応できるよう、相談員の資
質向上と情報交換の機会を目的に相談員研修会を年
２回実施する。また、相談員の情報共有及び意見交換
の場として、年４回、事例検討会を実施する。

　女性のための相談員研修会を年２回実施した。
①7/15(木)※男女共同参画ｾﾐﾅｰに参加
「性的ﾏｲﾉﾘﾃｨ当事者から見たﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ」
　講師：㈱G-pit　井上健斗氏
②12月22日（水）茨城県女性相談ｾﾝﾀｰ事業動画配
信研修
〇警察におけるDV被害者への対応について
　～ＤＶ被害者支援のための研修講座～
　講師：県警察本部生活安全部人身安全対策課
〇子供を連れての離婚を選択する時、
　知っておきたい法知識
　講師：法テラス弁護士
〇担当職員と相談員で事例検討会を実施し、情報共
有及び意見交換を行った。（年３回）

　相談員に必要とされる資質向上を図ることを目的
に、相談員研修会を年２回実施する。また、相談員の
情報共有及び意見交換の場として、年２回事例検討
会を実施する。

成果・課題
　相談者の抱えている問題や悩み等に対し、気持ちの整理や必要な情報提供が
できるよう、今後も研修会や事例検討会の実施が必要である。
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担当課 男女共同参画室 施策番号 26 .

基本目標 3 一人ひとりの人権の尊重

施策の方向 2 相談体制の充実と被害者の保護

施策名 3 男性のための電話相談の実施

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

4回

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 5回 5回 6回 6回 6回

実績値 6回 6回 6回 6回 －

計画実施度 B

指標達成度 ○

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

夫婦関係や家族、人間関係、仕事、生き方などの問題や悩みを抱えている男性に対し、男性相談員が相談・支援を行います。

指標

男性のための電話相談

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　男性が抱える悩みや不安等について、男性の産業カ
ウンセラーによる電話相談を年６回実施する。
　市関連施設や広報紙、ＨＰ、セミナー、Twitter等で、
男性のための電話相談の周知を図る。

　男性のための電話相談事業を年６回実施し、男性
が抱える悩みや問題等に、男性の産業ｶｳﾝｾﾗｰが相
談対応を行った。

相談日：５月13日(木)､７月８日(木)､
　　　　   ９月９日(木)､11月11日(木)､
　　　　   １月13日(木)､３月10日(木)
相談時間：18:00～20:30
相談件数：計10件

　男性が抱える悩みや問題等について、男性の産業
ｶｳﾝｾﾗｰによる電話相談を年６回実施する。
　相談の実施にあたっては、市関連施設や広報紙、
HP、ｾﾐﾅｰ、Twitter等で、相談日の周知を図る。

成果・課題

　男性を対象とした電話相談を年６回実施しているが、相談件数は横ばいの状態
である。
　実施日によっては、相談が全くない日もあるため、実施日の周知方法について
検討が必要である。
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担当課 男女共同参画室 施策番号 27 .

基本目標 3 一人ひとりの人権の尊重

施策の方向 2 相談体制の充実と被害者の保護

施策名 4 保護のための関係機関との連携強化

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見 ・DV被害者への切れ目のない支援を継続してお願いしたい。

DV被害者への的確な支援を図るため、相談事例の情報交換を行うなど、関係機関相互による連携を強化します。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　茨城県や警察、県内外のＮＰＯ法人等、庁内の関係
各課と連携し、ＤＶ被害者の相談受付、一時保護所へ
の移送、自立支援といった切れ目のない支援が行える
よう、各機関との情報共有・連携を密に行う。

　DV相談など、緊急を要する事案や支援が必要な際
には、庁内関係課の担当者が集まり、ケースに応じた
支援策・対応方法について協議・検討を行った。

〇2022年１月21日付、県女性相談センター主催「ドメ
スティック・バイオレンス対策ネットワーク地域会議」の
書面会議に参加し、福祉相談センターや県内市町
村、警察等と協議・情報交換を行った。

　DV被害者の相談対応や一時保護所への移送、自
立支援といった切れ目のない支援等が行えるよう、県
の女性相談センターをはじめ、警察、民間支援団体、
庁内関係課等との情報共有・連携を密に行う。

成果・課題
　相談者の状況に応じて、必要な関係課と迅速に連携・対応ができるよう、定期
的な情報交換を行うなど、連携体制を図ることが重要である。
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担当課 男女共同参画室 施策番号 28 ★重点施策

基本目標 3 一人ひとりの人権の尊重

施策の方向 3 性に関する差別の解消

施策名 1 性的指向や性同一性障害の理解を深めるための情報発信や相談支援

施策内容

項目
基礎となった数値（2017年
４月１日又は2016年度末）

－

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度（将来指標）

年次目標値 － － － － －

実績値 － － － － －

計画実施度 B

指標達成度 -

つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）

令和３年度（2021年度）施策実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画

審議会意見

性的指向や性同一性障害の理解を深めるための情報発信を行います。また、このことで、悩み・問題を抱えている方に対し相談支援を
行います。

指標

－

2021年度実施計画（予定） 2021年度実施状況（実績） 2022年度実施計画（予定）

　性的マイノリティ等に対する理解を深めるため、男女
共同参画セミナーや男女共同参画室だより等で取上
げ、啓発活動を行う。
　また、セクシュアル・マイノリティに関する悩みについ
て、相談窓口の情報提供を行う。

　男女共同参画室だよりを発行し、多様な性別と
LGBT等について市民及び市内小中学生向けに啓発
を行った。発行物は、庁内情報ｺｰﾅｰや出先機関、男
女共同参画室ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄﾌﾞｰｽ、HP等に掲載を行った。

〇こども男女共同参画室だより（令和３年７月発行）
　※男女共同参画推進標語の募集も兼ねて市内全
小・中・義務教育学校学校に配布
　「男女平等と性別について考えてみよう」

〇男女共同参画室だより（令和４年３月発行）
「ｱﾝｺﾝｼｬｽ･ﾊﾞｲｱｽ～無意識の思い込み・偏見～」、ｾ
ﾐﾅｰ参加者ｱﾝｹｰﾄ「あなたが思うｼﾞｪﾝﾀﾞｰ問題とは？」

　性的ﾏｲﾉﾘﾃｨ等に対する理解を深めるため、男女共
同参画ｾﾐﾅｰや男女共同参画室だより等で啓発活動
を行う。また、性的ﾏｲﾉﾘﾃｨに関する相談について、県
の相談窓口の情報提供を行う。

成果・課題
　性的ﾏｲﾉﾘﾃｨ等に対する理解を深める機会として、継続的な啓発活動を行う必
要がある。また、当事者支援の相談窓口についても情報提供を行う。
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資料２ 

 - 1 - 

「つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）」 

計画実施度・指標達成度の設定について 

 

 

 ◆計画実施度について 

※Ａ評価は、指標目標のある施策で、かつ◎の場合のみ付することができます。 

  指標設定のない施策は、Ｂが最高ランクになります。 

 

 Ａ（順調）＝当初の計画以上に施策を実施した。 

 Ｂ（おおむね順調）＝当初の計画どおり施策を実施した。 

 Ｃ（遅れ）＝当初計画した施策を一部実施できなかった。 

 Ｄ（未実施）＝当初計画した施策を全部実施できなかった。 

－（終了）＝計画年度（2018～2022）途中に終了した施策 

 

 ◆指標達成度について 

 ◎ ＝実績値が年次目標値を上回った。 

 ○ ＝実績値が年次目標値どおり。 

 △ ＝実績値が年次目標値を下回った。 

 － ＝指標のない施策 



資料３

施策 内容 回答

〇「ミンナのつどい」オンライン配信について
　・コロナ禍の開催方法としてよかった。
　・登録人数より再生回数が下回った要因は？
　・録画上映会は時期をずらせばよかったのではない
か？
　・2022年度もオンライン配信できないか。
　　（北口委員）

【男女共同参画室】
本つどいのオンライン配信は事前
申込制としており、申込者にのみ
配信動画のURLをお送りする形と
していました。そのため、申込をし
た方が配信期間中に視聴しな
かったことが再生回数が下回った
要因の一つとして考えられます。

評価は妥当と考えます。
指標がない事情を確認したいです。（数値で指標を作る
のは難しいですが、アンケート回答等での評価をすること
は可能かと思うのですが、いかがでしょうか。）
コロナ禍でも何らかの形で開催し、継続することは大事だ
と思います。今年度は市役所で行う計画で、新たな試み
で創っていくことを楽しみにしています。
「卒　男らしさ　女らしさ」は何部発行し、配布はどちらへ
どのように行われたのでしょうか？（間野委員）

【男女共同参画室】
指標設定については、全体につ
いての御質問箇所に記載しました
ので御確認をお願いします。
「卒　男らしさ　女らしさ」は、200部
発行し、掲載団体様に5部ずつ配
布したほか、庁内掲示コーナーに
設置しています。また、ホーム
ページやつどいの動画配信の際
にも掲載を行いました。

・セミナー参加者は延べ人数？実数？
　参加者のうち職員以外は何人か？
・周知方法と課題をどのように分析しているか？
（北口委員）

【男女共同参画室】
・参加者数はセミナー毎の実数で
す。
・参加者数のうち職員は3人です。
・周知方法としては、広報紙、ホー
ムページ、市内公共施設への掲
示を行っています。課題としては、
紙媒体や市ホームページを見な
い市民への周知方法の検討が必
要です。

男女共同参画を推進するためのセミナー開催コロナ禍で
のセミナー開催はとても大変だったと推察します。ご尽力
に感謝します。
今年度もセミナーを開催されるそうですが、対象とする年
齢層と内容を絞ってシリーズで行うのはいかがでしょう
か？
ジェンダーに対する理解は、世代によって開きがあると思
います。ターゲットとする世代を絞り、そこを狙った企画を
行うことで、必要な層に必要な普及啓発が行えるのでは
ないかと考えました。（福村委員）

【男女共同参画室】
セミナーのシリーズ化や対象者を
絞った内容の検討は進めており、
幅広い世代に効果的に意識啓発
を行いたいと思います。

令和３年度（2021年度）実施状況及び令和４年度（2022年度）施策実施計画
事前質問及び回答

施策１

施策２



評価は妥当と考えます。
コロナ禍でも開催・継続することは大事だと思います。と
ても興味深い内容が多く、今年度はオンラインの導入も
行われるとのことで、参加者の増加に伴う「男女共同参
画に関する意識の向上」を期待しています。（間野委員）

【男女共同参画室】
オンライン導入に理解のある講師
選定など、実施に向けて取り組み
ます。

〇セミナーの参加者は、男女共同参画に関心の高い人
である。関心の低い人や様々な理由で会場に行けない
人も気軽に講座に参加できるよう、配信可能な講座など
オンライン導入も必要である。
〇都合で参加できなかった人のためにも、期間を限定し
てオンデマンド配信したらどうか。（栗山委員）

【男女共同参画室】
オンライン配信を身近に感じる年
代層の参加が取り込めるよう、オ
ンデマンド配信も含め取り組んで
いきたいと思います。

1の施策はイベント参加者の感想を聞いていらっしゃいま
すが、セミナーについては参加者のアンケートを取られて
いますか。ニーズを次回企画に反映されたらと思います。
（大谷委員）

【男女共同参画室】
ミンナのつどいに加え、男女共同
参画セミナー参加者に対して、毎
回アンケートを実施し、セミナーの
感想や周知媒体、参加動機など
をお聞きしています。

家族コミュニケーション講座のセミナーや男性の家庭生
活への参画促進など、男性の理解や行動の質の向上を
図る上で、これからますます重要になる取り組みになると
思います。そのことが、結果として女性職員の管理職等
登用の推進や女性が働きやすい環境づくりにつながる大
切な取り組みになると思います。（飯田委員）

【男女共同参画室】
御意見として承ります。今後の参
考といたします。

「女性に対する～」について「パープルライトアップ」の呼
びかけがあるが、参加しないのか？（北口委員）

【男女共同参画室】
市内にはライトアップに適した公
共施設等がないため参加してい
ませんが、その他の啓発事業に
より、運動自体には参加していま
す。

評価は妥当と考えます。
「男女共同参画だより」は内容がとてもよいので、是非配
布範囲を広げ、施策番号４にもつながるよう、特に若い世
代（中学、高校生から）への配布を検討して頂きたいで
す。
また、指標がない事情も確認したいです。（数値で指標を
作るのは難しいですが、アンケート回答等での評価をす
ることは可能かと思うのですが、いかがでしょうか。）（間
野委員）

【男女共同参画室】
「男女共同参画室だより」の第２
号発行時は、男女共同参画推進
標語の募集も兼ねて、市内の小
中学校の生徒に配布を行ってい
ます。標語の作成を通して、男女
共同参画を考える機会になれば
と考えています。

施策２

施策３



施策３

〇レイアウトを工夫したり、イラストや４コマ漫画を多く入
れるなど、読者が一目見て読みたいと思うような工夫が
必要である。全体的に文字が多いため、読む前に敬遠し
てしまうかもしれない。
〇こども男女共同参画室だよりは、書き込む欄やイラスト
が取り入れられる等、課題意識が高まる工夫がなされて
いる。
（栗山委員）

【男女共同参画室】
男女共同参画を知っていただきた
いとの思いから活字が多くなりが
ちですが、読み手の気持ちにも配
慮しながら作成したいと思いま
す。

・不登校等への対応として、人権の一環としてLGBTQへ
の理解を進める必要があるが、指導側の基礎研修が急
務では？
・2022年度の研修予定は？（北口委員）

【学び推進課】
今年度は７月に市内の全学校長
を対象とした性的マイノリティへの
理解促進のための研修会を行
い、各学校職員への伝達をする
計画です。さらに、県の事業であ
る人権教育講師派遣、性的マイノ
リティへの理解促進に関する講師
派遣等の周知をし、教職員、保護
者含めての研修を実施していま
す。

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
具体的にどの学校にどのような内容の活動がされたの
か、お聞きしたいです。また、指標がない事情も確認した
いです。
施策番号３に書きましたが、「男女共同参画だより」を学
校で配布することはこちらの施策にもつながると思います
が、いかがでしょうか。（間野委員）

【学び推進課】
吾妻学園や竹園学園では、筑波
大学庄司一子研究室と共に、より
よい人間関係作りのためのピア・
サポート活動に取り組んでいま
す。これは、いじめ撲滅を目的とし
て始まった活動で、様々なテーマ
に基づいた意見交換をしていま
す。他の学園においても、人権
フォーラムや人権集会等を実施し
ております。
「男女共同参画だより」の配布に
関しては、今後検討してまいりま
す。

〇つくば市プレゼンテーションコンテストの作品の中に、
「人権の尊重等の視点」等が加わるように各学校に働き
かけていくことが大切と考える。（栗山委員）

【学び推進課】
プレゼンテーションコンテストに向
け、各校が様々なテーマで学習を
行っておりますが、その中には、
様々な人権問題について学習し
たことをまとめ、発表しているとこ
ろも多くございます。今後も各校
において教育活動全体を通し、人
権教育の推進に努めてまいりま
す。

未来を担う子供たちが男女平等に基づく考え方、行動を
しっかりと身につけて成長することは、未来を明るくする
基本になると思います。今年から小学校評議員になりま
したが、私にとっても学びの場にしたいと思うので、実施
日には参加したいと思います。（飯田委員）

【学び推進課】
御意見として承ります。今後の参
考といたします。

施策４



評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
施策番号４と同様、具体例をお聞きしたいです。また、指
標がない事情も確認したいです。（数値で指標を作るの
は難しいですが、参加児童等へのアンケート回答等で評
価をすることは可能かと思うのですが、いかがでしょう
か。）（間野委員）

【学び推進課】
つくば市の教育の根幹である「つ
くば市教育大綱」においては、つく
ば市の教育が目指す「考え方の
転換」の柱として、「管理から自己
決定へ」があります。自分たちで
考えて行動できる児童生徒を目
指すものです。例えば、クラスを
もっとよくするためにどのような活
動をすれば良いか、児童生徒が
自ら考案することで、自分の役割
やその効果を考えながら活動して
おります。
また、キャリア教育に関しまして
は、卒業生や地域人材の話を聞
いたり、実社会で学ぶ職場訪問や
職場体験活動を実施したりするこ
とで、児童生徒が現在と未来をつ
なげて考えることができるような
機会を設けております。

〇基礎的・汎用的能力を育成する視点で授業を見直した
り、一人一人が自らの成長を肯定的に認識できるような
授業改善等が必要である。
〇教師自身が社会人として常に自分を磨く意欲を持つこ
とが大切である。（栗山委員）

【学び推進課】
つくば市教育大綱にある「教えか
ら学びへ」という重点目標の中
で、授業改善の視点として、学習
課題へのこだわり、対話へのしか
け、振り返りの工夫がございま
す。特に、振り返りの工夫につい
ては、児童生徒が自らの学びを自
覚できるよう、メタ認知を促すため
に、視点が明確になるような振り
返りの仕方に努めております。
また、各校で研修の年間計画を
立てて実施したり、自らが希望し
て行う希望研修の制度についても
周知し、実施しております。

施策６

・性的マイノリティへ配慮した計画になっているか？
・避難所での性被害や暴力に対する認識について把握
は？
計画の見直しの必要性の点検は？（北口委員）

【危機管理課】
・性的マイノリティへの配慮に
ついては、防災計画等へ十分
に取り入れられていないため、
今後検討していきたいと考えま
す。
・様々な人が利用する避難所
において、性被害等の問題が
潜在していることは、内閣府の
研修等で把握しています。その
点も踏まえ、避難所運営マニュ
アルでは更衣室や授乳室等の
設置することとし、授乳服など
の備蓄も行っています。

施策５



防災士として、地域で地震を想定した避難訓練、洪水対
策への取り組み訓練、地域防災マップづくりなどに３年か
けて取り組んできました。市の補助金で自主防災組織で
の防災備品購入などもしてきましたが、女性の視点から
の取り組みも必要と思い、私も学べればと思います。（飯
田委員）

【危機管理課】
御意見として承ります。今後の参
考といたします。

評価は妥当と考えます。
前年度の計画についての実施状況のみの報告となって
いますが、この施策は常に多方面からの意見を取り入れ
つつ更新されているものだと思いますので、計画に挙
がったものだけでなく、施策の現在の状況についても報
告を頂きたいです。（間野委員）

【危機管理課】
国や男女共同参画に係る団体等
が主催する災害対応研修などに
積極的に参加し、最新の情報を
収集するほか、防災の出前講座
やイベント等で高齢世帯から乳幼
児世帯まで、様々な世代の意見
をアンケート等で聞き、施策実施
のために参考にしています。

2022年の取り組みに性の多様性についても紹介して
は？
（北口委員）

【男女共同参画室】
御意見として承ります。今後の参
考といたします。

各国の男女共同参画施策の情報収集・紹介
昨年度はアイスランドの取り組みについて調査いただき、
ありがとうございました。
大変興味深い内容ですが、つくば市が実際に実装できる
ような海外の取り組みを調べていただくと、次回の施策立
案に役立つのではと考えました。
それとあわせて、国内のベストプラクティスを調査いただ
き、その方法を取り入れることもご検討いただけると幸い
です。（福村委員）

【男女共同参画室】
海外の取組みや成功事例等の紹
介を通して、男女共同参画を考え
る機会にしたいと考えています
が、実装まではなかなか難しいと
ころです。今後は、国内のベスト
プラクティスも調査し、紹介できる
ようにしたいと思います。

評価は妥当と考えます。
施策３にも書きましたが、「男女共同参画だより」は内容
がとてもよいので、是非配布範囲を広げ、施策番号４にも
つながるよう、特に若い世代（中学、高校生から）への配
布を検討して頂きたいです。
また、指標がない事情も確認したいです。（数値で指標を
作るのは難しいですが、アンケート回答等での評価をす
ることは可能かと思うのですが、いかがでしょうか。）
（間野委員）

【男女共同参画室】
「男女共同参画室だより」の第２
号発行時は、男女共同参画推進
標語の募集も兼ねて、市内の小
中学校の生徒に配布を行ってい
ます。標語の作成を通して、男女
共同参画を考える機会になれば
と考えています。

施策
６

施策７



・2021年実施の講演会のテーマは何？効果は？
・2022年度、一般事業主行動計画策定について進捗確
認はどのように行うか？（北口委員）

【男女共同参画室】
・10/30（土）テーマ：女性の就職
支援を実践的に学ぶ、効果：就職
面接や履歴書の書き方など、ハ
ローワーク職員から具体的に指
導を受けた。
・11/13（土）テーマ：女性活躍推
進講座、 効果：県職員と作家、家
庭、子育てとの両立について聴く
ことができた。
・施策８は、一般事業主行動計画
策定の進捗管理を行うものではな
く、情報提供を行うものであるた
め、広報物への掲載・チラシの配
置等を通して推進を行っていま
す。

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
（間野委員）

－

求職者のニーズの内容は？コロナの影響を受け、女性
が就業しにくくなった状況はないか？（北口委員）

・求職者のニーズとしては、パート
タイム、テレワーク、フレックスタイ
ム制の導入等がありますので各
ニーズに合わせた情報発信等を
充実させたいと考えています。
・女性の雇用環境については、新
型コロナウイルス感染症拡大初
期は、宿泊・飲食等のサービス業
が休業等したことにより女性の雇
用環境が悪化しましたが、現在
は、求人が求職を上回って推移し
ていることから持ち直しの動きが
見受けられます。

評価は妥当と考えます。（間野委員） －

実績値は下降傾向だが、その理由は？（北口委員）

現在、各支援機関での支援を受
けて創業した人数について集計
中のため、暫定値を記載してお
り、確定値では現在の報告数より
増加する予定です。なお、創業に
関する女性からの市への相談件
数は令和２年度の29件に対し、令
和３年度は37件と増加していま
す。

評価は妥当と考えます。（間野委員） －

施策９

施策８

施策10



６次産業への取り組みは各地で行われていると思います
が、私の経験では、20年近く前のことで現在の状況は分
かりませんが、長野県小布施の取り組みが先進的だった
と思います。失敗事例もすごく大切です。意欲的に取り組
みをしている地域から学ぶことは多いと思います。（飯田
委員）

【農業政策課】御意見として承りま
す。今後の参考といたします。

評価は妥当と考えます。（間野委員） －

女性就農者の実態把握（報酬、休暇など）はどのような状
況か？（北口委員）

【農業政策課】
茨城県にも確認し、男女別の就労
者数や就農形態は調査しており
ますが、報酬や休暇については
把握しておりません。

つくば女性研究者支援協議会ではお世話になっておりま
す。
産総研の女子中高生の理工系進路選択支援イベントの
広報にもご協力いただきありがとうございます。今年度も
オンラインで開催予定ですので、女性研究者、男性研究
者のロールモデルの紹介にご協力できればと思います。
（大谷委員）

【科学技術振興課】
ご協力ありがとうございます。
当市では本年４月に第３期となる
「つくば市科学技術・イノベーショ
ン振興指針」を策定し、その重点
施策の１つとして、研究者のロー
ルモデル紹介といった「つくばで
輝く研究者情報の発信」を掲げて
います。引き続き、大学・研究機
関の皆様と連携し、市民に分かり
やすい情報発信に努めていきま
す。

評価は妥当と考えます。（間野委員） －

・2021年のヒヤリング結果、制度利用実態は？数字で示
せないか？
・同性パートナーシップ間での子育て、養子縁組等による
子育て支援について情報提供が必要（北口委員）

【産業振興課】
・男性の育休制度について、立地
企業フォローアップヒアリングを実
施した際、18社のうち、当該制度
を設けていると回答した事業者は
17社でした。
・市内立地企業への情報提供の
手法としては、企業等と当課との
意見交換等の際、県等が作成し
たチラシ等を配布するなどして啓
発に努めます。

2022年4月1日以降の育児介護休業法改正への対応が
事業者にも求められるようになる状況下で、つくば市とし
て施策で特に配慮されることはありますか。（大谷委員）

【産業振興課】
国が作成した啓発用のチラシを市
役所庁舎やふるさとハローワーク
の情報コーナー等に配置するとと
もに、市内立地企業へのフォロー
アップ訪問等を活用して、積極的
に情報提供を行い、周知を図りた
いと考えています。

施策12

施策11

施策13



施策13

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
また、指標がない事情も確認したいです。（数値での指標
を作れそうな印象を持ちますが、いかがでしょうか。）
（間野委員）

【産業振興課】
・市役所庁舎の市政情報コーナー
やふるさとハローワーク等におい
て、積極的に情報提供を行うとと
もに、市内企業等を訪問する際に
は、ヒアリング等を実施し、現状把
握に努めました。
・施策内容が情報提供、制度利用
の促進であるため指標の設定は
なじまないと判断しました。

・実施後の追跡はどのようになっているか？
・産後の妻のホンネなど特集して資料にしてみては？
（北口委員）

【健康増進課】
・追跡は行っておりませんが、教
室参加後アンケートによると「親に
なる実感がわいた」や「育児のイ
メージが出来た」等の記述があり
ました。また、1歳6か月健診時の
問診の統計によると、父親の育児
参加について「よくやっている」
「時々やっている」割合が約95％
となっています。
・NPO団体が作成した産前産後の
経験談をまとめた資料を配布して
います。

昨年度のご意見にもありましたが、夫やパートナーの育
児参加を視覚的に見せる工夫が実績増の効果としても
表れていると思います。引き続きお願いいたします。（大
谷委員）

【健康増進課】
今後も引き続き、正しい知識を持
ち、夫やパートナーの積極的な育
児参加が推進するよう、事業を進
めていきます。

評価は妥当と考えます。
講座はコロナ禍で実施が難しい時もあったと思います
が、オンラインなどを導入して継続できたことは大切だと
思います。（間野委員）

－

各参加者の男女別集計をしなかった理由（北口委員）

【生涯学習推進課】
必要とする数字が総参加者数だ
けであり、男女別に集計する合理
的理由がないため。

評価は妥当と考えます。
指標がない事情を確認したいです。（数値での指標を作
れそうな印象を持ちますが、いかがでしょうか。）
（間野委員）

【生涯学習推進課】
参加者数を指標値とした場合、毎
回会場が異なり、定員も変わるた
め、数値での指標値が設定しずら
いため。

施策15

施策14



施策16

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
また、指標がない事情も確認したいです。（数値での指標
を作れそうな印象を持ちますが、いかがでしょうか。）
前年度は公共施設についての整備が重点的に行われた
印象ですが、民間事業者の「赤ちゃんの駅」の前年度の
整備状況についての情報もお聞きしたいです。（間野委
員）

【こども政策課】
評価については、交流センター16
か所、児童館18か所、合計34か
所の施設に出向き、おむつ台、授
乳環境の調査、施設の職員の聞
き取り調査をし、設備の追加等を
行ったことで、より一層利用しやす
い環境を整えることができたため
概ね順調としております。
指標がないことにつきましては「あ
かちゃんの駅」は子育て環境の整
備を目的としていることから、前年
度の実績にもあるように、環境整
備ということで、安全・安心な利用
ができることを優先して進めてい
ます。
また「あかちゃんの駅」に登録をし
て、御協力いただいている民間事
業者（法人）の施設については、
前年度、状況等の確認はしていま
せんが、今後、状況に応じて「あ
かちゃんの駅」の確認をしていく
予定です。

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
また、指標がない事情も確認したいです。（数値での指標
を作れそうな印象を持ちますが、いかがでしょうか。）
前年度に配布した啓発チラシはどのような内容で、何部
製作・配布したのでしょうか？また、フォローアップ訪問と
のことですが、前提として企業とどのような連携をとられ
ているのでしょうか？
また、施策１２～１７については、同じ目標に向けての施
策で、実施内容が重なる部分も多いと思いますので、各
担当課で連携を取りながら進めている内容を知りたいで
す。（間野委員）

【産業振興課】
・指標の設定は、施策内容が情報
提供のためなじまないと判断して
います。
・配布した啓発チラシは、国及び
県が作成したものを18社に配布
するとともに、市役所やふるさとハ
ローワークの窓口に設置しました
(雇用、職場環境改善等)。
・フォローアップ訪問は、市内各工
業団地の企業及びつくば市が加
盟する「つくば市工業団地企業連
絡協議会」の企業が対象です。そ
の枠組の中で連携・情報交換等
を行っています。
・現時点で、施策12～17のうちの
産業振興課以外が所管する施策
については、当課が主体的となっ
て連携を進めている施策はありま
せん。

・2021年度ヒヤリングによる実態把握の結果は？
・2正確な情報把握のためにどのような手法を考えている
か？（北口委員）

【産業振興課】
・立地企業フォローアップヒアリン
グを実施した際、ヒアリングを実
施した18社のうち、テレワーク制
度を導入していると回答した事業
者は11社でした。
・正確な情報を把握するために
は、労働局や県の担当部署との
連携を密にするとともに、引き続
き、市内立地企業へのフォロー
アップ等を活用して、労働環境等
の現状把握に努めていきたいと
考えています。

施策17



前年度より下がってきた要因は何か？（北口委員）

【男女共同参画室】
あて職で選任した際に、男性の委
員に偏ってしまう傾向になることも
原因の一つかと思います。

評価は妥当と考えます。
コロナ禍で更に女性が活躍しづらい環境になった部分も
あり、女性の登用は難しいかもしれませんが、ぜひ継続
して進めて頂きたいと思います。（間野委員）

【男女共同参画室】
御意見として承ります。今後の参
考といたします。

施策19

・議論の内容は？
・成果・課題の欄の記載内容は実績。どのように成果を
判断しているかを成果・課題で述べていただきたい。
・「旧姓使用」についてはどのような状況か？（北口委員）

【人事課】
・議論の内容
　管理職や係長における女性職
員の割合が少ない状況の中、女
性活躍を推進するためには何が
必要かを検討する上で、職員が
現状、どのような考えを持ってい
るか、また昇格に対する考え等に
ついてざっくばらんに意見交換を
行った。
・成果の判断について
　女性管理職が増えることが成果
と認識しているが、単純に女性職
員を管理職に昇格させることが
ゴールではなく、管理職になる前
の意欲や、なった後の働きやすさ
など、数値で表せないものを醸成
させていく必要があり、職員（特に
女性）から仕事に対するモチベー
ションが上がったとの声が多くな
れば成果だと考えている。課題
は、そのモチベーションをどう上げ
ていくかだと考える。
・旧姓使用の状況
　R4.4.1現在35名が承認を受け旧
姓使用している。昨年度の報告時
点から８人増。

施策18



第5次男女共同参画基本計画の成果目標よりも高い指
標を掲げられているので未達であっても、また、係長級の
数値を見ても取組に尽力されていることが伺えます。女
性職員の意見交換会で出た意見をご紹介いただけます
でしょうか。（大谷委員）

【人事課】
・係長が多忙で、それを見ている
と係長になりたいと思えない（男
女ともにプレッシャーがあるので
はないか）。
・管理職や係長をサポートする体
制があれば自信や安心感につな
がる。
・育児を含めたプライベートと仕事
の時間のバランスを考えると務ま
る自信がない。
・管理職への登用や女性だけの
問題ではなく、男女共通の課題で
組織的に考える必要がある。
・現在の女性管理職からの経験
談などは参考になるのではない
か。
・女性活躍は管理職を増やすとい
う結論だけではないと思う（人間
活躍、職員活躍が大事）。

評価は妥当と考えます。
施策１８と同様に、コロナ禍で更に女性が活躍しづらい環
境になった部分もあり、根底にあるジェンダーの考え方の
払しょくが難しく、女性の登用・昇任はとても難しいと思い
ます。ですが、ぜひ継続して進めて頂きたいと思います。
（間野委員）

【人事課】
御意見として承ります。今後の参
考といたします。

施策20
・女性職員の育児休暇取得者数は？
・会計年度任用職員の場合の課題はないか？
・介護休暇、看護休暇について実態は？（北口委員）

【ワークライフバランス推進課】
・女性職員の育児休業取得者数は、前年
度から継続して取得している職員を含め
ると、82名です。
・育児休業を取得できることを知らない会
計年度任用職員もおり、周知が不足して
おります。今後は、産前産後休暇職員向
け、所属長向けに手続き方法を含めた案
内を配布する予定です。金銭的な課題と
して、国の非常勤職員と合わせて、会計
年度任用職員は、家族の看護休暇（国は
子の看護休暇）、介護休暇等は無給の休
暇です。国の非常勤職員との均衡を踏ま
えながら、改善を検討していく必要があり
ます（産前産後休暇はR4.1.1の国の改正
に合わせ、R4.4.1に有給化）。
・介護休暇は、家族がけがや病気により、
２週間以上の介護が必要となった場合に
取得可能な休暇で、令和３年度は、短期
介護休暇は24名、長期介護休暇１名が取
得しました。家族のための看護休暇は、
家族を看護する必要がある場合に取得可
能な休暇で、令和３年度は238名が取得し
ました。
【長期介護休暇】　通算６か月間以内
　・１名（女性）
【短期介護休暇】　年度５日取得可能
　・２４名（女性１４名、男性１０名）女性は
５８％。男性は４２％。
【家族の看護休暇】　年度５日取得可能
　・２３８名（女性１２７名、男性１１１名）女
性は５３％。男性は４７％。

施策19



施策20

「成果・課題」の内容から、評価は妥当と考えます。
指標がない事情を確認したいです。（数値での指標も作
れそうな印象を持ちますが、いかがでしょうか。）
とても大事な施策と思いますので、ぜひ計画を進めて頂
きたいです。（間野委員）

【ワークライフバランス推進課】
計画策定時は、「各制度を活用す
ることができる職場の雰囲気作
り」は数値目標を設定することに
なじまないと考え、設定しません
でした。

課題：2022年4月から中小企業もSOGIハラスメントの具体
的防止策を組織として講ずるよう義務付けされました。
2022年度どのように進捗を確認するか？（北口委員）

【ワークライフバランス推進課】
ハラスメント相談員への相談や外
部相談窓口への相談内容を管理
し、進捗確認を行います。

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
また、指標がない事情も確認したいです。（数値での指標
も作れそうな印象を持ちますが、いかがでしょうか。）
内容に「相談員の配置」がありますが、そちらの現状はど
のようになっているのでしょうか？（間野委員）

【ワークライフバランス推進課】
計画策定時は、「ハラスメント防止
対策の推進」は数値目標を設定
することになじまないと考え、設定
しませんでした。
相談員は、ワークライフバランス
推進課３名、教育総務課２名、消
防総務課２名の配置となっていま
す。

2021年度実施のハラスメントの職員研修で、対象者の中
で受講できなかった人が１～３割いるようですが、その人
たちへのフォロー体制はどうなっているでしょうか？後日
受講できる体制が大切だと思います。（飯田委員）

【ワークライフバランス推進課】
研修当日の欠席者に対しては、
研修テキストの配布により対応し
ています。

取得できなかった所属課、理由は？（北口委員）

【ワークライフバランス推進課】
育児休業を取得していない職員
の所属部署や理由は、個別に回
答することはできませんが、取得
の意思があるにも関わらず、取得
させてもらえなかったという職員
はおりませんでした。

評価は妥当と考えます。
男性の育児休業により、新たな家族を迎えた家庭のス
タートを家族みんなでしっかり時間を使って共有できるこ
とは、その後の親子関係や夫婦関係を作る上で非常に
重要（母親の産後鬱の防止や、父親としての意識の形成
などに非常に効果的）なので、市職員から一般へと是非
広げて行って頂きたいです。（間野委員）

【ワークライフバランス推進課】
御意見として承ります。今後の参
考といたします。

施策22

施策21



施策22

長期的な育児休業の取得促進も目指されているところで
すが、取得率の高さは評価に値すると思います。育休を
取得しやすい職場環境づくりの取組で、風土の醸成（上
司の理解、みんなが取得しているから取りやすい）、所属
部署の業務支援などあるかと思いますが、2018年度以
降、飛躍的に取得率が上昇した要因を分析されていまし
たら教えてください。（大谷委員）

【ワークライフバランス推進課】
2018年度から、「男性職員の２週
間以上の育児休業取得率100％」
という高い目標を掲げ、強く推進
しています。
当初は、職場の理解が得られな
いケースもありましたが、全体的
な啓発だけでなく、子が生まれる
予定の職員とその所属長に、育
児休業の必要性などを個別に説
明していることが、職場全体の意
識の変化に繋がっていると分析し
ています。

・アンケートを通して、少なくとも約2000人へ周知できた。
・課題:「同性パートナー間でもDV被害はある、女性に対
する暴力とその子供に対する暴力は同時に発生している
ケースが多い」など周知が必要（北口委員）

【男女共同参画室】
御意見として承ります。今後の参
考といたします。

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
また、指標がない事情も確認したいです。
私も啓発ポスターやチラシ等は目にしたことがあり、周知
が積極的にされている印象を持ちます。
ぜひ継続して頂きたいです。（間野委員）

【男女共同参画室】
指標設定については、全体につ
いての御質問箇所に記載しました
ので御確認をお願いします。

・相談内容の内訳は？
・庁内関係課だけでなく、専門NPOとの連携も進めるべ
き？
・「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律案」が
国会で審議中で、2022年度成立が見込まれ、地方自治
体の責務など新法に対する情報共有・調査研究が必要。
（北口委員）

【男女共同参画室】
・相談内容は、離婚27.2％、生き
方18.4％、DV11.3％となっていま
す。
・専門NPO法人との連携は、ケー
スに応じて現在連携を図っていま
す。
・随時、県の通知等で情報を把握
し、情報共有に努めます。

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
また、指標がない事情も確認したいです。（数値での指標
も作れそうな印象を持ちますが、いかがでしょうか。）
庁内関係課との連携、必要な情報提供等、相談事業の
充実を是非進めて頂きたいです。（間野委員）

【男女共同参画室】
・指標設定については、全体につ
いての御質問箇所に記載しました
ので御確認をお願いします。
・庁内関係課との連携は、ケース
に応じて現在連携を図っていま
す。

施策24

施策23



相談員も新法の情報共有が必要。（北口委員）
【男女共同参画室】
・随時、県の通知等で情報を把握
し、情報共有に努めます。

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
また、指標がない事情も確認したいです。（相談者や相談
員へのアンケート回答等での指標設定を検討してもいい
のでは？）（間野委員）

【男女共同参画室】
指標設定については、全体につ
いての御質問箇所に記載しました
ので御確認をお願いします。

・周知が課題か？
・若い人や性的マイノリティの場合、メールやラインのほう
が使いやすいという傾向も踏まえ、電話以外のツール拡
大が必要？（北口委員）

【男女共同参画室】
・市民意識調査からも、女性のた
めの相談室の周知度が低いこと
がわかり、引き続き必要な相談窓
口の周知が必要であると考えて
います。
・性的マイノリティ当事者の相談
窓口（県）では、メールと電話によ
る相談対応を実施しています。令
和3年度は113件の相談があり、う
ち87件が電話によるもので、前年
度と比較すると、電話による相談
が増加しているとのことでした。ま
た、相談も、「話を聞いてほしい」
というものが多かったとのことでし
た。

評価は妥当と考えます。
指標について、相談開催回数だけでなく、相談件数も含
めてはいかがでしょうか？（間野委員）

【男女共同参画室】
相談件数の指標設定について
は、相談が多いのが必ずしも良い
とは言えないため、相談実施回数
を指標としています。

2022年度計画として、新法の情報共有・調査研究を行
い、体制づくりを進める。（北口委員）

【男女共同参画室】
困難女性支援法が施策27と現時
点でどのように関わるか分からな
いため、今年度実施計画には入
れられませんが、情報収集は実
施していきます。

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
DV被害者への切れ目のない支援はとても大切だと思い
ますので、継続をお願いしたいです。また、加害者への支
援の必要性が言われ、それが被害者の保護にもつなが
りますので、そちらの対応も計画して頂きたいです。（間
野委員）

【男女共同参画室】
御意見として承ります。参考とい
たします。

施策27

施策26

施策25



・課題：理解を深めるために基礎研修が必要
・2022年度　LGBTQ研修（職員400名）の予定（北口委員）

【男女共同参画室】
職員研修については、人事課で
実施を予定していますが、現計画
の施策ではないため、実施計画
には入っていません。

評価が妥当かの判断が、この報告のみではできません。
また、指標がない事情も確認したいです。（相談者や相談
員へのアンケート回答等での指標設定を検討してもいい
のでは？）
性的マイノリティの人への支援もとても大切だと思います
が、実際にどのような悩みがあり、具体的にどのような困
難が日常生活で生じるのかの情報を知る機会が少なく、
一般の人たちの理解が進んでいないことにも問題がある
と思います。当事者への支援と共に、施策２～５とも連携
を取りながら、情報発信・相談支援の継続をお願いした
いです。（間野委員）

【男女共同参画室】
・指標設定については、全体につ
いての御質問箇所に記載しました
ので御確認をお願いします。
・性的マイノリティ当事者が抱える
悩みや困難は個人で異なると思
いますが、セミナー講師（当事者）
から聴くお話は具体的で、理解を
深める良い機会であると考えてい
ます。

全体に
ついて

・指標がない施策が多く、それらの事情を確認したいで
す。数値で指標を作るのは難しくても、アンケート回答等
での評価をすることは可能かと思うので、指標を作ること
も検討が必要かと思いました。（アンケートを取り、集計す
ることは予算がかかるとは思いますが、指標が無いまま
施策を進めることと照らし合わせて、検討が必要かと思
います。）
・こちらの報告書の内容のみで評価が妥当かを判断する
というのは、かなり難しいと感じました。こちらの報告書は
担当課の自己評価で、それが妥当かを判断させるのであ
れば、前提としての施策の具体的な内容を聞く機会を頂
きたいです。または、例えば「詳細はHPの情報を参照」等
の指示を頂きたい。（間野委員）

【男女共同参画室】
・施策内容によっては、指標を掲
げることで達成度を見ることが効
果的な施策もありますが、数値目
標にすることがなじまない施策も
あると考えています。
・本計画を策定した際、審議会
で、計画実施度を資料２のとおり
評価すると決定した経緯がありま
す。評価方法の変更等について
は、新計画策定の際に再度検討
できればと考えています。
・アンケート結果は、指標ではなく
成果・課題にあたるのではないか
と考えています。

施策28



資料４

時　期 予定・会議等 内　容

5月25日 第１回男女共同参画審議会
推進基本計画の進捗状況報告と市民意識調査結果報
告、新計画の概要と施策体系等について

6月29日 第１回推進本部会議
推進基本計画の進捗状況及び市民意識調査結果報
告、新計画策定について

６～７月
施策担当部課に施策提案調査、
各課ヒヤリング実施

第５次推進基本計画の見直し、第６次推進基本計画素
案作成

８月下旬 第２回男女共同参画審議会 素案について審議

9月28日 第２回推進本部会議 中間報告

10月中旬 第３回男女共同参画審議会 パブコメ（案）の審議

11月24日
庁議（第３回男女共同参画推進本部会
議）

パブコメ（案）の審議

12/2～1/4 パブリックコメント意見募集開始

２月上旬 第４回男女共同参画審議会 パブコメ実施結果報告・審議、答申案作成

２月中旬
第６次男女共同参画推進基本計画
（案）について市長に答申

会長、副会長、その他委員

2月22日
庁議（第４回男女共同参画推進本部会
議）

最終案の審議及びパブコメ実施結果について報告

３月末 計画書納品

つくば市男女共同参画推進基本計画（2023～2027）策定予定スケジュール



資料５ 

1 

つくば市男女共同参画推進基本計画（2023～2027）に向けた課題 

「基本目標１ 男女共同参画社会の基盤整備」についての課題 （Ｐ５１） 

現計画の方向性 

男女共同参画意識を高めるために、会議やセミナーなどの機会を積極的に設け、広報紙やホームペー

ジなどの媒体やイベントなどあらゆる機会を活用するなどして、男女共同参画に関する啓発活動を推進

します。 

新たに社会に出て家庭を築くことになる子どもたちが、当たり前に男女の平等が実現できるように、

学校における男女共同参画の視点に立った教育の更なる充実を図ります。 

災害の発生に備え、女性の視点を取り入れた防災体制を整えることは、非常時に厳しい立場に追い込

まれやすい女性自身や子ども、高齢者や障害者などを守るために重要な取組であるとの視点に立ち、

施策を推進します。 

収集した情報を市民に広く提供し、世界の動向についての理解促進を図ります。 

（１）広報・啓発のさらなる推進 

（２）男女共同参画意識醸成のための教育の充実 

（３）男女共同参画の視点に立った防災体制の確立 

（４）国際的な男女共同参画の動向理解 

  

２ 市の現状・事業

評価結果 

（施策実施状況より） 

 

・男女共同参画社会実現のためのセミナーの開催について、 参加者層は、40 代 28％、60 代 23％、 

70 代以上 16％の割合が高く、10～30 代の参加は 18％となっている。幅広い年齢層に啓発する機 

会とするため、セミナー内容や対象年代に合わせた企画内容等の工夫が必要である。（施策番号 2） 

・男女共同参画意識醸成のための教育の充実について、学校の教育活動全体を通して、人権意識の育成 

を図ることができた。（施策番号 4） 

・男女共同参画の視点に立った防災体制の確立について、災害時における女性ニーズに対応できるよう 

生理用品、ミルク等の備蓄体制に努めた。(施策番号 6) 

・国際的な男女共同参画の動向理解について、男女共同参画室だよりや HP 等への掲載を通して、諸外 

国の男女共同参画の取り組みや先進事例等を紹介し、啓発を行った。（施策番号 7） 

３ 市民意識調査

結果 

・「次にあげる分野において、男女の地位は平等になっていると思いますか。」について、『学校教育の 

場』以外の全ての項目で、「男性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇 

されている」をあわせた“男性の方が優遇されている”の割合が高くなっています。特に、『政治の場』 

『社会通念、慣習、しきたりなど』 『社会全体』では、“男性の方が優遇されている”の割合が高くなって 

います。（Ｐ13 問１） 

・「男女共同参画社会の実現に向けて、市としてどのようなことに力を入れたら良いと思いますか。」に 

ついて、「保健・子育て環境の充実」の割合が 30.8％と最も高く、次いで「介護支援・高齢者施策の充 

実」の割合が 23.6％、「学校教育における男女共同参画意識の育成」の割合が 23.5％となっていま 

す。（Ｐ134 問 27） 

・「災害が起きた時、避難所にはどのようなものが必要だと考えますか。」について、すべての項目で、

「必要」、「どちらかといえば必要」を合わせた割合が８０％を超えています。（Ｐ１０９ 問２３） 

４ 見直しに向け

た課題 

・男女の地位の平等に関する意識は、前回調査から大きな変化はなく、依然として男性優遇の傾向が見

られることから、引き続き男女共同参画意識の醸成は必要です。 

・男女共同参画を進めることは、すべての人が暮らしやすくなるという理解が促進されるよう、意識啓

発のためのセミナー開催や情報提供を充実させていく必要があります。 

・大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かしますが、とりわけ、女性や子供、脆弱な状況にある方が 

より多くの影響を受けると想定されることから、女性の視点からの防災の取組を進める必要がありま 

す。 
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「基本目標２ あらゆる分野での活躍推進」についての課題 （Ｐ54） 

現計画の方向性 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を未策定の事業主に対しては、計画策定に必要な情報を

提供するなどの啓発活動に努めます。また、就業や起業を目指す人に対しては、支援制度に関する情報の

提供を行います。さらに、農業や理工系の分野などでの女性の活躍促進に向けた支援を行います。 

男性の家事や育児や介護の能力を向上させる具体的な働きかけを行うとともに、事業所に対して育

児休業・介護休業を取得しやすい労働環境改善のための支援制度や事例の紹介を行います。さらに、子

育てや介護のしやすい社会環境づくりを推進します。 

女性が市政の方針や施策の決定に関わり、その意見がより反映されることは、女性自身に対してのみ

ならず、市の施策を全ての市民に対しより良いものとするために大切なことです。そのために、審議会

等において女性委員が活動しやすい環境づくりを推進します。 

男女共同参画において特に重要な施策に、市と市職員とが率先して取り組みます。 

（１）職業生活における活躍推進 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備 

（３）市政における女性の参画促進 

（４）市と市職員が率先して行う取組 

  

２ 市の現状・事業

評価結果 

（施策実施状況より） 

 

・女性の創業希望者に対して、実施計画に基づき円滑に支援を実施することができた。引き続き、女性 

創業希望者に対し、創業機運の醸成を図る必要がある。（施策番号 10） 

・審議会ごとに 30％を超える委員会の割合については、全体で 43.8%と前年度より 3.3％下がって 

いる。各課等に対し女性委員の積極的な登用について働きかけが必要である。（施策番号１８） 

・女性職員が持つ不安を払しょくし、昇格することに対する意欲を高めるため、研修・派遣の実施を行っ 

た。（施策番号１９） 

３ 市民意識調査

結果 

 

・事業所調査で、「結婚、出産、育児または介護に際して退職した従業員はいますか。」について、「いな 

い」の割合が５８．３％で最も高くなっており、前回調査の５３．５％より増加しています。しかし、退職し 

た従業員の割合のうち、９３．０％が女性でした。（Ｐ1５５ 問６） 

・女性が起業して社会に出ていると思わないと回答した理由として、「家庭における女性の負担が大き 

いから」の割合が 63.5％と最も高く、「起業を希望する女性が少ないから」の割合が 47.4％、「社会 

の中に女性が起業しにくい雰囲気があるから」の割合が 38.7％となっています。（Ｐ74 問 15-2） 

・「つくば市の市政運営において、女性の意見や視点が十分に活かされていると思いますか。」につい 

て、「あまり活かされていない」と「全く活かされていない」をあわせた“活かされていない”の割合は 

22.9%となっており、“活かされていない”理由として、「市政運営の中心的主体が男性だから」の割 

合が最も高くなっています。（Ｐ118 問 24、Ｐ120 問 24-1） 

・女性の意見や視点をより一層市政に反映させるための有効策として、「審議会・委員会等への女性の 

登用増」や「市民の意見や提案等の募集拡充」、「女性議員の増員」、「市職員の女性管理職を増やす」の 

割合が高くなっています。（Ｐ121 問 25） 

・職員意識調査で、女性管理職が増えないと思う理由に、「管理職を希望する女性が少ないから」の割合 

が 59.3％と最も高く、「仕事と家庭の両立が難しいから」の割合が 50％となっています。 

（Ｐ183 問６）  

４ 見直しに向け

た課題 

 

・育児や介護等で一時離職しても、就業を希望する人の再チャレンジを応援するため、仕事と家庭の両立 

や再就職について、学習機会や情報の提供を図る必要があります。 

・多様な働き方の一つとして起業支援を継続していくことが必要です。 

・委員会や審議会等への女性の参画を促進し、政策・方針決定の場における女性の参画をより一層進め 

る必要があります。 

・市政運営に女性の意見や視点を活かすため、女性職員の管理職への昇進意欲を高めるため、意識啓発 

や職場環境の整備を進める必要があります。 
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「基本目標３ 一人ひとりの人権の尊重」についての課題 （Ｐ58） 

現計画の方向性 

ＤＶを根絶するため、配偶者・パートナー等からの暴力は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であ

ることの理解を、被害者となりがちな女性も含め、浸透させるよう、様々な機会や媒体を利用し、周知・

啓発活動を行います。 

ＤＶを受けた被害者が安心・信頼して相談できるよう、相談に対応する相談員の資質の向上を図ると 

ともに、被害者を保護する体制の整備を推進します。 

性的指向や性同一性障害が差別につながらないよう適切な情報発信に努めるとともに、現実に問題

を抱えている人への支援を行います。 

（１）配偶者等暴力（ドメスティック・バイオレンス：DV）根絶のための啓発 

（２）相談体制の充実と被害者の保護 

（３）性に関する差別の解消  

  

２ 市の現状・事業

評価結果 

（施策実施状況より） 

 

・女性のための相談室が庁舎に移転したことで、関係課との連携が取りやすくなり、一般相談及び法律 

相談は昨年度の 1.6 倍増となった。相談件数の増加により、相談事業の充実及び専門職（社会福祉士 

等）の職員配置の検討も必要である。（施策番号 24） 

・性的マイノリティ等に対する理解を深める機会として、継続的な啓発活動を行う必要がある。また、当 

事者支援の相談窓口についても情報提供を行う。（施策番号２８） 

３ 市民意識調査

結果 

 

・ＤＶを受けたことがあると回答した方で、「これまでに受けたそのような行為を誰かに打ち明けたり相 

談したりしましたか。」について、「相談した」の割合が 43.3％と最も高く、次いで「相談しようとは思 

わなかった」の割合が 33.3％、「相談したかったが、相談しなかった」の割合が 21.7％となっていま 

す。（P93 問 20-2） 

・相談しなかった理由について、「相談しても無駄だと思ったから」の割合が 51.5％と最も高く、次いで 

「自分さえ我慢すればよいと思ったから」の割合が 42.4％、「相談するほどのことではないと思ったか 

ら」の割合が 36.4％となっています。（P95 問 20-3） 

・「言葉や意味について聞いたことや意味を知っていますか」について、「カミングアウト」や「セクシュア
ル・マイノリティ、性的少数者」、「LGBT、LGBTQ 等」の言葉は聞いたり意味も知っているとの割合が
高い一方で、本人の了解を得ずに他人に公にしていない性的指向や性同一性等の秘密を暴露する行
動を指す「アウティング」や性的指向や性自認を指す「ＳＯＧＩ（ソジ、ソギ）」、ＬＧＢＴを理解する人・支援
する人を指す「アライ（Ａｌｌｙ）」の言葉を聞いたり意味を知っている割合は低くなっています。（Ｐ97 問
21） 

・セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の当事者に関連することについて知っていたものについて、
「茨城県において当事者の相談窓口が設置されていること」や「いばらきパートナーシップ宣誓制度が
実施されていること」、「当事者はそうでない人に比べて性被害を受けやすいこと」、「当事者はそうで
ない人に比べて精神面で不調となる率や自殺率が高いこと」を知っている人の割合は低くなってい
ます。（P106 問 22） 

４ 見直しに向け

た課題 

 

・DV は、被害者への重大な人権侵害であるとともに、男女共同参画社会の実現を妨げるものであり、ＤＶ 

防止法や国、茨城県の基本計画でも最重要課題のひとつとして取り上げられています。DV に関する正 

しい知識の普及が今後も必要であり、「いかなる暴力も絶対に許さない」という意識の確立が求められ 

ます。 

・市民意識調査結果からも、DV を受けた際に相談する人の割合は増えているものの、相談しない人も 

依然として一定の割合を占めていることから、相談窓口の周知や情報提供の充実を図るとともに、被 

害者の保護や自立支援に対し、関係機関との連携を図り、きめ細かく対応することが必要です。 

・性的少数者に関する正しい理解が深まるよう、引き続き情報提供、広報・啓発を図る必要があります。 

・性的少数者当事者に対し、適切な相談窓口に繋がるよう、関係機関の情報提供を行うことが必要で
す。 
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つくば市男女共同参画推進基本計画の体系・骨子の検討 
 

 

つくば市男女共同参画推進基本計画 

（既計画）の体系 
体系見直しの要素 つくば市男女共同参画推進基本計画の体系（案） 

基本目標 施策の方向性 国の方針 県・市の方針 基本目標（案） 施策の方向性（案） 

Ⅰ 男女共同参画社会
の基盤整備 

（１）広報・啓発のさらな 
る推進 

第１分野  
政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
〇改正女性活躍推進法に基づき、新たに義務付けられ

る取組内容について、あらゆる機会を通じて事業主
に対し周知 

 
第２分野  
雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の
調和 
〇男性の育児休業の取得促進 
〇就活セクハラの防止 
 
第３分野  
地域における男女共同参画の推進 
〇女性デジタル人材の育成や「新たな日常」に対応した

多様で柔軟な働き方の定着、様々な課題・困難を抱
える女性への支援 

〇農業委員や農業協同組合等の理事に占める女性の
割合の向上や女性登用ゼロからの脱却に向けた取
組 

 
第４分野  
科学技術・学術における男女共同参画の推進 
〇若手研究者ポストや研究費採択で、育児等による研

究中断に配慮した応募要件 
〇大学や研究機関に対して、アカデミックハラスメント

など各種ハラスメントの防止のための取組 
 
第５分野  
女性に対するあらゆる暴力の根絶 
〇「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づき、今後

３年間を「集中強化期間」として取組を推進 
〇「生命（いのち）を大切にする」「性暴力の加害者にな

らない」「被害者にならない」「傍観者にならない」よ
うに子どもの発達段階に配慮した教育 

 
第６分野  
男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に
対する支援と多様性を尊重する環境の整備 
〇ひとり親家庭への養育費の支払い確保 
〇高齢男女の就業を促進 
○人権教育・啓発活動の促進 
 
第７分野  
生涯を通じた健康支援 
○子宮頸がん検診・乳がん検診の更なる受診率向上 
○不妊治療の経済的負担の軽減と、不妊治療と仕事と

の両立に関する職場環境の整備 
 
第８分野  
防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 
○市町村防災会議について、女性委員のいない会議を

早期に解消するとともに、女性委員の割合を増大す
る取組を促進 

〇地方公共団体の災害対策本部について、女性職員や
男女共同参画担当職員の配置 

 
第９分野  
各種制度等の整備 
〇個人の選択に中立的な税制の実現に向け、諸控除の

更なる見直しを進める。 
○社会保障制度は、更なる被用者保険の適用拡大を進

める。 
 
第 10 分野  
教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進 
○校長をはじめとする教職員や教育委員会における男

女共同参画の理解を促進するとともに、学校教育と
社会教育において男女平等の理念を推進する教育・
学習の一層の充実を図る。 

〇校長・教頭への女性の登用 
 
第 11 分野  
男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 
〇SDGs 達成に向けた取組をステークホルダーと連携

して推進・実施 
 

〇茨城県男女共同参画基本計画（第４次）（令和

３年３月） 

・活力ある地域社会をつくるためには、女性の更

なる社会参画の促進はもとより、県民の意識

改革、男女の働き方の見直し、女性に対する暴

力の根絶など、多様性を認め合う男女共同参

画社会の実現に向けた取組が一層求められて

います。 

基本目標Ⅰ  

あらゆる分野における男女共同参画の推

進 

（ⅰ）政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

（ⅱ）雇用等における男女共同参画の推進と仕事

と生活の調和 

（ⅲ）地域・農山漁村における男女共同参画の推

進 

（ⅳ）科学技術・学術における男女共同参画の推

進 

基本目標Ⅱ 

安全・安心な暮らしの実現 

（ⅰ）あらゆる暴力の根絶 

（ⅱ）男女共同参画の視点に立った生活上の困難

に対する支援と多様性を尊重する環境の

整備 

（ⅲ）生涯を通じた健康支援 

（ⅳ）防災・復興における男女共同参画の推進 

基本目標Ⅲ 

男女共同参画社会の実現に向けた基盤の

整備 

（ⅰ）男女共同参画の視点に立った各種制度等の

整備 

（ⅱ）教育・メディア等を通じた男女双方の意識

改革、理解の促進 

 

【つくば市未来構想 

第２期つくば市戦略プラン】（2020-2024） 

基本施策Ⅲ-３ 

多様性をいかした誰もが活躍できる社会を

つくる 

・男女共同参画会議の参加者数を増加させま

す。 

・男女共同参画や性的多様性に関する意識醸

成のための広報、啓発の充実 

Ⅰ 男女共同参画社会に
向けた基盤の整備 

（１）広報・啓発のさらなる推進 
 （２）男女共同参画意識 

醸成のための教育 
の充実 

（３）男女共同参画の視 
点に立った防災体制 
の確立 

（２）男女共同参画意識醸成のため 
の教育の充実 

（４）国際的な男女共同 
参画の動向理解 

 あらゆる分野での活
躍推進 
【女性活躍推進計画】 

（１）職業生活における 
活躍推進 

Ⅱ あらゆる分野における
男女共同参画の推進 
★【女性活躍推進計画】 

★（１）職業生活における活躍推進 

（２）仕事と生活の調和 
（ワーク・ライフ・バ 
ランス）の環境整備 

★（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライ 
フ・バランス）の環境整備 

（３）市政における女性 
の参画促進 ★（３）市政における女性の参画促進 

（４）市と市職員が率先 
して行う取組 ★（４）市と市職員が率先して行う取組 

Ⅲ 一人ひとりの人権
の尊重 
【ＤＶ防止基本計画】 

（１）配偶者等暴力（ドメ 
スティック・バイオレ 
ンス：DV）根絶のた 
めの啓発 

Ⅲ 安全・安心な暮らしの 
実現 
◎【ＤＶ防止基本計画】 

 

◎（１）配偶者等暴力（ドメスティック・バ 
イオレンス：DV）根絶のための啓発 

◎（２）相談体制の充実と被害者の保護 

（３）性に関する差別の解消 

（２）相談体制の充実と 
被害者の保護 

（４）生涯を通じた健康支援 
＜新規＞ 

（5）男女共同参画の視点に立った防災 
体制の確立 

（３）性に関する差別の 
解消 
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 会 議 録 

会議の名称 令和４年度 第２回つくば市男女共同参画審議会 

開催日時 令和４年（2022 年）８月 30 日 10 時 00 分～12 時 00 分 

開催場所 つくば市役所 ２階 防災会議室（2）(3)  

事務局（担当課） 市民部市民活動課男女共同参画室 

 

出 

席 

者 

 

 

委 員 

 

 

生田目 美紀委員(会長)、土井 隆義委員(副会長)、有光 直子

委員、石山 武委員、浦里 晴美委員、大谷 加津代委員、 

川本 愛子委員、北口 ひとみ委員、栗山 賢司委員、長 卓良

委員、福村 佳美委員、間野 聡子委員、山中 真弓委員 

その他 男女共同参画推進基本計画策定支援業務委託事業所 

事務局 

 

市民部：大久保部長、池畑次長、市民活動課：荒澤課長 

男女共同参画室：横田室長、松崎係長、水谷主任主査 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数   ２名 

非公開の場合は 

その理由 
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協議事項 

（１）第６次つくば市男女共同参画推進基本計画(2023～

2027)素案について  

会議録署名人  確定年月日 平成  年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

４ その他 

５ 閉会 
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＜審議内容＞ 

（１）第６次つくば市男女共同参画推進基本計画(2023～2027)素案について 

 

会 長：議事 第６次つくば市男女共同参画推進基本計画(2023～2027)素案に 

ついて、事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局：（第６次つくば市男女共同参画推進基本計画(2022～2027)素案内容に 

ついて説明）

会 長：第１章から第５章まで、順番に審議していきたいと思います。 

まず、第１章について、ご意見等があればお願いいたします。 

委 員：１ページ目の中ほどの段落に「しかし近年、様々な法整備が進み、男女 

がともに様々な分野で活躍できる環境が整いつつありますが」という文 

章があります。この文章は、「しかし」で始まり、「ありますが」で終 

わるので、再度逆転する表現になっています。文頭の「しかし」は不要

かと思います。２点目は、最後の段落「そうした状況を踏まえ」という

表現がありますが、「そうした」という言葉は口語的で柔らかい印象で

す。ここでは「そのような」という文言がふさわしいかと思います。 

会 長：皆さま、いかがでしょうか。ご意見の通りだと思いますので、修正をお 

願いいたします。他に、第１章についてご意見等があればお願いいたし 

ます。 

では、第２章について、ご意見等があればお願いいたします。 

委 員：６、７ページで「国の動き」としてまとめていただき、大変わかりやす 

いと思います。次の計画が 2023 年から始まりますので、最後に、2022 

年の「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」も加えたほうが 

よいと思います。いかがでしょうか。 

会 長：皆さま、いかがでしょうか。では、追加してください。他に、第２章に 

ついてご意見等があればお願いいたします。 

委 員：８ページの「県の動き」について、令和元年だったと思いますが、茨 

城パートナーシップ宣誓制度が加わっています。これは、性的マイノリ 
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ティの方が、婚姻はできなくても共同で生計をたてられるということ 

で、住宅をローンで購入する際等にお互いに保証人になれるという制度 

だと思います。ご確認いただき、もし適切であれば加えていただけると 

よいと思います。 

会 長：皆さま、いかがでしょうか。では、事務局はご確認の上、追加を検討し 

てください。他に、第２章についてご意見等があればお願いいたします。 

委 員：36 ページ「一人一人の人権尊重の推進」の最後の段落に、「また、性 

的少数者や、ＬＧＢＴＱ等の言葉」というように、「ＬＧＢＴ」と「Ｌ 

ＧＢＴＱ」という言葉が重なっていますが、「ＬＧＢＴ」を削除しても 

問題ないと思いますが、いかがですか。 

事務局：「ＬＧＢＴ」と「ＬＧＢＴＱ等」が表記されていますが、「ＬＧＢＴ」 

を削除して表記する形にしたいと思います。 

会 長：では、「ＬＧＢＴ」は削除してください。 

先ほど、パートナーシップのところで、「仮置きする」という表現をし 

ましたが、この会議の最後にご相談したい内容があり、それと関連する 

ために、仮置きさせていただきました。ご了承ください。 

他にご意見等はございませんか。 

委 員：32 ページの指標一覧の２－２「病児・病後児保育実施施設数」で、基 

準値３施設、実績値８施設、将来指標４施設となっていますが、これら 

の根拠はどこかにお示しいただいていますか。 

事務局：記載誤りだと思いますので、担当課に確認して修正させていただきます。 

申し訳ありませんでした。 

会 長：お気づきいただき、ありがとうございました。他にご意見等はございま 

せんか。 

委 員：これはどこに体系づければよいのか迷っていますが、昨今、ヘアロスの 

方からご相談を受けました。ヘアロスは、抗がん剤の副作用だけでなく、 

先天的なものもありますし、病気が原因のものもあります。それを「人 
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権尊重の推進」に課題として取り上げるのがよいのか、「健康」に関す 

る課題とするのは馴染まないのか、苦慮しています。36 ページに「今後 

の課題」をまとめるのであれば、「一人一人の人権尊重の推進」の中に

差し込むことも必要かと思います。いかがでしょうか。 

会 長：ありがとうございます。確認ですが、ヘアロスの問題が皆さまに伝わる 

ような書き方をするというご意見ですか。それとも、健康を含めて書き 

方を加えるというご意見でしょうか。 

委 員：ヘアロスの問題は、健康を維持するという観点からではなく、「その 

人がありのままの状況でも受け入れられる」という意味合いがとても強 

いと思います。大人になってからヘアロスになる方もおられますが、子 

どものときから先天的なヘアロスの方もおられます。男の子でも、髪の 

毛がないことで、からかわれるころがありますが、特に女の子では、そ 

の傾向は強くなります。ウィッグをつけることが困難な状況の中で、そ 

のままでも受け入れられるような社会を私は望んでいます。 

よく似た構造がＬＧＢＴＱだと思いますので、「人権促尊重の推進」と

いう括りで、まずそのような状況があるという理解を進めることが重要

だと思います。それに対し、どのような行政的支援ができるのかは、次

の問題だと思います。現状を確認して、それに対する対応を検討してい

くということが、今回の計画には盛り込まれないと、先に進まないと考

えています。 

会 長：ご意見は大変よくわかるのですが、ヘアロスの問題は、女性にとって重 

大だという考え方は以前からありましたが、「身体の形成不全はいろい 

ろな方と同じ」という捉え方もできると思います。つまり、どんな自分 

であっても認めてもらえるような社会が必要ですし、そういう教育が必 

要だというところでは全くその通りだと思います。そこで、男女共同参 

画の立場としてどのように書いたらいいのかが難しくて、皆さまからご 

意見をいただけると、世の中にはいろいろな形があって、それはあたり 
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前だと思うんですけど、それをヘアロスに特化して書くことは、少し違 

うように思います。反対に、男女共同参画が人権を扱うにしても、どの 

ように書けば着地できるのか、思いつきません。皆様からご意見をいた 

だけませんでしょうか。 

副会長：ヘアロスの問題は、性的少数者の問題とも繋がっている思います。例え 

ば、ヘアロスの問題はルッキズムに関わってきます。男女共同参画の中 

で言えば、例えば「ミスターコンテストはあまりないが、ミスコンテス 

トは多い」ということは、明らかにルッキズムに関わる男女差別の問題 

です。それに対し、性的少数者の問題や容姿の問題は、大切な人権問題 

ではありますが、それが男女の不平等という問題に関わるのかどうかと 

考えると、本来であれば、これは人権問題として、１つの部署を作って 

やるべきものだと思います。現在は、その部署は市にありませんので、 

とりあえずここで抱え込んで置くことは必要かと思いますが、将来的に 

は、男女の不平等の問題とマイノリティの問題と分けてやった方がいい 

かと思います。歴史の古い差別問題として、例えば同和対策等は、すで 

に対策室があり、人権問題として取り組まれています。同じように、性 

的少数者の問題も、本来はそのような部局を作り、茨城県ではすでに 

そのようになっているようですから、本来そうやるべきだと思うのです 

が、つくば市はまだそこまで規模を持っておらず、やっている部署がな 

いので、ここで抱え込まざるを得ないかなと思っていますが、将来的に 

はきちんと分けてちゃんとした規模を持ってやらないと、男女共同参画 

の本来の目的である「男女の不平等の解消」というものから、あまりに 

も広がり過ぎてしまうと思いますので、後程お話させていただきたい 

と思います。 

会 長：よろしくお願いいたします。 

委 員：副会長のご意見はよくわかりました。今回の骨子は、大きな表で体系 

    分けされており、前回の審議会でもＬＧＢＴを男女共同参画のジェンダ 
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    ーのほうに含めるほうがよいのではないかという意見を申し上げまし 

た。この体系に沿っていくと、法に基づきⅠがあり、女性活躍推進法に 

基づくものがⅡ、ＤＶ防止基本計画がⅢとなっています。そこに、ＤＶ 

と合わせて「人権」という括りをつくるという話でした。Ⅲの（４）「多 

文化共生を踏まえた相談体制の充実」という部分を「多様性を踏まえた 

相談体制の充実」とすると、広い意味になり、ヘアロス等の問題も位置 

付けられると思いました。 

偏見的な考え方かもしれませんが、女性の髪が短いことは、文化的、社

会的にあまり市民権を得ていないように思います。そのような中でヘア

ロスを乗り越えていくことは非常に困難があると思いますので、ヘアロ

スを男女共同参画で取り扱っていただけると適切だと考えました。将来

的に、人権問題を取り扱う部署ができればよいですが、現段階ではつく

ば市でここで取り上げないと取り扱う場所はないように思いますので、

ぜひ位置付けていただきたいと考えます。 

会 長：よろしくお願いいたします。 

委 員：ヘアロス当事者ですが、前回の会議の後に、提言したことが良かった 

のかもう少し考えてみたんですが、髪の毛がないということに加えて、 

いろいろな形で自分が自認する性と乖離した状態が非常に受け入れが 

たいと。社会の中で自認されている性と自分が求める性は一致している 

けれども、そこに乖離していることがＬＧＢＴＱであり、ヘアロスであ 

り、乳房や子宮の切除であると思います。そのようなものが存在してい 

るわけで、社会の価値感を変えていくために守らなければならないこと 

は、性を乗り越えた多様な人がいるということで、人権を確保すること 

になるのかなと思います。その１つの形が、ヘアロスであり、ＬＧＢＴ 

Ｑであり、乳房や子宮の切除であり、前立腺ガンや男性不妊などの男性 

の人権尊重であり、そのようなところにも社会的な配慮があってしかる 

べきかと思います。そのための取っ掛かりとなるのが、性的自認から入 
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ってくるような、男女の共同で参画する社会のあり方かと思います。そ 

して、将来的には社会全体での人権として入れていただけたらと思いま 

す。 

副会長：私も今のご意見に同意します。例えば、「人は見た目で差別されるべき 

ではない」ということは普遍的な問題なので、とても重要であり、取り 

組むべきと思います。同時に、見た目で差別されるときに、男性はそれ 

ほど差別されないが、女性のほうは見た目で差別される場合が大きいと 

いうことは、男女の差別の問題なので、ここに当たる問題だと思います。 

男性より女性は見た目で差別されやすいということは、男女共同参画の 

問題だと思うので、ここに明確に盛りこめると思います。「人は誰しも 

見た目で差別されるべきではない」という普遍的なものは、重要で必要 

なので、現在、取り組む部署がないのであれば、ここにルッキズムの問 

題は、今は書き込んでおいてしかるべきだと思いますが、将来的には分 

けて考えるべきだと思います。それは、Ⅲ-（４）にある「多文化共生」 

は、副市長さんからの意見を受けて検討したものを新たに入れていると 

お聞きしました。中身は、「国籍によって差別されない」ということで 

す。もちろん、これも大きな人権問題で大切なことなんですが、本来は 

男女共同参画の問題かといえば、違うように思います。現在、国籍差別 

の問題に取り組む部署がないということで、ここに入れていることに異 

論はありませんが、本来は男女共同参画とは別の部署で分けて考えるべ 

きだと思います。二段階で考えるとよいと思います。 

会 長：今のご意見の通りだと思います。どのように着地するか少し思いついた 

んですが、例えば、「性による固定観念の身体的特徴への理解」という

書き方をするというのはいかがでしょうか。この問題を大きく捉えるこ

とは、将来的に絶対に必要なことだと思いますが、男女共同参画室とし

て、この５年間の計画に掲げるとしたら、性による固定的な認識によっ

て、身体的な差別はいけないとか。 
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副会長：追加させていただきます。例えば、ヘアロスという言葉を入れるのであ 

れば、「ヘアロスに象徴されるようなルッキズムの問題は、普遍的な人

権問題ではあるが、かつ、この問題は、現状では男性よりも女性に偏っ

て表れており、これを解消しないといけない」となれば、これは男女の

不平等にかかわってくるのでここに書けるのではないかと思います。 

会 長：もう一つ助けていただきたいことは、例えば、「乳房がなくても、精子

がなくても問題ない」ということは、どのように扱えばよろしいですか。 

副会長：それも人権問題であり、例えば、不妊等の問題は、本来それで差別され

るべきものではないが、そのときに男性よりも女性が責められやすいと

いうことは、男女の問題ですよね。子どもをつくるか、つくらないかは

個人の自由であり、不妊という問題も、個人の身体的な問題で、それら

によって差別されてはならない普遍的な問題である。さらに、今現在に

おいて、差別されるのは男性よりも女性のほうがより大きい、まずはこ

の部分を解消しなければいけないと考えます。全体として解消しなけれ

ばいけませんが、まずは男女の不平等を解消するということがこの審議

会の目的になると思いますので、２段目に書いたらいいに入れてもおか

しくないと思います。 

委 員：見た目の差別というものは、精神的なダメージが非常に大きいというこ

とで、それに対する配慮は大変ありがたいと思います。一方で、外から

の差別というよりも、自分の中でのアイデンティティが乗り越えられず

苦しんでいることをわかってもらいたいという面もあります。見た目以

上に、自分の中でのアイデンティティが思うところと合致しないことの

辛さを分かった上で、一人一人の差別がなくなるようにしてもらいたい

ということを前段に書いていただけたらと思います。 

性によって期待される役割というものがありますが、それを果たさない

ときの個人の苦痛に、社会が目を向ける、そして、性によって期待され

る役割を果たせないことに対する社会の差別をなくしていくために、今



様式第１号 

9 

回は、男女という括りだけではなく、色々な人たちが共同で明るい社会

を築くための計画であるとうれしく思います。その中に、例えば、男女

の身体的差異を使ったＤＶや、ヘアロスによって固定概念にそぐわない

アピアランスに対する差別、性的自認と周囲が認める性別とのかい離や

ＬＧＢＴＱ等が、その先にあるのだと思います。一番先にあるものは、

自分が求める性と社会の性が合致しない心の苦しみ、それに目を向けて

いただけるとうれしいです。

副会長：今のご意見は、どちらかといえば、Ⅳの「こころの健康」の問題にも関

わってくると思います。Ⅲの柱とⅣの柱は、実は別のものではなく、繋

がっていて、Ⅲは人権の問題であり、その根っこにあるので、Ⅳの健康

の問題に反映してくるので両方関わってきます。書き方としては、ご意

見のように心の面を強調するのであれば、両方に記載してもよいと思

います。 

私も 50 歳代を過ぎてから、だいぶヘアロスで、あまり気になりません

が、私の妻は自分の毛が薄くなったことを、とても気にしています。こ

れはジェンダーの問題だと思います。男性は容姿によって判断されに

くいけれど、女性は判断されやすいということで、これは不平等の問題

であり、それは言って見れば、個人の生き方、健康の問題に関わってく

るとするなら、健康支援の問題でもありますので、Ⅳにひと言書き込む

こともできると思います。 

委 員：体系の骨組みのところで、どこに何を配置するのかは、今後、どこで話 

をすればいいのかと思っていたのですが、今言ってもいいですか。 

会 長：お願いいたします。 

委 員：基本目標Ⅳ「安全・安心な暮らしの実現」の括りですが、（１）は「安

全・安心な暮らしの実現」に当てはまると思いますが、（２）（３）の

防災体制の確立や生活上の困難に対する支援は、もともと国の男女共同

参画基本法の中の位置付けであるとすれば、ジェンダーそのものに触れ
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てくる内容になってきますので、基本目標Ⅰに組み込むことが適当だと

思ったのですが、皆さん、いかがですか。 

「防災」というと、すぐに「安全」に結び付くので、「安全・安心な暮

らしの実現」の括りに入ってしまったのだと思いますが、内容は、ジェ

ンダーによる不都合が起きないような防災体制、避難所の設営等のため

に女性の視点を入れたり、女性の参画を促すということですので、基本

目標Ⅰ「男女共同参画社会に向けた基盤の整備」に位置付けることが適

切だと思います。また、（３）のほうも、女性の貧困はよく言われてい

ます。女性のほうが賃金も安い傾向にあり、会計年度任用職員のことも

ありますが、女性が子育てをしながら働くことは、世界で非常に難しい

ということを考えると、これも基本目標Ⅰ「男女共同参画社会に向けた

基盤の整備」に位置付けたほうが適切ではないかと考えた次第です。

副会長：ご意見はよくわかります。基本的には、（２）（３）（４）も全て男女

共同参画社会に向けた基盤の整備ですので、本来、基本目標Ⅰというの

もあると思いますが、市の都合を察するに、基本目標Ⅰの担当部署は男

女共同参画室が担当するのだと思います。対して、基本目標Ⅳは、別の

部署が担当するのではないでしょうか。基本目標で担当部署が違うのか

なと思うのですが違いますか。 

委 員：施策の後ろに担当課が記載されていますが、多岐に渡る施策もあります

ので、担当課の違いは問題ではないと思います。 

会 長：事務局、いかがですか。 

事務局：分け方に関しては、国と県の計画を勘案した区分けにしています。 

もともと３つの基本目標であったものを、「人権」を分けて基本目標を 

４つにしたという経緯もあります。ここは、国と県の計画の区分けと 

同じようにしていきたいと思います。 

会 長：よろしいでしょうか。 

委 員：阪神淡路大震災の被害経験者です。ここは細かい施策という意味で、分 
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けていただけるとありがたいです。たぶん、基本目標Ⅰに入れると、漠 

としてしまうと思います。これは命に関わるクリティカルな部分ですの 

で、小分けにしていただきたいと思います。 

会 長：基本目標Ⅰは、皆さんの理解を促す大きな括りだと思います。理想の考

え方を皆さんにお示しするということで、このままでよいと思います。 

提案ですが、第１章の趣旨の２行目の「つくば市女性行動計画を策定し、

全ての個人が」という表現を、「つくば市女性行動計画を策定し、男女

による固定概念の意識の有無に関わらず、全ての個人が」としてはいか

がでしょうか。１ページ目に、重要な「男女の違いでみんなの気持ちが

変わるということ」が、書かれていないと思います。 

委 員：中段に「固定的な性別役割分担やアンコンシャス・バイアス（無意識の

思い込み）の存在がいまだ根強く残り」とあり、少し書かれていると思

います。「それを乗り越えて、全ての個人が」ということですね。 

会 長：はい、そうです。中ほどに書かれているので、最初の部分で無理に触れ

なくてもよいかもしれません。 

副会長：前振りで一言入れておくと、効果的だと思います。 

会 長：最初の１、２行は、とても大事だと思います。後で補足説明があるにせ

よ、もしかけるようであればご検討ください。 

委 員：中段の「近年、様々な法整備が進み」という段落を最初に移動しても問

題はないと思います。 

会 長：その辺のテクニックは事務局に預けさせていただくことにして、今申し

上げたかったことは、本当に強く書いていれば、後ろのほうも分かりや

すくなるかなと思いました。 

第２章について、副会長の文言を加えていく形進めていきたいと思いま

す。他にご意見等はございませんか。 

副会長：記述の問題ですが、統計等のタイトルに「つくば市の」という文言がつ

いているものと付いていないものがあります。統一したほうがよいと思
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います。例えば、12、13 ページでは、②③は「つくば市の」という文言

がついていますが、④ではついていません。 

事務局：「つくば市の」という文言が入っているものと、入っていないものの違

いですが、区別して表記しています。例えば、12、13 ページの③はつく

ば市だけのデータですが、④ではつくば市の他に、茨城県と国のデータ

も比較のために載せており、分けた形で表記しています。 

副会長：比較のデータが入っているのは、「つくば市の」という文言を抜いてい

るということですね。 

事務局：そうなります。 

副会長：わかりました。 

事務局：1 点、訂正させていただきます。先ほど、32 ページの２－２「病児・病

後児保育実施施設数」についてご質問をいただき、ご回答させていただ

きましたが、勘違いしておりました。 

31 ページをみると、現計画の推進状況の指標一覧になっています。病

児・病後児保育実施施設数は当初、基準値は３施設でしたが、目標とし

て５年間に４施設をめざして推進するということでした。実際は、令和

３年度の段階で８施設設置できたということになりますので、誤りでは

なく、目標値以上に施設設置が進んだということになります。 

委 員：では、「将来指標」という表記ではなく、他の表現にしたほうがわかり

やすいと思います。 

会 長：どこかに備考をつけて、わかりやすくしていただけるとよいと思います。 

事務局：承知しました。 

会 長：では、第３章について、ご意見等があればお願いいたします。 

委 員：42 ページの活動目標量の２番目「家族で参加できるマタニティサロ ン

において、妊婦に対する夫またはパートナーの参加者の割合」の現状値

が 86.3％となっていますが、32 ページの２－２「マタニティサロンの

夫又はパートナーの参加者の割合」は 46.3％となっています。両者に
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違いがあるということですか。 

事務局：現計画では、夫又はパートナーの参加の割合を 50％を最大にして考え

たときの将来指数が 44.4%と設定していましたが、新計画では二人合わ

せた 100％を最大にして考え、87.3％と設定しています。男性は、ほぼ

参加されているということです。 

委 員：そのような表記方法だと、２つの表を見比べるときに、活動目標量の現

状値は 32 ページの実績値を書き写したことになりますね。数が倍にな

っているという説明が必要だと思います。

事務局：わかりました。下に説明を追記いたします。

会 長：他にご意見等はございませんか。 

委 員：41 ページの成果指標の表の４つ目「女性のための相談室を知っている

市民の割合」で、前回調査は 33.8％、現状値は 35.6％、目標値は、現

状値に３％を加えた 38％となっています。こちらの成果指標に対して、

具体的にどこの活動量・目標、施策から３％増に繋げようとしているの

かわからなかったので教えてほしいです。 

事務局：「女性のための相談室を知っている市民の割合」の目標値を 38％とし

て理由をご質問されているということでよろしいですか。 

委 員：目標値を 38％とした理由というよりも、この３％をどの施策をもって

上げようとしているのかをお聞きしたいです。その中間指標として、活

動目標量等を見ていくことになると思いますが、対応する活動目標量ま

たは参考値があれば、知りたいと思います。 

事務局：平成 28 年度の前回調査では 33.8％、令和３年度の現状値は 35.6％とな

っており、1.8％程度の増加にしかなっていませんが、５年間で周知活

動等に努め、38％にまで到達できたらという希望的な数値にもなってい

ます。明確な根拠ではありませんが、前回調査と現状値の変化の差異か

ら割り当てて、38％程度をめざしたいということで設定しています。 

副会長：今の質問の趣旨は、数値の妥当性に関するものではなく、今後それに対
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応する施策はどれかがわかりにくいということだと思います。どの施策

をやった結果数値が上がるのかっていうことだと思います。 

事務局：施策で考えますと、49 ページの 23 番「ＤＶ防止のための広報・啓発」

や 24 番「女性のための相談室の実施」等があります。また、現在、庁

内および出先機関、市内のスーパー等にも周知させていただいています

が、それを拡大してやっていきたいと考えております。 

委 員：ありがとうございます。40 ページの施策の体系の３「一人一人の人権

の尊重」に載っている施策の成果指標として、「女性のための相談室を

知っている市民の割合」を上げていくと理解してよろしいですか。 

事務局：はい。 

委 員：わかりました。ありがとうございます。もう１点、質問させていただき

ます。成果指標の一番上「社会全体における男女の地位の平等感を感じ

る市民の割合」で、前回調査が 16.4％、現状値が 15.1％と下がってい

ます。目標値は 17％ということで、元に戻した上で上げています。一方

で、３番目の「職場における男女の地位の平等感を感じる市民の割合」

は、前回調査が 22.2％、現状値が 26.7％と４％ほど伸びています。目

標値はさらに上って 30％となっています。前回調査と現状値を比較す

ると、職場に対する平等感を感じる市民の割合は増えているにも関わら

ず、社会全体だと、その割合は減っているという状況だと思います。そ

こで、「社会全体における男女の地位の平等感を感じる市民の割合」を

増やしていきたいという目標値があるのだと思います。これをめざして

いく上で、40 ページの施策をみると、職場に対する平等感を増やすよ

うな施策はかなり充実していますが、それ以外の施策はあまりないよう

に思います。この施策の量のバランスは適切なのでしょうか。お考えに

背景等があればお聞かせください。 

事務局：今回設定している成果指標ですが、市民意識調査を実施した中で、主な

比較になるものとして、いくつかの目標をピックアップさせていただき
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ました。「この施策をするから、この調査項目の数値が上る」という考

え方よりは、さまざまな施策を総合的に進めることによって、今後社会

で平等感を感じる市民の割合が増えればよいと考えております。基本目

標全体に対して設定する意味合いで、これらの項目を挙げています。 

確かに「職場における男女の地位の平等感を感じる市民の割合」は増え

ています。「今後、男女が社会のあらゆる分野でどのようなところを進

めれば平等が感じられるか」という市民意識調査が、前回の審議会で配

布した資料の 30 ページにありますが、「女性を取りまくさまざまな偏

見、固定的な社会通念、慣習、しきたりを改める」、「学校教育や社会

教育の生涯教育の場で、男女平等と相互理解についての学習を充実す

る」、「法律や制度の上での見直しを行い、女性差別につながるものを

改める」等が高くなっています。そのようなものを含め、全体的な施策

でこの数値を高くしていきたいと考えております。 

委 員：ありがとうございます。 

先ほどの「どのようなことをすれば、社会での平等が実現できると思い

ますか」という設問の回答の中に、職場以外に関する回答がかなりの数

ありました。そこに対し、どのような取り組みがしていけるのか、ご説

明いただけますか。 

事務局：この施策の中で挙げるとすると、48 ページ「審議会等委員の女性委員

の登用」、「女性職員の管理職等登用の推進」など、まだまだ女性が参

画できる機会が少ない分野が多く、必ずしも男女平等にはなっていない

と思いますので、このような政策方針決定の場への女性の参画を進めて

いきたいと考えています。 

委 員：ありがとうございます。 

委 員：40 ページの施策の体系のⅡとⅢでは、タイトルの後に括弧書きにある

「女性活躍推進計画」、「ＤＶ防止基本計画」が挙がっていますが、こ

れらは、計画に基づく目標だと理解すればよろしいですか。 
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事務局：２ページをご覧ください。○の４つ目と５つ目に包含するという説明を

していますが、「ＤＶ防止基本計画」と「女性活躍推進計画」を１つに

まとめた 計画にしますという記載をしています。 

委 員：それは理解しています。ただ、例えば、基本目標Ⅲ「一人一人の人権の

尊重（■ＤＶ基本計画）」と表記すると、Ⅲの項目が全てＤＶ基本計画

に関わっているように感じられます。そうではなくて、Ⅲはより広義な

ものだと思いますが、いかがですか。 

事務局：■の印がついているものが、ＤＶ防止基本計画であり、◆の印がついて

いるものが、女性活躍推進計画であるという意味の表記をしています。 

委 員：それは理解していますが、例えば、基本目標Ⅲであれば、「一人一人の

人権の尊重」＝「ＤＶ防止基本計画」と受け取れてしまうかもしれない

と懸念します。それは違いますね。 

事務局：そのような解釈ではなく、一部が関連するということです。 

委 員：そうであれば、施策名の後に括弧書きで計画名を入れる必要はないと思

いますが、いかがですか。 

事務局：わかりやすくするために、括弧書きで計画名を入れていますが、不要で

あれば削除します。 

会 長：今のご意見はごもっともだと思いますが、削除する必要はなく、図の外

側の右下等に、■や◆の印の意味を記せばよいと思います。タイトルの

中に括弧書きで書かれているので、誤解の心配があります。全体を意味

しないように示せばよいと思います。 

事務局：表記の見直しを検討させていただきます。 

会 長：よろしくお願いいたします。 

委 員：42 ページの活動目標量の表に目標値の欄があり、「令和８年度末又は

令和９年４月１日現在」とありますが、表現として「現在」という文言

を使うものでしょうか。「４月１日時点」ということでしょうか。 

また、２番目の「家族で参加できるマタニティサロンにおいて、妊婦に
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対する夫またはパートナーの参加者の割合」が、小数点一位の数値にな

っていますが、目標値をそこまで細かくする必要はありますか。 

会 長：事務局、いかがですか。 

事務局：修正させていただきます。 

会 長：よろしくお願いいたします。 

委 員：41 ページの成果指標「女性のための相談室を知っている市民の割合」

が、目標値 38％とありますが、非常に低いと感じます。本来であれば、

皆さんがご存知でなければいけないものだと思います。施策としては、

広報紙による周知等が挙がっていますが、そもそも相談の窓口が開いて

いる時間帯が平日の昼間だけということで、非常に使いにくいという話

も聞いています。ひとり親やＤＶの被害者はそのような時間帯に電話を

することは難しいと考えます。ひとり親の方はダブルワークされている

方も多く、昼間はもちろん夜間も電話する時間はなく、利用することは

できないと相談を受けたことがあります。まずは、相談窓口の開設時間

等を改善していくことは必要なことだと思います。そのような改善をす

ることで、利用しやすくなり、周知が広がるきっけにもなると思います。

また、他の自治体では、このような相談窓口に、弁護士を常駐させてい

るところもあります。今回、「女性の相談員が相談を受けます」と書い

てありますが、そのようなことも併せて必要だと思います。もちろん、

相談室に電話して弁護士につなげることになると思いますが、切羽詰ま

って相談の電話をしてきた方に、「次はここに電話してください」と言

えば、どんどん先延ばしになってしまいます。相談時にすぐに対応して

いただけるような体制が整えられていることは必須だと思います。電話

で相談された方の中には「たらいまわしにされて、結局使えない」と言

っている方もおられますので、そのようなところは改善が必要だと思い

ます。また、周知方法ですが、単に「広報紙に載せる」「チラシを置い

ておく」ということでは、お困りの方には届かないと思います。ひとり
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親の方は広報紙等を開く時間もない方が多いでしょうし、交流センター

でチラシを手に取って読むという余裕もないと思います。そのような方

にも、どのようにしたら届きやすいのかを考える必要があります。例え

ば、保育所利用の方が多いと思いますので、保育所の配布チラシの中に

入れてもらうとか、何かの手続きの際にお渡しするとか、いろいろな周

知の方法が考えられます。 

「女性のための相談室を知っている市民の割合」は、限りなく 100％に

近づけていただきたいと思います。これは女性の相談室に限らず、男性

の相談室や他の相談室等、すべての相談室を 100％の人が知っている窓

口体制をつくってほしいと願っています。 

会 長：貴重なご意見をありがとうございます。取り組むべき大きな課題だと思

います。指標に取り入れていただきたいことをまとめていただきました

が、まずどのあたりが必要だとお考えですか。 

委 員：まずは目標値を上げてほしいと思います。３％上げて、何が改善される

のでしょうか。また、他部署ではなく、男女共同参画室が取り組むべき

課題として 49 ページに挙がっていますので、すぐに対応可能ではない

かと思います。実際、男女共同参画室で全てを行うことは難しいと思い

ますが、今回、相談体制を構築するきっかけにしていただければよいと

思います。他の自治体では、定期的な関係者の連携会議等を実施してい

るところもあります。そのような自治体の取り組みも勉強もしていただ

きながら、相談窓口をつくるだけではなく、その次にどう早くつなぐ体

制をつくり、サポートしていけるかはできるんではないかと思います。

この目標の中でも、相談体制を整えますだけではなく、より相談が受け

やすいように、窓口の開設時間を延長したり、土日も開くというような

ことを書き込んでいくことが必要だと思います。 

会 長：まず、新しく書き込むことについては、第４章で検討できるとよいと思

います。目標値の数値の変更については、すでに審議が終わっているの
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ですか。それとも、今からでも変更は可能ですか。 

事務局：変更できます。 

会 長：では、まずは目標値をもう少し高くして、力を入れていただきたいと思

います。ただ、設定するに当たり、どのような目安で設定したらよいの

か、アイデアがあればお願いいたします。もう少し値を上げるにしても、

根拠をもって設定しなければいけないと思います。 

事務局：セミナー等でも参加してくれた方に、アンケートを取っているのですが、

そこで相談室を知っている方の割合を計ることはできます。また、ご意

見にありました、保育所の配布チラシ等は実施したことがありませんの

で、ご協力いただけるのであればやってみたいと思います。以前は、ト

イレにチラシを置いたり、カードをつくって周知したこともあります

が、まだまだ周知し切れていないと思いますので、周知の方法を変えて

いきたいと思います。 

目標値をどのように設定するのかは、再検討させていただきます。 

会 長：では、数値については、ご検討をよろしくお願いいたします。 

委 員：私も大変同意しております。困ったときに相談する窓口等があるという

ことを、皆さんが知っていることは重要で、達成できないとしても

100％をめざしていただきたいと思います。加えて、周知の方法につい

ては、例えば、子育て中のお母さんが、仕事の両立や子育てのこと、夫

とのこと等で困りごとを抱えている割合はかなり高いと思います。ま

た、結婚前の若い女性の方も仕事や家庭などの悩みを考えると思いま

す。周知の方法として、対象となる方が通るような場所にチラシ等を設

置すると有効だと思います。子育て中の方を対象とするのであれば、母

子手帳の交付の際や、赤ちゃんの退院時や検診時、乳幼児家庭訪問の際

に渡せば周知度が上がると思います。ホームページやＳＮＳ見る人も多

いので、そのような媒体の利用も有効だと思います。 

また、使いやすいことは絶対に必要で、「相談したら、ここを紹介して
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いただき、とても助かった」という口コミが広がれば、ＳＮＳ等でも拡

散されるかもしれません。必要としている人に使いやすい体制を考えて

いただき、実施していただきたい。利用したくても利用できないという

事例を聞きますので、力を入れて 100％をめざしていただきたい。 

もう１点、40 ページの施策の体系のⅢのタイトルですが、「ＤＶ基本計

画」ではなくて、「ＤＶ防止基本計画」が正しいと思います。 

事務局：修正させていただきます。 

委 員：先ほどの議論で、■や◆の印がついているものについては対応するもの

だということがわかりましたが、基本方針Ⅱでは、全てに◆がついてい

ます。「基本方針Ⅱ＝女性活躍推進法」ということなので、基本方針Ⅲ

についても、同じような感じに見えてしまうのだと思います。■や◆の

印が対応していることを説明するか、または、基本方針Ⅲについて、「含

■」というような表現をして、混乱しないような表記をした方がよいと

思います。 

副会長：先ほどの「女性のための相談室を知っている市民の割合」の目標値です

が、私も将来的には 100％をめざすべきだと思います。次の計画は４年

間ですので、その４年間で達成できそうなところで、目標値を高めに設

定するということであれば、50％程度として、周知の方法を検討してい

ただき、まずは４年間で半数の人に周知するということでもよいと思い

ます。ただ、周知をしても、実際に対応できなければ何もなりません。

周知とともに実態も改善していかないといけません。そのためには、市

の予算や組織の問題も関わってくると思います。 

性的マイノリティ等の問題については、きちんと専門の部署をつくって

いただきたいと、この審議会として、市長に答申をしてもよいと思いま

す。その際に、もう１つ項目をたて、「女性のための相談室」の周知を

市の取り組みとして、きちんと実施してほしいと意見書を提出してもよ

いと思います。今の組織の中でできることと、できないことがあると思
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います。

会 長：意見書については最後にお話ししたいと考えております。 

３章について、他にご意見等はございませんか。 

委 員：基本目標のところに書き込むとよいと思うものがいくつかあります。 

38 ページ、基本目標Ⅱの１段落目の最後に「法制度の周知・啓発や多様

な働き方を選択するための情報等を充実します」とあります。情報発信

に力を入れるということはよくわかります。今回、女性活躍推進法が改

正され、101 人以上の労働者数の事業主が義務化されましたので、その

ようなことを周知することが必要です。働くほうも知ることは必要です

が、事業主が、その働きかけに応じているのかどうかを点検していくこ

とも必要だと思います。目標として挙げるとすれば、「事業主への働き

かけを行う」「事業主の実施状況を確認する」ということを加えるとよ

いと思います。 

39 ページ、基本目標Ⅲ「一人一人の人権の尊重」ですが、ＤＶについて

は、国は「女性に対するあらゆる暴力の根絶」を掲げており、すでに取

り組みが始まっています。性犯罪、性暴力対策の強化の方針に基づき、

この３年間を強化年間としていますので、ここでもＤＶだけでよいの

か、性犯罪にも取り組んだほうがよいのかなと考えます。どこに入れ込

むとよいのか、「重大な人権侵害であるＤＶ等に対応するため」のとこ

ろに、「ＤＶ等および性犯罪に対応するため」とする形がよいかと思い

ます。 

３行目の「相談しやすい体制づくり」について、先ほどもご提案があり

ましたが、そのような方向になるとよいと思いました。体制づくりも必

要ですが、それと共に公的支援の構築も重要になると思います。ここで

は、「相談しやすい体制づくり、および公的支援の構築」としていただ

くと、具体策が出てくるのではないかと思っています。 

その次の段落で「性の多様性や性的少数者への正しい理解」という表現
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がありますが、「性の多様性」に限らず、「性の」を取り、「多様性を

認めることと、性的少数者への正しい理解」としてもよいと思います。 

基本目標Ⅳの文章を読むと、女性参画の重要性や視点を取り入れること

に限局されそうにも読めますので、下から２行目の「防災・減災への女

性参画の重要性および災害による女性への多くの影響の発生に鑑み、男

女共同参画や女性等への配慮の視点を取り入れた」とすると、避難所の

こと等も含まれると思います。ご検討ください。 

会 長：具体的なご意見をありがとうございます。大変よいご提案だと思います

ので、盛り込む形でご検討ください。 

では、第４章について、ご意見等があればお願いいたします。 

委 員：45 ページに教育の充実ということで２点挙げられています。これらは

非常に進めていただきたい内容です。Ａ３の骨子の表をみると、国では

「教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進」に、「校長をはじ

めとする教職員や教育委員会における男女共同参画の理解を促進する

とともに、学校教育と社会教育において男女平等の理念を推進する教

育・学習の一層の充実を図る」ということで、先生方の研修等々がなか

なか進んでいないという実態もあるかと思いますので、市としてもその

ようなこともお願いしたいと思います。特にＬＧＢＴについては、昨今

話題になってきたものであり、校長や教頭職が教員になられたときに

は、ほとんど研修等はなかったものだと思います。そう考えると、校長

や教頭職も含む形で研修を進めていくという施策があってもよいと思

います。 

46 ページの 10 番「女性活躍促進に向けた公共調達の評価項目の設定」

という項目も大変よいと思います。加えて、先ほど申し上げた「事業主

の確認」をここに入れ込むとよいと思います。ご検討ください。 

49 ページの 24 番「女性のための相談室の実施」の周知のあり方に、い

わゆる「配偶者暴力相談支援センター」というものが女性のための相談
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室として掲げられていると思いますが、やはり「相談窓口がここにある」

という表記が非常に大事だと思います。「女性のための相談室」という

と、内容がぼやけてしまいます。はっきりとＤＶ根絶のための啓発に位

置付けられているのであれば、横浜市や川崎市のように「ＤＶ相談支援

センター」と明確に掲げておりますので、具体的な内容を示さないと発

信力に欠けると思います。 

27 番「関係機関との連携強化」で、ＤＶ被害者の件については、昨今、

子どもの虐待から母親の被害がわかるという事例があります。そのよう

な意味からも、子どもの虐待が大変注目されています。必ず「親は大丈

夫か」ということを必ず確認しています。ここは、男女共同参画室だけ

が担当するのではなく、子ども未来課とも、しっかりと連携していただ

きたいと思います。また、関係機関には民間のものもありますので、「庁

内および民間等の関係機関との連携強化」という表記のほうがわかりや

すいと思います。 

50 ページに、ヘアロスの問題を施策として、どのように位置付けてい

くのか、ご検討いただきたいと思います。「多文化共生」だけではもっ

たいないと思いますので、「多様性を踏まえた相談体制の充実」とする

と、外国人の方への相談体制の充実や多様な人権に関する相談体制の充

実も含まれると思います。 

51 ページの 33 番「性教育の推進」を「生涯を通じた健康支援」として

位置付けることも１つの方法だと思いますが、教育という視点から考え

ると、Ⅰの（２）学校教育に位置付けてもよいと思います。性教育を生

涯教育として取り組んでいくのであれば別ですが、担当課は「学び推進

課」となっていますので、Ⅰの（２）に移動してもよいと思います。 

52 ページ、ひとり親家庭に対する施策はあるが、女性の貧困の問題が

抜けています。女性だから就業しにくい、就業しても賃金が低いという

ような問題を考えると、ここに何か施策を１つ加えたほうがよいと思い
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ます。 

会 長：具体的なご意見をありがとうございました。確認いたします。 

45-（２）に教職員を含めた研修を入れてはどうかという意見。 

51 ページの 33 番「性教育の推進」を「生涯を通じた健康支援」として

位置付けではどうかというご意見でしたが、皆さま、いかがですか。 

委 員：性教育を基本目標Ⅰへ移動するというご意見ですが、この枠組みを見る

と、Ⅰ-（２）は、全体的な男女共同参画の意識の話での教育というイ

メージです。性教育については、どちらかというと「人権の尊重」に入

るのではないかと思います。いろいろなところに含まれるのかもしれま

せん。性教育に関しては、最近は、学校以外にも、「赤ちゃんの頃から

性教育をしていくとよい」という動きが民間でもありますし、積極的に

性教育を行っている幼稚園や保育園の話も聞きますので、学校だけはな

く、民間を含めて生涯を通じた教育というイメージをもっていますの

で、個人的には、このままの枠組みでもよいと思います。 

会 長：いかがですか。 

委 員：担当課を、学び推進課以外にも増やすとよいと思います。生涯学習課等

です。 

会 長：では、担当課に生涯学習課等を追加するということで、ご検討をお願い

いたします。 

49 ページの 24 番「女性のための相談室」では、内容がはっきりしない

ので、「ＤＶ相談支援センター」等、内容を示す名称にしてはどうかと

いうご意見でした。皆さま、いかがですか。 

委 員：施策そのものでなく、内容に「女性のための相談室」で扱う内容につい

て、「ＤＶ相談支援センター」の看板を掲げる等の取り組みが入るとよ

いという意見です。 

会 長：この場で「検討する」等、言い切ってしまっていいのでしょうか。

事務局：実際に、相談を受けている立場としての意見としては、自治体のＤＶ相
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談支援センターの名称は、機関の名称ではなく機能の名称です。あえて

看板を出していないということがあります。「女性のための相談」とい

う形で、大きく広く相談を受けていると、ＤＶ被害を受けている方で、

「自分の困りごとはＤＶではない」という切り口で来られる方がかなり

の数で相談に来られます。相談員が「それはＤＶですよ」と伝えても、

違うと否定する方も相当数おられます。「ＤＶ相談支援センター」とす

ると、そのような方の中には相談に来られない方が出てきてしまうとい

う懸念があります。ここは、大きく窓口を広げておきたいと、現場では

考えております。 

会 長：大変現実的なご説明をありがとうございました。 

では、このままの形で進めてよろしいでしょうか。 

委 員：検討を続けていただければ結構です。 

会 長：27 番の施策内容に「庁内および民間の関係機関」とすること、子ども未

来課を担当課に追加してはどうかというご意見について、いかがです

か。「民間の関係機関」という表現を入れることに問題はありませんか。 

事務局：実際に相談を受けた際に、ＮＰＯ団体の他の方等にも連携して協力支援

をしていただくこともありますので、追加することは可能です。 

会 長：ありがとうございます。では、そのように修正をしてください。 

50 ページの（４）のタイトルを「多様性を踏まえた相談体制の充実」と

するとよいというご意見でしたが、いかがですか。 

委 員：（４）のタイトルを「多様性を踏まえた相談体制の充実」とすることは

賛成ですが、そうすると、30 番「つくば市外国人相談窓口の設置」のみ

になっているので、別の相談窓口の設置や担当課も増えてくるのではな

いかと思い、その点が気になりました。 

会 長：確かにそのように思います。用意した施策の中で、こちらに該当するも

のはありますか。 

委 員：「多様性」というのは、どこに係るものなのでしょうか。外国人の多様
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性なのでしょうか。（３）でも「性の多様性」という文言は使われてい

ます。ここでは、何に係る多様性なのかによって、相談窓口がどのよう

な相談を受けるのかがよくわからなかったのですが。 

委 員：先ほどご紹介したヘアロス等の性的多様性ではなく、包括する意味合い

になると思います。ここの性的少数者のところは、ＬＧＢＴＱに特化し

ていると思いますので、そこには入っていかないと思います。どのよう

に表記したら適切なのかまでは考えておりませんでした。 

委 員：多様性を踏まえた相談体制ということで、外国の方の相談先がないとい

うことで、それを入れるために（４）ができたのだと思います。基本目

標Ⅲで、人権という意味での多様性、男性女性に関わらず、その人にな

り得るということで、それが阻害されるような何かがあったときに、相

談ができるような窓口があればよいと思います。（２）「相談体制の充

実と被害者の保護」に、施策としては集約されると思いますが、「女性

のための相談室」と「男性のための相談」となっているので、そのほか

の括りは、どこに相談すればよいのかが明らかにできたらよいと思いま

す。 

委 員：多様性の中には人種や宗教等も含まれると思います。本日ご欠席の委員

が宗教学のご専門ですので、その観点から、今回の旧統一教会の問題に

ついて懸念されており、メッセージを預かりましたので、お伝えします。 

（委員からのご意見）合同結婚式、祝福による夫からの暴力や虐待、本人の

自己決定を無視した人身売買にも類する婚姻、さらには二世信者の苦悩

等を踏まえ、宗教に絡んで女性が孤立し、深刻に苦悩する事態が昨今、

問題となっている。背景も複雑で一般の相談員では対応できないので、

宗教問題を始め、相談員の専門的技能を向上させることや、善意や社会

貢献を隠れ蓑に、女性から収奪する様な団体にも対応できるようにして

いく必要があるのではないか。多様性の中に、このようなことも含まれ

てくるのではないかと思いましたので紹介させていただきます。 
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委 員：あまり対象を広げてしまうと、男女共同参画の分野からずれてしまいま

すので、対象を絞ったほうがよいと思います。 

ヘアロスについての多様性については、政策の方向性として周知するこ

とを考えると、現在の計画の体系からすると、学校教育に含めることは

最良ではないかと思います。施策としては、直接的な支援というものは

ウィッグの提供になるかと思います。施策として認知も必要だと思いま

すが、それは学校教育やセミナー等での学習推進になると思います。ヘ

アロスだけでなく、性が多様化していることについて、まずは学校教育

に入れていただくのがよいと思います。 

会 長：ありがとうございます。例えば、45 ページの４番「学校での男女共同参

画の視点に立った教育」の内容に、「ＬＧＢＴＱやルッキズムの問題等」

と加えて、少し具体的に示すことで対応できると思いますが、いかがで

すか。 

委 員：「セミナーの開催」のところにも挙げていただきたいと思います。 

会 長：44 ページの１番「男女共同参画を推進するためのセミナーの開催」で

すね。では、基本目標ⅠかⅣ、もしくは両方に入れるか、事務局に検討

していただきます。少し具体的に、この場での議論が反映されるような

表記をお願いいたします。 

52 ページ、36「ひとり親家庭に対する支援の充実」の内容に、「ひとり

親家庭等の生活の安定と自立の促進」という表現がありますが、「等」

で括らず、「ひとり親家庭・貧困に直面している家庭等」という表現で

よろしいですか。 

委 員：提案ですが、施策の名称を「ひとり親家庭および女性の貧困に対する支

援の充実」としてはいかがですか。すると、内容は変更せずに済むと思

います。 

会 長：よいと思います。皆さま、いかがですか。では、そのように修正をお願

いいたします。他にご意見等はございませんか。 
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委 員：４点、施策に関して提案します。 

１点目。46ページの「職業生活における活躍推進」の10番に「女性技

術者」を追加していただきましたが、「女性創業者」も追加していた

だけますか。 

２点目です。国の厚生労働省では、「子育てしやすい会社を応援す

る」ということで、「くるみん」という制度をつくり認定をしていま

す。くるみん認定している業者を総合評価でプラス加配するようなも

のも追加してもよいと思います。 

３点目です。50ページの性的少数者に関してですが、茨城県ではパー

トナーシップ宣誓制度を追加したので、市でもそのようなものを広報

していただける施策があってもよいと思います。 

４点目です。「生涯を通じた健康支援」に関して、人工乳房とウィッ

グの助成を近隣市では実施しており、筑波大学附属病院では、助成支

援一覧を出しています。できれば、つくば市でもそのような助成をし

ていただけるとよいと思います。 

会 長：ありがとうございます。確認いたします。 

46 ページの７に「女性創業者」を追加するというご意見ですが、事務局

よろしいでしょうか。 

事務局：ご意見としてうかがって、担当課とも検討させていただきますが、すべ

てをこの計画に入れるということはできないかもしれません。国と県と

役割分担をしながら取り組んでおり、こちらは市町村計画ですので、市

町村でできること、やるべきことが入る形になります。 

委 員：パートナーシップに限らず、性的少数者の問題は多様で、同性カップル

では市営住宅の入居時や入院時の家族としての認定やＤＶ防止法が適

用されにくいので、保護命令や退去命令、接近禁止命令等も実行性をも

つ形で構築しようとすれば、市で条例をつくるしかないと思います。そ

のような公的対応を考えていくということで、調査研究を始める、市で
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検討する等の施策が入っていると、実効性が高くなると思います。いか

がですか。

会 長：パートナーシップとウィッグ等の女性への支援については、将来に繋が

る形で、どこかに書き込むということでよろしいでしょうか。他の部分

のとの調整もあると思いますので、よろしくお願いいたします。 

委 員：先ほど申し上げた意見を盛り込んでいただくとすると、49 ページ（２）

「相談体制の充実と被害者の保護」で、「被害者の早期発見、早期対応

を図るため、利用しやすい時間等を拡充し、相談窓口の周知を図り男女

ともに相談事業へつなげていく」というような文言を追加していただけ

るとよいと思います。全体に関係することだと思いますので、最初の文

章に加えていただき、取り組んでいただけるとよいと思います。 

会 長：利用しやすい時間に限らず、利用しやすい体制等の大きな括りで、でき

ることを考えていくということでよろしいですか。 

委 員：はい、結構です。 

副会長：１点落ちていたご指摘があります。46 ぺージの事業主への確認ですが、

現在、私どもが情報を得ているものは、４年に１回の事業所調査の際の

データですが、これはあくまでも任意の調査です。市が強制力をもって、

定期的に事業者に数値を報告していただくということは、たぶんできな

いのではないでしょうか。 

委 員：今回の改正では、情報発信の義務付けがされたということだけでしょう

か。 

事務局：女性活躍推進法の一般事業主行動計画の作成義務が 101 人まで下がっ

たということは、すでに法律で義務付けられているので、当然知ってい

るはずということで、策定状況も９割近くきています。市町村が広報、

啓発するというよりは、茨城労働局から策定していない事業主に対して

は、県から督促等もされているということで、もう啓発を市町村も一緒

に進めるという時期は過ぎてしまったところがあります。国の計画があ
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り、県の計画があり、市町村の計画があるという形です。市の計画には

市ができることを書いていきたいと考えております。 

会 長：ありがとうございます。では、第５章について、ご意見等があればお願

いいたします。 

ご意見がないようですので、簡単にまとめたいと思います。本日は、多

くの貴重なご意見と具体的な案を出していただき、ありがとうございま

した。 

事務局より説明がありましたように、市の計画には市ができることを記

載していくということです。他課との調整が必要なものもありますの

で、100％は反映できないかもしれないけれども、できる限り盛り込ん

でいく形で修正を進めさせていただきたいと思います。 

男女共同参画室では、多様性やＬＧＢＴＱ等を取り込んで進めています

が、この形を続けていくのは発展的ではないと考えます。人が限られて

いる中で、あれもこれも広がってしまって、全体的に手薄になる懸念も

ありますので、委員会として、男女共同参画をめざすところは一緒であ

っても、多様性等を含めたところを専門に扱う部署が必要だという内容

の意見書を提出できるとよいと考えています。それをまとめることを、

次年度の初めの目標にできるように、準備を整えていってはどうかと思

いますが、皆さんのご意見はいかがですか。 

賛成のご意見をいただき、ありがとうございます。では、意見書を出し、

市全体できちんと問題に向き合っていけるように意見書を出せるよう

に整えたいと思います。その節はご意見等いただきたいと思いますの

で、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

他にご意見等はございませんか。 

 

４ その他 

会 長：その他として、事務局から何かありますか。 
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事務局：本日、審議会委員の皆さまにさまざまなご意見等をいただきましたの

で、今後、担当課と協議させていただき、できるだけ反映できるよう

にしたいと思います。 

（次回の審議会の予定の説明） 

 

５ 閉 会 

会 長：以上をもちまして、令和４年度第２回つくば市男女共同参画審議会を閉

会いたします。本日は慎重な審議をありがとうございました。 

 



令和４年度 第２回つくば市男女共同参画審議会次第 

 

日時 令和４年(2022 年)８月 30 日(火)  

10:00～12:00 

場所 市役所２階 防災会議室（２）（３） 

 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議 事 

第６次つくば市男女共同参画推進基本計画（2022～2027）素案について 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 



 
 

 
 

つくば市男女共同参画推進基本計画の体系・骨子の検討   
つくば市男女共同参画推進基本計画 

（既計画）の体系 
体系見直しの要素 つくば市男女共同参画推進基本計画の体系（案） 

 

施策（案） 

（37 施策） 
基本目標 施策の方向性 国の方針 県・市の方針 基本目標（案） 施策の方向性（案） 

Ⅰ 男女共同参画社
会の基盤整備 

（１）広報・啓発のさらなる

推進 

第１分野  
政策・方針決定過程への女性の参画拡大 
〇改正女性活躍推進法に基づき、新たに義務付けられる

取組内容について、あらゆる機会を通じて事業主に対
し周知 

 
第２分野  
雇用等における男女共同参画の推進と仕事と生活の調
和 
〇男性の育児休業の取得促進 
〇就活セクハラの防止 
 
第３分野  
地域における男女共同参画の推進 
〇女性デジタル人材の育成や「新たな日常」に対応した多

様で柔軟な働き方の定着、様々な課題・困難を抱える
女性への支援 

〇農業委員や農業協同組合等の理事に占める女性の割
合の向上や女性登用ゼロからの脱却に向けた取組 

 
第４分野  
科学技術・学術における男女共同参画の推進 
〇若手研究者ポストや研究費採択で、育児等による研究

中断に配慮した応募要件 
〇大学や研究機関に対して、アカデミックハラスメントな

ど各種ハラスメントの防止のための取組 
 
第５分野  
女性に対するあらゆる暴力の根絶 
〇「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」に基づき、今後３

年間を「集中強化期間」として取組を推進 
〇「生命（いのち）を大切にする」「性暴力の加害者になら

ない」「被害者にならない」「傍観者にならない」ように
子どもの発達段階に配慮した教育 

 
第６分野  
男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対
する支援と多様性を尊重する環境の整備 
〇ひとり親家庭への養育費の支払い確保 
〇高齢男女の就業を促進 
○人権教育・啓発活動の促進 
 
第７分野  
生涯を通じた健康支援 
○子宮頸がん検診・乳がん検診の更なる受診率向上 
○不妊治療の経済的負担の軽減と、不妊治療と仕事との

両立に関する職場環境の整備 
 
第８分野  
防災・復興、環境問題における男女共同参画の推進 
○市町村防災会議について、女性委員のいない会議を早

期に解消するとともに、女性委員の割合を増大する取
組を促進 

〇地方公共団体の災害対策本部について、女性職員や男
女共同参画担当職員の配置 

 
第９分野  
各種制度等の整備 
〇個人の選択に中立的な税制の実現に向け、諸控除の更

なる見直しを進める。 
○社会保障制度は、更なる被用者保険の適用拡大を進め

る。 
 
第 10 分野  
教育・メディア等を通じた意識改革、理解の促進 
○校長をはじめとする教職員や教育委員会における男女

共同参画の理解を促進するとともに、学校教育と社会
教育において男女平等の理念を推進する教育・学習の
一層の充実を図る。 

〇校長・教頭への女性の登用 
 
第 11 分野  
男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 
〇SDGs 達成に向けた取組をステークホルダーと連携し

て推進・実施 
 

〇茨城県男女共同参画基本計画（第４次）（令和

３年３月） 

・活力ある地域社会をつくるためには、女性の更

なる社会参画の促進はもとより、県民の意識

改革、男女の働き方の見直し、女性に対する暴

力の根絶など、多様性を認め合う男女共同参

画社会の実現に向けた取組が一層求められて

います。 

基本目標Ⅰ  

あらゆる分野における男女共同参画の推

進 

（ⅰ）政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

（ⅱ）雇用等における男女共同参画の推進と仕事

と生活の調和 

（ⅲ）地域・農山漁村における男女共同参画の推

進 

（ⅳ）科学技術・学術における男女共同参画の推

進 

基本目標Ⅱ 

安全・安心な暮らしの実現 

（ⅰ）あらゆる暴力の根絶 

（ⅱ）男女共同参画の視点に立った生活上の困難

に対する支援と多様性を尊重する環境の

整備 

（ⅲ）生涯を通じた健康支援 

（ⅳ）防災・復興における男女共同参画の推進 

基本目標Ⅲ 

男女共同参画社会の実現に向けた基盤の

整備 

（ⅰ）男女共同参画の視点に立った各種制度等の

整備 

（ⅱ）教育・メディア等を通じた男女双方の意識

改革、理解の促進 

 

【つくば市未来構想 

第２期つくば市戦略プラン】（2020-2024） 

基本施策Ⅲ-３ 

多様性をいかした誰もが活躍できる社会を

つくる 

・男女共同参画会議の参加者数を増加させま

す。 

・男女共同参画や性的多様性に関する意識醸

成のための広報、啓発の充実 

Ⅰ 男女共同参画社会に 

向けた基盤の整備 

（１）広報・啓発のさらなる推進 

 
 
〇男女共同参画を推進するためのセミナー開催 

〇男女共同参画情報発信 （２）男女共同参画意識醸 

成のための教育の充実 

（３）男女共同参画の視点 

に立った防災体制の確立 

（２）男女共同参画意識醸成のため 
の教育の充実 

 
 
〇学校での男女共同参画の視点に立った教育 

（４）国際的な男女共同参画 

の動向理解 

Ⅱ あらゆる分野での
活躍推進 
【女性活躍推進計画】 

（１）職業生活における 
活躍推進 

Ⅱ あらゆる分野におけ
る 

男女共同参画の推進 
◆【女性活躍推進計画】 

（１）職業生活における活躍推進 

◆就労を希望する人への情報提供及び再就職・職場復帰 

への支援 

◆起業・創業を目指す人への情報提供・資金面の援助 

◆女性の参画が少ない分野での支援 

◆女性活躍促進に向けた公共調達の評価項目の設定 

（２）仕事と生活の調和 
（ワーク・ライフ・バ 
ランス）の環境整備 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライ 
フ・バランス）の環境整備 

 

◆男性の育児休業取得を促進するための企業への支援 

◆男性の家庭生活への参画促進 

◆育児・介護を行う労働者が働き続けやすい環境づくり 

◆労働環境改善のための情報提供・啓発 

（３）市政における女性 
の参画促進 （３）市政における女性の参画促進 

 

 

◆審議会等委員の女性委員の登用 

（４）市と市職員が率先 
して行う取組 （４）市と市職員が率先して行う取組 

◆女性職員の管理職等登用の推進 

◆育児休業・介護休暇等が取得しやすい環境づくり 

◆職場におけるハラスメント防止対策の推進 

Ⅲ 一人ひとりの人権
の尊重 
【ＤＶ防止基本計画】 

（１）配偶者等暴力（ドメ 
スティック・バイオレ 
ンス：DV）根絶のた 
めの啓発 

 
 
 
Ⅲ 一人ひとりの人権 

の尊重 
■【ＤＶ防止基本計画】 

 
 
 

（１）配偶者等暴力（DV）根絶のため 
の啓発 

 
■ＤＶ防止のための広報・啓発 

（２）相談体制の充実と被害者の保護 

■女性のための相談室の実施 

■相談員研修の充実 

■男性のための電話相談の実施 

■関係機関との連携強化 

（３）性的少数者に関する差別の解消 

 

〇性的少数者に関する情報の発信と啓発 

〇性的少数者に関する職員ハンドブックの作成 

 

（２）相談体制の充実と 
被害者の保護 

（4）多文化共生を踏まえた相談体制の充実
＜新規＞ 

 
〇つくば市外国人相談窓口の設置 

Ⅳ 安全・安心な暮らしの 
実現 
＜新規＞ 

（１）生涯を通じた健康支援 
＜新規＞ 

 

〇女性特有のがん検診事業の推進 

〇妊産婦の健康診査及び保健指導の推進 

〇性教育の推進 

（２）男女共同参画の視点に立った防災 
体制の確立 

 

〇女性の視点を取り入れた防災計画・防災体制づくり 

〇地域防災における女性の参画促進 

（３）性に関する差別の 
解消 （3）男女共同参画の視点に立った生活 

上の困難に対する支援 
＜新規＞ 

〇ひとり親家庭に対する支援の充実 

〇つくばこどもの青い羽根学習会の実施 
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第１章    計画の策定に当たって 

 

 

 

１  策定の趣旨 

本市では、平成９年に現在の「つくば市男女共同参画推進基本計画」の先駆け

となる「つくば市女性行動計画」を策定し、全ての個人が、互いに人権を尊重し合

い、責任も分かち合いつつ、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の

実現に向けて、平成15年に「男女共同参画都市」を宣言しました。 

平成16年3月には「つくば市男女共同参画社会基本条例」（以下「条例」という。）

を制定・施行し、この条例で男女共同参画社会の構築による人間性の尊重という

まちづくりに向けて市と市民、事業者がそれぞれの立場で果たすべき役割を明確

化し、連携して取り組みを行うことを定めました。 

しかし近年、様々な法整備が進み、男女がともに様々な分野で活躍できる環境

が整いつつありますが、固定的な性別役割分担やアンコンシャス・バイアス（無意

識の思い込み）の存在がいまだ根強く残り、政策方針決定過程への女性の参画や

男性の家庭生活への参画は十分とは言えない状況です。 

そうした状況を踏まえ、この度の「つくば市男女共同参画推進基本計画（2018

～2022）」の計画期間満了に当たり、本市における男女共同参画社会づくりの

実効性を高めるため、これまで以上に焦点を絞った計画として、新たに「つくば市

男女共同参画推進基本計画（2023～2027）」（以下「本計画」という。）を策定し

ました。 
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２  計画の位置付け 

○ 本計画は、「つくば市男女共同参画社会基本条例」第7条の規定に基づき、本

市の男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、その基

本的な考え方と施策の方向性を具体的に示す計画で、「つくば市男女共同参画

推進基本計画（2018～2022）」の後継計画です。 

○ 本計画は、「つくば市未来構想」「つくば市戦略プラン」が示すまちづくりの理

念、「つながりを力に未来をつくる」の実現に向けた個別計画です。 

○ 本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に規定された「市町村男

女共同参画計画」であり、国の「男女共同参画基本計画」及び茨城県の「男女共

同参画推進条例」、「茨城県男女共同参画基本計画」と整合するものです。 

○ 本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV

防止法）」第2条の3第3項に基づく、本市における「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（DV防止基本計

画）」を含みます。  

○ 本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推

進法）」第6条第2項に基づく、本市における「女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策についての計画（女性活躍推進計画）」を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つくば市未来構想・つくば市戦略プラン 

つくば市男女共同参画社会基本条例 

第 6 次つくば市男女共同参画推進 

基本計画（2023～2027） 

〇つくば市高齢者福祉計画 

〇子ども・子育て支援プラン 

〇つくば市健康増進計画  など 
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〇第５次男女共同参画基本計画 
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３  計画の期間 

本計画は、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度までの5年間を計画期

間とします。 

なお、社会情勢の変化や計画の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを行い

ます。 

 

 令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

令和７ 

（2025） 

年度 

令和８ 

（2026） 

年度 

令和９ 

（2027） 

年度 

つくば市 
つくば市男女共同
参画推進基本計画
（2018～2022） 

第６次つくば市男女共同参画推進基本計画 

（2023～2027） 

茨城県 茨城県男女共同参画基本計画（第４次）   

国 第５次男女共同参画基本計画   
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第２章    男女共同参画を取り巻く現状 

 

 

１  国内・外の男女共同参画に関する動向 

（１）世界の動き  

○ 昭和 50（1975）年  「国際婦人年」設定 

昭和51（1976）年からの10年間を「国連婦人の10年」とすることが決まりました。

同年にメキシコシティで開催された「国際婦人年世界会議」において、女性の自立と地

位向上を目指し、各国が10年間に取り組むべき指針となる「世界行動計画」が採択さ

れました。 

○ 昭和 55（1980）年  「女子差別撤廃条約」署名 

デンマークのコペンハーゲンで開催された「国連婦人の10年世界会議」で、国連憲章

や女子差別撤廃宣言等に規定された性による差別禁止の原則を更に具体化した「女子

に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」の署名式が行

われました。 

○ 昭和 60（1985）年  「ナイロビ将来戦略」採択 

ケニアのナイロビで開催された「国連婦人の10年ナイロビ世界会議」で、世界行動計

画の実現期限を2000年まで延長することが決定され、「2000年に向けての女性の

地位向上のためのナイロビ将来戦略（ナイロビ将来戦略）」が採択されました。 

○ 平成５（1993）年  「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」採択 

国連総会で「宣言」が採択され、女性に対する暴力が重大な人権侵害であり、その根

絶が急務であることが確認されました。 

○ 平成７（1995）年  「北京行動綱領」採択 

中国の北京で開催されたアジアで初めての世界女性会議で、21世紀に向けて各国、

NGOなどが取り組むべき行動指針となる「北京行動綱領」が採択されました。 

○ 平成 12（2000）年  「女性 2000 年会議」開催 

国連本部で開催された会議で、21世紀に向けての行動指針である「政治宣言」と

「北京宣言と行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ（成果文書）」が採択さ

れました。  
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○ 平成 17（2005）年  「北京宣言及び行動綱領」等の再確認の実施 

第49回国連婦人地域委員会において「北京宣言及び行動綱領」と「女性2000年会

議」の成果文書の再確認と実施状況の評価・見直しが行われました。 

○ 平成 23（2011）年  「UN Women」発足 

女性と女児に対する差別の撤廃や女性のエンパワーメントに取り組む組織として平

成22（2010）年の国連総会決議により設立された「UN Women」が発足しました。 

○ 平成 27（2015）年  「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」採択 

国連総会において採択された「2030アジェンダ」の中で、経済・社会・環境などの開

発問題に対応するた めの17のゴール（持 続可能な開発目標 Sustainable 

Development Goals: ＳＤＧｓ）のひとつに、「ジェンダー平等と女性・女児のエンパ

ワーメント」が掲げられました。 

○ 平成 28（2016）年  G7 伊勢・志摩サミット「女性の能力開花のための G7 

行動指針」及び「女性の理系キャリア促進のためのイニ

シアティブ(WINDS)」に合意 

G7伊勢志摩サミットにおいて、持続可能な開発のための２０３０アジェンダと全ての

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実施に貢献するとの観点から、「女性の能力開花のた

めのG7 行動指針」及び「女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ(WINDS)」

に合意しました。                      

○ 令和元（2019）年  G20 「大阪首脳宣言」を採択 

G20大阪サミットにおいて、不平等への対処による成長の好循環の創出として、ジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメントの必要性が「G20大阪首脳宣言」が採択され

ました。 

○ 令和２（2020）年  第 64 回国連女性の地位委員会｢北京＋25｣記念会合 

開催 

グローバルなデータと分析に裏打ちされ、女性の権利についての広範で参加型、か

つ実地調査に基づいた包括的な報告書に基づいて、UN Womenは「北京報告書25

年後の女性の権利レビュー」（Women’s rights in Review 25 Years After 

Beijing Report）を刊行し、1995年の北京宣言および行動綱領採択後の女性の権

利の進展とそれを阻む障害を検証しました。 
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（２）国の動き  

○ 昭和 50（1975）年  「婦人問題企画推進本部」設置 

総理府内に「婦人問題企画推進本部」が設置され、昭和52（1977）年に「国内行動

計画」が策定されました。 

○ 昭和 60（1985）年  「女子差別撤廃条約」批准 

「男女雇用機会均等法」などの国内法の整備を進めたのち、「女子差別撤廃条約」を

批准しました。 

○ 昭和 62（1987）年  「新国内行動計画」策定 

長期的展望に基づいた女性に関する施策の基本的方向を定めた「西暦2000年に

向けての新国内行動計画」が策定されました。 

○ 平成６（1994）年  「男女共同参画室」「男女共同参画審議会」設置 

○ 平成８（1996）年  「男女共同参画 2000 年プラン」策定 

21世紀に向けた男女共同参画社会の形成を促進するために「男女共同参画2000

年プラン」が策定されました。 

○ 平成 11（1999）年  「男女共同参画社会基本法」公布 

男女共同参画社会の形成を21世紀の最重要課題として位置付ける「男女共同参画

社会基本法」が公布されました。 

○ 平成 12（2000）年  「男女共同参画基本計画」閣議決定 

「男女共同参画社会基本法」に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の総合的な推進を図るための基本的な計画「男女共同参画基本計画」が策定されま

した。 

○ 平成 13（2001）年  「配偶者暴力（ＤＶ）防止法」公布 

女性に対する暴力を人権に関わる問題と捉え、暴力の防止と被害者の保護を目的と

した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（「配偶者暴力防止法」

又は「DV 防止法」）」が公布されました。 

○ 平成 15（2003）年  「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」

閣議決定 

社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が平成32（2020）

年までに少なくとも30％程度になることを期待し、女性のチャレンジ支援策に取り組

むことが明記されました。  
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○ 平成 17（2005）年  「第 2 次男女共同参画基本計画」閣議決定 

○ 平成 19（2007）年  「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」 

「仕事と生活の調和のための行動指針」策定 

国民全体の仕事と生活の調和の実現が我が国社会を持続可能なものにする上で不

可欠であることから、国民運動を通じた気運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備

などの促進・支援策に積極的に取り組むための「憲章」と「行動指針」が、「官民トップ会

議」において策定されました。 

○ 平成 22（2010）年  「第 3 次男女共同参画基本計画」閣議決定 

○ 平成 25（2013）年  「日本再興戦略」閣議決定 

「女性が働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻す」ことが戦略の中核に位置付

けられました。 

○ 平成 27（2015）年  「女性活躍推進法」公布 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に

発揮されるようにするために、10年間の時限立法として「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が公布されました。 

「第４次男女共同参画基本計画」閣議決定 

｢女性･平和･安全保障に関する行動計画｣策定 

安保理決議第1325号（女性と平和・安全保障の問題を明確に関連づけた初の安保

理決議）等の履行に関する行動計画を策定されました。 

○ 平成 30（2018）年  ｢政治分野における男女共同参画推進法｣公布･施行 

「セクシュアル･ハラスメント対策の強化について～メデ

ィア･行政間での事案発生を受けての緊急対策～｣策定 

○ 令和元（2019）年  ｢女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の

一部を改正する法律｣公布 

○ 令和２（2020）年  「第５次男女共同参画基本計画」閣議決定 
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（３）県の動き  

○ 昭和 53（1978）年  「青少年婦人課」設置 

茨城県における男女共同参画への取組が開始されました。 

○ 平成３（1991）年  「いばらきローズプラン」策定 

「茨城県女性対策推進本部」設置 

茨城県における女性行政施策の推進を図るために、庁内の体制が整備されました。 

○ 平成８（1996）年  「いばらきハーモニープラン」策定 

茨城県が取り組むべき女性施策の指針として、男女のより良いパートナーシップの

確立を基本理念とした「いばらきハーモニープラン」が策定されました。 

○ 平成 13（2001）年  「茨城県男女共同参画推進条例」制定 

「男女共同参画社会基本法」の理念を受けて、男女共同参画社会の実現に向けて、

県・県民・事業者が一体となって取り組むための基本となる「茨城県男女共同参画推進

条例」が制定・施行され、同時に「茨城県男女共同参画審議会」の設置、「茨城県女性対

策推進本部」の「茨城県男女共同参画推進本部」への名称変更など、推進体制が整備さ

れました。 

○ 平成 14（2002）年  「茨城県男女共同参画基本計画」策定 

「男女共同参画社会基本法」に基づく法定計画として「茨城県男女共同参画基本計画」

と「茨城県男女共同参画実施計画」が策定されました。 

○ 平成 17（2005）年  「女性プラザ男女共同参画支援室」開設 

男女共同参画施策を推進する拠点として、「女性プラザ男女共同参画支援室」が、茨

城県女性青少年課に開設されました。 

○ 平成 18（2006）年  「茨城県男女共同参画実施計画」策定 

○ 平成 23（2011）年  「茨城県男女共同参画基本計画（第２次）」策定 

○ 平成 28（2016）年  「茨城県男女共同参画基本計画（第３次）」策定 

○ 平成 30（2018）年  女性青少年課を女性活躍･県民協働課に再編 

○ 平成 31（2019）年  ｢茨城県男女共同参画推進条例｣一部改正 
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○ 令和２（2020）年  ｢女性プラザ｣と｢女性プラザ男女共同参画支援室｣の機

能を一元化し｢男女共同参画センター｣を設置 

｢男女共同参画センター｣を｢ダイバーシティ推進センタ

ー｣に改称 

 

 

（４）市の動き  

○ 平成６（1994）年  女性行政担当を福祉部から企画部へ組織変更 

○ 平成７（1995）年  庁内組織である「つくば市女性行政連絡会議」設置 

○ 平成８（1996）年  市民による「つくば市女性懇話会」設置 

○ 平成９（1997）年  「つくば市女性行動計画」策定 

○ 平成 11（1999）年  市民環境部市民活動課女性行政室に組織変更 

市内において「いばらき国際女性会議」開催 

○ 平成 12（2000）年  「つくば男・女のつどい」、「男・女セミナー」開始 

国・県の主催による「いばらき国際女性会議」を継承・発展させ、市主催で、市民の交流

を図る「つくば男・女（みんな）のつどい」と女性の能力開発支援などの学習会「男・女（ひ

とひと）セミナー」を開始しました。 

○ 平成 14（2002）年  「つくば市女性のための相談室」開設 

○ 平成 15（2003）年   男女共同参画推進課に組織変更 

「つくば市男女共同参画推進計画（第２次）」策定 

「男女共同参画都市」宣言 

男女共同参画の推進を広く意思表示するために、県内５番目として「男女共同参画都

市」宣言を行いました。 

○ 平成 16（2004）年  「つくば市男女共同参画社会基本条例」制定 

行政と市民、事業者が一体となって男女共同参画社会づくりに取り組んでいくことを

明らかにするため、「つくば市男女共同参画社会基本条例」を制定しました。 

庁内組織である「つくば市男女共同参画推進本部」設置 

市民による「つくば市男女共同参画審議会」設置 

「つくば市男女共同参画苦情等処理規則」制定 
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○ 平成 19（2007）年  市民活動課男女共同参画室に組織変更 

○ 平成 20（2008）年  「つくば市男女共同参画推進基本計画（2008～2012）」

策定 

○ 平成 22（2010）年  「つくば市男性のための電話相談」開設 

○ 平成 25（2013）年  「つくば市男女共同参画推進基本計画（2013～2017）」

策定 

○ 平成 30（2018）年  「つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）」

策定 

○ 令和３（2021）年  「つくば市男女共同参画に関する市民意識調査」実施 
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２  男女共同参画に関わる本市の現状 

（１）人口に関する状況  

① つくば市の人口の推移 

本市では、平成７年以降、5年ごとに9,000～14,000人の範囲で人口増加が続いて

おり、令和２年には、約24万人となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） ＜参考＞は住民基本台帳による（令和３年１月１日） 

 

 

  

15歳未満 15～64歳 65歳以上 年齢不詳
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② つくば市の年齢３区分別人口構成比の推移 

人口３区分別の構成比を見ると、65歳以上の高齢者人口割合が増加する一方で、15

～64歳の人口構成比は減少傾向にあり、高齢化は徐々に進んでいることが分かります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） ＜参考＞は住民基本台帳による 

 

③ つくば市の出生数と男女比の推移 

本市における年間の出生数は、平成25年から令和３年まで、ほぼ2,200人前後で安

定した推移となっています。男女比については、女性の比率が50％をやや下回る年が多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計（茨城県） 

15歳未満 15～64歳 65歳以上

男性（人） 女性（人） 女性の比率（％）

1,128 1,100 1,138 1,149 1,145 1,104 1,141 1,099
1,147

1,047 1,109 1,094 1,056 1,041 1,092 1,090 1,034 1,071

2,175 2,209 2,232 2,205 2,186 2,196 2,231 2,133 2,218

48.1 
50.2 49.0 47.9 47.6 

49.7 48.9 48.5 48.3 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

（％）（人）

17.5 15.9 15.0 15.2 14.8 15.5 15.7 

71.3 71.4 70.8 68.7 65.9 64.1 64.9 

11.2 12.7 14.2 16.0 19.3 20.4 19.4 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和3年

＜参考＞
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④ 出生率（人口千人当たり）の推移 

人口千人当たりの出生率は、ゆるやかに低下している傾向がありますが、国や県に比

べて、高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：人口動態統計（厚生労働省、茨城県） 

  

つくば市 茨城県 国

8.2 8.0 8.0 7.8 7.6 7.4 
7.0 6.8 6.6 7.7 7.6 7.5 7.3 7.2 

6.8 
6.4 6.2 

5.9 

10.2 10.3 10.4 
10.1 9.9 9.8 9.8 

9.2 9.1 

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

（人口千対）
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（２）世帯に関する状況  

⑤ 世帯数と世帯人員の推移 

本市では世帯数も増加が続いており、令和2年では約11万世帯となっています。世帯

当たりの人員（世帯人員）について見ると、世帯数の増加割合が人口の増加割合を上回

っているため、減少傾向にあり、令和２年には2.19人となりました。 

本市の世帯人員は、平成7年以降、茨城県全体よりも0.3人程度低く推移しています。

また、国との比較では、ほぼ同様の値となっていますが、平成12年にクロスし、それ以降

は本市の世帯人員のほうが低くなる傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

  

一般世帯数（つくば市） 世帯人員（つくば市）

世帯人員（茨城県） 世帯人員（国）

63,215
70,747

78,388
87,216

98,057
110,344

2.88

2.71

2.56
2.46

2.31

2.19

3.21

3.03

2.89

2.73

2.59

2.42

2.86

2.71

2.60

2.47
2.38

2.26

0

1

2

3

4

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

(人)(世帯)
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（３）婚姻に関する状況  

⑥ 人口千対の婚姻率・離婚率の推移 

本市における人口千人当たりの婚姻率は、平成26年以降茨城県平均よりも高く推移

し、令和2年で5.4となっています。 

人口千人当たりの離婚率については、平成26年から令和2年まで、本市も茨城県も横

ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県人口動態統計、人口動態統計（厚生労働省） 

 

※人口千対…1000人の人口集団の中での発生比率 

 

 

  

6.2 6.1 6.1
6.4

5.9

4.4

5.4

4.8 4.7 4.6 4.5 4.4
4.4 3.8

5.1 5.1 5.0 4.9 4.7 4.8
4.3

1.5

1.9

1.5 1.6 1.6

1.7 1.61.8
1.8

1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
1.7 1.8

1.7
1.7 1.7 1.7 1.6

0

1

2

3

4

5

6

7

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

(人口千対)

婚姻率（つくば市） 婚姻率（茨城県）

婚姻率（国） 離婚率（つくば市）

離婚率（茨城県） 離婚率（国）
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（４）就業に関する状況  

⑦ 女性の年代別労働力率の推移 

本市の令和2年における女性の労働力率は、25歳以上で茨城県に比べて高く、国と同

程度となっています。また、本市の平成22年と比べると、30～44歳では、「М字カーブ」

の凹みが浅くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

⑧ つくば市の女性の年代別・婚姻形態別労働力率の推移（令和２年） 

婚姻形態別に見ると、令和2年において未婚女性と既婚女性の労働力率は、特に25

歳から54歳までの年代で大きな差が見られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
 
※労働力率 15 歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める労働力人口の割合のことを

いいます。  

17.2 

64.4 

83.3 
76.4 

75.9 78.2 79.8 78.6 74.6 

61.4 

21.3 

15.0

64.8
75.9

70.7 71.4
74.5

75.8 74.7
71.3

59.1

19.2
20.4

75.4

85.9 77.8
76.0 79.4 81.0 80.0

74.3

61.0

18.2

0.0
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40.0
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100.0
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40～

44歳

45～
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50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

(％)

14.0 

55.6 

80.8 
85.0 84.0 82.5 81.2 80.9 

74.1 

58.9 

26.6 
38.5

59.9

67.8
63.4 64.8

69.1 71.7 70.9 68.6

56.8

24.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
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19歳

20～

24歳

25～

29歳
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34歳

35～
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44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

(％)

未婚 既婚

令和2年 つくば市 平成27年 つくば市 平成22年 つくば市

令和２年 茨城県 令和２年 国
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⑨ 既婚女性の 60 歳未満の就業率の推移 

既婚女性の60歳未満の就業率の推移を見ると、平成17年以降増加傾向にあります。

平成22年までは国、茨城県と比較して低かったが、平成27年以降は国、茨城県と同程

度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

⑩ 小さな子どものいる夫婦の家事・育児の実施状況 

６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児の実施状況を、１日当たりの行動者率で見

ると、平成28年で妻・夫共に有業（共働き）の世帯では家事で23.3％、育児で31.0％と

なっており、夫が有業で妻が無業の世帯では家事で14.0％、育児で29.6％となってい

ます。平成23年と比較すると、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和２年版男女共同参画白書 

  

54.9 
56.0 

64.7 

68.2 

59.0
60.8

66.1

69.6

58.1
59.5

63.5

66.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

(％)

つくば市 茨城県 全国

＜家事＞

平成23年

平成28年

19.5

23.3

80.5

76.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12.2

14.0

87.8

86.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妻・夫共に有業（共働き）の世帯 夫が有業で妻が無業の世帯 

※「夫婦と子供の世帯」における６歳未満の子供を持つ夫の１日当たりの「家事」及び「育児」の行動者率

（週全体平均） 

 行動者率……該当する種類の行動をした人の割合（％） 

 非行動者率……100％－行動者率 

行動者率 非行動者率

＜育児＞

平成23年

平成28年

32.8

31.0

67.2

69.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.6

29.6

70.4

70.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑪ ６歳未満の子供を持つ夫婦の家事・育児関連時間の推移 

６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間の推移を見ると、夫の家事・育児

関連時間は、いずれの世帯も増加傾向にあるものの平成28年では共働き世帯の夫で

82分、夫有業・妻無業世帯の夫で74分と妻と比較すると低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和３年版男女共同参画白書 

  

家事 育児 買い物 介護・看護

172 176 160 

128 153 167 
32 34 31 4 3 7336 366 365
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（分）

６歳未満の子供を持つ夫婦（夫が有業で妻も有業（共働き）の世帯） 

＜共働き世帯の妻＞ 
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33 38 44 
17 18 19 

1 1
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（分）

＜共働き世帯の夫＞ 

６歳未満の子供を持つ夫婦（夫が有業で妻は無業の世帯） 

＜夫有業・妻無業世帯の妻＞ ＜夫有業・妻無業世帯の夫＞ 
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３  男女共同参画に関する市民意識調査結果（概要） 

（１）男女共同参画の意識について  

① 男女の地位の平等感【市民意識調査】 

『学校教育の場』以外の全ての項目で、「男性の方が非常に優遇されている」と「どちら

かといえば男性の方が優遇されている」をあわせた“男性の方が優遇されている”の割合

が高くなっています。特に、『政治の場』『社会通念、慣習、しきたりなど』『社会全体』では、

“男性の方が優遇されている”の割合が高くなっています。また、『学校教育の場』では「平

等」の割合が最も高くなっています。 

平成28年度調査と比較すると、『学校教育の場』『政治の場』『法律や制度』『社会全体』

では、“男性の方が優遇されている”の割合が増加しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性の方が非常に優遇されている

平等

女性の方が非常に優遇されている

無回答

どちらかといえば男性の方が優遇されている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

わからない

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

（７）法律や制度

（８）社会全体

（１）家庭生活

（２）職場

（３）学校教育の場

（４）政治の場

（５）区会（自治会）等
      の地域活動の場

（６）社会通念、慣習、
　　　しきたりなど

9.3

8.8
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12.8

1.6

2.0
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23.9
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13.3

19.9
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11.5
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34.2
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37.1

36.0

54.7

58.1

37.3

37.3

26.7

22.2

52.8

59.3

11.0

15.6

27.9

29.0

13.3
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29.4

36.0

15.1

16.4
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1.0
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0.6
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0.3
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1.0
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9.0
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6.1
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4.0
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1.7
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② 「男性は仕事、女性は家庭」という考え方【市民意識調査】 

「賛成」と「どちらかといえば賛成」をあわせた“賛成”の割合が23.5％、「どちらかとい

えば反対」と「反対」をあわせた“反対”の割合が61.9％となっています。 

全国、茨城県と比較すると、“賛成”の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

性別でみると、男性に比べ、女性で“反対”の割合が高くなっています。一方、女性に比

べ、男性で“賛成”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 無回答

回答者数 =

女性 486

男性 417

1.0

3.8

17.1

26.1

30.0

34.1

37.4

21.1

12.3

11.8

2.1

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※茨城県：令和元年度 県民意識調査 

全国：令和元年度 男女共同参画社会に関する世論調査 

回答者数 =

つくば市 911

茨城県 1,383

全　国 2,645

2.3

3.5

7.5

21.2

22.8

27.5

31.6

26.2

36.6

30.3

41.1

23.2

12.0

5.4

5.2

2.6

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（２）女性の働き方  

① 女性が職業をもつことに対する考え方【市民意識調査】 

「女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける方がよい」の割合が42.8％と最も

高く、次いで「女性は出産や子育てで一度退職し、その時期が過ぎたら再び仕事をもつ方

がよい」の割合が35.5％となっています。 

平成28年度調査と比較すると、「女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける方

がよい」の割合が増加しています。一方、「女性は出産や子育てで一度退職し、その時期

が過ぎたら再び仕事をもつ方がよい」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

性別でみると、男性に比べ､女性で「女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける

方がよい」の割合が高くなっています。一方､女性に比べ、男性で「女性は出産や子育て

で一度退職し、その時期が過ぎたら再び仕事をもつ方がよい」の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和３年度調査 911

平成28年度調査 884

42.8

36.5

4.4

6.6

2.2

3.3

35.5

41.1

0.3

0.8

10.6

8.9

4.2

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける方がよい

女性は子どもができるまでは、仕事を続けた方がよい

女性は結婚するまでは、仕事を続けた方がよい

女性は出産や子育てで一度退職し、その時期が過ぎたら再び仕事をもつ方がよい

女性は仕事を一生もたない方がよい

その他

無回答

回答者数 =

女性 486

男性 417

48.4

36.2

3.9

5.0

1.6

2.6

30.5

41.7

0.2

0.5

11.7

9.4

3.7

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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② 女性が起業して社会に出ていないと思う理由【市民意識調査】 

「家庭における女性の負担が大きいから」の割合が63.5％と最も高く、次いで「起業

を希望する女性が少ないから」の割合が47.4％、「社会の中に女性が起業しにくい雰囲

気があるから」の割合が38.7％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

性別でみると、男性に比べ、女性で「家庭における女性の負担が大きいから」「起業の

際に、男性の方が優遇されているから」「社会の中に女性が起業しにくい雰囲気があるか

ら」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（件
） 

女
性
の
起
業
に
関
す
る
制

度
が
十
分
で
な
い
か
ら 

家
庭
に
お
け
る
女
性
の
負

担
が
大
き
い
か
ら 

女
性
は
起
業
す
る
た
め
の

ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
機
会

が
少
な
い
か
ら 

起
業
の
際
に
、
男
性
の
方
が

優
遇
さ
れ
て
い
る
か
ら 

起
業
を
希
望
す
る
女
性
が

少
な
い
か
ら 

社
会
の
中
に
女
性
が
起
業

し
に
く
い
雰
囲
気
が
あ
る

か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

女性 131 15.3 70.2 24.4 29.8 45.0 42.0 0.8 0.8 

男性 131 18.3 58.0 27.5 16.8 48.9 35.1 3.1 － 

  

回答者数 = 266 ％

女性の起業に関する制度が十分でないから

家庭における女性の負担が大きいから

女性は起業するためのスキルを身につける機会が
少ないから

起業の際に、男性の方が優遇されているから

起業を希望する女性が少ないから

社会の中に女性が起業しにくい雰囲気があるから

その他

無回答

16.5

63.5

25.9

22.9

47.4

38.7

1.9

0.4

0 20 40 60 80 100
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（３）ライフイベントにおける離職状況  

① 結婚、出産、育児、または介護に際して退職した従業員の有無【事業所調査】 

「いない」の割合が58.3％と最も高く、次いで「いる・結婚に際して」の割合が14.2％、

「いる・妊娠、出産に際して」の割合が10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市職員の女性管理職が増えないと思う理由【職員意識調査】 

「管理職を希望する女性が少ないから」の割合が59.3％と最も高く、次いで「仕事と

家庭の両立が難しいから」の割合が50.0％、「社会的に女性管理職を受け入れない雰囲

気があるから」の割合が16.1％となっています。 

 

 

 

 

  

いる・結婚に際して いる・妊娠、出産に際して いる・育児に際して

いる・介護に際して いない 無回答

回答者数 =

令和３年度調査 127

平成28年度調査 99

14.2

19.2

10.2

10.1

5.5

9.1

3.9

6.1

58.3

53.5

7.9

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

％

仕事と家庭の両立が難しいから

女性は昇進・昇格するためのス
キルを身につける機会が少ない
から

管理職を希望する女性が少ない
から

職場の中に女性管理職を
受け入れない雰囲気があるから

社会的に女性管理職を
受け入れない雰囲気があるから

その他

無回答

50.0

4.2

59.3

11.9

16.1

10.2

1.7

44.6

13.1

33.1

26.2

17.7

6.2

0.8

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査
（回答者数 = 118）

平成28年度調査
（回答者数 = 130）
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（４）市政運営について  

① つくば市の市政運営における女性の意見や視点の反映【市民意識調査】 

「十分に活かされている」と「ある程度活かされている」をあわせた“活かされている”

の割合が50.3％、「あまり活かされていない」と「全く活かされていない」をあわせた“活

かされていない”の割合が22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 活かされていない理由【市民意識調査】 

「市政運営の中心的主体が男性だから」の割合が72.6％と最も高く、次いで「女性の

参画の場が少ないから」の割合が36.1％、「女性の参画意識が低いから」の割合が

30.3％となっています。 

 

  

回答者数 =

令和３年度調査 911

平成28年度調査 884

1.9

2.3

48.4

43.1

21.1

25.2

1.8

2.0

21.0

18.9

5.9

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分に活かされている ある程度活かされている あまり活かされていない

全く活かされていない その他 無回答

％

女性の参画の場が少ないから

女性の参画意識が低いから

市政運営の中心的主体が男性だから

その他

無回答

36.1

30.3

72.6

3.4

1.0

14.1

15.8

62.2

2.1

5.8

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 208）

平成28年度調査

（回答者数 = 241）
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③ 市政への女性参画の有効策【市民意識調査】 

「審議会・委員会等への女性の登用増」の割合が46.4％と最も高く、次いで「市民の意

見や提案等の募集拡充」の割合が39.6％、「女性議員の増員」の割合が39.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

審議会・委員会等への女性の登用増

市民の意見や提案等の募集拡充

市民活動に対する支援の充実

女性議員の増員

広報活動の強化

市職員の女性管理職を増やす

その他

無回答

46.4

39.6

24.1

39.3

24.4

31.2

4.5

6.5

44.1

34.4

18.6

35.3

18.4

－

3.5

12.4

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 911）

平成28年度調査

（回答者数 = 884）

※前回調査に「市職員の女性管理職を増やす」の選択肢は

ありませんでした。 
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④ 男女共同参画社会の実現に向けて市が取り組むべきこと【市民意識調査】 

「保健・子育て環境の充実」の割合が30.8％と最も高く、次いで「介護支援・高齢者施

策の充実」の割合が23.6％、「学校教育における男女共同参画意識の育成」の割合が

23.5％となっています。 

平成28年度調査と比較すると、「各種健診・母子保健相談等の母性保護・母子保健の

充実」「介護支援・高齢者施策の充実」の割合が減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

講演会やセミナーなど学習機会の充実

男性の意識啓発活動

女性の意識啓発活動

男女共同参画に関する情報の収集・提供

市民活動の支援充実

各種健診・母子保健相談等の母性保護・
母子保健の充実

保健・子育て環境の充実

学校教育における男女共同参画意識の
育成

介護支援・高齢者施策の充実

就労等情報の収集・提供

女性の職業教育の充実

女性の社会参画機会の充実

相談事業の充実

男女共同参画センター等専門施設の設置
（活動や交流、学習の場）

配偶者暴力相談支援センターの設置

女性の視点を活かした防犯・防災への
取り組み

その他

無回答

15.4

17.0

15.3

22.0

12.8

12.4

30.8

23.5

23.6

5.8

6.8

12.0

6.3

5.0

5.8

11.2

3.2

9.0

12.1

16.5

12.1

19.3

9.4

17.9

29.5

21.6

36.3

8.4

6.7

11.1

5.7

4.5

－

14.4

2.4

8.7

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 911）

平成28年度調査

（回答者数 = 884）

※前回調査に「配偶者暴力相談支援センターの 

設置」の選択肢はありませんでした。 
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（５）人権について  

① ＤＶを受けた人の相談の有無【市民意識調査】 

「相談した」の割合が43.3％と最も高く、次いで「相談しようとは思わなかった」の割

合が33.3％、「相談したかったが、相談しなかった」の割合が21.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 相談しなかった理由【市民意識調査】 

「相談しても無駄だと思ったから」の割合が51.5％と最も高く、次いで「自分さえ我慢

すればよいと思ったから」の割合が42.4％、「相談するほどのことではないと思ったか

ら」の割合が36.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和３年度調査 60

平成28年度調査 63

43.3

25.4

21.7

23.8

33.3

39.7

1.7

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談した 相談したかったが、相談しなかった

相談しようとは思わなかった 無回答

％

誰（どこ）に相談してよいのかわからなかったから

恥ずかしいと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

相談したことがわかると、仕返しやもっとひどい
暴力などを受けると思ったから

相談相手（担当者）の言動により不快な思いをすると
思ったから

どこにも逃げ場がないと思い、無気力になったから

自分さえ我慢すればよいと思ったから

世間体が悪いから

他人を巻き込みたくなかったから

子どもに被害が及ぶと思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

その他

無回答

21.2

18.2

51.5

6.1

9.1

3.0

42.4

12.1

15.2

9.1

9.1

33.3

36.4

12.1

6.1

17.5

12.5

50.0

10.0

10.0

7.5

45.0

17.5

7.5

10.0

0.0

30.0

25.0

5.0

7.5

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 33）

平成28年度調査

（回答者数 = 40）
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③ 性的少数者に関する言葉の認知度【市民意識調査】 

『セクシュアル・マイノリティ、性的少数者』『ＬＧＢＴ、ＬＧＢＴＱ等』『カミングアウト』『性自

認、性同一性、性別違和』『性的指向』の項目で、「言葉を聞いているし、意味も知っている」

の割合が高くなっています。一方、『アウティング』『ＳＯＧＩ（ソジ、ソギ）』『アライ（Ally）』の

項目で、「言葉を聞いたことがないし、意味も知らない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 911

（１）セクシュアル・マイノリティ、
      性的少数者

（２）ＬＧＢＴ、ＬＧＢＴＱ等

（３）カミングアウト

（４）アウティング

（５）ＳＯＧＩ（ソジ、ソギ）

（６）アライ（Ally）

（７）性自認、性同一性、性別違和

（８）性的指向

61.9

54.9

71.8

8.1

2.9

2.9

64.9

49.3

23.4

20.3

15.7

15.6

10.2

8.3

22.4

25.6

9.8

20.0

7.4

70.5

81.2

82.2

7.6

19.6

4.9

4.8

5.2

5.8

5.7

6.6

5.2

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉を聞いているし、意味も知っている

言葉を聞いているが、意味は知らない

言葉を聞いたことがないし、意味も知らない

無回答



 
29 

 

④ 性的少数者に関連することの認知度【市民意識調査】 

「就職や就業において当事者は不利益な扱いや差別を受ける場合があること」の割合

が53.2％と最も高く、次いで「学校において当事者は不登校や不適応になりやすいこと」

の割合が46.2％、「当事者カップルでの賃貸住宅入居や共同での住宅ローン契約を断ら

れる場合があること」の割合が35.5％となっています。 

  

回答者数 = 911 ％

学校において当事者は不登校や不適応になり
やすいこと

就職や就業において当事者は不利益な扱いや
差別を受ける場合があること

当事者カップルでの賃貸住宅入居や共同での
住宅ローン契約を断られる場合があること

パートナーが医療を受ける際に当事者が望まない
扱いを受ける場合があること

当事者はそうでない人に比べて精神面で不調と
なる率や自殺率が高いこと

当事者はそうでない人に比べて性被害を受け
やすいこと

災害の避難所で当事者は困難を感じやすいこと

茨城県において当事者の相談窓口が設置されて
いること

いばらきパートナーシップ宣誓制度が実施されて
いること

その他

無回答

46.2

53.2

35.5

21.7

25.9

12.5

25.1

5.7

5.8

3.0

26.1

0 20 40 60 80 100
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（６）災害について  

① 災害時に避難所に必要なもの【市民意識調査】 

『男女別の更衣室』『授乳室』『プライバシー確保のための間仕切り』『男女別のトイレ』

『女性用品の常備』の項目で、「必要だと思う」と「どちらかといえば必要だと思う」をあわ

せた“必要だと思う”の割合が高くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえばなくてもかまわない なくてもかまわない

わからない 無回答

回答者数 = 911

（１）男女別の更衣室

（２）授乳室

（３）プライバシー確保のための
      間仕切り

（４）男女別のトイレ

（５）女性用品の常備

（６）女性の運営責任者

（７）女性の相談員

（８）性的被害等の発生予防対策や
      相談窓口 【新規項目】

（９）その他

85.7

80.1

81.6

86.7

81.0

52.7

64.5

60.3

4.0

9.9

13.2

12.6

8.2

13.1

28.0

24.7

25.5

0.4

0.7

1.4

1.5

0.9

0.3

9.4

3.4

5.3

0.3

0.4

0.3

0.4

0.8

0.5

2.4

1.3

1.4

0.8

0.9

0.7

0.7

1.6

3.7

2.1

3.5

3.7

2.5

4.1

3.2

2.7

3.4

3.7

4.0

4.1

91.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４  つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）の推進状況  

（１）評価一覧  

「つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）」では、３つの基本目標のもと

で28の施策を推進してきました。令和３（2021）年度の推進計画について、以下のA～

Ｅの基準により、各施策の実施度の評価を行った結果は、次のとおりでした。 

 

【計画実施度の評価】 

Ａ 順調(当初の計画以上に施策を実施した) 

Ｂ おおむね順調(当初の計画どおり施策を実施した) 

Ｃ 遅れ(当初計画した施策を一部実施できなかった) 

Ｄ 未実施(当初計画した施策を全部実施できなかつた) 

Ｅ 終了(計画期間(2018～2022)途中に終了した施策) 

 

全体で見ると14.3％の施策が評価A、71.4％の施策が評価B、評価Cの施策は

14.3％、評価D、評価Ｅはありませんでした。 

基本目標別に見ると、基本目標３（一人ひとりの人権の尊重）では、全ての施策が評価

Ｂでした。 

また、基本目標２（あらゆる分野での活躍推進）で評価Aの施策が４つ（「起業・創業を目

指す人への情報提供・資金面の援助」「女性の参画が少ない分野での支援」「男性の家庭

生活への参画促進」「男性職員の育児休業取得促進」）ありました。  

一方、基本目標１（男女共同参画社会の基盤整備）で評価Ｃの施策が１つ（「男女共同参

画を推進するためのセミナー開催」）、基本目標２（あらゆる分野での活躍推進）で評価Ｃ

の施策が3つ（「就業関連情報提供及び再就職・職場復帰の支援」「審議会等委員の女性

委員の登用」「女性職員の管理職等登用の推進」）ありました。  

施策の担当部署は、施策の85.7％は評価Aもしくは評価Bであり、順調又はおおむね

順調に施策を実行していると評価しています。一方、市民意識調査では、社会全体の男

女の地位に対する平等意識は、７割近くが男性優遇と回答する結果となっており、さらな

る施策の推進が必要となっています。 

 

 

 

 

  

Ａ（順調） Ｂ（おおむね順調） Ｃ（遅れ） Ｄ（未実施） Ｅ（終了）

全体（施策数28）

基本目標１（施策数7）
男女共同参画社会の基盤整備

基本目標２（施策数15）
あらゆる分野での活躍推進

基本目標３（施策数6）
一人ひとりの人権の尊重

14.3

26.7

71.4

85.7

53.3

100.0

14.3

14.3

20.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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また、計画で設定した指標について、令和３年度の実績値を将来指標（令和４年度）と

ともに以下に示します。 

 

【指標一覧】 

№ 項目 
基準値 

（平成 28 年度） 

実績値 

（令和３年度） 

将来指標 

（令和４年度） 

1-1 
男女共同参画セミナ
ー参加者数 

男 42 人 
女 509 人 

男 75 人 
女 151 人 

男 100 人 
女 350 人 

2-1 

つくば市ふるさとハ
ローワークでの女性
の正規雇用の就業者
数 

273 人 143 人 350 人 

2-1 
特定創業支援事業に
よる女性の創業件数 

11 人 11 人 15 人 

2-1 
家族経営協定締結累
計 

193 件 209 件 205 件 

2-2 
マタニティサロンの
夫又はパートナーの
参加者の割合 

41.5% 46.3％ 44.4% 

2-2 保育所待機児童数 
114 人 

（平成29年4月1日現在） 
２人 ０人 

2-2 
病児・病後児保育実
施施設数 

３施設 ８施設 ４施設 

2-2 
放課後児童クラブ受
け入れ児童数 

3,090 人 5,013 人 4,028 人 

2-3 
審議会等委員の女性
委員の割合 

全体で
30.0% 

（平成29年４月１日現在） 

女性委員 30％

以上の審議会の

割合 48.5% 
（令和４年４月１日現在） 

各審議会毎
に 

30.0% 
（目標 100%） 

2-3 
審議会等委員の女性
の長の割合 

全体で 9.4% 
（平成29年４月１日現在） 

全体で
6.1% 

（令和４年４月１日現在） 

全体で 
30.0% 

2-4 

市職員（行政職）の管
理職に占める女性の
割合 
（課長補佐職以上） 

23.4% 
（平成29年4月1日現在） 

24.4％ 
（令和４年４月１日現在） 

28.0% 

2-4 
市職員（行政職）の係
長職に占める女性の
割合 

19.1% 
40.3％ 

（令和４年４月１日現在） 
50.0% 

2-4 
男性職員の２週間以
上の育児休業取得 

5.4% 89.6％ 100.0% 

3-2 
男性のための電話相
談 

４回／年 ６回／年 ６回／年 
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【「男女共同参画に関する市民意識調査」における実績値】 

№ 項目 
平成 23 

(2011)年 

平成 28 

(2016)年 

令和３ 

(2021)年 

（実績値） 

令和３ 

(2021)年 

（目標値） 

1 
市民意識調査  
家庭生活において男女平等
になっていると思う割合 

37.6% 37.3% 37.3％ 50.0% 

2 

市民意識調査  
社会通念、慣習、しきたりに
おいて男女平等となってい
ると思う割合 

13.9% 13.6％ 13.3％ 50.0% 

3 

市民意識調査  
仕事と家庭生活を優先する
ことを希望する人の割合と
現実に仕事と家庭生活を優
先している人の割合の差 

10.2% 7.1％ 4.4％ 3.0% 

4 

市民意識調査  
ＤＶ相談した人の割合 
（ＤＶ相談した人/ＤＶ受けた
ことがある人） 

37.0% 
（30/81） 

25.4% 
（16/63） 

43.3% 
（26/60） 

50.0% 
（20/40） 

5 
市民意識調査  
「つくば市女性のための相
談室｣を知っている割合 

20.0% 33.8% 35.6％ 50.0% 

6 
市民意識調査  
女性活躍推進法の認知度 

― 20.9% 37.4％ 50.0% 

7 

事業所調査  
雇用機会における均等の実
態：採用が均等になってい
る割合 

68.1% 64.6% 74.0％ 80.0% 

8 

事業所調査  
ワーク・ライフ・バランスに
取り組んでいる事業所の割
合 

50.3% 48.5% 71.6％ 70.0% 

9 

職員意識調査  
男女共同参画の視点を持っ
て事業・業務を行っている
人の割合 

54.8% 57.5% 65.9％ 90.0% 

10 

職員意識調査  
ワーク・ライフ・バランスに
対する職場の理解度 

― 66.6% 81.0％ 90.0% 
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【男女共同参画社会の形成状況を把握するための参考値】 

 

 ※参考値は、男女共同参画社会の形成の状況を把握するため、計画期間終了時の数値と比較するための値です。 

 

№ 項目 
現状値 

平成 29 年４月１日現在 令和４年 4 月１日現在 

1-3 消防吏員に占める女性の割合 2.0% 
4.2％ 

（13/310） 

1-3 消防団員に占める女性の割合 2.8% 2.9％ 

2-1 女性の認定農業者数 
９人 

（うち法人代表 
2 人含む） 

14 人 

2-2 地域子育て支援拠点施設数 ８施設 ９施設 

2-3 区長に占める女性の割合 4.1% 
6.5％ 

（39/601） 

2-3 市議会議員の女性の割合 25.0% 
28.6％ 
（8/28） 

2-4 
市職員（行政職）の課長補佐職に占め
る女性の割合 

35.5% 
（54/152） 

33.2％ 
（64/193） 

2-4 
市職員（行政職）の課長職に占める女
性の割合 

10.0% 
（8/80） 

17.0％ 
（17/100） 

2-4 
市職員（行政職）の次長職に占める女
性の割合 

10.3% 
（4/39） 

6.1％ 
（2/33） 

2-4 
市職員（行政職）の部長職に占める女
性の割合 

7.1% 
（1/14） 

6.3％ 
（1/16） 

※令和４年７月１日現在 
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５  本市が取り組むべき男女共同参画における今後の課題 

■男女共同参画意識の醸成を図るための普及啓発  

男女共同参画に関するさまざまな取り組みが社会全体で進められているものの、依然

として人々の意識が変わるまでには至っておらず、長年にわたり人々の中に形成された

固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見や固定観念、無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス）が残っているとされています。 

つくば市においても、男女の地位の平等に関する意識は、前回調査から大きな変化は

なく、依然として男性優遇の傾向が見られることから、引き続き男女共同参画意識の醸

成が必要です。また、男女共同参画を進めることは、全ての人が暮らしやすくなるという

理解が促進されるよう、意識啓発のためのセミナー開催や情報提供を充実させていく必

要があります。 

 

■ワーク・ライフ・バランスの推進とあらゆる分野での女性活躍の促進   

意識調査において、結婚、出産、育児または介護に際して退職した従業員の割合は減

少していますが、退職した従業員の割合のうち、大半を女性が占めている現状です。育児

や介護等で一時離職しても、就業を希望する人の再チャレンジを応援するため、仕事と

家庭の両立や再就職について、学習機会や情報の提供を図る必要があります。 

また、つくば市の市政運営に女性の意見や視点が十分に活かされていると思う市民が

約５割程度となっています。そのため、引き続き委員会や審議会等への女性の参画を促

進し、政策・方針決定の場における女性の参画をより一層進める必要があります。さらに、

市職員の女性管理職への昇進意欲を高めるための意識啓発や職場環境の整備も進める

必要があります。 
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■一人一人の人権尊重の推進  

DVは、被害者への重大な人権侵害であるとともに、男女共同参画社会の実現を妨げ

るものであり、ＤＶ防止法や国、茨城県の基本計画でも最重要課題のひとつとして取り上

げられています。DVに関する正しい知識の普及が今後も必要であり、「いかなる暴力も

絶対に許さない」という意識の確立が求められます。 

市民意識調査でも、DVを受けた際に相談する人の割合は増えているものの、相談し

ない人も依然として一定の割合を占めていることから、相談窓口の周知やＤＶに関する

情報提供の充実を図るとともに、被害者の一時保護や自立支援に対し、関係機関との連

携を図り、きめ細かく対応することが必要です。 

また、性的少数者やLGBT、LGBTQ等の言葉や意味の認知度の割合は高くなってき

ており、性的少数者に関する正しい理解が深まるよう、引き続き情報提供、広報・啓発を

図る必要があります。 

 

■誰もが安心して暮らせる環境の整備  

大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かしますが、とりわけ、女性や子供、高齢者

などがより多くの影響を受けると想定されます。市民意識調査においても、避難所にお

ける女性等への配慮が必要だと多くの市民が感じており、女性の視点からの防災の取組

を進める必要があります。 

我が国の令和３年の平均寿命は女性が87.57歳、男性が81.47歳と前年度を下回り

はしたが、医療が進歩するなか、健康意識も浸透してきており、寿命の延びという大きな

トレンドは今後も変わらないと考えられています。人生百年時代を見据えて、一人一人の

ヘルスリテラシー（健康について最低限知っておくべき知識）を向上させるなどの支援が

必要となっています。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、女性の雇用、所得に特に影響が強く現

れており、経済的困難に陥るひとり親家庭への支援も必要となっています。 
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第３章    計画の基本的考え方 

 

 

 

１  基本理念 

本市では、平成16年３月に制定・施行した「つくば市男女共同参画社会基本条

例」において、次の５つの基本理念を掲げています。本計画は、この基本理念に基

づき、男女共同参画社会の実現に向けた本市の基本的な考え方や方向性を定め

るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ つくば市男女共同参画社会基本条例一部抜粋 

第 3 条 男女共同参画社会の実現は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければ

ならない。 

(1) 男女が一人の人間として性別により差別されることなく、その人権が尊重される

こと。 

(2) 男女が社会的文化的に形成された性差による固定的な役割を強制されることな

く、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、自己の意思と責任により多様な

生き方を選択することができるように配慮されること。 

(3) 政策又は方針の立案、決定等意思決定の過程への女性の参画を促進するため、

女性が自らの意識及び能力を高め、主体的に思考し、かつ、行動できるように配慮

されること。 

(4) 社会のさまざまな構成員が、あらゆる機会や場面において、必要な情報及び意

思の交換が円滑にできるように配慮されること。 

(5) 国際的協調の下に行われること。 

 

  

１ 男女の人権の尊重 

２ 男女の自立と多様な生き方の選択 

３ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

４ あらゆる場面における情報や意思の円滑な交換 

５ 国際的協調 

 



 
38 

 

２  基本目標 

本計画の基本理念に基づき、４つの基本目標を掲げて施策の推進に取り組み

ます。 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けた基盤の整備  

家庭や地域、職場、学校などあらゆる場面において、誰もが自分の生き方を選

択し、個性や能力を発揮しながら自分らしく生きていけるよう、固定的な性別役

割分担意識を解消し、市民が性別にかかわりなく多様な生き方を選択でき、お互

いを尊重し認め合う意識を醸成します。 

また、全ての人が男女共同参画に関する認識を深められるよう、様々な機会を

通して分かりやすい広報・啓発活動を行います。 

さらに、生涯にわたって意識が醸成されるよう、児童生徒の発達段階に応じて

学校などのあらゆる場において男女共同参画を進める教育・学習を推進します。 

 

 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進  

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の

活動に参画する機会が確保され、将来にわたり持続可能で多様性に富んだ活気

ある社会を構築するために、法制度の周知・啓発や多様な働き方を選択するため

の情報等を充実します。 

また、女性が出産、子育て、介護等の理由により離職することなく、多様なライ

フスタイルに応じた働き方の選択ができるように、育児休業や介護休業取得のた

めの支援等、男性が家庭責任を担える就業環境の整備や社会的気運の醸成に取

り組みます。 

さらに、市や市の職員が、模範となるように女性委員や管理職等への積極的な

登用に率先して取り組みます。 
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基本目標Ⅲ 一人一人の人権の尊重  

重大な人権侵害であるドメスティック・バイオレンス（DV）等に対応するため、

DVや各種ハラスメントを許さない社会意識を醸成するとともに、相談窓口の周

知などDV等被害者が相談しやすい体制づくりの構築や関係機関との連携強化

など、被害者の早期発見・早期対応と自立支援を目指します。 

また、性の多様性や性的少数者への正しい理解を促進するための情報発信や

意識啓発を進めます。 

 

 

基本目標Ⅳ 安全・安心な暮らしの実現  

生涯にわたり心豊かな暮らしを実践するために、性差に応じた健康課題に対応

できるよう、女性特有の健康予防についての正しい知識を普及し、健康支援を目

指します。 

また、ひとり親家庭など生活上の困難に陥りやすい人々に対して、各種支援サ

ービス等の環境整備を行い、生活上の困難を抱える人々が安心して暮らせる男

女共同参画の視点に立った包括的なきめ細やかな支援体制の構築を目指します。 

さらに、東日本大震災や近年日本各地で発生している豪雨などの大規模な災

害から防災・減災への女性参画の重要性に鑑み、男女共同参画の視点を取り入れ

た「防災」の取り組みについて充実を図ります。 
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３  施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 基本目標 ］ ［ 施策【施策番号】 ］ ［ 施策の方向性 ］ 

○男女共同参画を推進するためのセミナー開催【1】 
○男女共同参画情報発信【2､3】 

（１）広報・啓発のさらなる推進 

○学校での男女共同参画の視点に立った教育【4､5】 
（２）男女共同参画意識醸成のため

の教育の充実 

◆  
◆起業・創業を目指す人への情報提供・資金面の援助【7】 
◆女性の参画が少ない分野での支援【8､9】 
◆  

（１）職業生活における活躍推進 

◆  
◆男性の家庭生活への参画促進【12､13､14】 
◆  
◆労働環境改善のための情報提供・啓発【18】 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ 
ライフ・バランス）の環境整備 

◆審議会等委員の女性委員の登用【19】 （３）市政における女性の参画促進 

■ＤＶ防止のための広報・啓発【23】 （１）  

○ひとり親家庭に対する支援の充実【36】 
○つくばこどもの青い羽根学習会の実施【37】 

（２）  

■女性のための相談室の実施【24】 
■相談員研修の充実【25】 
■男性のための電話相談の実施【26】 
■関係機関との連携強化【27】 

Ⅰ 男女共同参画社会に向けた基盤の整備 

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進（◆女性活躍推進計画） 

Ⅳ 安全・安心な暮らしの実現 

○  
○地域防災における女性参画の促進【35】 

（２）男女共同参画の視点に立った
防災体制の確立 

（３）男女共同参画の視点に立った
生活上の困難に対する支援 

Ⅲ 一人一人の人権の尊重（■ＤＶ基本計画） 

◆女性職員の管理職等登用の推進【20】 
◆育児休業・介護休暇等が取得しやすい環境づくり【21】 
◆職場におけるハラスメント防止対策の推進【22】 

（４）  

○性的少数者に関する情報の発信と啓発【28】 
○性的少数者に関する職員ハンドブックの作成【29】 

（３）  

○女性特有のがん検診事業の推進【31】 
○妊婦の健康診査及び妊産婦保健指導の推進【32】 
○性教育の推進【33】 

（１）生涯を通じた健康支援 

○つくば市外国人相談窓口の設置【30】 
（４）多文化共生を踏まえた相談 

体制の充実 
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４  指標一覧 

基本計画に基づく取組内容や目標達成の状況を確認し、着実に推進するため、

本計画では「成果指標」「活動目標量」「参考値」の３つの指標を設定します。 

５か年で達成すべき目標値を掲げ、毎年定点観測しながら、計画の進捗管理に

いかしていきます。 

 

成果指標 男女共同参画社会の実現に向けて、社会の達成状況を測るための数値目標 

活動目標量 基本計画に基づく取組の想定事業量や、取組の進捗状況を測る統計データ 

参考値 
男女共同参画社会の形成の状況を把握するため、計画期間終了時の数値と
比較するための値 

 

【成果指標】 

男女共同参画に関する市民意識調査項目 
前回調査 

平成２８年（2016 年） 

現状値 

令和 3 年（2021 年） 

目標値 

令和 8 年（2026 年） 

「社会全体」における男女の地位の平
等感を感じる市民の割合 

16.4％ 15.1％ 17％ 

「男は仕事、女は家庭」という考え方
について、反対の割合 

 
－ 
 

 
61.9％ 

 

 
67％ 

 

「職場」における男女の地位の平等感
を感じる市民の割合 

22.2％ 26.7％ 30％ 

「女性のための相談室」を知っている
市民の割合 

33.8％ 35.6％ 38％ 

 

つくば市民意識調査項目 
前回結果 

平成２９年（2016 年） 

現状値 

令和 3 年（2021 年） 

目標値 

令和 8 年（2026 年）

男女共同参画に対する満足度 24.2％ 26.9％ 30％ 
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【活動目標量】 

基本 
目標 

項 目 

現状値 

令和３年度末又は 

令和４年４月１日現在 

目標値 

令和８年度末又は 

令和 9 年４月１日現在 

Ⅰ 
男女共同参画セミナー参加人数 
（延べ人数） 

男 75 人 
女 151 人 

男 100 人 
女 150 人 

 Ⅱ 
家族で参加できるマタニティサロ
ンにおいて、妊婦に対する夫また
はパートナーの参加者の割合 

86.3％ 87.3％ 

 Ⅱ 保育所待機児童数 2 人 0 人 

 Ⅱ 
放課後児童クラブ受け入れ児童員
数 

5,013 人 

6,870 人 
※令和６年度（2024 年

度）までの目標値（第２期つ

くば市子ども・子育て支援

プラン） 

Ⅱ 
審議会等委員（附属機関）の女性
委員の割合 

27.5％ 40％以上 

Ⅱ 
管理職を目指せるような職場環境
満足度 

年内抽出予定 年内設定予定 

Ⅱ 
男性職員の育児休業取得率 
（２週間以上） 

89.6％ 

100％ 
※令和７年度（2025 年

度）までの目標値（つくば市

職員のワークライフバラン

ス推進プラン） 

Ⅲ 
相談事業の周知活動 
（チラシ配布、ＳＮＳ配信等） 

82 か所 
（年 6 回周知） 

90 か所 
（年 10 回周知） 

Ⅲ 
性的マイノリティに関するセミナー
の参加人数（延べ人数） 

男 8 人 
女 32 人 

男 50 人 
女 150 人 

Ⅳ 子宮がん／乳がん検診受診率 
子宮がん 19.3％ 
乳がん  19.2％ 

当面 50％ 
※令和７年度（2025 年

度）までの目標値（第４期つ

くば市健康増進計画） 

Ⅳ 
つくばこどもの青い羽根学習会 
開設か所数 

16 か所 

18 か所 
※令和 6 年度（2024 年

度）までの目標値（市長公

約事業のロードマップ

2020-2024） 

 

 

【参考値】 

基本 
目標 

項 目 

現状値 

令和３年度末又は 

令和４年４月１日現在 

Ⅰ 男女共同参画セミナー参加者満足度（アンケート実施） 93％ 

Ⅱ 
つくば市ふるさとハローワークでの女性正規雇用の就業
者数 

27.5％ 

Ⅱ 特定創業支援事業による女性の創業件数 11 人 
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基本 
目標 

項 目 

現状値 

令和３年度末又は 

令和４年４月１日現在 

Ⅱ 家族経営協定締結累計 209 件 

Ⅱ 女性の認定農業者数 14 人 

Ⅱ 地域子育て支援拠点施設数 9 施設 

Ⅱ 病児・病後児保育実施施設数 8 施設 

Ⅱ 審議会等委員（附属機関）の女性の長の割合 6.1％ 

Ⅱ 区長に占める女性の割合 6.5％ 

Ⅱ 市議会議員の女性の割合 28.6％ 

Ⅱ 市職員（行政職）の係長職に占める女性の割合 40.3％ 

Ⅱ 市職員（行政職）の課長補佐職に占める女性の割合 33.2％ 

Ⅱ 市職員（行政職）の課長職に占める女性の割合 17％ 

Ⅱ 市職員（行政職）の次長職に占める女性の割合 6.1％ 

Ⅱ 市職員（行政職）の部長職に占める女性の割合 0％ 

Ⅱ 消防吏員に占める女性の割合 4.2％ 

Ⅲ 「女性のための相談室」相談件数 57９件 

Ⅲ 「男性のための電話相談」相談件数 10 件 

Ⅳ 防災対策出前講座等実施回数 15 回 

Ⅳ 消防団員に占める女性の割合 2.9％ 

Ⅳ 「つくば市外国人相談窓口」相談件数 711 件 
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第４章    施策の展開 

 

 

基本目標Ⅰ  男女共同参画社会に向けた基盤の整備 

（１）広報・啓発のさらなる推進  

男女共同参画に関する理解が深まるとともに、あらゆる立場の人々が個性と

能力を十分に発揮することができる社会をめざし、人権尊重や男女共同参画意

識の啓発に取り組みます。 

広報紙や市ホームページなどさまざまな媒体を活用した情報発信や、男女共同

参画に関するセミナー開催により、男女共同参画に関する広報・啓発活動に取り

組みます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

1 

男女共同参画を推

進するためのセミナ

ーの開催 

男女共同参画に関する意識の向上を図

り、能力や行動力を高めるため、セミナ

ーを開催します。 

男女共同 
参画室 

2 

男女共同参画情報

発信 

国内外における男女共同参画推進の取

組みについて、先進事例等の情報を収

集し、広報紙やホームページ、セミナー

等で情報提供を行います。 

男女共同 
参画室 

3 

つくばセンタービル内に設置される、市

政情報コーナー（仮称）に、男女共同参

画関連情報の掲示等を行います。 

男女共同 
参画室 

  

 

A 「女性だから」「男性だから」といった、性別によってその人個人の考え方や行動、

生き方などが制限されることなく、一人一人が持つ個性や能力に応じて自分らしく生

きられる社会の実現をめざしています。 

【Ｑ なぜ男女共同参画の推進が必要なの？】 



 
45 

 

（２）男女共同参画意識醸成のための教育の充実   

性別にとらわれず男女平等意識が浸透した社会を目指すためには、子どもの

頃からの教育が重要であるため、それぞれの個性と能力を十分発揮し、将来を見

通して自己形成ができるよう、学校教育における男女共同参画意識の推進を図

ります。 

また、学校、家庭、地域の連携を図り、多様な教育活動の中で、発達段階に応じ

た男女平等・男女共同参画意識の浸透を図ります。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

4 

学校での男女共同

参画の視点に立った

教育 

学校教育全体を通じて、人権の尊重、男

女平等、相互理解・協力について指導を

行います。 

学び推進課 

５ 

小中学校において、児童生徒が将来社

会の一員として役割を果たしていくた

め、それぞれの個性や能力が発揮でき、

自立して生きていくためのキャリア教

育を行います。 
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基本目標Ⅱ  あらゆる分野における男女共同参画の推進 

（１）職業生活における活躍推進  

働きたいという希望を持つ女性が就業できるよう、職業能力開発の機会を設

けることや就業に向けた情報提供等を行います。 

また、起業等の多様な働き方を選択する女性や、自営業等に携わる女性に対す

る支援を行うとともに、そうした活躍する女性の情報発信にも取り組みます。 

さらに、自営業・家族的経営において、男女がその果たしている役割に対して

適正な評価を受け、互いに協力して経営等に参画できるような就業環境の整備・

支援に努めます。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

６ 

就労を希望する人へ

の情報提供及び再

就職・職場復帰への

支援 

つくば市ふるさとハローワークに市職

員を配置し、職業相談や職業紹介の補

助及び雇用制度や職業情報の周知等を

行います。 

産業振興課 

７ 

起業・創業を目指す

人への情報提供・資

金面の援助 

各種セミナーや支援制度の情報提供を行

います。また、各支援機関と連携し、相談

業務を行います。 

産業振興課 

８ 

女性の参画が少な

い分野での支援 

家族経営協定の普及啓発を行い、家族経

営農家において快適な労働環境づくりを

促進します。 

農業政策課 

９ 

大学・研究機関・企業等と連携し、女子生

徒や保護者等に対し、科学技術を身近な

ものとする取組を進めるとともに、ロー

ルモデル（具体的な行動や考え方の模範

となる人物）の紹介等を通じ、理工系女性

の人材育成を推進します。 

さらに、ワーク・ライフ・バランスの向上

に取り組むつくば女性研究者支援協議

会の支援を通じて、研究活動に集中し

やすい環境整備を推進します。 

科学技術 
振興課 

10 

女性活躍促進に向け

た公共調達の評価

項目の設定 

市の調達が総合評価落札方式による場

合、評価項目の技術者の配置に「女性技

術者」を設定し、女性活躍促進の一環とし

ての取組みを進めます。 

契約検査課 
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（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備  

長時間労働の削減や労働生産性の向上など働き方改革を進めることや、男性

の家庭等への参画を促すための啓発、育児休業の取得促進、ライフスタイルや新

たな生活様式に対応した多様で柔軟な働き方の導入の重要性等について関係機

関と連携して周知します。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

11 

男性の育児休業取

得を促進するため

の企業への支援 

国の支援・助成制度の情報提供を行い、

中小企業における男性の育児休業取得を

促進させるため、市独自の助成制度の創

設について検討します。 

産業振興課
／男女共同

参画室 

12 

男性の家庭生活へ

の参画促進 

妊娠・出産・育児について、家族で正しい

知識を持ち、積極的な育児参加ができる

よう、講座を開催します。 

健康増進課 

13 

男女がともに家族の一員として家庭生活

に参画できるよう、社会教育講座におい

て、子育てに関する講座を実施し、男性の

積極的な参画を推進します。 

生涯学習 
推進課 

14 

子育て家庭が外出しやすい環境を整備す

るため、授乳やおむつ替えスペースを設

置した施設をあかちゃんの駅として登録

し、情報提供を行います。 

こども政策課 

15 

育児・介護を行う

労働者が働き続け

やすい環境づくり 

仕事と育児の両立を支援するため、保育

ニーズに即した保育体制の強化等サービ

スの充実を図ります。 

※「つくば市子ども・子育て支援プラン」により推進 

幼児保育課 

16 

仕事と育児の両立を支援するため、児童

の遊びと生活の場を提供する放課後児童

クラブの活動を推進します。 

※「つくば市子ども・子育て支援プラン」により推進 

こども育成課 

17 

仕事との両立や介護離職を防止するた

め、ニーズに応じた介護サービスの充実

を推進します。 

※「つくば市 高 齢 者 福 祉 計 画 」により推 進 

高齢福祉課 

介護保険課 

18 

労働環境改善のた

めの情報提供・啓

発 

仕事と家庭生活を両立するため、長時間

労働の是正や年次有給休暇取得の促進、

さらにハラスメントの防止等の労働環境

改善のための情報提供を行います。 

産業振興課 
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【Ｑ 政策・方針決定の場に、女性が参画できる機会が増えるとどうなるの？】 

（３）市政における女性の参画促進  

あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向け、市が

率先して審議会や委員会等への女性委員の推進に取り組みます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

19 
審議会等委員の女

性委員の登用 

市政運営において、女性が自らの能力

を十分に生かし、様々な分野で政策や

方針決定に関わり、意見や考え方を反

映させることができる環境づくりを進

めます。 

男女共同 
参画室 

 

（４）市と市職員が率先して行う取組  

市の女性職員については、特定事業主行動計画に基づき、職域拡大及び管理

職等への積極的な登用に取り組みます。 

また、仕事と家事、子育て、介護等を両立できる職場環境の整備に努めます。 

さらに、職場におけるセクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等

の様々なハラスメントを防止するため、相談窓口の周知や相談体制の充実に努め

ます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

20 
女性職員の管理職

等登用の推進 

女性が管理職を目指せるような職場環

境の整備に努め、能力と適性に応じ、管

理職登用・昇任を進めます。 

人事課 

21 

育児や介護等に関わ

る休暇等が取得しや

すい環境づくり 

男女がともに育児や介護、看護等の休

暇等を利用することができる職場の雰

囲気づくりに努めます。 

ワークライ
フバランス

推進室 

22 

職場におけるハラス

メント防止対策の推

進 

職場等における様々なハラスメントに

関し、研修等を通して職場単位での防

止に努めます。また、相談員を配置し、

相談体制の充実に努めます。 

ワークライ
フバランス

推進室 

 

 

 

 

  
A 私たちの生活に関する物事の方針を決める場面で、様々な立場の人が意思を表明でき

ることは、誰もが暮らしやすい社会をつくることにつながります。政策・方針決定の場に、女

性が参画できる機会が増えることにより、より多くの人々の多様なニーズを反映した政策・

方針をつくり出すことが可能となります。 
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基本目標Ⅲ  一人一人の人権の尊重 

（１）配偶者等暴力（ＤＶ）根絶のための啓発  

配偶者等からの暴力（ＤＶ）は人権を踏みにじるもので決して許されるものでは

なく、それが社会的な問題であるという認識を広く浸透、徹底させるため啓発を

行います。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

23 
ＤＶ防止のための広

報・啓発 

ＤＶ防止法や相談窓口の周知など、ＤＶ

に関する正しい理解の促進を図るた

め、セミナーやホームページ等で普及啓

発を行います。 

男女共同 
参画室 

 

（２）相談体制の充実と被害者の保護  

被害者の早期発見、早期対応を図るため、相談窓口の周知を図り男女ともに相

談事業へつなげていくとともに、相談や支援にかかわる相談員の専門性の向上

を図り、被害者の立場に立った相談対応に努めます。 

また、関係機関や庁内の連携を強化することで、DV被害者の一時保護、自立

に向けた支援の充実に努めます。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

24 
女性のための相談

室の実施 

夫婦・親子の問題、人間関係、DV（配偶

者・パートナー等からの暴力）、生き方な

どについて、必要な情報を提供すると

ともに、女性が主体的に思考・行動でき

るよう、女性相談員が相談・支援を行い

ます。 

男女共同 
参画室 

25 相談員研修の充実 

相談業務に必要な知識や能力を身に付

け、相談者のニーズに即した対応がで

きるよう研修を行い、相談員の資質向

上を図ります。 

男女共同 
参画室 

26 
男性のための電話

相談の実施 

夫婦関係や家族、人間関係、仕事、生き

方などの問題や悩みを抱えている男性

に対し、男性相談員が相談・支援を行い

ます。 

男女共同 
参画室 

27 
関係機関との連携強

化 

ＤＶ被害者への迅速かつ適切な対応・支

援に向け、関係機関との情報交換や課

題共有等を行い、連携強化を図ります。 

男女共同 
参画室 
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（３）性的少数者に関する差別の解消  

性的指向や性自認（性同一性）を理由とする差別的取扱いについては、不当な

ことであるとの認識が広がっていますが、いまだに偏見や差別が起きているのが

現状です。 

誰もが多様性の中に存在する一人であり、その生き方が尊重されるよう偏見

を取り除くための啓発を行います。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

28 
性的少数者に関する

情報の発信と啓発 

性の多様性や性的少数者への理解促進

のため、セミナー等を行い、意識啓発を

図ります。 

男女共同 
参画室 

29 

性的少数者に関する

職員ハンドブックの

作成 

性的少数者に関する正しい知識を持

ち、行動することができるよう職員向け

のハンドブックを作成します。 

人事課／ 
男女共同 
参画室 

 

（４）多文化共生を踏まえた相談体制の充実  

互いの文化や価値観を理解し尊重する視点をもつとともに、外国人が安心して

暮らすことができるよう、相談体制の充実を図ります。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

30 
つくば市外国人相談

窓口の設置 

国籍や民族等の文化的背景を踏まえた

上で、外国人市民の相談に適切に対応

できるよう、相談体制の充実を図りま

す。 

国際都市 
推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 人には、年齢、生活習慣や人生観などに多様性があり、一人ひとりに個性・特徴が

ありますが、性についても①からだの性（生物学的性）：生まれた時の身体的特徴な

どによる性、②こころの性（性自認）：自分が認識する自分の性、③好きになる性（性

的指向）：恋愛感情や性的な関心の対象となる性、④表現する性（性別表現）：服装、し

ぐさ、言葉遣いなどに様々な性のあり方があります。 

【Ｑ 性のあり方の多様性ってなに？】 
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基本目標Ⅳ  安全・安心な暮らしの実現 

（１）生涯を通じた健康支援  

男女がともに自らの身体について正しい情報を持ち、生涯を通じて、思春期、

妊娠・出産期、更年期、高齢期等ライフステージに応じた身体と心の健康管理・保

持増進を支援する取り組みの充実を図ります。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

31 
女性特有のがん検診

事業の推進 

がん予防の意識を高め、健康管理に役

立たせるとともに、子宮がん・乳がん検

診の受診を促すことでがんを早期発見

し、適切な医療に結び付けます。 

健康増進課 

32 

妊産婦の健康診査

及び保健指導の推

進 

女性の体に多くの変動を伴う妊娠・分

娩・産じょくの経過を不安なく送れるよ

うに、妊産婦健康診査の受診率向上を

図ります。 

健康増進課 

33 性教育の推進 

生命の尊さや正しい性の知識を身に付

けることを目的に、発達段階に応じた

性に関する指導を行います。 

学び推進課 

 

（２）男女共同参画の視点に立った防災体制の確立  

地域活動の中でも、近年、重要性が高まっている防災分野において、防災に関

する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を促進するととも

に、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立を推進します。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

34 

女性の視点を取り入

れた防災計画・防災

体制づくり 

災害時における女性のニーズに対応で

きるよう、女性の視点を取り入れた防

災計画・防災体制づくりに努めます。 

危機管理課 

35 
地域防災における女

性の参画促進 

イベントや出前講座等の実施を通して、防

災意識を高めると同時に、防災分野にお

ける女性の視点や参画の必要性等につい

て考える機会となるよう啓発を行いま

す。 

危機管理課 
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（３）男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援  

ひとり親家庭等が抱える複合的な問題に応じるため、関係機関との連携を図り、

生活支援、就業支援、経済的支援等を充実していきます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

36 
ひとり親家庭に対す

る支援の充実 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の

促進を図ることを目的として、児童扶

養手当、ひとり親家庭等児童福祉金、高

等職業訓練促進給付金等を支給する。

諸手当の支給により、ひとり親家庭等

の経済的、精神的負担の軽減に寄与し

ます。 

こども政策課 

37 
つくばこどもの青い

羽根学習会の実施 

経済的に困難を抱える子どもを対象

に、安心できる居場所や学習環境で子

どもを育むため、無料の学習支援や居

場所の提供等を行います。 

こども未来課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 過去の災害における被災者への物資提供や避難所運営などに関し、女性の視点

の欠如から様々な問題が起きています。人口の半分は女性であり、災害時には平常

時における社会の課題が一層顕著になって現れるため、女性の視点を反映すること

は、地域の防災力向上に繋がります。 

【Ｑ なぜ防災の分野に女性の視点は必要なの？】 
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第５章    推進体制 

 

 

 

１  庁内の推進体制 

庁内における男女共同参画推進のための組織である「つくば市男女共同参画

推進本部」を中心として、全庁的な男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果

的な推進に努めます。 

 

２  男女共同参画審議会 

「つくば市男女共同参画社会基本条例」に基づき、男女共同参画の推進に関す

る基本的及び総合的施策並びに重要事項を調査審議するため設置している「つく

ば市男女共同参画審議会」において、本計画の推進について様々な意見等を聴

取・反映し、男女共同参画の効果的な展開を図ります。 

 

３  国や県、関係機関との連携 

本計画を進めるうえで、国や県の取組みとの整合性を保ちつつ、必要に応じて

連携・協力を図っていきます。特に、ＤＶに関する相談業務などは、県の女性相談

センターや警察などの関係機関と緊密な連携を図ります。 

 

４  男女共同参画苦情等処理 

       男女共同参画社会の形成の促進を阻害すると認められる事項に関する苦情その他 

の意見について調査し、当該関係者に対し是正のための助言等を行う「苦情等処理制 

度」について周知を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
54 

 

５  ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

本計画では、各施策の進捗管理として、毎年度、施策の実施状況や活動目標量

の達成度を把握・評価を行うとともに、庁内組織である「つくば市男女共同参画

推進本部会議」及び外部組織である「つくば市男女共同参画審議会」において、計

画の検証・審議を行い、適正な進行管理に努めます。また、毎年度推進状況及び

評価結果を公表します。 

進捗管理は、「ＰＤＣＡサイクル」による「継続的改善」の考え方を基本とし、「ＰＬ

ＡＮ（計画）」「ＤＯ（実施）」「ＣＨＥＣＫ（評価）」「ＡＣＴＩＯＮ（改善）」のサイクルを回し

ていくことにより、事業の継続的な改善を図る（充実させる）ことを繰り返してい

きます。 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業務の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして実施事業 

計画 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 
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    資料編 

 

 

１ 男女共同参画社会基本法 

平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第 12 条） 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策（第 13 条―第 20 条） 

 第３章 男女共同参画会議（第 21 条―第 28 条） 

 附則 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共

団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国

民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めること

により、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に

推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において、次の名号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会の形成  男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会

を形成することをいう。 

(2) 積極的改善措置  前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供す

ることをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動

の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとす

るように配慮されなければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけれ

ばならない。 

 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社

会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施
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策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及び

その他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならな

い。 

 

（法制上の措置等） 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告等） 

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成

の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならな

い。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施

策 

（男女共同参画基本計画） 

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男

女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

(1) 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず

べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を

定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の

ために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

 

（調査研究） 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に

必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するた

め、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努め

るものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

 

（所掌事務） 
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第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規

定する事項を処理すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係

各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事

項を調査審議すること。 

(3) 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

(4) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

 

（組織） 

第 23 条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織す

る。 

 

（議長） 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総

理大臣が指定する者 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す

る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の 10 分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員

の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の４未満で

あってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

 

（資料提出の要求等） 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又

は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。 

 

（政令への委任） 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。 

 

附 則 抄（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）

は、廃止する。 

 

（経過措置）  

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設

置法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条の規定によ

り置かれた男女共同参画審議会は、第 21 条第 1 項の規

定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続す

るものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第 4 条第 1

項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員

である者は、この法律の施行の日に、第 23 条第 1 項の

規定により、審議会の委員として任命されたものとみな

す。この場合において、その任命されたものとみなされ

る者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日に

おける旧審議会設置法第 4 条第 2 項の規定により任命

された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任

期間と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第 5 条第 1

項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長

である者又は同条第 3 項の規定により指名された委員

である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第 24 条

第 1 項の規定により審議会の会長として定められ、又は

同条第 3 項の規定により審議会の会長の職務を代理す

る委員として指名されたものとみなす。 

 

附 則 抄（平成 11 年７月 16 日法律第 102 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

11 年法律第 88 号）の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

(1) （略） 

(2) 附則（中略）第 28 条並びに第 30 条の規定 公 

布の日 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる

従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員で

ある者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会

長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の

規定にかかわらず、その日に満了する。 

(1)から(10)まで 略 

(11) 男女共同参画審議会 

 

（別に定める経過措置） 

第 30 条 第２条から前条までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定

める。 

 

附 則 抄（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く）は、平成 13 年

１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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２ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

平成十三年四月十三日法律第三十一号 

最終改正：令和元年六月二十六日法律第四十六号 
 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画 

（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三 

条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し

被害者を保護するための施策を講ずることが必要

である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うもので

ある。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この

法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。以下同じ）又はこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二に

おいて「身体に対する暴力等」と総称する）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受

ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴

力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

み「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実、上

婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚し

たと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

を防止するとともに、被害者の自立を支援すること

を含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策に関する

基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び

第三項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次

条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「都道府県基本計画」とい

う）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市

町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「市町村基本計画」という）を

定めるよう努めなければならない。 
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４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければな

らない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人

相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものと

する。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応

ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあ

っては、被害者及びその同伴する家族。次号、第

六号、第五条、第八条の三及び第九条において

同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保

護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、

就業の促進 住宅の確保援護等に関する制度の

利用等について、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは その業務を行う

に当たっては 必要に応じ配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者

の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。）を受けている者を発見した者は、その

旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

することができる。この場合において、その者の意

思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと

解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関

する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者

暴力相談支援センターが行う業務の内容について

説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受ける

ことを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九

年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二

十三年法律第百三十六号）その他の法令の定める

ところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の

配偶者からの暴力による被害の発生を防止するた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第十五条第三項において同

じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けて

いる者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防

止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴

力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で

定めるところにより、当該被害を自ら防止するため

の措置の教示その他配偶者からの暴力による被害

の発生を防止するために必要な援助を行うものと

する。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十

五号）に定める福祉に関する事務所（次条において

「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十

五年法律第百四十四号 、児童福祉法（昭和二十二

年法律第百六十四号 、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援す



 
60 

るために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市

町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保

護を行うに当たっては、その適切な保護が行われる

よう、相互に連携を図りながら協力するよう努める

ものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係

る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理する

よう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下こ

の章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章

において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴

力を受けた者である場合にあっては配偶者からの

更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第

十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場

合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力

（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）に

より、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、

同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項にお

いて同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずる

ものとする。ただし、第二号に掲げる事項について

は、申立ての時において被害者及び当該配偶者が

生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被

害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。）そ

の他の場所において被害者の身辺につきまとい、

又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在

する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被

害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしては

ならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過

する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げる

いずれの行為もしてはならないことを命ずるものと

する。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項

を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な

い場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送

信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午

前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールを送信するこ

と。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪

の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得

る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは

その知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し、若しく

はその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がそ

の成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第

十二条第一項第三号において単に「子」という。）と

同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連

れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他

の事情があることから被害者がその同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、第

一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算し

て六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以

下この項において同じ。）、就学する学校その他の

場所において当該子の身辺につきまとい、又は当

該子の住居、就学する学校その他その通常所在す

る場所の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。ただし、当該子が十五歳以上である

ときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被

害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配

偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第四号において「親族等」と

いう。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な

言動を行っていることその他の事情があることから

被害者がその親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため必要がある

と認めるときは、第一項第一号の規定による命令

を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申
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立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して六月を経過する日までの

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につ

きまとい、又は当該親族等の住居勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未

満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人

である場合にあっては、その法定代理人の同意）が

ある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに

係る事件は 相手方の住所（日本国内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を

管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各

号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定によ

る命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に

掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

と認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事

情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため当該命令を発する必要があると認

めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無

及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号

イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、

申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる

事項についての申立人の供述を記載した書面で公

証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八

条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなけれ

ばならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件

については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち

会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経ること

により保護命令の申立ての目的を達することがで

きない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲

げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長

に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求

めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内

容を記載した書面の提出を求めるものとする。この

場合において、当該配偶者暴力相談支援センター

又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるも

のとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しく

は保護を求められた職員に対し、同項の規定により

書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求め

ることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には 理

由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には 理由の要旨を示せば

足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知

するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニ

までに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書

記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内

容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力

相談支援センター（当該申立書に名称が記載された

配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合に

あっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴

力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対し

ては、即時抗告をすることができる。 
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２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることがで

きる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判

所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定に

よる命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せ

られているときは、裁判所は、当該命令の効力の停

止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による

命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているとき

は、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければ

ならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命

令について、第三項若しくは第四項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれ

を取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力

相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命

令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。第十条

第一項第一号又は第二項から第四項までの規定に

よる命令にあっては同号の規定による命令が効力

を生じた日から起算して三月を経過した後におい

て、同条第一項第二号の規定による命令にあって

は当該命令が効力を生じた日から起算して二週間

を経過した後において、これらの命令を受けた者が

申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをし

た者に異議がないことを確認したときも、同様とす

る。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定

による命令を発した裁判所が前項の規定により当

該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項

の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が

発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配

偶者と共に生活の本拠としている住居から転居し

ようとする被害者がその責めに帰することのできな

い事由により当該発せられた命令の効力が生ずる

日から起算して二月を経過する日までに当該住居

からの転居を完了することができないことその他の

同号の規定による命令を再度発する必要があると

認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発す

るものとする。ただし、当該命令を発することにより

当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認

めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定

の適用については、同条第一項各号列記以外の部

分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号

及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本

文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並び

に第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中

「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とある

のは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに

第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは

謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件

に関する事項の証明書の交付を請求することがで

きる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立

てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋

の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命

令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局

の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大臣

は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局

に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除

き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に

反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）

の規定を準用する。 

 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令

に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規

則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、

捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、

被害者の心身の状況、その置かれている環境等を

踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその

人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘

密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害

者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うもの

とする。 

（教育及び啓発） 
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第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健

康を回復させるための方法等に関する調査研究の

推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資

質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を

行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努め

るものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を

支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談

所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要

な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるも

の 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章ま

での規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係

における共同生活に類する共同生活を営んでいな

いものを除く。）をする関係にある相手からの暴力

（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を

いい、当該関係にある相手からの身体に対する暴

力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した

場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き

受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力

を受けた者について準用する。この場合において、

これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第

二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴

力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用

する第十条第一項から第四項までの規定によるも

のを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一

年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二

十八条の二において読み替えて準用する第十二条

第一項（第二十八条の二において準用する第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命令の申立てをし

た者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係

る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規

定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所

に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に

関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合

における当該被害者からの保護命令の申立てに係

る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十

四条第二項及び第三項の規定の適用については、

これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」と

あるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第二条 被害者 被害者（第二十八条

の二に規定する関係

にある相手からの暴

力を受けた者をいう。

以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であっ

た者 

同条に規定する関

係にある相手又は同

条に規定する関係に

ある相手であった者 

第十条第一項か

ら第四項まで、第

十一条第二項 第

二号、第十二条第

一項第一号から第

四号まで及び第十

八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に

規定する関係にある

相手 

第十条第一項 離婚をし、

又はその婚姻

が取り消され

た場合 

第二十八条の二に

規定する関係を解消

した場合 
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第三条 この法律の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘

案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な

措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成十六年法律第六十四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（次項において「旧法」という。）第十条

の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例によ

る。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた

後に当該命令の申立ての理由となった身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼ

すものと同一の事実を理由とするこの法律による

改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一

項第二号の規定による命令の申立て（この法律の

施行後最初にされるものに限る。）があった場合に

おける新法第十八条第一項の規定の適用について

は、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 

 

 

附 則 （平成十九年法律第百十三号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律第十条の規定による命令の申立てに係

る同条の規定による命令に関する事件については、

なお従前の例による。 

 

附 則 （平成二十五年法律第七十二号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。 

 

附 則 （平成二十六年法律第二十八号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条

まで、第十二条及び第十五条から第十八条まで

の規定 平成二十六年十月一日 

 

附 則 （令和元年法律第四十六号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 

公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施

行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の

施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び

第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する

配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項

から第四項までの規定による命令の申立てをする

ことができる同条第一項に規定する被害者の範囲

の拡大について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後

三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する

配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会におけ

る更生のための指導及び支援の在り方について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 
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３ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成二十七年九月四日法律第六十四号 

最終改正 令和元年六月五日同第二十四号 

 

目次 
第一章 総則（第一条―第四条） 
第二章 基本方針等（第五条・第六条） 
第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 
第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第 

十八条） 
第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 
第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（第二十条・第二十一条） 
第四章 女性の職業生活における活躍を推進す 

るための支援措置（第二十二条―第二 
十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 
第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 
附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女

性の職業生活における活躍」という。）が一層重要とな

っていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十

一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進について、その基本原則を

定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明

らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画

の策定、女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置等について定めることにより、女性の職業

生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって

男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進

展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化

に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目

的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする

女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態

の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供

及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分

担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活に

おける活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と

能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行

われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営

む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生

活に関する事由によりやむを得ず退職することが多い

ことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与え

る影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問

わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員として

の役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行

うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるこ

とを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女

性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思

が尊重されるべきものであることに留意されなければ

ならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職

業生活における活躍の推進についての基本原則（次条

及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっ

とり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必

要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は

雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と

家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら

実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が

実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に

関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本

的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要

な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな

い。 
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５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画（以下この条において「都

道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画（次項に

おいて「市町村推進計画」という。）を定めるよう努める

ものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、

基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主

行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行

動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）

の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」

という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事

業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が三

百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めると

ころにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状

況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割

合その他のその事業における女性の職業生活における

活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情について分析し

た上で、その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第二号の目標については、

採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地

位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数

値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講

じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計

画に定められた目標を達成するよう努めなければなら

ない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合につ

いて、第四項から第六項までの規定は前項に規定する

一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更し

た場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定

による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚

生労働省令で定めるところにより、当該事業主につい

て、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合するもの

である旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般

事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、

商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通

信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十

四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣

の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消

すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認め

るとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したと

き。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 
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（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事

業主について、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主

行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動

計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定

する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担

当する者を選任していること、当該女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優

良なものであることその他の厚生労働省令で定める基

準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認

定一般事業主」という。）については、第八条第一項及び

第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところ

により、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなけれ

ばならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を

取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すと

き。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚

偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律

に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業

主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三

百人以下のものをいう。以下この項及び次項において

同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必

要な労働者の募集を行わせようとする場合において、

当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとす

るときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）

第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員で

ある中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律に

より設立された組合若しくはその連合会であって厚生

労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主

を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で

定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成

員である中小事業主に対して女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に

関する相談及び援助を行うものであって、その申請に

基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切

に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨

の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認

を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募

集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定に

よる届出があった場合について、同法第五条の三第一

項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第

二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条

の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第

二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者について、同法第四

十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第

五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用

する同条第二項に規定する職権を行う場合について、

それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条

第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第

十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に

従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の

規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集

に従事させようとする者がその被用者以外の者に与え

ようとする」と、同法第四十二条の三中「第三十九条に

規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六

十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めること

ができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団

体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成

果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は

方法について指導することにより、当該募集の効果的

かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定によ

り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対し

て、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に

実施されるように相談その他の援助の実施に努めるも

のとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又は
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それらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」

という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計

画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤

務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職

員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業

における女性の職業生活における活躍に関する状況を

把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を

勘案して、これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用する職員に占

める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮

小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めな

ければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための

措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動

計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公

表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する次に掲げ

る情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における

女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げ

る情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表する

よう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公

表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に

公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職

業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立

に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又

は営もうとする女性及びその家族その他の関係者から

の相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、

助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとし

て内閣府令で定める基準に適合する者に委託すること

ができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は

当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものと

する。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫そ

の他の特別の法律によって設立された法人であって政

令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、

予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例

認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍

に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項

において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の

増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、

かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行う

ものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に資するよう、国内外における女性の職

業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報

の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 
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第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行

う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関

係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国

が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団

体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活に

おける活躍の推進に有用な情報を活用することにより、

当該区域において女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす

るため、関係機関により構成される協議会（以下「協議

会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第二十二条第三項の規定による事務の委

託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議

会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えること

ができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図るこ

とにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用

な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組について協議を行うものとす

る。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事

業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主

である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報

告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることがで

きる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定に

よる公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一

項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定す

る情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しく

は特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する

一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合

において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十

五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労

働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定

法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に

違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲

役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らし

た者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月

以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労

働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三

十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三

十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十

万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する

場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をした

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三

章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び

第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の

規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、そ

の効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従

事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につい

ては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、
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前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお

その効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に係る

罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加え

る改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二・三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八

条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項

及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一

項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分

の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、

第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五

十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正

規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の

規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和

二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の

改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、

附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、

附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条

第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九

項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労

働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法

律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の

項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、

第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び

第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の

改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条

から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附

則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 

平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定に

あっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第

四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 

公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超え

ない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合に

おいて、この法律による改正後の規定の施行の状況に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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４ つくば市男女共同参画社会基本条例 

平成 1６年３月２６日条例第 25 号 

 

男女共同参画社会は，男女が家庭生活においても，社会

生活においても，互いに尊重し合い、共に責任を分担し、柔

軟に役割を考え、あらゆる分野の活動に性別にかかわりな

く個性と能力に応じて対等に参画して、固有な人格の自由

な発展を育む社会である。 

21 世紀をむかえ、社会は少子高齢化の進行、経済活動

の成熟化、情報通信をはじめとする科学技術の進歩など、

急速な変化を遂げている。こうした中で、生きがいをもって

自分らしく生き生きとした生活を送るためには、なお一層

の男女共同参画社会の進展が図られなければならない。こ

のことは、つくば市が掲げる人間性の尊重というまちづく

りの理念にも合致するものである。 

つくば市が、国際都市にふさわしく、他の都市の模範とな

るような活力あるまちづくりをするためには、男女共同参

画社会の実現を市政の最重要課題の一つとして位置付け、

総合的な施策を展開することが必要である。 

よって、ここに男女共同参画社会を推進する取組を明ら

かにし、目指す社会の実現を図るため、この条例を制定す

る。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，男女共同参画社会の形成に関し基本理

念を定め，つくば市(以下「市」という。)，市民及び事業者

の責務を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に

関する施策の基本となる事項を定めることにより，男女

共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，も

って男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義

は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会 男女平等の実現を目指し，男女

が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され，男女が均等に政治的，経済的，社会的及び

文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を

担うべき社会をいう。 

(2) 市民 市内に居住し，又は勤務し，若しくは通学する

者をいう。 

(3)  事業者 市内で事業を営むための事務所又は事業

所を有する個人又は法人その他の団体をいう。 

(4) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するた

め必要な範囲内において，男女のいずれか一方に対

し，当該機会を積極的に提供することをいう。 

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動又は不必要

な身体への接触により，他の者を不快にさせ，当該者

の社会生活のあらゆる場面においてその環境を害す

ること及び当該性的言動への対応を理由として，当該

者に不利益を与えることをいう。 

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出

をしていないが，事実上婚姻関係 

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はかつて配

偶者であった者に対する暴力的な行為(身体的又は精神

的な苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)及び当該暴力

的行為に付随して生じる子への暴力的な行為をいう。 

 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画社会の実現は，次に掲げる基本理念

に基づき推進されなければならない。 

(1) 男女が一人の人間として性別により差別されるこ

となく，その人権が尊重されること。 

(2) 男女が社会的文化的に形成された性差による固定

的な役割を強制されることなく，自立 

した個人としてその能力を十分に発揮し，自己の意思と

責任により多様な生き方を選択する 

ことができるように配慮されること。 

(3) 政策又は方針の立案，決定等意思決定の過程への

女性の参画を促進するため，女性が自 

らの意識及び能力を高め，主体的に思考し，かつ，行動で

きるように配慮されること。 

(4) 社会のさまざまな構成員が，あらゆる機会や場面

において，必要な情報及び意思の交換 

が円滑にできるように配慮されること。 

(5) 国際的協調の下に行われること。 

 

(市の責務) 

第 4 条 市は，男女共同参画社会の形成を施策の主要な方

針として位置付け，前条に定める基本理念に基づき，男

女共同参画の推進に関する施策を策定し，及び実施する

責務を有する。 

2 市は，男女共同参画の推進に当たり，市民，事業者，国及

び他の地方公共団体と連携し，及び協力するものとす

る。 

3 市は，第 1 項に定める施策を企画し，調整し，及び実施

するために必要な体制を整備しなければならない。 

 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は，男女共同参画社会の形成に関する理解を

深め，男女共同参画の推進に努めるとともに，市が実施

する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努

めなければならない。（家庭生活における活動と他の活

動の両立） 

 

第 6 条 事業者は，その事業活動に関し，第 3 条に定める

基本理念に基づき，男女共同参画社会の形成の促進に努

めなければならない。 

2 事業者は，男女共同参画社会の推進を阻害するセクシュ

アル・ハラスメント等の人権侵害が生じないよう職場環境

の整備に努めなければならない。 

3 事業者は，男女が仕事，育児及び介護を含めた家庭生活

並びに地域内における活動について，両立できるような

職場環境の整備に努めなければならない。 
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4 事業者は，市が実施する男女共同参画の推進に関する

施策に協力するとともに，必要に応じ積極的改善措置を

講じるよう努めなければならない。 

 

第 2 章 基本計画 

(基本計画の策定) 

第 7 条 市は，男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を

図るため，男女共同参画推進基本計画(以下「基本計画」

という。)を策定するものとする。 

2 基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

(1) 男女共同参画の推進を図るための総合的かつ計画

的な施策の大綱 

(2) 男女共同参画の推進を図るための基本的施策の実

施に必要な事項 

3 市は，基本計画を策定するに当たっては，市民及び事業

者の意見を聴取するとともに，つくば市男女共同参画審

議会に諮問しなければならない。 

4 市は，基本計画を策定したときは，これを公表するもの

とする。 

5 前 2 項の規定は，基本計画の変更について準用する。 

(施策実施等の評価) 

第 8 条 市は，男女共同参画の推進を図るため，基本的施

策の策定及び実施について合理的かつ適切に評価する

ための措置を講じなければならない。 

(年次報告等) 

第 9 条 市は，男女共同参画の推進に関する施策の実施状

況，今後の施策の実施予定等について，毎年，報告書を

作成し，公表しなければならない。 

 

第 3 章 基本的施策 

(政策等決定過程における男女共同参画の推進) 

第 10 条 市は，政策又は方針の決定過程への男女共同参

画を推進するため，次に掲げる施策の実施に努めなけれ

ばならない。 

(1) 市の各種委員会，審議会等の委員その他の構成員

に関する男女共同参画 

(2) 女性職員の積極的な職域拡大，管理職等への登用

及び能力開発 

 

(雇用の分野における男女共同参画の推進) 

第 11 条 市は，雇用の分野における男女共同参画を推進

するため，事業者に対して必要な情報の提供その他の支

援を行うよう努めるとともに，男女共同参画の実施状況

に関する報告及び適切な措置を講じるよう協力を求める

ことができる。 

2 市は，前項に定める報告に基づき，男女共同参画に対す

る取組状況について公表することができるものとする。 

3 市は，男女共同参画の推進に関し主体的かつ積極的に

取り組んでいる事業者を表彰し，公表するものとする。 

(自営の商工業及び農業分野における男女共同参画の推

進) 

 

第 12 条 市は，自営の商工業及び農業分野における男女

共同参画の推進を図るため，次に掲げる措置を講じるよ

う努めるものとする。 

(1) 経営に女性が主体的に参画することができるよう

な環境を整備するとともに，能力の開発及びその能力

が適正に評価されるような支援体制を整備する措置 

(2) 経営者，その配偶者及びその他の家族の自由な意

思に基づき，経営の目標，収益の分配，経営の移譲の

計画，就業時間等について取り決める家族経営協定な

どの就業に関する条件を整備するための措置 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか，自営の商工業及び農

業分野における男女共同参画の推進を 

図るために必要な措置 

 

(高度情報社会における男女共同参画の推進) 

第 13 条 市は，高度情報社会における男女共同参画の推

進を図るため，男女があらゆる機会に必要な情報を得る

こと及び男女が平等にその能力を発揮することができる

よう，情報技術及び知識の習得等の学習環境を整備する

ための措置を講じるよう努めるものとする。 

(教育の場における男女共同参画の推進) 

 

第 14 条 市は，市民が男女共同参画についての関心と理

解を深めるため，学校教育及び生涯学習の場における男

女共同参画に関する教育又は学習の振興を図るための

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

2 市は，学校教育及び生涯学習において，男女が性別によ

り差別されることなく，個人の能力及びその個性に応じ

て学校教育又は生涯学習の場に参加できるような環境

を整備するとともに，その活動を支援するよう努めるも

のとする。 

 

(家庭生活と社会生活等の調和) 

第 15 条 市は，家庭責任を有する男女が対等な立場で，家

庭生活及び家庭生活以外の活動が両立することができ

るよう，支援その他の必要な措置を講じるものとする。 

 

(健康の保持及び増進) 

第 16 条 市は，男女が対等な立場において互いの性への

理解を深めることにより，妊娠及び出産について女性の

意思を尊重し，並びに性と生殖に係る健康保持を図るよ

う必要な措置を講じるものとする。 

2 市は，男女がその生涯にわたる心身の健康を保持し，及

び増進をするための教育，啓発，健康相談等の必要な措

置を講じるものとする。 

 

(施策の推進体制の整備) 

第 17 条 市は，市民及び事業者の協力の下に施策を実施

するため，必要な推進体制の整備に努めるものとする。 

 

第 4 章 性別による人権侵害の禁止 

(性別による人権侵害の禁止及び被害者保護等) 

第 18 条 何人も，ドメスティック・バイオレンス，セクシュア

ル・ハラスメント等の性別による差別的取扱い及び人権

の侵害を行ってはならない。 

2 市は，性別による差別的取扱いその他の男女共同参画

の推進を阻害する人権の侵害に関し，市民又は事業者か

ら相談等の申出があったときは，当該相談等の申出に速

やかに対処するとともに，関係機関又は団体と密接に連

携して一時保護等の適切な措置を講じるよう努めるもの

とする。 

(男女共同参画を阻害する情報等への対応) 

第 19 条 何人も，広告，ポスター等の公衆に対して表示す

る情報において，異性に対する暴力的行為及び性の商品

化を助長し，又はこれらを連想させる表現を行わないよ

うに努め，男女共同参画の推進を阻害しないようにしな

ければならない。 
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2 市は，前項の規定に反すると認めたときは，当該情報の

表示にかかわった者に対して撤去勧告等の必要な措置を

講じるものとする。 

 

第 5 章苦情等の処理 

(苦情等の処理) 

第 20 条 市民は，男女共同参画社会の形成の促進を阻害

すると認められる事項に関する苦情その他の意見(以下

「苦情等」という。)を市長に申し出ることができる。 

2 市長は，前項の規定による申出を受けた場合において，

必要と認めるときは，調査を行うことができる。 

3 前項の規定に基づく調査の対象となる関係者は，当該

調査に協力するよう努めなければならない。 

4 前 3 項に定めるもののほか，苦情等の処理に関し必要

な事項は，規則で定める。 

 

(報告等) 

第 21 条 市は，前条に規定する苦情等の処理に関し，つく

ば市男女共同参画審議会に報告するとともに，必要に応

じ，当該関係者に対し是正のための助言，指導等を行う

ことができる。 

 

第 6 章 審議会 

(審議会の設置) 

第 22 条 市長の諮問に応じ，男女共同参画の推進に関す

る基本的及び総合的施策並びに重要事項を調査審議し，

答申するため，つくば市男女共同参画審議会(以下「審議

会」という。)を置く。 

2 審議会は，市長が任命する委員 20 人以内で組織する。

この場合において，男女のいずれかの一方の委員の数

は，委員の総数の 4 割未満であってはならない。 

3 委員の任期は，2 年とする。ただし，再任を妨げない。 

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者

の残任期間とする。 

5 前各項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に

関し必要な事項は，規則で定める。 

 

第 7 章 委任 

(委任) 

第 23 条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。 

 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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会 議 録 

会議の名称 令和４年度 第３回つくば市男女共同参画審議会 
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委員 

 

 

生田目 美紀委員（会長）、土井 隆義委員（副会長）、 

有光 直子委員、石山 武委員、浦里 晴美委員、 

大谷 加津代委員、栗山 賢司委員、川本 愛子委員、 

北口 ひとみ委員、土井 裕人委員、長 卓良委員、 

福村 佳美委員、間野 聡子委員、ヘイズ ジョン委員 

その他 男女共同参画推進基本計画策定支援業務委託事業所 
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市民部：池畑次長、市民活動課：荒澤課長 

男女共同参画室：横田室長、松崎係長、水谷主任主査 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 0 名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 
 

議題 

 

協議事項 

（１）つくば市男女共同参画推進基本計画(2023～2027)素案

について  

会議録署名人  確定年月日 令和  年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

４ その他 

５ 閉会 
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＜あいさつ＞ 

事務局：定刻になりましたので、令和４年度第３回つくば市男女共同参画審議

会を開催いたします。本日はご多忙のところ、ご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

本日の審議会は、委員 18 名中 14 名の方に出席していただいております。過

半数を超える出席でございますので、つくば市男女共同参画社会基本条例施

行規則第７条第３項により本日の会議が成立いたしますことをご報告いた

します。なお、本会議はつくば市付属機関の会議及び懇談会等の公開に関す

る条例第３条により公開となりますことを申し添えます。 

それでははじめに、会長よりご挨拶を頂戴したいと思いますので、よろしく

お願いします。 

会長：皆様、こんにちは。あっという間に冬になってしまいまして、気持ちが 

追い付いていきませんが、今日も元気よく会議のほう進めていきたいと思い 

ますのでよろしくお願いします。 

 事務局：ありがとうございました。ここで、審議会委員の変更がありましたの 

でご報告いたします。つくば市商工会事務局長の変更により、これまで審議 

会委員を務めていただいていた松信委員に変わりまして、９月から柳田委員 

に変更になりました。なお、柳田委員は、本日、ご都合により欠席となって 

おります。ここで皆さまにご報告を申し上げます。 

それでは、ここからは条例施行規則第７条第２項に従いまして、生田目会長

に議事の進行をお願いします。 

会長：それでは次第に従いまして進めてまいります。前回８月の審議会の際に

は、事務局から男女共同参画推進基本計画の素案について説明していただ

き、委員の皆さまからさまざまなご意見・ご提案をいただいたところです。

本日は、12 月に予定しているパブリックコメント前の審議会となりますの

で、前回の審議会での意見等を踏まえて、どのように計画に反映されている

か事務局から説明をお願いします。 
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＜審議内容＞ 

（１）つくば市男女共同参画推進基本計画(2023～2027)素案について 

 

事務局：（資料説明） 

会長：ありがとうございます。ただ今、素案の修正について報告していただき

ました。前回の意見についてニュアンスが違うと感じたり、修正が必要だと

思われたりする方は教えてください。本日は、パブコメ前ですので、新たな

意見をいただくというよりは、こちらを仕上げていくという形でいきますの

でよろしくお願いいたします。 

委員：会長のおっしゃったこととニュアンスは違いますが、49p の施策番号 28

番の「庁内及び関係機関」と修正したと説明ありましたが、私の資料では「庁

内及び民間機関」になっています。変更していないのでしょうか。 

事務局：28 番のところですが、民間機関以外との連携もありますので、関係

機関が正しいものとなります。修正いたします。申し訳ございません。 

会長：正しくは、「庁内及び関係機関」となります。その他何かありますか。 

委員：たくさん直していただいてありがとうございます。納得のいくものにな

っていると思います。施策のところの 48p や 44p に書かれているコラムが

よいと思いました。できれば 28p のところになじみのない言葉（アウティン

グ、SOGI、アライ）がいくつかありますので、コラムをつけていただけたら

なと思います。また前回の基本計画のときは資料編の基本条例の後に審議会

のメンバー表があったのですが、今回はないのでしょうか。 

事務局：後ろの資料編に、審議会のメンバー表は今後載せさせていただく予定

です。関連する法律などもここに載せる予定です。 

会長：ありがとうございます。では他にありませんか。 

副会長：２点あります。まず 24p の（４）の②市政に「活かされていない理由」

についてですが、グラフを見てみると回答の数値を足すと 100％になると思

います。しかし、複数回答なのでシングル回答であれば 100％ですが、複数
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回答にもかかわらず、100％ということはどれか一つしか選んでいないこと

になりますが、本当にそれでいいのかどうか。もしも、複数回答をしている

方がいるならば 100％を超えるはずですから、そこは元のデータに戻さない

といけないと思うので確認をお願いします。 

事務局：こちらについては表記の方を見直しさせていただきたいと思います。 

副会長：データを確認していただいて、複数答えた方がいれば 100％を超える

はずなので、それが実態になりますからそれに合わせた方がいいと思いま

す。もう一点確認ですが、差替で配ってある 23p の追加された②のグラフで

すが、この追加の趣旨は令和３年度の調査だけではなく、平成 28 年度との

比較を加えるという趣旨でよろしいですか。 

事務局：23p の②のグラフについては、差替えたものが正しいものとなってお

ります。誤った表記になっており申し訳ございません。 

副会長：これはどちらも複数選択なんですよね。気になったのは数値の変化な

のですが、平成 28 年度のときには増えない理由として「両立が難しいから」

は多いのは分かるのですが、「希望する女性が少ないから」、「そういう雰

囲気が職場にないから」がほぼ拮抗していたのですが、令和３年度を見ると

「そういう雰囲気が職場にないから」が減っていて、一方で「希望する女性

が少ないから」が増えています。そうすると、環境は改善してきているのに、

女性の意識は後退しているように見えてしまい、これでいいんですかってこ

となんですが、環境は改善したのに、当の女性の意識は逆に向いているよう

に読めるんですが、そういうことでいいのかという確認なんですが。 

事務局：こちらは職員意識調査の結果になるのですが、環境が変わってもやり

たくないという人はいると思います。環境としては整っているのですが、自

己の問題なのか仕事の複雑、多様化、責任の重さなのかはわかりませんが、

若い人の中にはやりたくないということなのかもしれません。 

副会長：世代が変わって若い人が増えてきたから管理職になりたくない人が増

えているという理屈なら分かるのですが、このデータを見ると管理職を希望
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しない女性が増えていると見えてしまうと思います。少し気になりました。

結果なので仕方ないとは思いますが。 

事務局：出てしまった数字なのでこれが実態ということになります。 

委員：以前聞いたことがあるのですが、管理職の希望調査をしたときに、管理

職を希望する人が少なかったが、しない理由を明記せよというアンケート形

態にしたら、管理職を希望する人が増えたということを聞いたことがありま

す。聞き方によって結果が違うのだなと思いましたが、これではその効果も

あまりないですね。折角頑張っているのに、効果が出ていなくて残念です。 

委員：２点あります。まず、コラムについてですが、小中学校や高校で使われ

ることを想定されるので、そういった児童生徒でもわかりやすいように用語

解説などをつけていただきたいです。 

もう一つは、50p の（３）の文章で一段落目では「偏見や差別」という言葉

が使われているのですが、二段落目では差別が抜けて「偏見」だけになって

います。差別解消に消極的なイメージを受け取ると思います。 

会長：まず、用語解説は入れていく方向で検討していきたいと思います。また、

50p のほうはトーンが落ちているということですが、これは意図があるので

しょうか。それともたまたまなのでしょうか。 

事務局：すみません、特に意図していたわけではありません。偏見の文字の前

に追加したいと思います。 

会長：せっかく一段落目でそう書かれているので、つなげていったほうか自然

でいいと思います。 

副会長：タイトルが「差別の解消」と書かれているので、そのまま生かした方

がいいと思います。差別を解消し、偏見を取り除くという形がいいと思いま

す。 

会長：おかげさまでだいぶいい感じに仕上がっているかと思います。少し検討

する部分等はありますけど、そちらの方は事務局のほうにお願いするとし

て、その他、事務局からご意見はありますでしょうか。 



様式第１号 

6 

事務局：スケジュールの方を説明させていただきたいと思います。今後は、今

回ご指摘いただいた部分を修正しまして、データの方を皆様にお送りいたし

ますので、ご確認をお願いいたします。また、概要版の作成を予定しており

ます。今回は間に合わず申し訳ございません。内容がかたまり次第、皆様に

お知らせしたいと思います。その後、12 月から 1 カ月ほどパブリックコメ

ントを実施いたしまして、意見等を募集する予定です。 

次回の審議会は、1 月末から２月上旬頃の開催を予定しており、パブリック

コメントの結果の報告などを予定しております。 

副会長：一点気づいたのですが、1p の 2 行目「性別に関わらず」のところは

この漢字を使わないので、変えた方がいいと思います。 

委員：そこはひらがなで表記した方がいいかと思います。 

委員：細かいところなのですが、45p の真ん中あたりの「小中学校において」

のところを、つくば市には義務教育学校もありますので「小中義務教育学校」

に変えていただきたいと思います。 

事務局：そのように修正させていただきます。 

会長：細かいところはまだ出てくるかと思いますので、遠慮なくお気づきのと

きに事務局のほうへお知らせいただければと思います。 

それでは素案の修正と概要版につきましては、事務局に一任するということ

で進めていきたいと思います。皆さまのお手元に届くと思いますので、表記

のことや修正等ありましたらご連絡をお願いします。他にご質問はここまで

でよろしいでしょうか。 

本日は、慎重な審議そして円滑な議事運営にご協力いただきありがとうござい

ました。以上で、第３回つくば市男女共同参画審議会を閉会します。 

ありがとうございました。 

以上 

 

 



令和４年度 第３回つくば市男女共同参画審議会次第 

 

日時 令和４年(2022 年)10 月 25 日(火)  

15:00～17:00 

場所 市役所２階 職員研修室(1)(2) 

 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議 事 

つくば市男女共同参画推進基本計画（2023～2027）素案について 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 



第２回つくば市男女共同参画審議会における意見への対応について 

No. 頁 意見内容 対 応 

１ １ 策定の趣旨に、重要な「男女の違いでみんなの気持ちが変

わる」ということが書かれていない。 

２行目「～性別に関わらず、全ての個人が、互いに～」に修正

した。 

２ 

 

１ 

 

策定の趣旨１０行目 しかし近年、様々な～の「しかし」は不

要ではないか。 

「しかし」を削除した。 

３ １ 策定の趣旨１４行目 そうした状況を踏まえ～の「そのよう

な」の文言がふさわしいのではないか。 

「このような」に修正した。 

４ ７ 国の動きに、２０２２年の「困難な問題を抱える女性への支

援に関する法律」を加えたほうが良い。 

年表に追加した。 

５ ８ 県の動きに、いばらきパートナーシップ宣誓制度を加えた

ほうが良い。 

年表に追加した。 

6 32 「将来指標」という表記ではなく、他の表現にしたほうが分

かりやすい。 

将来指標→前計画の将来指標に修正した。 

７ 35 ヘアロスに象徴されるルッキズムの問題を計画に盛り込

むにはどのようにしたら良いか。 

■男女共同参画意識の醸成を図るための普及啓発 ５行目

に『ルッキズム（外見に基づく差別・偏見）』を追記した。 

８ 36 「一人一人の人権尊重の推進」９行目 

「ＬＧＢＴ」と「ＬＧＢＴＱ等」という言葉が重なっている。 

「ＬＧＢＴ」を削除して「ＬＧＢＴＱ等」を表記した。 

９ 39 基本目標Ⅲの３行目「～ＤＶ等被害者が～」に性犯罪も加

えてはどうか。 

「～ＤＶや性犯罪等の被害者が～」に修正した。 



No. 頁 意見内容 対 応 

10 39 基本目標Ⅲの５行目「性の多様性や～」の「性の」を取り、

「多様性を認めることと、性的少数者への正しい理解」とし

てもよいのでは。 

多様性とすると、ダイバーシティと誤解される懸念もあり、こ

の計画では、性の多様性への正しい理解を広げる施策を実

施していくため、現状のままとする。 

11 39 基本目標Ⅳの下から２行目「～減災への女性参画の重要

性に鑑み、男女共同参画～」を、「災害による女性への多く

の影響の発生に鑑み～」とすると、避難所のこと等も含ま

れるのでは。 

「～減災への女性参画の重要性に鑑み、男女共同参画や女性

等への配慮の視点～」と修正した。 

12 40 体系図で、基本目標の後に「◆女性活躍推進計画」と「■Ｄ

Ｖ防止基本計画」を括弧書きで入れると、誤解の心配があ

るため、計画名を入れる必要がないのでは。 

体系図の下欄に記入する形で修正した。 

１3 40 「ＤＶ基本計画」ではなくて「ＤＶ防止基本計画」が正しいの

では。 

「ＤＶ防止基本計画」に修正した。 

14 41 「女性のための相談室」を知っている市民の割合を１００％

に近づけていただきたい。目標値を上げてほしい。 

市民の半数（女性）が知っていることを目標に、５０％の設定

で見直しした。 

15 

 

42 「マタニティサロンの夫またはパートナーの参加者の割合」

がＰ３２ の実績値の表記と一致しないため、数が倍にな

っている説明が必要である。 

Ｐ４２「活動目標量」の一覧表の下欄に※で説明書きを追記。 

16 42 活動目標量の目標値の欄の表現が「令和８年度末又は令

和９年４月１日現在」とあるが、「時点」ではないか。 

「令和８年度（2026 年度）」に修正した。 

17 42 目標値が小数点第一位まで出ているが、そこまで細かくす

る必要はないのでは。 

小数点第一位を削除した。 



No. 頁 意見内容 対 応 

18 45 「性教育の推進」を基本目標Ⅳではなく、基本目標Ⅰの学

校教育の分野に位置づけてもよいのでは。 

施策として実施していくのは、学校教育の場であることか

ら、基本目標Ⅰ（２）に移動し、施策名を統一した。 

19 46 施策番号７に「女性創業者」を追加してほしい。 創業支援は、男女問わず行っていることから、女性創業者に

限定した事業の実施は難しい。そのため、施策名を変更し、

「女性の多様な働き方に関する支援」とした。 

20 46 くるみん認定を受けている事業所を総合評価でプラス加

配してもよいのでは。 

まずは、公共事業への女性技術者の項目を設定することを

目標に進め、くるみん及びえるぼし認定企業等への取り組み

は、認定企業の広がりを見て今後検討していくこととする。 

21 49 基本目標Ⅲ（２）「被害者の早期発見、早期対応を図るた

め、利用しやすい時間等を拡充し、相談窓口の周知を図り

～」とするとよいのでは。 

「被害者の早期発見、早期対応を図るため、相談窓口の周知

や利用しやすい体制の充実を図り男女ともに相談事業へ～」

に修正した。 

22 49 施策番号２８「関係機関との連携強化」に、「庁内及び民間

の関係機関」を入れ、担当課にこども未来課を加えてはど

うか。 

「庁内及び関係機関」と修正した。 

担当課にこども未来課を加えることは、庁内の連携先がこど

も未来課だけではなく、高齢福祉課や障害福祉課など、相談

状況によって対応窓口が異なるため、こども未来課だけを担

当課に加えるのは見送ることとする。 

23 50 茨城県のパートナーシップ宣誓制度を広報する施策があ

ってもよいのでは。 

施策番号２９に文言を追加した。 

24 52 「ひとり親家庭に対する支援の充実」に、「ひとり親家庭お

よび女性の貧困に対する支援の充実」としてはどうか。 

生活困窮者支援は、女性に特化して支援する施策ではない

ため、施策名に入れることは難しいため、見送ることとした。 
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男女共同参画都市宣言 

 
 

つくば市は、万葉の昔から続く悠久の歴史と豊かな自然に恵まれ、世界と日本の文化が

溶けあう、人と自然と科学が調和しながら共存するまちです。 

つくば市は、男女が互いに人権を尊重し、ともに個性と能力に応じて社会のさまざまな

分野に参画し、義務も責任も協力してにない、いきいきと暮らすことができる社会をめざ

します。 

私たちは、このつくば市に誇りを持ち、希望あふれる未来に向かってさらに発展し、世

界に友情と平和の輪を広げることを願い、ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 

 

1 私たちは、男女が互いにひとりの人間として尊重しあい、自分らしく生きることの

できるまち「つくば」をめざします。 

1 私たちは、男女がその個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に対等に参画でき

るまち「つくば」をめざします。 

1 私たちは、男女が家庭でも職場でも協力しあい、思いやりあふれる地域社会をつく

り、ともに楽しむことのできるまち「つくば」をめざします。 

 

 

                             平成 15 年 11 月 16 日 
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第１章    計画の策定に当たって 

 

 

 

１  策定の趣旨 

本市では、平成９年に現在の「つくば市男女共同参画推進基本計画」の先駆け

となる「つくば市女性行動計画」を策定し、性別に関わらず、全ての個人が、互い

に人権を尊重し合い、責任も分かち合いつつ、個性と能力を十分に発揮できる男

女共同参画社会の実現に向けて、平成15年に「男女共同参画都市」を宣言しまし

た。 

平成16年3月には「つくば市男女共同参画社会基本条例」（以下「条例」という。）

を制定・施行し、この条例で男女共同参画社会の構築による人間性の尊重という

まちづくりに向けて市と市民、事業者がそれぞれの立場で果たすべき役割を明確

化し、連携して取り組みを行うことを定めました。 

近年、様々な法整備が進み、男女がともに様々な分野で活躍できる環境が整い

つつありますが、固定的な性別役割分担やアンコンシャス・バイアス（無意識の思

い込み）の存在がいまだ根強く残り、政策方針決定過程への女性の参画や男性の

家庭生活への参画は十分とは言えない状況です。 

このような状況を踏まえ、この度の「つくば市男女共同参画推進基本計画

（2018～2022）」の計画期間満了に当たり、本市における男女共同参画社会づ

くりの実効性を高めるため、これまで以上に焦点を絞った計画として、新たに「つ

くば市男女共同参画推進基本計画（2023～2027）」（以下「本計画」という。）を

策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
2 

 

２  計画の位置付け 

○ 本計画は、「つくば市男女共同参画社会基本条例」第7条の規定に基づき、本

市の男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、その基

本的な考え方と施策の方向性を具体的に示す計画で、「つくば市男女共同参画

推進基本計画（2018～2022）」の後継計画です。 

○ 本計画は、「つくば市未来構想」「つくば市戦略プラン」が示すまちづくりの理

念、「つながりを力に未来をつくる」の実現に向けた個別計画です。 

○ 本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に規定された「市町村男

女共同参画計画」であり、国の「男女共同参画基本計画」及び茨城県の「男女共

同参画推進条例」、「茨城県男女共同参画基本計画」と整合するものです。 

○ 本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV

防止法）」第2条の3第3項に基づく、本市における「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（DV防止基本計

画）」を含みます。  

○ 本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推

進法）」第6条第2項に基づく、本市における「女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策についての計画（女性活躍推進計画）」を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つくば市未来構想・つくば市戦略プラン 

つくば市男女共同参画社会基本条例 

第 6 次つくば市男女共同参画推進 

基本計画（2023～2027） 

〇つくば市高齢者福祉計画 

〇子ども・子育て支援プラン 

〇つくば市健康増進計画  など 

〇男女共同参画社会基本法 

〇第５次男女共同参画基本計画 

〇茨城県男女共同参画推進条例 

〇茨城県男女共同参画基本計画（第４次） 

連携・整合 

連携 

理念 

まちづくりの理念 
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３  計画の期間 

本計画は、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度までの5年間を計画期

間とします。 

なお、社会情勢の変化や計画の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを行い

ます。 

 

 令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

令和７ 

（2025） 

年度 

令和８ 

（2026） 

年度 

令和９ 

（2027） 

年度 

つくば市 
つくば市男女共同
参画推進基本計画
（2018～2022） 

第６次つくば市男女共同参画推進基本計画 

（2023～2027） 

茨城県 茨城県男女共同参画基本計画（第４次）   

国 第５次男女共同参画基本計画   
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第２章    男女共同参画を取り巻く現状 

 

 

１  国内・外の男女共同参画に関する動向 

（１）世界の動き  

○ 昭和 50（1975）年  「国際婦人年」設定 

昭和51（1976）年からの10年間を「国連婦人の10年」とすることが決まりました。

同年にメキシコシティで開催された「国際婦人年世界会議」において、女性の自立と地

位向上を目指し、各国が10年間に取り組むべき指針となる「世界行動計画」が採択さ

れました。 

○ 昭和 55（1980）年  「女子差別撤廃条約」署名 

デンマークのコペンハーゲンで開催された「国連婦人の10年世界会議」で、国連憲章

や女子差別撤廃宣言等に規定された性による差別禁止の原則を更に具体化した「女子

に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」の署名式が行

われました。 

○ 昭和 60（1985）年  「ナイロビ将来戦略」採択 

ケニアのナイロビで開催された「国連婦人の10年ナイロビ世界会議」で、世界行動計

画の実現期限を2000年まで延長することが決定され、「2000年に向けての女性の

地位向上のためのナイロビ将来戦略（ナイロビ将来戦略）」が採択されました。 

○ 平成５（1993）年  「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」採択 

国連総会で「宣言」が採択され、女性に対する暴力が重大な人権侵害であり、その根

絶が急務であることが確認されました。 

○ 平成７（1995）年  「北京行動綱領」採択 

中国の北京で開催されたアジアで初めての世界女性会議で、21世紀に向けて各国、

NGOなどが取り組むべき行動指針となる「北京行動綱領」が採択されました。 

○ 平成 12（2000）年  「女性 2000 年会議」開催 

国連本部で開催された会議で、21世紀に向けての行動指針である「政治宣言」と

「北京宣言と行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ（成果文書）」が採択さ

れました。  
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○ 平成 17（2005）年  「北京宣言及び行動綱領」等の再確認の実施 

第49回国連婦人地域委員会において「北京宣言及び行動綱領」と「女性2000年会

議」の成果文書の再確認と実施状況の評価・見直しが行われました。 

○ 平成 23（2011）年  「UN Women」発足 

女性と女児に対する差別の撤廃や女性のエンパワーメントに取り組む組織として平

成22（2010）年の国連総会決議により設立された「UN Women」が発足しました。 

○ 平成 27（2015）年  「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」採択 

国連総会において採択された「2030アジェンダ」の中で、経済・社会・環境などの開

発問題に対応するた めの17のゴール（持 続可能な開発目標 Sustainable 

Development Goals: ＳＤＧｓ）のひとつに、「ジェンダー平等と女性・女児のエンパ

ワーメント」が掲げられました。 

○ 平成 28（2016）年  G7 伊勢・志摩サミット「女性の能力開花のための G7 

行動指針」及び「女性の理系キャリア促進のためのイニ

シアティブ(WINDS)」に合意 

G7伊勢志摩サミットにおいて、持続可能な開発のための２０３０アジェンダと全ての

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実施に貢献するとの観点から、「女性の能力開花のた

めのG7 行動指針」及び「女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ(WINDS)」

に合意しました。                      

○ 令和元（2019）年  G20 「大阪首脳宣言」を採択 

G20大阪サミットにおいて、不平等への対処による成長の好循環の創出として、ジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメントの必要性が「G20大阪首脳宣言」が採択され

ました。 

○ 令和２（2020）年  第 64 回国連女性の地位委員会｢北京＋25｣記念会合 

開催 

グローバルなデータと分析に裏打ちされ、女性の権利についての広範で参加型、か

つ実地調査に基づいた包括的な報告書に基づいて、UN Womenは「北京報告書25

年後の女性の権利レビュー」（Women’s rights in Review 25 Years After 

Beijing Report）を刊行し、1995年の北京宣言及び行動綱領採択後の女性の権利

の進展とそれを阻む障害を検証しました。 
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（２）国の動き  

○ 昭和 50（1975）年  「婦人問題企画推進本部」設置 

総理府内に「婦人問題企画推進本部」が設置され、昭和52（1977）年に「国内行動

計画」が策定されました。 

○ 昭和 60（1985）年  「女子差別撤廃条約」批准 

「男女雇用機会均等法」などの国内法の整備を進めたのち、「女子差別撤廃条約」を

批准しました。 

○ 昭和 62（1987）年  「新国内行動計画」策定 

長期的展望に基づいた女性に関する施策の基本的方向を定めた「西暦2000年に

向けての新国内行動計画」が策定されました。 

○ 平成６（1994）年  「男女共同参画室」「男女共同参画審議会」設置 

○ 平成８（1996）年  「男女共同参画 2000 年プラン」策定 

21世紀に向けた男女共同参画社会の形成を促進するために「男女共同参画2000

年プラン」が策定されました。 

○ 平成 11（1999）年  「男女共同参画社会基本法」公布 

男女共同参画社会の形成を21世紀の最重要課題として位置付ける「男女共同参画

社会基本法」が公布されました。 

○ 平成 12（2000）年  「男女共同参画基本計画」閣議決定 

「男女共同参画社会基本法」に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の総合的な推進を図るための基本的な計画「男女共同参画基本計画」が策定されま

した。 

○ 平成 13（2001）年  「配偶者暴力（ＤＶ）防止法」公布 

女性に対する暴力を人権に関わる問題と捉え、暴力の防止と被害者の保護を目的と

した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（「配偶者暴力防止法」

又は「DV 防止法」）」が公布されました。 

○ 平成 15（2003）年  「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」

閣議決定 

社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が平成32（2020）

年までに少なくとも30％程度になることを期待し、女性のチャレンジ支援策に取り組

むことが明記されました。  
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○ 平成 17（2005）年  「第 2 次男女共同参画基本計画」閣議決定 

○ 平成 19（2007）年  「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」 

「仕事と生活の調和のための行動指針」策定 

国民全体の仕事と生活の調和の実現が我が国社会を持続可能なものにする上で不

可欠であることから、国民運動を通じた気運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備

などの促進・支援策に積極的に取り組むための「憲章」と「行動指針」が、「官民トップ会

議」において策定されました。 

○ 平成 22（2010）年  「第 3 次男女共同参画基本計画」閣議決定 

○ 平成 25（2013）年  「日本再興戦略」閣議決定 

「女性が働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻す」ことが戦略の中核に位置付

けられました。 

○ 平成 27（2015）年  「女性活躍推進法」公布 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に

発揮されるようにするために、10年間の時限立法として「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が公布されました。 

「第４次男女共同参画基本計画」閣議決定 

｢女性･平和･安全保障に関する行動計画｣策定 

安保理決議第1325号（女性と平和・安全保障の問題を明確に関連づけた初の安保

理決議）等の履行に関する行動計画を策定されました。 

○ 平成 30（2018）年  ｢政治分野における男女共同参画推進法｣公布･施行 

「セクシュアル･ハラスメント対策の強化について～メデ

ィア･行政間での事案発生を受けての緊急対策～｣策定 

○ 令和元（2019）年  ｢女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の

一部を改正する法律｣公布 

○ 令和２（2020）年  「第５次男女共同参画基本計画」閣議決定 

○ 令和４（202２）年  「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」公布 

                                          （令和 6 年 4 月施行） 
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（３）県の動き  

○ 昭和 53（1978）年  「青少年婦人課」設置 

茨城県における男女共同参画への取組が開始されました。 

○ 平成３（1991）年  「いばらきローズプラン」策定 

「茨城県女性対策推進本部」設置 

茨城県における女性行政施策の推進を図るために、庁内の体制が整備されました。 

○ 平成８（1996）年  「いばらきハーモニープラン」策定 

茨城県が取り組むべき女性施策の指針として、男女のより良いパートナーシップの

確立を基本理念とした「いばらきハーモニープラン」が策定されました。 

○ 平成 13（2001）年  「茨城県男女共同参画推進条例」制定 

「男女共同参画社会基本法」の理念を受けて、男女共同参画社会の実現に向けて、

県・県民・事業者が一体となって取り組むための基本となる「茨城県男女共同参画推進

条例」が制定・施行され、同時に「茨城県男女共同参画審議会」の設置、「茨城県女性対

策推進本部」の「茨城県男女共同参画推進本部」への名称変更など、推進体制が整備さ

れました。 

○ 平成 14（2002）年  「茨城県男女共同参画基本計画」策定 

「男女共同参画社会基本法」に基づく法定計画として「茨城県男女共同参画基本計画」

と「茨城県男女共同参画実施計画」が策定されました。 

○ 平成 17（2005）年  「女性プラザ男女共同参画支援室」開設 

男女共同参画施策を推進する拠点として、「女性プラザ男女共同参画支援室」が、茨

城県女性青少年課に開設されました。 

○ 平成 18（2006）年  「茨城県男女共同参画実施計画」策定 

○ 平成 23（2011）年  「茨城県男女共同参画基本計画（第２次）」策定 

○ 平成 28（2016）年  「茨城県男女共同参画基本計画（第３次）」策定 

○ 平成 30（2018）年  女性青少年課を女性活躍･県民協働課に再編 

○ 平成 31（2019）年  ｢茨城県男女共同参画推進条例｣一部改正 
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○ 令和元（2019）年  「いばらきパートナーシップ宣誓制度」導入 

「パートナーシップ宣誓制度」は、性的少数者のカップルを自治体が結婚に相当する

関係として認めるもので、茨城県が全国の都道府県で初めて導入しました。 

○ 令和２（2020）年  ｢女性プラザ｣と｢女性プラザ男女共同参画支援室｣の機

能を一元化し｢男女共同参画センター｣を設置 

｢男女共同参画センター｣を｢ダイバーシティ推進センタ

ー｣に改称 

 

（４）市の動き  

○ 平成６（1994）年  女性行政担当を福祉部から企画部へ組織変更 

○ 平成７（1995）年  庁内組織である「つくば市女性行政連絡会議」設置 

○ 平成８（1996）年  市民による「つくば市女性懇話会」設置 

○ 平成９（1997）年  「つくば市女性行動計画」策定 

○ 平成 11（1999）年  市民環境部市民活動課女性行政室に組織変更 

市内において「いばらき国際女性会議」開催 

○ 平成 12（2000）年  「つくば男・女のつどい」、「男・女セミナー」開始 

国・県の主催による「いばらき国際女性会議」を継承・発展させ、市主催で、市民の交流

を図る「つくば男・女（みんな）のつどい」と女性の能力開発支援などの学習会「男・女（ひ

とひと）セミナー」を開始しました。 

○ 平成 14（2002）年  「つくば市女性のための相談室」開設 

○ 平成 15（2003）年   男女共同参画推進課に組織変更 

「つくば市男女共同参画推進計画（第２次）」策定 

「男女共同参画都市」宣言 

男女共同参画の推進を広く意思表示するために、県内５番目として「男女共同参画都

市」宣言を行いました。 
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○ 平成 16（2004）年  「つくば市男女共同参画社会基本条例」制定 

行政と市民、事業者が一体となって男女共同参画社会づくりに取り組んでいくことを

明らかにするため、「つくば市男女共同参画社会基本条例」を制定しました。 

庁内組織である「つくば市男女共同参画推進本部」設置 

市民による「つくば市男女共同参画審議会」設置 

「つくば市男女共同参画苦情等処理規則」制定 

○ 平成 19（2007）年  市民活動課男女共同参画室に組織変更 

○ 平成 20（2008）年  「つくば市男女共同参画推進基本計画（2008～2012）」

策定 

○ 平成 22（2010）年  「つくば市男性のための電話相談」開設 

○ 平成 25（2013）年  「つくば市男女共同参画推進基本計画（2013～2017）」

策定 

○ 平成 30（2018）年  「つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）」

策定 

○ 令和３（2021）年  「つくば市男女共同参画に関する市民意識調査」実施 
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２  男女共同参画に関わる本市の現状 

（１）人口に関する状況  

① つくば市の人口の推移 

本市では、平成７年以降、5年ごとに9,000～14,000人の範囲で人口増加が続いて

おり、令和２年には、約24万人となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） ＜参考＞は住民基本台帳による（令和３年１月１日） 
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② つくば市の年齢３区分別人口構成比の推移 

人口３区分別の構成比を見ると、65歳以上の高齢者人口割合が増加する一方で、15

～64歳の人口構成比は減少傾向にあり、高齢化は徐々に進んでいることが分かります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） ＜参考＞は住民基本台帳による 

 

③ つくば市の出生数と男女比の推移 

本市における年間の出生数は、平成25年から令和３年まで、ほぼ2,200人前後で安

定した推移となっています。男女比については、女性の比率が50％をやや下回る年が多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計（茨城県） 
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④ 出生率（人口千人当たり）の推移 

人口千人当たりの出生率は、ゆるやかに低下している傾向がありますが、国や県に比

べて、高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：人口動態統計（厚生労働省、茨城県） 
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（２）世帯に関する状況  

⑤ 世帯数と世帯人員の推移 

本市では世帯数も増加が続いており、令和2年では約11万世帯となっています。世帯

当たりの人員（世帯人員）について見ると、世帯数の増加割合が人口の増加割合を上回

っているため、減少傾向にあり、令和２年には2.19人となりました。 

本市の世帯人員は、平成7年以降、茨城県全体よりも0.3人程度低く推移しています。

また、国との比較では、ほぼ同様の値となっていますが、平成12年にクロスし、それ以降

は本市の世帯人員のほうが低くなる傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

  

一般世帯数（つくば市） 世帯人員（つくば市）
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（３）婚姻に関する状況  

⑥ 人口千対の婚姻率・離婚率の推移 

本市における人口千人当たりの婚姻率は、平成26年以降茨城県平均よりも高く推移

し、令和2年で5.4となっています。 

人口千人当たりの離婚率については、平成26年から令和2年まで、本市も茨城県も横

ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県人口動態統計、人口動態統計（厚生労働省） 

 

※人口千対…1000人の人口集団の中での発生比率 
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1.5

1.9

1.5 1.6 1.6

1.7 1.61.8
1.8

1.7 1.7 1.7 1.7 1.6
1.7 1.8

1.7
1.7 1.7 1.7 1.6

0
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2

3

4

5

6

7

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

(人口千対)

婚姻率（つくば市） 婚姻率（茨城県）

婚姻率（国） 離婚率（つくば市）

離婚率（茨城県） 離婚率（国）
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（４）就業に関する状況  

⑦ 女性の年代別労働力率の推移 

本市の令和2年における女性の労働力率は、25歳以上で茨城県に比べて高く、国と同

程度となっています。また、本市の平成22年と比べると、30～44歳では、「М字カーブ」

の凹みが浅くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

⑧ つくば市の女性の年代別・婚姻形態別労働力率の推移（令和２年） 

婚姻形態別に見ると、令和2年において未婚女性と既婚女性の労働力率は、特に25

歳から54歳までの年代で大きな差が見られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
 
※労働力率 15 歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める労働力人口の割合のことを

いいます。  

17.2 

64.4 

83.3 
76.4 

75.9 78.2 79.8 78.6 74.6 

61.4 

21.3 

15.0

64.8
75.9

70.7 71.4
74.5

75.8 74.7
71.3

59.1

19.2
20.4

75.4

85.9 77.8
76.0 79.4 81.0 80.0

74.3

61.0

18.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

(％)

14.0 

55.6 

80.8 
85.0 84.0 82.5 81.2 80.9 

74.1 

58.9 

26.6 
38.5

59.9

67.8
63.4 64.8

69.1 71.7 70.9 68.6

56.8

24.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

(％)

未婚 既婚

令和2年 つくば市 平成27年 つくば市 平成22年 つくば市

令和２年 茨城県 令和２年 国
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⑨ 既婚女性の 60 歳未満の就業率の推移 

既婚女性の60歳未満の就業率の推移を見ると、平成17年以降増加傾向にあります。

平成22年までは国、茨城県と比較して低かったが、平成27年以降は国、茨城県と同程

度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

（5）ワーク･ライフ・バランスに関する状況  

⑩ 小さな子どものいる夫婦の家事・育児の実施状況 

６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児の実施状況を、１日当たりの行動者率で見

ると、平成28年で妻・夫共に有業（共働き）の世帯では家事で23.3％、育児で31.0％と

なっており、夫が有業で妻が無業の世帯では家事で14.0％、育児で29.6％となってい

ます。平成23年と比較すると、大きな差異はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和２年版男女共同参画白書 

  

54.9 
56.0 

64.7 

68.2 

59.0
60.8

66.1

69.6

58.1
59.5

63.5

66.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

(％)

つくば市 茨城県 全国

＜家事＞

平成23年

平成28年

19.5

23.3

80.5

76.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12.2

14.0

87.8

86.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妻・夫共に有業（共働き）の世帯 夫が有業で妻が無業の世帯 

※「夫婦と子供の世帯」における６歳未満の子供を持つ夫の１日当たりの「家事」及び「育児」の行動者率

（週全体平均） 

 行動者率……該当する種類の行動をした人の割合（％） 

 非行動者率……100％－行動者率 

行動者率 非行動者率

＜育児＞

平成23年

平成28年

32.8

31.0

67.2

69.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

29.6

29.6

70.4

70.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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⑪ ６歳未満の子供を持つ夫婦の家事・育児関連時間の推移 

６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間の推移を見ると、夫の家事・育児

関連時間は、いずれの世帯も増加傾向にあるものの平成28年では共働き世帯の夫で

82分、夫有業・妻無業世帯の夫で74分と妻と比較すると低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年版男女共同参画白書 

⑫ 15～64 歳の男女別に見た 1 日当たりの生活時間の国際比較（週全体平均） 

日本女性の有償労働時間と無償労働時間は、比較国と大きな差はみられませんが、日

本男性の有償労働時間は極端に長くなっており、総労働時間に占める割合は９２％に達

しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年版男女共同参画白書 

家事 育児 買い物 介護・看護
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３  男女共同参画に関する市民意識調査結果（概要） 

（１）男女共同参画の意識について  

① 男女の地位の平等感【市民意識調査】 

『学校教育の場』以外の全ての項目で、「男性の方が非常に優遇されている」と「どちら

かといえば男性の方が優遇されている」をあわせた“男性の方が優遇されている”の割合

が高くなっています。特に、『政治の場』『社会通念、慣習、しきたりなど』『社会全体』では、

“男性の方が優遇されている”の割合が高くなっています。また、『学校教育の場』では「平

等」の割合が最も高くなっています。 

平成28年度調査と比較すると、『学校教育の場』『政治の場』『法律や制度』『社会全体』

では、“男性の方が優遇されている”の割合が増加しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男性の方が非常に優遇されている

平等

女性の方が非常に優遇されている

無回答

どちらかといえば男性の方が優遇されている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

わからない

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

令和３年度調査
回答者数＝911

平成28年度調査
回答者数＝884

（７）法律や制度

（８）社会全体

（１）家庭生活

（２）職場

（３）学校教育の場

（４）政治の場

（５）区会（自治会）等
      の地域活動の場

（６）社会通念、慣習、
　　　しきたりなど

9.3

8.8

10.4

12.8

1.6

2.0

31.5

23.9

12.8

13.3

19.9

18.6

12.1
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39.3

42.0

39.8

43.4

13.6

11.5

41.3

44.3

34.2

34.4

51.9

54.5

37.1

36.0

54.7

58.1

37.3

37.3

26.7

22.2

52.8

59.3

11.0

15.6

27.9

29.0

13.3

13.6

29.4

36.0

15.1

16.4

4.4

5.2

4.7

6.4

2.0

2.5

1.0

1.4

2.3

2.6

1.0

1.9

2.6

4.8

3.6

5.1

1.6

1.0

1.1

0.6

0.2

0.3

0.3

0.3

0.7

0.3

0.5

0.6

1.0

0.6

0.9

0.5

5.8

4.3

11.1

10.7

23.5

19.7

10.4

11.7

18.9

17.3

9.4

8.0

14.6

12.2

9.0

8.1

2.2

1.4

6.1

3.8

6.3

4.6

4.5

2.8

3.2

3.1

4.0

2.8

3.2

2.3

3.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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② 「男性は仕事、女性は家庭」という考え方【市民意識調査】 

「賛成」と「どちらかといえば賛成」をあわせた“賛成”の割合が23.5％、「どちらかとい

えば反対」と「反対」をあわせた“反対”の割合が61.9％となっています。 

全国、茨城県と比較すると、“賛成”の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

性別でみると、男性に比べ、女性で“反対”の割合が高くなっています。一方、女性に比

べ、男性で“賛成”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 無回答

回答者数 =

女性 486

男性 417

1.0

3.8

17.1

26.1

30.0

34.1

37.4

21.1

12.3

11.8

2.1

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

※茨城県：令和元年度 県民意識調査 

全国：令和元年度 男女共同参画社会に関する世論調査 

回答者数 =

つくば市 911

茨城県 1,383

全　国 2,645

2.3

3.5

7.5

21.2

22.8

27.5

31.6

26.2

36.6

30.3

41.1

23.2

12.0

5.4

5.2

2.6

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（２）女性の働き方  

① 女性が職業をもつことに対する考え方【市民意識調査】 

「女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける方がよい」の割合が42.8％と最も

高く、次いで「女性は出産や子育てで一度退職し、その時期が過ぎたら再び仕事をもつ方

がよい」の割合が35.5％となっています。 

平成28年度調査と比較すると、「女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける方

がよい」の割合が増加しています。一方、「女性は出産や子育てで一度退職し、その時期

が過ぎたら再び仕事をもつ方がよい」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

性別でみると、男性に比べ､女性で「女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける

方がよい」の割合が高くなっています。一方､女性に比べ、男性で「女性は出産や子育て

で一度退職し、その時期が過ぎたら再び仕事をもつ方がよい」の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和３年度調査 911

平成28年度調査 884

42.8

36.5

4.4

6.6

2.2

3.3

35.5

41.1

0.3

0.8

10.6

8.9

4.2

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける方がよい

女性は子どもができるまでは、仕事を続けた方がよい

女性は結婚するまでは、仕事を続けた方がよい

女性は出産や子育てで一度退職し、その時期が過ぎたら再び仕事をもつ方がよい

女性は仕事を一生もたない方がよい

その他

無回答

回答者数 =

女性 486

男性 417

48.4

36.2

3.9

5.0

1.6

2.6

30.5

41.7

0.2

0.5

11.7

9.4

3.7

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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② 女性が起業して社会に出ていないと思う理由（複数選択）【市民意識調査】 

「家庭における女性の負担が大きいから」の割合が63.5％と最も高く、次いで「起業

を希望する女性が少ないから」の割合が47.4％、「社会の中に女性が起業しにくい雰囲

気があるから」の割合が38.7％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

性別でみると、男性に比べ、女性で「家庭における女性の負担が大きいから」「起業の

際に、男性の方が優遇されているから」「社会の中に女性が起業しにくい雰囲気があるか

ら」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（件
） 

女
性
の
起
業
に
関
す
る
制

度
が
十
分
で
な
い
か
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る
女
性
の
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が
大
き
い
か
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は
起
業
す
る
た
め
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を
身
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つ
け
る
機
会

が
少
な
い
か
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起
業
の
際
に
、
男
性
の
方
が

優
遇
さ
れ
て
い
る
か
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起
業
を
希
望
す
る
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性
が

少
な
い
か
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社
会
の
中
に
女
性
が
起
業

し
に
く
い
雰
囲
気
が
あ
る

か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

女性 131 15.3 70.2 24.4 29.8 45.0 42.0 0.8 0.8 

男性 131 18.3 58.0 27.5 16.8 48.9 35.1 3.1 － 

  

回答者数 = 266 ％

女性の起業に関する制度が十分でないから

家庭における女性の負担が大きいから

女性は起業するためのスキルを身につける機会が
少ないから

起業の際に、男性の方が優遇されているから

起業を希望する女性が少ないから

社会の中に女性が起業しにくい雰囲気があるから

その他

無回答

16.5

63.5

25.9

22.9

47.4

38.7

1.9

0.4

0 20 40 60 80 100
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（３）ライフイベントにおける離職状況  

① 結婚、出産、育児、または介護に際して退職した従業員の有無【事業所調査】 

「いない」の割合が58.3％と最も高く、次いで「いる・結婚に際して」の割合が14.2％、

「いる・妊娠、出産に際して」の割合が10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市職員の女性管理職が増えないと思う理由（複数選択）【職員意識調査】 

「管理職を希望する女性が少ないから」の割合が59.3％と最も高く、次いで「仕事と

家庭の両立が難しいから」の割合が50.0％、「社会的に女性管理職を受け入れない雰囲

気があるから」の割合が16.1％となっています。 

 

 

 

 

  

いる・結婚に際して いる・妊娠、出産に際して いる・育児に際して

いる・介護に際して いない 無回答

回答者数 =

令和３年度調査 127

平成28年度調査 99

14.2

19.2

10.2

10.1

5.5

9.1

3.9

6.1

58.3

53.5

7.9

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

％

仕事と家庭の両立が難しいから

女性は昇進・昇格するためのス
キルを身につける機会が少ない
から

管理職を希望する女性が少ない
から

職場の中に女性管理職を
受け入れない雰囲気があるから

社会的に女性管理職を
受け入れない雰囲気があるから

その他

無回答

50.0

4.2

59.3

11.9

16.1

10.2

1.7

44.6

13.1

33.1

26.2

17.7

6.2

0.8

0 20 40 60 80 100
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（４）市政運営について  

① つくば市の市政運営における女性の意見や視点の反映【市民意識調査】 

「十分に活かされている」と「ある程度活かされている」をあわせた“活かされている”

の割合が50.3％、「あまり活かされていない」と「全く活かされていない」をあわせた“活

かされていない”の割合が22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 活かされていない理由（複数選択）【市民意識調査】 

「市政運営の中心的主体が男性だから」の割合が50.7％と最も高く、次いで「女性の

参画の場が少ないから」の割合が25.2％、「女性の参画意識が低いから」の割合が

21.1％となっています。 

 

 

  
回答数 = 298 ％

女性の参画の場が少ないから

女性の参画意識が低いから

市政運営の中心的主体が男性だから

その他

無回答

25.2

21.1

50.7

2.3

0.2

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

令和３年度調査 911

平成28年度調査 884

1.9

2.3

48.4

43.1

21.1

25.2

1.8

2.0

21.0

18.9

5.9

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

十分に活かされている ある程度活かされている あまり活かされていない

全く活かされていない その他 無回答
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③ 市政への女性参画の有効策（複数選択）【市民意識調査】 

「審議会・委員会等への女性の登用増」の割合が46.4％と最も高く、次いで「市民の意

見や提案等の募集拡充」の割合が39.6％、「女性議員の増員」の割合が39.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

審議会・委員会等への女性の登用増

市民の意見や提案等の募集拡充

市民活動に対する支援の充実

女性議員の増員

広報活動の強化

市職員の女性管理職を増やす

その他

無回答

46.4

39.6

24.1

39.3

24.4

31.2

4.5

6.5

44.1

34.4

18.6

35.3

18.4

－

3.5

12.4

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 911）

平成28年度調査

（回答者数 = 884）

※前回調査に「市職員の女性管理職を増やす」の選択肢は

ありませんでした。 
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④ 男女共同参画社会の実現に向けて市が取り組むべきこと（複数選択） 

【市民意識調査】 

「保健・子育て環境の充実」の割合が30.8％と最も高く、次いで「介護支援・高齢者施

策の充実」の割合が23.6％、「学校教育における男女共同参画意識の育成」の割合が

23.5％となっています。 

平成28年度調査と比較すると、「各種健診・母子保健相談等の母性保護・母子保健の

充実」「介護支援・高齢者施策の充実」の割合が減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

講演会やセミナーなど学習機会の充実

男性の意識啓発活動

女性の意識啓発活動

男女共同参画に関する情報の収集・提供

市民活動の支援充実

各種健診・母子保健相談等の母性保護・
母子保健の充実

保健・子育て環境の充実

学校教育における男女共同参画意識の
育成

介護支援・高齢者施策の充実

就労等情報の収集・提供

女性の職業教育の充実

女性の社会参画機会の充実

相談事業の充実

男女共同参画センター等専門施設の設置
（活動や交流、学習の場）

配偶者暴力相談支援センターの設置

女性の視点を活かした防犯・防災への
取り組み

その他

無回答

15.4

17.0

15.3

22.0

12.8

12.4

30.8

23.5

23.6

5.8

6.8

12.0

6.3

5.0

5.8

11.2

3.2

9.0

12.1

16.5

12.1

19.3

9.4

17.9

29.5

21.6

36.3

8.4

6.7

11.1

5.7

4.5

－

14.4

2.4

8.7

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 911）

平成28年度調査

（回答者数 = 884）

※前回調査に「配偶者暴力相談支援センターの 

設置」の選択肢はありませんでした。 
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（５）人権について  

① ＤＶを受けた人の相談の有無【市民意識調査】 

「相談した」の割合が43.3％と最も高く、次いで「相談しようとは思わなかった」の割

合が33.3％、「相談したかったが、相談しなかった」の割合が21.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 相談しなかった理由（複数選択）【市民意識調査】 

「相談しても無駄だと思ったから」の割合が51.5％と最も高く、次いで「自分さえ我慢

すればよいと思ったから」の割合が42.4％、「相談するほどのことではないと思ったか

ら」の割合が36.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和３年度調査 60

平成28年度調査 63

43.3

25.4

21.7

23.8

33.3

39.7

1.7

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談した 相談したかったが、相談しなかった

相談しようとは思わなかった 無回答

％

誰（どこ）に相談してよいのかわからなかったから

恥ずかしいと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

相談したことがわかると、仕返しやもっとひどい
暴力などを受けると思ったから

相談相手（担当者）の言動により不快な思いをすると
思ったから

どこにも逃げ場がないと思い、無気力になったから

自分さえ我慢すればよいと思ったから

世間体が悪いから

他人を巻き込みたくなかったから

子どもに被害が及ぶと思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

その他

無回答

21.2

18.2

51.5

6.1

9.1

3.0

42.4

12.1

15.2

9.1

9.1

33.3

36.4

12.1

6.1

17.5

12.5

50.0

10.0

10.0

7.5

45.0

17.5

7.5

10.0

0.0

30.0

25.0

5.0

7.5

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 33）

平成28年度調査

（回答者数 = 40）
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③ 性的少数者に関する言葉の認知度【市民意識調査】 

『セクシュアル・マイノリティ、性的少数者』『ＬＧＢＴ、ＬＧＢＴＱ等』『カミングアウト』『性自

認、性同一性、性別違和』『性的指向』の項目で、「言葉を聞いているし、意味も知っている」

の割合が高くなっています。一方、『アウティング』『ＳＯＧＩ（ソジ、ソギ）』『アライ（Ally）』の

項目で、「言葉を聞いたことがないし、意味も知らない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 911

（１）セクシュアル・マイノリティ、
      性的少数者

（２）ＬＧＢＴ、ＬＧＢＴＱ等

（３）カミングアウト

（４）アウティング

（５）ＳＯＧＩ（ソジ、ソギ）

（６）アライ（Ally）

（７）性自認、性同一性、性別違和

（８）性的指向

61.9

54.9

71.8

8.1

2.9

2.9

64.9

49.3

23.4

20.3

15.7

15.6

10.2

8.3

22.4

25.6

9.8

20.0

7.4

70.5

81.2

82.2

7.6

19.6

4.9

4.8

5.2

5.8

5.7

6.6

5.2

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉を聞いているし、意味も知っている

言葉を聞いているが、意味は知らない

言葉を聞いたことがないし、意味も知らない

無回答
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④ 性的少数者に関連することの認知度（複数選択）【市民意識調査】 

「就職や就業において当事者は不利益な扱いや差別を受ける場合があること」の割合

が53.2％と最も高く、次いで「学校において当事者は不登校や不適応になりやすいこと」

の割合が46.2％、「当事者カップルでの賃貸住宅入居や共同での住宅ローン契約を断ら

れる場合があること」の割合が35.5％となっています。 

  

回答者数 = 911 ％

学校において当事者は不登校や不適応になり
やすいこと

就職や就業において当事者は不利益な扱いや
差別を受ける場合があること

当事者カップルでの賃貸住宅入居や共同での
住宅ローン契約を断られる場合があること

パートナーが医療を受ける際に当事者が望まない
扱いを受ける場合があること

当事者はそうでない人に比べて精神面で不調と
なる率や自殺率が高いこと

当事者はそうでない人に比べて性被害を受け
やすいこと

災害の避難所で当事者は困難を感じやすいこと

茨城県において当事者の相談窓口が設置されて
いること

いばらきパートナーシップ宣誓制度が実施されて
いること

その他

無回答

46.2

53.2

35.5

21.7

25.9

12.5

25.1

5.7

5.8

3.0

26.1

0 20 40 60 80 100
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（６）災害について  

① 災害時に避難所に必要なもの【市民意識調査】 

『男女別の更衣室』『授乳室』『プライバシー確保のための間仕切り』『男女別のトイレ』

『女性用品の常備』の項目で、「必要だと思う」と「どちらかといえば必要だと思う」をあわ

せた“必要だと思う”の割合が高くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえばなくてもかまわない なくてもかまわない

わからない 無回答

回答者数 = 911

（１）男女別の更衣室

（２）授乳室

（３）プライバシー確保のための
      間仕切り

（４）男女別のトイレ

（５）女性用品の常備

（６）女性の運営責任者

（７）女性の相談員

（８）性的被害等の発生予防対策や
      相談窓口 【新規項目】

（９）その他

85.7

80.1

81.6

86.7

81.0

52.7

64.5

60.3

4.0

9.9

13.2

12.6

8.2

13.1

28.0

24.7

25.5

0.4

0.7

1.4

1.5

0.9

0.3

9.4

3.4

5.3

0.3

0.4

0.3

0.4

0.8

0.5

2.4

1.3

1.4

0.8

0.9

0.7

0.7

1.6

3.7

2.1

3.5

3.7

2.5

4.1

3.2

2.7

3.4

3.7

4.0

4.1

91.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４  つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）の推進状況  

（１）評価一覧  

「つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）」では、３つの基本目標のもと

で28の施策を推進してきました。令和３（2021）年度の推進計画について、以下のA～

Ｅの基準により、各施策の実施度の評価を行った結果は、次のとおりでした。 

 

【計画実施度の評価】 

Ａ 順調(当初の計画以上に施策を実施した) 

Ｂ おおむね順調(当初の計画どおり施策を実施した) 

Ｃ 遅れ(当初計画した施策を一部実施できなかった) 

Ｄ 未実施(当初計画した施策を全部実施できなかつた) 

Ｅ 終了(計画期間(2018～2022)途中に終了した施策) 

 

全体で見ると17.9％の施策が評価A、71.4％の施策が評価B、評価Cの施策は

10.7％、評価D、評価Ｅはありませんでした。 

基本目標別に見ると、基本目標３（一人ひとりの人権の尊重）では、全ての施策が評価

Ｂでした。 

また、基本目標２（あらゆる分野での活躍推進）で評価Aの施策が４つ（「起業・創業を目

指す人への情報提供・資金面の援助」「女性の参画が少ない分野での支援」「男性の家庭

生活への参画促進」「男性職員の育児休業取得促進」）ありました。  

一方、基本目標１（男女共同参画社会の基盤整備）で評価Ｃの施策が１つ（「男女共同参

画を推進するためのセミナー開催」）、基本目標２（あらゆる分野での活躍推進）で評価Ｃ

の施策が２つ（「審議会等委員の女性委員の登用」「女性職員の管理職等登用の推進」）あ

りました。  

施策の担当部署は、施策の85.7％は評価Aもしくは評価Bであり、順調又はおおむね

順調に施策を実行していると評価しています。一方、市民意識調査では、社会全体の男

女の地位に対する平等意識は、７割近くが男性優遇と回答する結果となっており、さらな

る施策の推進が必要となっています。 

 

 

 

 

  

全体（施策数28）

基本目標１（施策数7）
男女共同参画社会の基盤整備

基本目標２（施策数15）
あらゆる分野での活躍推進

基本目標３（施策数6）
一人ひとりの人権の尊重

17.9

33.3

71.4

85.7

53.3

100.0

10.7

14.3

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ａ（順調） Ｂ（おおむね順調） Ｃ（遅れ） Ｄ（未実施） Ｅ（終了）
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また、計画で設定した指標について、令和３年度の実績値を前計画の将来指標（令和４

年度）とともに以下に示します。 

 

【指標一覧】 

№ 項目 
基準値 

（平成 28 年度） 

実績値 

（令和３年度） 

前計画の将来指標 

（令和４年度） 

1-1 
男女共同参画セミナー
参加者数 

男 42 人 
女 509 人 

男 75 人 
女 151 人 

男 100 人 
女 350 人 

2-1 
つくば市ふるさとハロ
ーワークでの女性の正
規雇用の就業者数 

273 人 143 人 350 人 

2-1 
特定創業支援事業に
よる女性の創業者数 

11 人 21 人 15 人 

2-1 
家族経営協定締結累
計 

193 件 209 件 205 件 

2-2 
マタニティサロンの夫
又はパートナーの参加
者の割合 

41.5% 46.3％ 44.4% 

2-2 保育所待機児童数 
114 人 

平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在 

3 人 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

０人 

2-2 
病児・病後児保育実施
施設数 

３施設 ８施設 ４施設 

2-2 
放課後児童クラブ受け
入れ児童数 

3,090 人 5,013 人 4,028 人 

2-3 
審議会等委員の女性
委員の割合 

全体で 30.0% 
平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在 

女性委員 30％以上

の審議会の割合

48.5% 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

各審議会毎に 
30.0% 

（目標 100%） 

2-3 
審議会等委員の女性
の長の割合 

全体で 9.4% 
平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在 

全体で 6.1% 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

全体で 30.0% 

2-4 

市職員（行政職）の管
理職に占める女性の
割合 
（課長補佐職以上） 

23.5% 
平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在 

24.4％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

28.0% 

2-4 
市職員（行政職）の係
長職に占める女性の
割合 

19.1% 
平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在 

40.3％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

50.0% 

2-4 
男性職員の２週間以上
の育児休業取得 

5.4% 89.6％ 100.0% 

3-2 
男性のための電話相
談 

４回／年 ６回／年 ６回／年 
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【「男女共同参画に関する市民意識調査」における実績値】 

№ 項目 
平成 23 年 

(2011 年) 

平成 28 年 

(2016 年) 

令和３年 

(2021 年) 

令和３年 

(2021 年) 

（目標値） 

1 
市民意識調査  
家庭生活において男女平等
になっていると思う割合 

37.6% 37.3% 37.3％ 50.0% 

2 

市民意識調査  
社会通念、慣習、しきたりに
おいて男女平等となってい
ると思う割合 

13.9% 13.6％ 13.3％ 50.0% 

3 

市民意識調査  
仕事と家庭生活を優先する
ことを希望する人の割合と
現実に仕事と家庭生活を優
先している人の割合の差 

10.2% 7.1％ 4.4％ 3.0% 

4 

市民意識調査  
ＤＶ相談した人の割合 
（ＤＶ相談した人/ＤＶ受けた
ことがある人） 

37.0% 
（30/81） 

25.4% 
（16/63） 

43.3% 
（26/60） 

50.0% 
（20/40） 

5 
市民意識調査  
「つくば市女性のための相
談室｣を知っている割合 

20.0% 33.8% 35.6％ 50.0% 

6 
市民意識調査  
女性活躍推進法の認知度 

― 20.9% 37.4％ 50.0% 

7 

事業所調査  
雇用機会における均等の実
態：採用が均等になってい
る割合 

68.1% 64.6% 74.0％ 80.0% 

8 

事業所調査  
ワーク・ライフ・バランスに
取り組んでいる事業所の割
合 

50.3% 48.5% 71.6％ 70.0% 

9 

職員意識調査  
男女共同参画の視点を持っ
て事業・業務を行っている
人の割合 

54.8% 57.5% 65.9％ 90.0% 

10 

職員意識調査  
ワーク・ライフ・バランスに
対する職場の理解度 

― 66.6% 81.0％ 90.0% 
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【男女共同参画社会の形成状況を把握するための参考値】 

№ 項目 
現状値 

平成 29 年(2017 年)４月１日現在 令和４年（2022 年）4 月１日現在 

1-3 消防吏員に占める女性の割合 2.0% 
4.0％ 

（13/323） 

1-3 消防団員に占める女性の割合 2.8% 2.9％ 

2-1 女性の認定農業者数 
９人 

（うち法人代表 
2 人含む） 

15 人 

2-2 地域子育て支援拠点施設数 ８施設 10 施設 

2-3 区長に占める女性の割合 4.1% 
6.5％ 

（39/601） 

2-3 市議会議員の女性の割合 25.0% 
28.6％ 
（8/28） 

2-4 
市職員（行政職）の課長補佐職に占め
る女性の割合 

35.5% 
（54/152） 

33.2％ 
（64/193） 

2-4 
市職員（行政職）の課長職に占める女
性の割合 

10.0% 
（8/80） 

17.0％ 
（17/100） 

2-4 
市職員（行政職）の次長職に占める女
性の割合 

10.3% 
（4/39） 

6.1％ 
（2/33） 

2-4 
市職員（行政職）の部長職に占める女
性の割合 

7.1% 
（1/14） 

6.3％ 
（1/16） 

令和 4 年（2022 年）7 月 1 日現在 
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５  本市が取り組むべき男女共同参画における今後の課題 

■男女共同参画意識の醸成を図るための普及啓発  

男女共同参画に関するさまざまな取り組みが社会全体で進められているものの、依然

として人々の意識が変わるまでには至っておらず、長年にわたり人々の中に形成された

固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見や固定観念、無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス）が残っているとされています。 

このような固定的な意識や思い込みが、ジェンダー問題に対する認識の齟齬やルッキ

ズム（外見に基づく差別・偏見）につながることも考えられ、引き続き、意識の醸成に努め

ていくことが必要です。 

つくば市においても、男女の地位の平等に関する意識は、前回調査から大きな変化は

なく、依然として男性優遇の傾向が見られることから、引き続き男女共同参画意識の醸

成が必要です。また、男女共同参画を進めることは、全ての人が暮らしやすくなるという

理解が促進されるよう、意識啓発のためのセミナー開催や情報提供を充実させていく必

要があります。 

 

■ワーク・ライフ・バランスの推進とあらゆる分野での女性活躍の促進   

意識調査において、結婚、出産、育児または介護に際して退職した従業員の割合は減

少していますが、退職した従業員の割合のうち、大半を女性が占めている現状です。育児

や介護等で一時離職しても、就業を希望する人の再チャレンジを応援するため、仕事と

家庭の両立や再就職について、学習機会や情報の提供を図る必要があります。 

また、つくば市の市政運営に女性の意見や視点が十分に活かされていると思う市民が

約５割程度となっています。そのため、引き続き委員会や審議会等への女性の参画を促

進し、政策・方針決定の場における女性の参画をより一層進める必要があります。さらに、

市職員の女性管理職への昇進意欲を高めるための意識啓発や職場環境の整備も進める

必要があります。 
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■一人一人の人権尊重の推進  

DVは、被害者への重大な人権侵害であるとともに、男女共同参画社会の実現を妨げ

るものであり、ＤＶ防止法や国、茨城県の基本計画でも最重要課題のひとつとして取り上

げられています。DVに関する正しい知識の普及が今後も必要であり、「いかなる暴力も

絶対に許さない」という意識の確立が求められます。 

市民意識調査でも、DVを受けた際に相談する人の割合は増えているものの、相談し

ない人も依然として一定の割合を占めていることから、相談窓口の周知やＤＶに関する

情報提供の充実を図るとともに、被害者の一時保護や自立支援に対し、関係機関との連

携を図り、きめ細かく対応することが必要です。 

また、性的少数者やLGBTQ等の言葉や意味の認知度の割合は高くなってきており、

性的少数者に関する正しい理解が深まるよう、引き続き情報提供、広報・啓発を図る必

要があります。 

 

■誰もが安心して暮らせる環境の整備  

大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かしますが、とりわけ、女性や子供、高齢者

などがより多くの影響を受けると想定されます。市民意識調査においても、避難所にお

ける女性等への配慮が必要だと多くの市民が感じており、女性の視点からの防災の取組

を進める必要があります。 

我が国の令和３年の平均寿命は女性が87.57歳、男性が81.47歳と前年度を下回り

はしたが、医療が進歩するなか、健康意識も浸透してきており、寿命の延びという大きな

トレンドは今後も変わらないと考えられています。人生百年時代を見据えて、一人一人の

ヘルスリテラシー（健康について最低限知っておくべき知識）を向上させるなどの支援が

必要となっています。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、女性の雇用、所得に特に影響が強く現

れており、経済的困難に陥るひとり親家庭への支援も必要となっています。 
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第３章    計画の基本的考え方 

 

 

 

１  基本理念 

本市では、平成16年３月に制定・施行した「つくば市男女共同参画社会基本条

例」において、次の５つの基本理念を掲げています。本計画は、この基本理念に基

づき、男女共同参画社会の実現に向けた本市の基本的な考え方や方向性を定め

るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ つくば市男女共同参画社会基本条例一部抜粋 

第 3 条 男女共同参画社会の実現は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければ

ならない。 

(1) 男女が一人の人間として性別により差別されることなく、その人権が尊重される

こと。 

(2) 男女が社会的文化的に形成された性差による固定的な役割を強制されることな

く、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、自己の意思と責任により多様な

生き方を選択することができるように配慮されること。 

(3) 政策又は方針の立案、決定等意思決定の過程への女性の参画を促進するため、

女性が自らの意識及び能力を高め、主体的に思考し、かつ、行動できるように配慮

されること。 

(4) 社会のさまざまな構成員が、あらゆる機会や場面において、必要な情報及び意

思の交換が円滑にできるように配慮されること。 

(5) 国際的協調の下に行われること。 

 

  

１ 男女の人権の尊重 

２ 男女の自立と多様な生き方の選択 

３ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

４ あらゆる場面における情報や意思の円滑な交換 

５ 国際的協調 

 



 
38 

 

２  基本目標 

本計画の基本理念に基づき、４つの基本目標を掲げて施策の推進に取り組み

ます。 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けた基盤の整備  

家庭や地域、職場、学校などあらゆる場面において、誰もが自分の生き方を選

択し、個性や能力を発揮しながら自分らしく生きていけるよう、固定的な性別役

割分担意識を解消し、市民が性別にかかわりなく多様な生き方を選択でき、お互

いを尊重し認め合う意識を醸成します。 

また、全ての人が男女共同参画に関する認識を深められるよう、様々な機会を

通して分かりやすい広報・啓発活動を行います。 

さらに、生涯にわたって意識が醸成されるよう、児童生徒の発達段階に応じて

学校などのあらゆる場において男女共同参画を進める教育・学習を推進します。 

 

 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進  

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の

活動に参画する機会が確保され、将来にわたり持続可能で多様性に富んだ活気

ある社会を構築するために、法制度の周知・啓発や多様な働き方を選択するため

の情報等を充実します。 

また、女性が出産、子育て、介護等の理由により離職することなく、多様なライ

フスタイルに応じた働き方の選択ができるように、育児休業や介護休業取得のた

めの支援等、男性が家庭責任を担える就業環境の整備や社会的気運の醸成に取

り組みます。 

さらに、市や市の職員が、模範となるように女性委員や管理職等への積極的な

登用に率先して取り組みます。 
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基本目標Ⅲ 一人一人の人権の尊重  

重大な人権侵害であるドメスティック・バイオレンス（DV）等に対応するため、

DVや各種ハラスメントを許さない社会意識を醸成するとともに、相談窓口の周

知などDVや性犯罪等の被害者が相談しやすい体制づくりの構築や関係機関と

の連携強化など、被害者の早期発見・早期対応と自立支援を目指します。 

また、性の多様性や性的少数者への正しい理解を促進するための情報発信や

意識啓発を進めます。 

 

 

基本目標Ⅳ 安全・安心な暮らしの実現  

生涯にわたり心豊かな暮らしを実践するために、性差に応じた健康課題に対応

できるよう、女性特有の健康予防についての正しい知識を普及し、健康支援を目

指します。 

また、ひとり親家庭など生活上の困難に陥りやすい人々に対して、各種支援サ

ービス等の環境整備を行い、生活上の困難を抱える人々が安心して暮らせる男

女共同参画の視点に立った包括的なきめ細やかな支援体制の構築を目指します。 

さらに、東日本大震災や近年日本各地で発生している豪雨などの大規模な災

害から防災・減災への女性参画の重要性に鑑み、男女共同参画や女性等への配慮

の視点を取り入れた「防災」の取り組みについて充実を図ります。 
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３  施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 基本目標 ］ ［ 施策【施策番号】 ］ ［ 施策の方向性 ］ 

○男女共同参画を推進するためのセミナー開催【1】 
○男女共同参画情報発信【2､3】 

（１）広報・啓発のさらなる推進 

○学校での男女共同参画の視点に立った教育【4､5､6】 
（２）男女共同参画意識醸成のため

の教育の充実 

◆女性の多様な働き方に関する支援【7､8】 
◆女性の参画が少ない分野での支援【9､10】 
◆  

（１）職業生活における活躍推進 

◆  
◆男性の家庭生活への参画促進【13､14､15】 
◆ 【16､17､18】 
◆労働環境改善のための情報提供・啓発【19】 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ 
ライフ・バランス）の環境整備 

◆審議会等委員の女性委員の登用【20】 （３）市政における女性の参画促進 

■ＤＶ防止のための広報・啓発【24】 （１）  

○ひとり親家庭に対する支援の充実【36】 
○つくばこどもの青い羽根学習会の実施【37】 

（２）  

■女性のための相談室の実施【25】 
■相談員研修の充実【26】 
■男性のための電話相談の実施【27】 
■関係機関との連携強化【28】 

Ⅰ 男女共同参画社会に向けた基盤の整備 

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

Ⅳ 安全・安心な暮らしの実現 

○  
○地域防災における女性の参画促進【35】 

（２）男女共同参画の視点に立った
防災体制の確立 

（３）男女共同参画の視点に立った
生活上の困難に対する支援 

Ⅲ 一人一人の人権の尊重 

◆女性職員の管理職等登用の推進【21】 
◆育児や介護等に関わる休暇等が取得しやすい環境づくり【22】 
◆職場におけるハラスメント防止対策の推進【23】 

（４）  

○性的少数者に関する情報の発信と啓発【29】 
○性的少数者に関する職員ハンドブックの作成【30】 

（３）  

○女性特有のがん検診事業の推進【32】 
○妊産婦の健康診査及び保健指導の推進【33】 

（１）生涯を通じた健康支援 

○つくば市外国人相談窓口の設置【31】 
（４）多文化共生を踏まえた相談 

体制の充実 

（◆は女性活躍推進計画、■はＤＶ防止基本計画） 
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４  指標一覧 

基本計画に基づく取組内容や目標達成の状況を確認し、着実に推進するため、

本計画では「成果指標」「活動目標量」「参考値」の３つの指標を設定します。 

５か年で達成すべき目標値を掲げ、毎年定点観測しながら、計画の進捗管理に

いかしていきます。 

 

成果指標 男女共同参画社会の実現に向けて、社会の達成状況を測るための数値目標 

活動目標量 基本計画に基づく取組の想定事業量や、取組の進捗状況を測る統計データ 

参考値 
男女共同参画社会の形成の状況を把握するため、計画期間終了時の数値と
比較するための値 

 

【成果指標】 

様々な施策を総合的に実施することによって成果を生むと考えられることから、基本計画全体 

に対して設定しており、５年に一度実施している「男女共同参画に関する市民意識調査」及び２年 

に一度実施している「つくば市民意識調査」で計画期間終了時に達成度の評価をします。 

男女共同参画に関する市民意識調査項目 
前回調査 

平成２８年（2016 年） 

現状値 

令和 3 年（2021 年） 

目標値 

令和 8 年（2026 年） 

「社会全体」における男女の地位の平
等感を感じる市民の割合 

16.4％ 15.1％ 17％ 

「男は仕事、女は家庭」という考え方
について、反対の割合 

 
－ 
 

 
61.9％ 

 

 
67％ 

 

「職場」における男女の地位の平等感
を感じる市民の割合 

22.2％ 26.7％ 30％ 

「女性のための相談室」を知っている
市民の割合 

33.8％ 35.6％ 50％ 

 

つくば市民意識調査項目 
前回結果 

平成２９年（2017 年） 

現状値 

令和 3 年（2021 年） 

目標値 

令和 7 年（2025 年）

男女共同参画に対する満足度 24.2％ 26.9％ 30％ 
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【活動目標量】 

全ての施策について自課評価を実施するのではなく、各基本目標ごとに数値目標を立てること 

が適切な施策に具体的な活動をどの程度行ったかを測る目標量を設定し、その実施状況を毎年 

評価します。 

基本 
目標 

項 目 
現状値 

令和３年度（2021 年度） 

目標値 

令和８年度（2026 年度） 

Ⅰ 男女共同参画セミナー参加人数 
男  75 人 
女 151 人 

男 100 人 
女 200 人 

 Ⅱ 

家族で参加できるマタニティサロ

ンにおいて、妊婦に対する夫また

はパートナーの参加者の割合 ※ 

86.3％ 87％ 

 Ⅱ 
保育所待機児童数 
 

３人 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

0 人 
令和 9 年（2027 年）4 月 1 日時点 

 Ⅱ 
放課後児童クラブ受け入れ児童員
数 

5,272 人 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

6,870 人 
※令和６年度（2024 年度）までの

目標値（第２期つくば市子ども・子育

て支援プラン） 

Ⅱ 
審議会等委員（附属機関）の女性
委員の割合 

27.5％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

40％以上 
令和 9 年（2027 年）4 月 1 日時点 

Ⅱ 
女性管理職を目指せるような職場
環境満足度 

年内抽出予定 年内設定予定 

Ⅱ 
男性職員の育児休業取得率 
（２週間以上） 

89.6％ 

100％ 
※令和７年度（2025 年度）までの

目標値（つくば市職員のワークライフ

バランス推進プラン） 

Ⅲ 
相談事業の周知活動 
（チラシ配布、ＳＮＳ配信等） 

82 か所 
（年 6 回周知） 

90 か所 
（年 10 回周知） 

Ⅲ 
性的マイノリティに関するセミナー
の参加人数 

40 人 60 人 

Ⅳ 子宮がん／乳がん検診受診率 
子宮がん 19.3％ 
乳がん  19.2％ 

当面 50％ 
※令和７年度（2025 年度）までの

目標値（第４期つくば市健康増進計

画） 

Ⅳ 
つくばこどもの青い羽根学習会 
開設か所数 

16 か所 

18 か所 
※令和 6 年度（2024 年度）までの

目標値（市長公約事業のロードマッ

プ 2020-2024） 

※ 前計画では、マタニティサロンに参加した夫またはパートナーの割合（最大値 50%）としていましたが、本計画では、 

妊婦に対して（妊婦を母数にして）、夫またはパートナーの割合（最大値100％）で算出しています。 
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【参考値】 

基本目標に関連する数値ではあるが、外的要因による影響が大きいものや数値目標を設定する 

ことが必ずしも適当ではないものについては、数値の推移により状況を把握します。 

基本 

目標 
項 目 現状値 

（令和３年度） 

Ⅰ 男女共同参画セミナー参加者満足度（アンケート実施） 93％ 

Ⅱ つくば市ふるさとハローワークでの女性正規雇用の就業者数 143 人 

Ⅱ 特定創業支援事業による女性の創業者数 21 人 

Ⅱ 家族経営協定締結累計 209 件 

Ⅱ 女性の認定農業者数 15 人 

Ⅱ 地域子育て支援拠点施設数 10 施設 

Ⅱ 病児・病後児保育実施施設数 8 施設 

Ⅱ 審議会等委員（附属機関）の女性の長の割合 6.1％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 区長に占める女性の割合 6.5％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市議会議員の女性の割合 28.6％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の係長職に占める女性の割合 40.3％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の課長補佐職に占める女性の割合 33.2％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の課長職に占める女性の割合 17％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の次長職に占める女性の割合 6.1％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の部長職に占める女性の割合 6.3％ 
令和 4 年（2022 年）7 月 1 日現在 

Ⅱ 消防吏員に占める女性の割合 4.0％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅲ 「女性のための相談室」相談件数 57９件 

Ⅲ 「男性のための電話相談」相談件数 10 件 

Ⅳ 防災対策出前講座等実施回数 15 回 

Ⅳ 消防団員に占める女性の割合 2.9％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 
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第４章    施策の展開 

 

 

基本目標Ⅰ  男女共同参画社会に向けた基盤の整備 

（１）広報・啓発のさらなる推進  

男女共同参画に関する理解が深まるとともに、あらゆる立場の人々が個性と

能力を十分に発揮することができる社会をめざし、人権尊重や男女共同参画意

識の啓発に取り組みます。 

広報紙や市ホームページなどさまざまな媒体を活用した情報発信や、男女共同

参画に関するセミナー開催により、男女共同参画に関する広報・啓発活動に取り

組みます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

1 

男女共同参画を推

進するためのセミナ

ー開催 

男女共同参画に関する意識の向上を図

り、能力や行動力を高めるため、セミナ

ーを開催します。 

男女共同 
参画室 

2 

男女共同参画情報

発信 

国内外における男女共同参画推進の取

組みについて、先進事例等の情報を収

集し、広報紙やホームページ、セミナー

等で情報提供を行います。 

男女共同 
参画室 

3 

つくばセンタービル内に設置される、市

政情報コーナー（仮称）に、男女共同参

画関連情報の掲示等を行います。 

男女共同 
参画室 

  

 

A 「女性だから」「男性だから」といった、性別によってその人個人の考え方や行動、

生き方などが制限されることなく、一人一人が持つ個性や能力に応じて自分らしく生

きられる社会の実現をめざしています。 

【Ｑ なぜ男女共同参画の推進が必要なの？】 
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（２）男女共同参画意識醸成のための教育の充実   

性別にとらわれず男女平等意識が浸透した社会を目指すためには、子どもの

頃からの教育が重要であるため、それぞれの個性と能力を十分発揮し、将来を見

通して自己形成ができるよう、学校教育における男女共同参画意識の推進を図

ります。 

また、学校、家庭、地域の連携を図り、多様な教育活動の中で、発達段階に応じ

た男女平等・男女共同参画意識の浸透を図ります。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

4 

学校での男女共同

参画の視点に立った

教育 

学校教育全体を通じて、人権の尊重、男

女平等、相互理解・協力について指導を

行います。 

学び推進課 

５ 

小中学校において、児童生徒が将来社

会の一員として役割を果たしていくた

め、それぞれの個性や能力が発揮でき、

自立して生きていくためのキャリア教

育を行います。 

学び推進課 

６ 

生命の尊さや正しい性の知識を身に付

けることを目的に、発達段階に応じた

性に関する学習を行います。 

学び推進課 
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基本目標Ⅱ  あらゆる分野における男女共同参画の推進 

（１）職業生活における活躍推進  

働きたいという希望を持つ女性が就業できるよう、職業能力開発の機会を設

けることや就業に向けた情報提供等を行います。 

また、起業等の多様な働き方を選択する女性や、自営業等に携わる女性に対す

る支援を行うとともに、そうした活躍する女性の情報発信にも取り組みます。 

さらに、自営業・家族的経営において、男女がその果たしている役割に対して

適正な評価を受け、互いに協力して経営等に参画できるような就業環境の整備・

支援に努めます。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

７ 

女性の多様な働き

方に関する支援 

就労を希望する人に対し、つくば市ふる

さとハローワークに市職員を配置し、就

労に関する情報提供及び職業相談や職

業紹介の補助を行います。 

産業振興課 

８ 

起業・創業を目指す人に対し、創業支援セ

ミナー等や創業支援制度の情報提供を行

います。また、各支援機関と連携し、相談

業務を行います。 

産業振興課 

９ 

女性の参画が少な

い分野での支援 

家族経営協定の普及啓発を行い、家族経

営農家において快適な労働環境づくりを

促進します。 

農業政策課 

10 

大学・研究機関・企業等と連携し、女子生

徒や保護者等に対し、科学技術を身近な

ものとする取組を進めるとともに、ロー

ルモデル（具体的な行動や考え方の模範

となる人物）の紹介等を通じ、理工系女性

の人材育成を推進します。 

さらに、ワーク・ライフ・バランスの向上

に取り組むつくば女性研究者支援協議

会の支援を通じて、研究活動に集中し

やすい環境整備を推進します。 

科学技術 
振興課 

11 

女性活躍促進に向け

た公共調達の評価

項目の設定 

市の調達が総合評価落札方式による場

合、評価項目の技術者の配置に「女性技

術者」を設定し、女性活躍促進の一環とし

ての取組みを進めます。 

契約検査課 
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（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備  

長時間労働の削減や労働生産性の向上など働き方改革を進めることや、男性

の家庭等への参画を促すための啓発、育児休業の取得促進、ライフスタイルや新

たな生活様式に対応した多様で柔軟な働き方の導入の重要性等について関係機

関と連携して周知します。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

12 

男性の育児休業取

得を促進するため

の企業への支援 

国の支援・助成制度の情報提供を行い、

中小企業における男性の育児休業取得を

促進させるため、市独自の助成制度の創

設について検討します。 

産業振興課
／男女共同

参画室 

13 

男性の家庭生活へ

の参画促進 

妊娠・出産・育児について、家族で正しい

知識を持ち、積極的な育児参加ができる

よう、講座を開催します。 

健康増進課 

14 

男女がともに家族の一員として家庭生活

に参画できるよう、社会教育講座におい

て、子育てに関する講座を実施し、男性の

積極的な参画を推進します。 

生涯学習 
推進課 

15 

子育て家庭が外出しやすい環境を整備す

るため、授乳やおむつ替えスペースを設

置した施設をあかちゃんの駅として登録

し、情報提供を行います。 

こども政策課 

16 

育児・介護を行う

労働者が働き続け

やすい環境づくり 

仕事と育児の両立を支援するため、保育

ニーズに即した保育体制の強化等サービ

スの充実を図ります。 

※「つくば市子ども・子育て支援プラン」により推進 

幼児保育課 

17 

仕事と育児の両立を支援するため、児童

の遊びと生活の場を提供する放課後児童

クラブの活動を推進します。 

※「つくば市子ども・子育て支援プラン」により推進 

こども育成課 

18 

仕事との両立や介護離職を防止するた

め、ニーズに応じた介護サービスの充実

を推進します。 

※「つくば市 高 齢 者 福 祉 計 画 」により推 進 

高齢福祉課／ 

介護保険課 

19 

労働環境改善のた

めの情報提供・啓

発 

仕事と家庭生活を両立するため、長時間

労働の是正や年次有給休暇取得の促進、

さらにハラスメントの防止等の労働環境

改善のための情報提供を行います。 

産業振興課 
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【Ｑ 政策・方針決定の場に、女性が参画できる機会が増えるとどうなるの？】 

（３）市政における女性の参画促進  

あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向け、市が

率先して審議会や委員会等への女性委員の推進に取り組みます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

20 
審議会等委員の女

性委員の登用 

市政運営において、女性が自らの能力

を十分に生かし、様々な分野で政策や

方針決定に関わり、意見や考え方を反

映させることができる環境づくりを進

めます。 

男女共同 
参画室 

 

（４）市と市職員が率先して行う取組  

市の女性職員については、特定事業主行動計画に基づき、職域拡大及び管理

職等への積極的な登用に取り組みます。 

また、仕事と家事、子育て、介護等を両立できる職場環境の整備に努めます。 

さらに、職場におけるセクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等

の様々なハラスメントを防止するため、相談窓口の周知や相談体制の充実に努め

ます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

21 
女性職員の管理職

等登用の推進 

女性が管理職を目指せるような職場環

境の整備に努め、能力と適性に応じ、管

理職登用・昇任を進めます。 

人事課 

22 

育児休業・介護休暇

等が取得しやすい環

境づくり 

男女がともに育児休業、介護休暇及び

看護休暇制度を活用しやすい職場の雰

囲気づくりに努めます。 

ワークライ
フバランス

推進室 

23 

職場におけるハラス

メント防止対策の推

進 

職場等における様々なハラスメントに

関し、研修等を通して防止に努めます。

また、相談員を配置し、相談体制の充実

に努めます。 

ワークライ
フバランス

推進室 

 

 

 

 

  
A 私たちの生活に関する物事の方針を決める場面で、様々な立場の人が意思を表明でき

ることは、誰もが暮らしやすい社会をつくることにつながります。政策・方針決定の場に、女

性が参画できる機会が増えることにより、より多くの人々の多様なニーズを反映した政策・

方針をつくり出すことが可能となります。 
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基本目標Ⅲ  一人一人の人権の尊重 

（１）配偶者等暴力（ＤＶ）根絶のための啓発  

配偶者等からの暴力（ＤＶ）は人権を踏みにじるもので決して許されるものでは

なく、それが社会的な問題であるという認識を広く浸透、徹底させるため啓発を

行います。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

24 
ＤＶ防止のための広

報・啓発 

ＤＶ防止法や相談窓口の周知など、ＤＶ

に関する正しい理解の促進を図るた

め、セミナーやホームページ等で普及啓

発を行います。 

男女共同 
参画室 

 

（２）相談体制の充実と被害者の保護  

被害者の早期発見、早期対応を図るため、相談窓口の周知や利用しやすい体制

の充実を図り男女ともに相談事業へつなげていくとともに、相談や支援にかかわ

る相談員の専門性の向上を図り、被害者の立場に立った相談対応に努めます。 

また、関係機関や庁内の連携を強化することで、DV被害者の一時保護、自立

に向けた支援の充実に努めます。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

25 
女性のための相談

室の実施 

夫婦・親子の問題、人間関係、DV（配偶

者・パートナー等からの暴力）、生き方な

どについて、必要な情報を提供すると

ともに、女性が主体的に思考・行動でき

るよう、女性相談員が相談・支援を行い

ます。 

男女共同 
参画室 

26 相談員研修の充実 

相談業務に必要な知識や能力を身に付

け、相談者のニーズに即した対応がで

きるよう研修を行い、相談員の資質向

上を図ります。 

男女共同 
参画室 

27 
男性のための電話

相談の実施 

夫婦関係や家族、人間関係、仕事、生き

方などの問題や悩みを抱えている男性

に対し、男性相談員が相談・支援を行い

ます。 

男女共同 
参画室 

28 
関係機関との連携強

化 

ＤＶ被害者への迅速かつ適切な対応・支

援に向け、庁内及び民間機関との情報

交換や課題共有等を行い、連携強化を

図ります。 

男女共同 
参画室 
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（３）性的少数者に関する差別の解消  

性的指向や性自認（性同一性）を理由とする差別的取扱いについては、不当な

ことであるとの認識が広がっていますが、いまだに偏見や差別が起きているのが

現状です。 

誰もが多様性の中に存在する一人であり、その生き方が尊重されるよう偏見

を取り除くための啓発を行います。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

29 
性的少数者に関する

情報の発信と啓発 

性の多様性や性的少数者への理解促進

のため、セミナー等を行い、意識啓発を

図ります。また、県のパートナーシップ

宣誓制度をはじめ、性的少数者に関す

る情報発信に努めます。 

男女共同 
参画室 

30 

性的少数者に関する

職員ハンドブックの

作成 

性的少数者に関する正しい知識を持

ち、行動することができるよう職員向け

のハンドブックを作成します。 

男女共同 
参画室／ 
人事課 

 

（４）多文化共生を踏まえた相談体制の充実  

互いの文化や価値観を理解し尊重する視点をもつとともに、性別に関わらず 

外国人が安心して暮らすことができるよう、相談体制の充実を図ります。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

31 
つくば市外国人相談

窓口の設置 

国籍や民族等の文化的背景を踏まえた

上で、外国人市民の相談に適切に対応

できるよう、相談体制の充実を図りま

す。 

国際都市 
推進課 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 人には、年齢、生活習慣や人生観などに多様性があり、一人一人に個性・特徴があ

りますが、性についても①からだの性（生物学的性）：生まれた時の身体的特徴など

による性、②こころの性（性自認）：自分が認識する自分の性、③好きになる性（性的

指向）：恋愛感情や性的な関心の対象となる性、④表現する性（性別表現）：服装、しぐ

さ、言葉遣いなどに様々な性のあり方があります。 

【Ｑ 性のあり方の多様性ってなに？】 
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基本目標Ⅳ  安全・安心な暮らしの実現 

（１）生涯を通じた健康支援  

男女がともに自らの身体について正しい情報を持ち、生涯を通じて、思春期、

妊娠・出産期、更年期、高齢期等ライフステージに応じた身体と心の健康管理・保

持増進を支援する取り組みの充実を図ります。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

32 
女性特有のがん検診

事業の推進 

がん予防の意識を高め、健康管理に役

立たせるとともに、子宮がん・乳がん検

診の受診を促すことでがんを早期発見

し、適切な医療に結び付けます。 

健康増進課 

33 

妊産婦の健康診査

及び保健指導の推

進 

女性の体に多くの変動を伴う妊娠・分

娩・産じょくの経過を不安なく送れるよ

うに、妊産婦健康診査の受診率向上を

図ります。 

健康増進課 

 

（２）男女共同参画の視点に立った防災体制の確立  

地域活動の中でも、近年、重要性が高まっている防災分野において、防災に関

する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を促進するととも

に、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立を推進します。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

34 

女性の視点を取り入

れた防災計画・防災

体制づくり 

災害時における女性のニーズに対応で

きるよう、女性の視点を取り入れた防

災計画・防災体制づくりに努めます。 

危機管理課 

35 
地域防災における女

性の参画促進 

イベントや出前講座等の実施を通して、防

災意識を高めると同時に、防災分野にお

ける女性の視点や参画の必要性等につい

て考える機会となるよう啓発を行いま

す。 

危機管理課 
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（３）男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援  

ひとり親家庭や経済的に困難を抱える家庭等が抱える複合的な問題に応じる

ため、関係機関との連携を図り、生活支援、就業支援、経済的支援、子育て支援等

を充実していきます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

36 
ひとり親家庭に対す

る支援の充実 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の

促進を図ることを目的として、児童扶

養手当、ひとり親家庭等児童福祉金、高

等職業訓練促進給付金等を支給する。

諸手当の支給により、ひとり親家庭等

の経済的、精神的負担の軽減に寄与し

ます。 

こども政策課 

37 
つくばこどもの青い

羽根学習会の実施 

経済的に困難を抱える子どもを対象

に、安心できる居場所や学習環境で子

どもを育むため、無料の学習支援や居

場所の提供等を行います。 

こども未来課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 過去の災害における被災者への物資提供や避難所運営などに関し、女性の視点

の欠如から様々な問題が起きています。人口の半分は女性であり、災害時には平常

時における社会の課題が一層顕著になって現れるため、女性の視点を反映すること

は、地域の防災力向上に繋がります。 

【Ｑ なぜ防災の分野に女性の視点は必要なの？】 
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第５章    推進体制 

 

 

 

１  庁内の推進体制 

庁内における男女共同参画推進のための組織である「つくば市男女共同参画

推進本部」を中心として、全庁的な男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果

的な推進に努めます。 

 

２  男女共同参画審議会 

「つくば市男女共同参画社会基本条例」に基づき、男女共同参画の推進に関す

る基本的及び総合的施策並びに重要事項を調査審議するため設置している「つく

ば市男女共同参画審議会」において、本計画の推進について様々な意見等を聴

取・反映し、男女共同参画の効果的な展開を図ります。 

 

３  国や県、関係機関との連携 

本計画を進めるうえで、国や県の取組みとの整合性を保ちつつ、必要に応じて

連携・協力を図っていきます。特に、ＤＶに関する相談業務などは、県の女性相談

センターや警察などの関係機関と緊密な連携を図ります。 

 

４  男女共同参画苦情等処理 

       男女共同参画社会の形成の促進を阻害すると認められる事項に関する苦情その他 

の意見について調査し、当該関係者に対し是正のための助言等を行う「苦情等処理制 

度」について周知を図ります。 
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５  ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

本計画では、各施策の進捗管理として、毎年度、施策の実施状況や活動目標量

の達成度を把握・評価を行うとともに、庁内組織である「つくば市男女共同参画

推進本部会議」及び外部組織である「つくば市男女共同参画審議会」において、計

画の検証・審議を行い、適正な進行管理に努めます。また、毎年度推進状況及び

評価結果を公表します。 

進捗管理は、「ＰＤＣＡサイクル」による「継続的改善」の考え方を基本とし、「ＰＬ

ＡＮ（計画）」「ＤＯ（実施）」「ＣＨＥＣＫ（評価）」「ＡＣＴＩＯＮ（改善）」のサイクルを回し

ていくことにより、事業の継続的な改善を図る（充実させる）ことを繰り返してい

きます。 

 

ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業務の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして実施事業 

計画 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 
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    資料編 

 

 

１  策定経過 

 

年 月 日 内  容 

令和３年度  

６月 30 日 第１回つくば市男女共同参画審議会（諮問） 

・男女共同参画に関する市民意識調査について 

８月 30 日 第２回つくば市男女共同参画審議会 

・男女共同参画に関する市民意識調査について 

10 月 27 日～ 

11 月 30 日 

男女共同参画に関する市民意識調査・事業所調査・職員意識調査の実施 

令和４年度  

５月 25 日 第１回つくば市男女共同参画審議会 

・男女共同参画推進基本計画の概要及び策定スケジュールについて 

・男女共同参画推進基本計画の体系について 

７月４日 第１回つくば市男女共同参画推進本部会議 

６月～７月 施策担当部課調査依頼、ヒアリング 

８月 30 日 第２回つくば市男女共同参画審議会 

・男女共同参画推進基本計画（原案）について 

９月 30 日 第２回つくば市男女共同参画推進本部会議 

・男女共同参画推進基本計画（原案）について 

10 月 25 日 第３回つくば市男女共同参画審議会 

・男女共同参画推進基本計画（原案）について 

11 月 24 日 庁議（男女共同参画推進基本計画（案）パブリックコメントの実施について） 

12 月１日 

 ～１月９日 
男女共同参画推進基本計画（案）パブリックコメントの実施 

２月 日 第４回つくば市男女共同参画審議会 

・パブリックコメントの実施結果及び男女共同参画推進基本計画（案）につ

いて 

１月 日 男女共同参画推進基本計画（案）の答申 

２月 22 日 庁議（パブリックコメントの実施結果及び男女共同参画推進基本計画の策定

について） 
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２  男女共同参画社会基本法 

平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第 12 条） 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策（第 13 条―第 20 条） 

 第３章 男女共同参画会議（第 21 条―第 28 条） 

 附則 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共

団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国

民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めること

により、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に

推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において、次の名号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会の形成  男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会

を形成することをいう。 

(2) 積極的改善措置  前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供す

ることをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動

の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとす

るように配慮されなければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけれ

ばならない。 

 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社

会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及び

その他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならな

い。 

 

（法制上の措置等） 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 
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（年次報告等） 

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成

の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならな

い。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施

策 

（男女共同参画基本計画） 

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男

女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

(1) 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず

べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を

定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の

ために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

 

（調査研究） 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に

必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するた

め、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努め

るものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規

定する事項を処理すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係

各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事

項を調査審議すること。 

(3) 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

(4) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

 

（組織） 
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第 23 条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織す

る。 

 

（議長） 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総

理大臣が指定する者 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す

る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の 10 分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員

の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の４未満で

あってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

 

（資料提出の要求等） 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又

は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。 

 

（政令への委任） 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。 

 

附 則 抄（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）

は、廃止する。 

 

（経過措置）  

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設

置法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条の規定によ

り置かれた男女共同参画審議会は、第 21 条第 1 項の規

定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続す

るものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第 4 条第 1

項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員

である者は、この法律の施行の日に、第 23 条第 1 項の

規定により、審議会の委員として任命されたものとみな

す。この場合において、その任命されたものとみなされ

る者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日に

おける旧審議会設置法第 4 条第 2 項の規定により任命

された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任

期間と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第 5 条第 1

項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長

である者又は同条第 3 項の規定により指名された委員

である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第 24 条

第 1 項の規定により審議会の会長として定められ、又は

同条第 3 項の規定により審議会の会長の職務を代理す

る委員として指名されたものとみなす。 

 

附 則 抄（平成 11 年７月 16 日法律第 102 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

11 年法律第 88 号）の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

(1) （略） 

(2) 附則（中略）第 28 条並びに第 30 条の規定 公 

布の日 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる

従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員で

ある者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会

長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の

規定にかかわらず、その日に満了する。 

(1)から(10)まで 略 

(11) 男女共同参画審議会 

 

（別に定める経過措置） 

第 30 条 第２条から前条までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定

める。 

 

附 則 抄（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く）は、平成 13 年

１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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３  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

平成十三年四月十三日法律第三十一号 

最終改正：令和元年六月二十六日法律第四十六号 
 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画 

（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三 

条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し

被害者を保護するための施策を講ずることが必要

である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うもので

ある。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この

法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。以下同じ）又はこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二に

おいて「身体に対する暴力等」と総称する）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受

ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴

力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

み「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実、上

婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚し

たと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

を防止するとともに、被害者の自立を支援すること

を含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策に関する

基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び

第三項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次

条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「都道府県基本計画」とい

う）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市

町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「市町村基本計画」という）を

定めるよう努めなければならない。 
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４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければな

らない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人

相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものと

する。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応

ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあ

っては、被害者及びその同伴する家族。次号、第

六号、第五条、第八条の三及び第九条において

同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保

護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、

就業の促進 住宅の確保援護等に関する制度の

利用等について、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは その業務を行う

に当たっては 必要に応じ配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者

の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。）を受けている者を発見した者は、その

旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

することができる。この場合において、その者の意

思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと

解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関

する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者

暴力相談支援センターが行う業務の内容について

説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受ける

ことを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九

年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二

十三年法律第百三十六号）その他の法令の定める

ところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の

配偶者からの暴力による被害の発生を防止するた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第十五条第三項において同

じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けて

いる者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防

止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴

力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で

定めるところにより、当該被害を自ら防止するため

の措置の教示その他配偶者からの暴力による被害

の発生を防止するために必要な援助を行うものと

する。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十

五号）に定める福祉に関する事務所（次条において

「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十

五年法律第百四十四号 、児童福祉法（昭和二十二

年法律第百六十四号 、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援す
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るために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市

町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保

護を行うに当たっては、その適切な保護が行われる

よう、相互に連携を図りながら協力するよう努める

ものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係

る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理する

よう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下こ

の章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章

において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴

力を受けた者である場合にあっては配偶者からの

更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第

十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場

合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力

（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）に

より、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、

同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項にお

いて同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずる

ものとする。ただし、第二号に掲げる事項について

は、申立ての時において被害者及び当該配偶者が

生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被

害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。）そ

の他の場所において被害者の身辺につきまとい、

又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在

する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被

害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしては

ならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過

する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げる

いずれの行為もしてはならないことを命ずるものと

する。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項

を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な

い場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送

信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午

前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールを送信するこ

と。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪

の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得

る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは

その知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し、若しく

はその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がそ

の成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第

十二条第一項第三号において単に「子」という。）と

同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連

れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他

の事情があることから被害者がその同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、第

一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算し

て六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以

下この項において同じ。）、就学する学校その他の

場所において当該子の身辺につきまとい、又は当

該子の住居、就学する学校その他その通常所在す

る場所の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。ただし、当該子が十五歳以上である

ときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被

害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配

偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第四号において「親族等」と

いう。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な

言動を行っていることその他の事情があることから

被害者がその親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため必要がある

と認めるときは、第一項第一号の規定による命令

を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申
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立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して六月を経過する日までの

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につ

きまとい、又は当該親族等の住居勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未

満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人

である場合にあっては、その法定代理人の同意）が

ある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに

係る事件は 相手方の住所（日本国内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を

管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各

号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定によ

る命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に

掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

と認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事

情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため当該命令を発する必要があると認

めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無

及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号

イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、

申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる

事項についての申立人の供述を記載した書面で公

証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八

条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなけれ

ばならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件

については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち

会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経ること

により保護命令の申立ての目的を達することがで

きない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲

げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長

に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求

めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内

容を記載した書面の提出を求めるものとする。この

場合において、当該配偶者暴力相談支援センター

又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるも

のとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しく

は保護を求められた職員に対し、同項の規定により

書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求め

ることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には 理

由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には 理由の要旨を示せば

足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知

するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニ

までに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書

記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内

容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力

相談支援センター（当該申立書に名称が記載された

配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合に

あっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴

力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対し

ては、即時抗告をすることができる。 
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２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることがで

きる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判

所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定に

よる命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せ

られているときは、裁判所は、当該命令の効力の停

止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による

命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているとき

は、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければ

ならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命

令について、第三項若しくは第四項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれ

を取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力

相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命

令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。第十条

第一項第一号又は第二項から第四項までの規定に

よる命令にあっては同号の規定による命令が効力

を生じた日から起算して三月を経過した後におい

て、同条第一項第二号の規定による命令にあって

は当該命令が効力を生じた日から起算して二週間

を経過した後において、これらの命令を受けた者が

申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをし

た者に異議がないことを確認したときも、同様とす

る。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定

による命令を発した裁判所が前項の規定により当

該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項

の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が

発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配

偶者と共に生活の本拠としている住居から転居し

ようとする被害者がその責めに帰することのできな

い事由により当該発せられた命令の効力が生ずる

日から起算して二月を経過する日までに当該住居

からの転居を完了することができないことその他の

同号の規定による命令を再度発する必要があると

認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発す

るものとする。ただし、当該命令を発することにより

当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認

めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定

の適用については、同条第一項各号列記以外の部

分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号

及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本

文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並び

に第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中

「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とある

のは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに

第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは

謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件

に関する事項の証明書の交付を請求することがで

きる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立

てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋

の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命

令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局

の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大臣

は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局

に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除

き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に

反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）

の規定を準用する。 

 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令

に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規

則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、

捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、

被害者の心身の状況、その置かれている環境等を

踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその

人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘

密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害

者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うもの

とする。 

（教育及び啓発） 
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第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健

康を回復させるための方法等に関する調査研究の

推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資

質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を

行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努め

るものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を

支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談

所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要

な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるも

の 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章ま

での規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係

における共同生活に類する共同生活を営んでいな

いものを除く。）をする関係にある相手からの暴力

（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を

いい、当該関係にある相手からの身体に対する暴

力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した

場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き

受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力

を受けた者について準用する。この場合において、

これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第

二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴

力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用

する第十条第一項から第四項までの規定によるも

のを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一

年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二

十八条の二において読み替えて準用する第十二条

第一項（第二十八条の二において準用する第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命令の申立てをし

た者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係

る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規

定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所

に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に

関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合

における当該被害者からの保護命令の申立てに係

る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十

四条第二項及び第三項の規定の適用については、

これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」と

あるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第二条 被害者 被害者（第二十八条

の二に規定する関係

にある相手からの暴

力を受けた者をいう。

以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であっ

た者 

同条に規定する関

係にある相手又は同

条に規定する関係に

ある相手であった者 

第十条第一項か

ら第四項まで、第

十一条第二項 第

二号、第十二条第

一項第一号から第

四号まで及び第十

八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に

規定する関係にある

相手 

第十条第一項 離婚をし、

又はその婚姻

が取り消され

た場合 

第二十八条の二に

規定する関係を解消

した場合 
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第三条 この法律の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘

案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な

措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成十六年法律第六十四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（次項において「旧法」という。）第十条

の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例によ

る。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた

後に当該命令の申立ての理由となった身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼ

すものと同一の事実を理由とするこの法律による

改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一

項第二号の規定による命令の申立て（この法律の

施行後最初にされるものに限る。）があった場合に

おける新法第十八条第一項の規定の適用について

は、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 

 

 

附 則 （平成十九年法律第百十三号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律第十条の規定による命令の申立てに係

る同条の規定による命令に関する事件については、

なお従前の例による。 

 

附 則 （平成二十五年法律第七十二号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。 

 

附 則 （平成二十六年法律第二十八号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条

まで、第十二条及び第十五条から第十八条まで

の規定 平成二十六年十月一日 

 

附 則 （令和元年法律第四十六号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 

公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施

行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の

施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び

第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する

配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項

から第四項までの規定による命令の申立てをする

ことができる同条第一項に規定する被害者の範囲

の拡大について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後

三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する

配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会におけ

る更生のための指導及び支援の在り方について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 
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４  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成二十七年九月四日法律第六十四号 

最終改正 令和元年六月五日同第二十四号 

 

目次 
第一章 総則（第一条―第四条） 
第二章 基本方針等（第五条・第六条） 
第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 
第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第 

十八条） 
第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 
第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（第二十条・第二十一条） 
第四章 女性の職業生活における活躍を推進す 

るための支援措置（第二十二条―第二 
十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 
第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 
附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女

性の職業生活における活躍」という。）が一層重要とな

っていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十

一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進について、その基本原則を

定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明

らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画

の策定、女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置等について定めることにより、女性の職業

生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって

男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進

展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化

に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目

的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする

女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態

の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供

及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分

担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活に

おける活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と

能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行

われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営

む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生

活に関する事由によりやむを得ず退職することが多い

ことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与え

る影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問

わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員として

の役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行

うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるこ

とを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女

性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思

が尊重されるべきものであることに留意されなければ

ならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職

業生活における活躍の推進についての基本原則（次条

及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっ

とり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必

要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は

雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と

家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら

実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が

実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に

関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本

的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要

な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな

い。 
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５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画（以下この条において「都

道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画（次項に

おいて「市町村推進計画」という。）を定めるよう努める

ものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、

基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主

行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行

動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）

の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」

という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事

業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が三

百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めると

ころにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状

況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割

合その他のその事業における女性の職業生活における

活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情について分析し

た上で、その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第二号の目標については、

採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地

位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数

値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講

じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計

画に定められた目標を達成するよう努めなければなら

ない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合につ

いて、第四項から第六項までの規定は前項に規定する

一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更し

た場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定

による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚

生労働省令で定めるところにより、当該事業主につい

て、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合するもの

である旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般

事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、

商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通

信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十

四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣

の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消

すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認め

るとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したと

き。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 
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（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事

業主について、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主

行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動

計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定

する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担

当する者を選任していること、当該女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優

良なものであることその他の厚生労働省令で定める基

準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認

定一般事業主」という。）については、第八条第一項及び

第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところ

により、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなけれ

ばならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を

取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すと

き。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚

偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律

に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業

主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三

百人以下のものをいう。以下この項及び次項において

同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必

要な労働者の募集を行わせようとする場合において、

当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとす

るときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）

第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員で

ある中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律に

より設立された組合若しくはその連合会であって厚生

労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主

を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で

定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成

員である中小事業主に対して女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に

関する相談及び援助を行うものであって、その申請に

基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切

に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨

の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認

を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募

集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定に

よる届出があった場合について、同法第五条の三第一

項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第

二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条

の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第

二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者について、同法第四

十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第

五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用

する同条第二項に規定する職権を行う場合について、

それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条

第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第

十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に

従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の

規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集

に従事させようとする者がその被用者以外の者に与え

ようとする」と、同法第四十二条の三中「第三十九条に

規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六

十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めること

ができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団

体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成

果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は

方法について指導することにより、当該募集の効果的

かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定によ

り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対し

て、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に

実施されるように相談その他の援助の実施に努めるも

のとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又は
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それらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」

という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計

画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤

務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職

員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業

における女性の職業生活における活躍に関する状況を

把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を

勘案して、これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用する職員に占

める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮

小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めな

ければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための

措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動

計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公

表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する次に掲げ

る情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における

女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げ

る情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表する

よう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公

表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に

公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職

業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立

に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又

は営もうとする女性及びその家族その他の関係者から

の相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、

助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとし

て内閣府令で定める基準に適合する者に委託すること

ができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は

当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものと

する。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫そ

の他の特別の法律によって設立された法人であって政

令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、

予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例

認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍

に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項

において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の

増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、

かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行う

ものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に資するよう、国内外における女性の職

業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報

の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 
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第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行

う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関

係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国

が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団

体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活に

おける活躍の推進に有用な情報を活用することにより、

当該区域において女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす

るため、関係機関により構成される協議会（以下「協議

会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第二十二条第三項の規定による事務の委

託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議

会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えること

ができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図るこ

とにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用

な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組について協議を行うものとす

る。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事

業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主

である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報

告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることがで

きる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定に

よる公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一

項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定す

る情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しく

は特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する

一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合

において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十

五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労

働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定

法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に

違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲

役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らし

た者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月

以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労

働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三

十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三

十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十

万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する

場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をした

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三

章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び

第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の

規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、そ

の効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従

事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につい

ては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、
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前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお

その効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に係る

罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加え

る改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二・三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八

条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項

及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一

項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分

の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、

第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五

十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正

規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の

規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和

二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の

改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、

附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、

附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条

第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九

項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労

働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法

律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の

項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、

第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び

第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の

改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条

から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附

則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 

平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定に

あっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第

四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 

公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超え

ない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合に

おいて、この法律による改正後の規定の施行の状況に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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５  つくば市男女共同参画社会基本条例 

平成 1６年３月２６日条例第 25 号 

 

男女共同参画社会は，男女が家庭生活においても，社会

生活においても，互いに尊重し合い、共に責任を分担し、柔

軟に役割を考え、あらゆる分野の活動に性別にかかわりな

く個性と能力に応じて対等に参画して、固有な人格の自由

な発展を育む社会である。 

21 世紀をむかえ、社会は少子高齢化の進行、経済活動

の成熟化、情報通信をはじめとする科学技術の進歩など、

急速な変化を遂げている。こうした中で、生きがいをもって

自分らしく生き生きとした生活を送るためには、なお一層

の男女共同参画社会の進展が図られなければならない。こ

のことは、つくば市が掲げる人間性の尊重というまちづく

りの理念にも合致するものである。 

つくば市が、国際都市にふさわしく、他の都市の模範とな

るような活力あるまちづくりをするためには、男女共同参

画社会の実現を市政の最重要課題の一つとして位置付け、

総合的な施策を展開することが必要である。 

よって、ここに男女共同参画社会を推進する取組を明ら

かにし、目指す社会の実現を図るため、この条例を制定す

る。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，男女共同参画社会の形成に関し基本理

念を定め，つくば市(以下「市」という。)，市民及び事業者

の責務を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に

関する施策の基本となる事項を定めることにより，男女

共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，も

って男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義

は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会 男女平等の実現を目指し，男女

が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され，男女が均等に政治的，経済的，社会的及び

文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を

担うべき社会をいう。 

(2) 市民 市内に居住し，又は勤務し，若しくは通学する

者をいう。 

(3)  事業者 市内で事業を営むための事務所又は事業

所を有する個人又は法人その他の団体をいう。 

(4) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するた

め必要な範囲内において，男女のいずれか一方に対

し，当該機会を積極的に提供することをいう。 

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動又は不必要

な身体への接触により，他の者を不快にさせ，当該者

の社会生活のあらゆる場面においてその環境を害す

ること及び当該性的言動への対応を理由として，当該

者に不利益を与えることをいう。 

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出

をしていないが，事実上婚姻関係 

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はかつて配

偶者であった者に対する暴力的な行為(身体的又は精神

的な苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)及び当該暴力

的行為に付随して生じる子への暴力的な行為をいう。 

 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画社会の実現は，次に掲げる基本理念

に基づき推進されなければならない。 

(1) 男女が一人の人間として性別により差別されるこ

となく，その人権が尊重されること。 

(2) 男女が社会的文化的に形成された性差による固定

的な役割を強制されることなく，自立 

した個人としてその能力を十分に発揮し，自己の意思と

責任により多様な生き方を選択する 

ことができるように配慮されること。 

(3) 政策又は方針の立案，決定等意思決定の過程への

女性の参画を促進するため，女性が自 

らの意識及び能力を高め，主体的に思考し，かつ，行動で

きるように配慮されること。 

(4) 社会のさまざまな構成員が，あらゆる機会や場面

において，必要な情報及び意思の交換 

が円滑にできるように配慮されること。 

(5) 国際的協調の下に行われること。 

 

(市の責務) 

第 4 条 市は，男女共同参画社会の形成を施策の主要な方

針として位置付け，前条に定める基本理念に基づき，男

女共同参画の推進に関する施策を策定し，及び実施する

責務を有する。 

2 市は，男女共同参画の推進に当たり，市民，事業者，国及

び他の地方公共団体と連携し，及び協力するものとす

る。 

3 市は，第 1 項に定める施策を企画し，調整し，及び実施

するために必要な体制を整備しなければならない。 

 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は，男女共同参画社会の形成に関する理解を

深め，男女共同参画の推進に努めるとともに，市が実施

する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努

めなければならない。（家庭生活における活動と他の活

動の両立） 

 

第 6 条 事業者は，その事業活動に関し，第 3 条に定める

基本理念に基づき，男女共同参画社会の形成の促進に努

めなければならない。 

2 事業者は，男女共同参画社会の推進を阻害するセクシュ

アル・ハラスメント等の人権侵害が生じないよう職場環境

の整備に努めなければならない。 

3 事業者は，男女が仕事，育児及び介護を含めた家庭生活

並びに地域内における活動について，両立できるような

職場環境の整備に努めなければならない。 
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4 事業者は，市が実施する男女共同参画の推進に関する

施策に協力するとともに，必要に応じ積極的改善措置を

講じるよう努めなければならない。 

 

第 2 章 基本計画 

(基本計画の策定) 

第 7 条 市は，男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を

図るため，男女共同参画推進基本計画(以下「基本計画」

という。)を策定するものとする。 

2 基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

(1) 男女共同参画の推進を図るための総合的かつ計画

的な施策の大綱 

(2) 男女共同参画の推進を図るための基本的施策の実

施に必要な事項 

3 市は，基本計画を策定するに当たっては，市民及び事業

者の意見を聴取するとともに，つくば市男女共同参画審

議会に諮問しなければならない。 

4 市は，基本計画を策定したときは，これを公表するもの

とする。 

5 前 2 項の規定は，基本計画の変更について準用する。 

(施策実施等の評価) 

第 8 条 市は，男女共同参画の推進を図るため，基本的施

策の策定及び実施について合理的かつ適切に評価する

ための措置を講じなければならない。 

(年次報告等) 

第 9 条 市は，男女共同参画の推進に関する施策の実施状

況，今後の施策の実施予定等について，毎年，報告書を

作成し，公表しなければならない。 

 

第 3 章 基本的施策 

(政策等決定過程における男女共同参画の推進) 

第 10 条 市は，政策又は方針の決定過程への男女共同参

画を推進するため，次に掲げる施策の実施に努めなけれ

ばならない。 

(1) 市の各種委員会，審議会等の委員その他の構成員

に関する男女共同参画 

(2) 女性職員の積極的な職域拡大，管理職等への登用

及び能力開発 

 

(雇用の分野における男女共同参画の推進) 

第 11 条 市は，雇用の分野における男女共同参画を推進

するため，事業者に対して必要な情報の提供その他の支

援を行うよう努めるとともに，男女共同参画の実施状況

に関する報告及び適切な措置を講じるよう協力を求める

ことができる。 

2 市は，前項に定める報告に基づき，男女共同参画に対す

る取組状況について公表することができるものとする。 

3 市は，男女共同参画の推進に関し主体的かつ積極的に

取り組んでいる事業者を表彰し，公表するものとする。 

(自営の商工業及び農業分野における男女共同参画の推

進) 

 

第 12 条 市は，自営の商工業及び農業分野における男女

共同参画の推進を図るため，次に掲げる措置を講じるよ

う努めるものとする。 

(1) 経営に女性が主体的に参画することができるよう

な環境を整備するとともに，能力の開発及びその能力

が適正に評価されるような支援体制を整備する措置 

(2) 経営者，その配偶者及びその他の家族の自由な意

思に基づき，経営の目標，収益の分配，経営の移譲の

計画，就業時間等について取り決める家族経営協定な

どの就業に関する条件を整備するための措置 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか，自営の商工業及び農

業分野における男女共同参画の推進を 

図るために必要な措置 

 

(高度情報社会における男女共同参画の推進) 

第 13 条 市は，高度情報社会における男女共同参画の推

進を図るため，男女があらゆる機会に必要な情報を得る

こと及び男女が平等にその能力を発揮することができる

よう，情報技術及び知識の習得等の学習環境を整備する

ための措置を講じるよう努めるものとする。 

(教育の場における男女共同参画の推進) 

 

第 14 条 市は，市民が男女共同参画についての関心と理

解を深めるため，学校教育及び生涯学習の場における男

女共同参画に関する教育又は学習の振興を図るための

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

2 市は，学校教育及び生涯学習において，男女が性別によ

り差別されることなく，個人の能力及びその個性に応じ

て学校教育又は生涯学習の場に参加できるような環境

を整備するとともに，その活動を支援するよう努めるも

のとする。 

 

(家庭生活と社会生活等の調和) 

第 15 条 市は，家庭責任を有する男女が対等な立場で，家

庭生活及び家庭生活以外の活動が両立することができ

るよう，支援その他の必要な措置を講じるものとする。 

 

(健康の保持及び増進) 

第 16 条 市は，男女が対等な立場において互いの性への

理解を深めることにより，妊娠及び出産について女性の

意思を尊重し，並びに性と生殖に係る健康保持を図るよ

う必要な措置を講じるものとする。 

2 市は，男女がその生涯にわたる心身の健康を保持し，及

び増進をするための教育，啓発，健康相談等の必要な措

置を講じるものとする。 

 

(施策の推進体制の整備) 

第 17 条 市は，市民及び事業者の協力の下に施策を実施

するため，必要な推進体制の整備に努めるものとする。 

 

第 4 章 性別による人権侵害の禁止 

(性別による人権侵害の禁止及び被害者保護等) 

第 18 条 何人も，ドメスティック・バイオレンス，セクシュア

ル・ハラスメント等の性別による差別的取扱い及び人権

の侵害を行ってはならない。 

2 市は，性別による差別的取扱いその他の男女共同参画

の推進を阻害する人権の侵害に関し，市民又は事業者か

ら相談等の申出があったときは，当該相談等の申出に速

やかに対処するとともに，関係機関又は団体と密接に連

携して一時保護等の適切な措置を講じるよう努めるもの

とする。 

(男女共同参画を阻害する情報等への対応) 

第 19 条 何人も，広告，ポスター等の公衆に対して表示す

る情報において，異性に対する暴力的行為及び性の商品

化を助長し，又はこれらを連想させる表現を行わないよ

うに努め，男女共同参画の推進を阻害しないようにしな

ければならない。 
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2 市は，前項の規定に反すると認めたときは，当該情報の

表示にかかわった者に対して撤去勧告等の必要な措置を

講じるものとする。 

 

第 5 章苦情等の処理 

(苦情等の処理) 

第 20 条 市民は，男女共同参画社会の形成の促進を阻害

すると認められる事項に関する苦情その他の意見(以下

「苦情等」という。)を市長に申し出ることができる。 

2 市長は，前項の規定による申出を受けた場合において，

必要と認めるときは，調査を行うことができる。 

3 前項の規定に基づく調査の対象となる関係者は，当該

調査に協力するよう努めなければならない。 

4 前 3 項に定めるもののほか，苦情等の処理に関し必要

な事項は，規則で定める。 

 

(報告等) 

第 21 条 市は，前条に規定する苦情等の処理に関し，つく

ば市男女共同参画審議会に報告するとともに，必要に応

じ，当該関係者に対し是正のための助言，指導等を行う

ことができる。 

 

第 6 章 審議会 

(審議会の設置) 

第 22 条 市長の諮問に応じ，男女共同参画の推進に関す

る基本的及び総合的施策並びに重要事項を調査審議し，

答申するため，つくば市男女共同参画審議会(以下「審議

会」という。)を置く。 

2 審議会は，市長が任命する委員 20 人以内で組織する。

この場合において，男女のいずれかの一方の委員の数

は，委員の総数の 4 割未満であってはならない。 

3 委員の任期は，2 年とする。ただし，再任を妨げない。 

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者

の残任期間とする。 

5 前各項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に

関し必要な事項は，規則で定める。 

 

第 7 章 委任 

(委任) 

第 23 条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。 

 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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６  つくば市男女共同参画推進本部設置要項 

 

（設置） 

第１条 つくば市における男女共同参画推進施策を総合的

かつ効果的に推進するため，つくば市男女共同参画推進

本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部の所掌事項は，次のとおりとする。 

(1) 男女共同参画推進計画の策定に関すること。 

(2) 男女共同参画推進計画の進行管理に関すること。 

(3) その他男女共同参画推進施策の推進に係る重要事

項の総合調整に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって

組織する。 

２ 本部長は，市長をもって充てる。 

３ 副本部長は，副市長をもって充てる。 

４ 本部員は，つくば市庁議等規則（平成元年つくば市規則

第１７号）第３条に定める部長等をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は，推進本部を代表し，事務を総理する。 

２ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるとき

は，その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は，必要に応じ本部長が招集し，主

宰する。 

２ 本部長が必要と認めるときは，前項の会議における事

案に特に関係のある職員を当該会議に出席させ，説明又

は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 推進本部の庶務は，市民部男女共同参画室におい

て処理する。 

附則 

 この要項は，平成 16 年６月 15 日から施行する。 

 この要項は，平成 17 年４月１日から施行する。 

 この要項は，平成 18 年４月１日から施行する。 

 この要項は，平成 19 年４月１日から施行する。 

 この要項は，平成 19 年 11 月 14 日から施行する。 

 この要項は，平成 22 年４月１日から施行する。 
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７  つくば市男女共同参画推進本部員名簿 

 

組 織 所 属 氏 名 

本 部 長 市 長 五十嵐 立青 

副本部長 副市長 飯野 哲雄 

副本部長 副市長 松本 玲子 

本 部 員 教育長 森田 充 

本 部 員 市長公室長 片野 博司 

本 部 員 総務部長 篠塚 英司 

本 部 員 政策イノベーション部長 藤光 智香 

本 部 員 財務部長 中島 弘志 

本 部 員 市民部長 大久保 克己 

本 部 員 福祉部長 安曽 貞夫 

本 部 員 保健部長 小室 伸一 

本 部 員 こども部長 塚本 浩行 

本 部 員 経済部長 野澤 政章 

本 部 員 都市計画部長 大里 和也 

本 部 員 建設部長 富田 剛 

本 部 員 生活環境部長 谷内 俊昭 

本 部 員 上下水道局長 坂入 善晴 

本 部 員 会計管理者 飯島 正志 

本 部 員 教育局長 吉沼 正美 

本 部 員 消防長 木村 勝平 

本 部 員 議会事務局長 川崎 誠 

本 部 員 選挙管理委員会事務局長 窪庭 隆 

本 部 員 監査委員事務局長 坂本 人史 

本 部 員 農業委員会事務局長 吉原 利夫 
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会 議 録 

会議の名称 令和４年度 第４回つくば市男女共同参画審議会 

開催日時 令和５年（2023 年）１月 26 日 14:00～15:10 

開催場所 つくば市役所 ２階 職員研修室 

事務局（担当課） 市民部市民活動課男女共同参画室 

 

出 

席 

者 

 

 

委員 

 

 

生田目 美紀委員（会長）、土井 隆義委員（副会長）、 

有光 直子委員、石山 武委員、浦里 晴美委員、 

川本 愛子委員、北口 ひとみ委員、長 卓良委員、 

間野 聡子委員、柳田 貢委員、山中 真弓委員 

その他 男女共同参画推進基本計画策定支援業務委託事業所 

事務局 

 

市民部：池畑次長 

男女共同参画室：横田室長、松崎係長、水谷主任主査 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数  ０名 

非公開の場合はそ

の理由 

 

 
 

議題 

 

協議事項 

（１）パブリックコメントの実施結果及びつくば市男女共同

参画推進基本計画（案）について  

会議録署名人  確定年月日 平成  年  月  日 

 

会

議

次

第 

 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

４ その他 

５ 閉会 
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＜あいさつ＞ 

事務局：定刻になりましたので、ただいまより、つくば市男女共同参画審議会

を開催いたします。本日はご多忙のところ、ご出席いただき、誠にありがと

うございます。 

本日の審議会の出席者は 11 名です。過半数以上の出席でございますので、

つくば市男女共同参画社会基本条例施行規則第７条第３項により、本日の会

議が成立いたしますことをご報告いたします。なお、本会議はつくば市附属

機関の会議及び懇談会等の公開に関する条例第３条により公開となってお

りますことを申し添えます。 

 まず初めに、会長よりご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいた

します。 

会長：皆さま、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。 

本日は、今年度最後の会議というよりも、このメンバーで議論する最後の会

議になります。ご協力をいただきながら、まとめていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

事務局：ここからは、条例施行規則第７条第２項に従い、会長に議事進行をお

願いいたします。 

会長：次第に沿って進めます。前回 10 月の第３回審議会は、パブリックコメ

ントの実施前ということで、素案の内容を仕上げる形でご審議いただきまし

た。本日は、市長に答申を行う前の最後の審議会になりますので、ここでは

計画書の内容を確認しながら確定していく内容にさせていただきたいと思

いますので、大幅な変更ということではなく、最終仕上げというお気持ちで

取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

＜審議内容＞ 

（１） パブリックコメントの実施結果及びつくば市男女共同参画推進基本計画

（案）について 
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会長：議事（１）パブリックコメントの実施結果及びつくば市男女共同参画

推進基本計画（案）について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局：（資料説明）  

会長：ありがとうございました。事務局から説明がありましたが、何かお気づ

きの点等があればお願いいたします。 

委員：９ページの（４）「市の動き」の２行目、平成 7 年のところですが、「つ

くば市女性行政連絡会議」の部分でスペースが出来てしまっていて、前の時

はなかったものがついてしまっています。 

事務局：修正させていただきます。 

会長：他にございますか。 

委員：パブリックコメントの意見について、市の考え方は大変よくわかりまし

たが、ご指摘のところで、39 ページの「女性等」の「等」がわかりにくいと

いう指摘があり、市の考え方としては、「女性等にはこのようなことを想定

しています」という注釈があります。確かに、最初に読んだ人にとっては、

なかなかわかりにくいかなと私も思いましたので、ここのところは市がその

ような考えで書いてあるのであれば、このまま市の想定している考えを欄外

に書くか、書き込むか何かしたほうがいいのではないかという意見を持って

います。いかがでしょうか。 

会長：皆さまから何かご意見ありますか。事務局のほうは何かありますか。 

事務局：委員のご発言は、39 ページの第３章の「女性等」という表現について

のご意見だと思いますが、市としては、包含した形で掲載できればよいと考

えていました。欄外に書き出すような形がよいということでしょうか。多様

な属性が考えられますので、すべてを書き出すことは難しく、漏れてしまう

ことを懸念しています。 

委員：市の考え方としては、「女性をはじめ、乳幼児や子ども、妊婦、外国人、

高齢者、障がい者、性的少数者等、多様な属性の方」としているので、概ね

包括できているかなと思うのと、これ以外にもあれば、それは今後ご指摘を
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受ければいいことで、この委員会の中ではこれを作るにあたって、そういう

ことを想定して書きましたという意味ならば、書き込んでも差し障りはない

と私は考えました。むしろ、「女性等への配慮」と書くだけではわかりにく

いというか、「具体的な記述になるとよい」という指摘もありますので、具

体的にしても良いのではないかと思います。パブリックコメントの回答とし

てこれは公表されているものですので、どうでしょうか。 

事務局：まだ公表はされていません。市の考え方としては、このような答えに

なるということです。漏れが出れば、その時にということかと思うのですが、

そもそもこの計画自体が、女性の地位向上というものを主眼に置いたもの

で、一部の属性の人だけを書くということにしますと、漏れるということを

防ぐために、あえて「女性等」としています。また、属性のすべてを欄外に

羅列するということは考えておりません。 

会長：この点は、我々のメンバーで何度も議論してきた内容で、まさに直結し

ている問題だと思います。確かに記述すればわかりやすくなると思います

が、今の任期中の最後の締めくくりとして話そうと思っていたのですが、ま

ず第一歩として、市長にこのことをお話して、こういう意見が出ているので、

これから積極的に取組まなければいけないと私たちは考えている、というこ

とをお伝えするのが第一歩だと思います。例えば、今の段階で高齢者など具

体的にどこまで書いて問題がないかを並行して検討する必要があると思い

ますが、今後高齢者や障がい者を包括した構想があるとしたら、男女共同参

画が先走って明言するのも時期尚早になるのではという恐れもあり、個人的

には一歩待ってみてもよいと思います。 

この推進計画は５年間ですが、私たち５年前に今ほどいろいろなことを知っ

ていましたか、例えばＬＧＢＴＱやルッキズムの話も５年前にはあまり語ら

れなかったと思います。５年間で世の中が大きく変わることを考えると、明

記することが足かせになるとよくないと思います。 

副会長：例えば、ご意見のように「等」が入っているので、「他にも何がある
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のか議論されている」ということはわかります。一方、議論してきたように、

性的少数者や障がい者の問題は、極めて重要な問題ではありますが、この男

女共同参画室がやるべきことなのかは疑問です。本来は、市の人権課で取り

組むべきことだと思います。本計画は、あくまでも男女共同参画推進基本計

画で、「男女の不平等をなくすこと」を主眼とする計画なので、幅を広げな

いほうがよいと思います。 

そのように考えると、ここでは「女性」と限定してもよいと思います。限定

することは性的少数者を省くことではなく、あくまでも「この計画の対象は

女性である」と示すということです。ただ、重要な問題もあるので「等」を

つけて、「女性だけではない」というニュアンスは持たせてもよいと思いま

す。性的少数者や障がい者などの問題を明記すると、別の部署で施策を考え

るときに、この計画との調整が必要になってくると思うため、足かせになる

ことも考えられます。今回は、男女の不平等の問題ですので、「女性等」で

よいかと思います。 

委員：お話は大変よくわかります。ここに「障がい者、高齢者」という文言が

入ると、その担当課が動かなければいけなくなるということも理解していま

す。少なくとも、性的少数者はどこの課の施策の対象にもなっておらず、現

在、男女共同参画計画で取り扱っていますので、そのくらいは書き込めるか

と思いました。本文に記載すると、そのような混乱が生じるのであれば、欄

外に、このような議論があったことや結論は出ていないこと等を記載しても

よいと思います。「等」に含まれる内容について、審議会に参加している私

どもは十分に議論して理解していますが、一読した人には理解できないと思

います。それを解消する案はないのかという提案です。 

副会長：いくつかある中に、性的少数者の問題も入っている扱いのほうがよい

と思います。ここで、性的少数者だけを記載すると、男女共同参画室がこの

問題も今後扱っていかなければいけなくなります。それは私たちの意思では

なかったと思います。男女共同参画室では、あくまでも「男女の不平等の是
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正」を目的にしています。そこの部署に、性的少数者の問題も任せると中途

半端になってしまうため、市に性的少数者の問題を扱う部門をきちんとつく

っていただきたいと思います。そのためにも、ここでは明記しないほうがよ

いと思います。 

会長：このような意見があったことは市長に伝えますので、大きなうねりにつ

ながるように、ここではあえて未来のために記載しないということでよろし

いでしょうか。 

事務局：追加で、修正を報告させていただきます。パブリックコメントの回答

の２枚目裏面、45 ページ第４章の施策の展開、基本目標Ⅰ「男女共同参画

社会に向けた基盤の整備、（２）男女共同参画意識醸成のための教育の充実

について」の市の考え方の部分です。「基本目標Ⅱ」と記載していますが、

正しくは「基本目標Ⅰ（２）」ですので、修正をお願いいたします。 

会長：他にご意見等はございませんか。 

委員：パブリックコメントの実施結果の２ページ目、表の中央の段、41、43 ペ

ージ、計画の根拠、考え方の１番の意見で、「女性のための相談室を知って

いる市民の割合と男女共同参画に対する満足度をもう少し高い目標値にで

きないか」という意見があります。「女性のための相談室を知っている市民

の割合の目標値をもう少し高い目標でもよいのではないか」という意見は、

審議会の中でも出たと記憶しています。その際の議論として、最終的には

100％に近い形まで持っていくべきとの意見でしたが、変動値や伸び幅を踏

まえると、50％程度がよいという議論があってこの目標値になったかと思い

ます。審議会に出て最終的には 100％に近い値にするべきという審議会での

経緯を理解した上でこの目標値を見るのと、ただの 50％という目標値を見

るのでは、受ける印象はかなり違うのではないかと考えます。「現実的な目

標値を設定しています」という考え方だと思うのですが、例えば、この考え

方の一段落前に、「最終的にはより高い目標値をめざしていくべきであると

は考えますが、現実的にはこの目標値になります」というような説明を明記
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したほうが、意見を寄せてくださった方にも納得してもらえると思います

し、最終的により高い値をめざすべきだと市が考えているということ自体を

伝えることの方が、市民の男女共同参画に対する理解や満足度も深まるよう

に思います。結論に至る前に議論した部分を計画書の中には入れられないと

しても、パブリックコメントの回答には記載できるのではないかと考えます

がいかがでしょうか。 

会長：皆さま、いかがですか。パブリックコメントの回答に、より高い目標を

目指しているとの一文を入れていただけますか。 

事務局：はい、「50％が最終目標ではない」という内容の一文を加えさせてい

ただきます。 

会長：他にご意見等はございませんか。 

委員：計画の 50 ページの「性的少数者に関する差別の解消」で、職員の研修

等が含まれていると思いますが、教育の 45 ページでは、教育を受ける側の

目標が書かれています。心配していることは、教員がどのように理解してい

るのかという研修を指導課で組み立てるしかないのか、ここに少し入れるこ

とができるのであれば、50 ページは男女共同参画室が担当課になっていま

すが、ここに教育指導課が含まれて、教育局も共に性的少数者に関する情報

の発信と啓発をしていくという姿勢が取れるのかどうか、ここでは決められ

ませんよね、いかがでしょうか。 

事務局：もちろん、そういう意識を持って関係部署には働きかけていますが、

決まっていないものをここで回答することは難しいと考えています。 

委員：以前にも計画の議論でお話ししましたが、計画に入らなかったというこ

とは、決まっていないと理解します。 

事務局：決してやらないと言っているわけではありませんのでご理解くださ

い。 

副会長：教員の研修は確かに必要なことだと思います。 

委員：なぜご意見を申し上げたかといえば、計画を見た人は、この部分しか見
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ません。議事録まで遡って見ることはしませんので、それではなかなか進ま

ないのではないか、教育の方はどうなっているかなど、ご意見が出てくるか

もしれないのでお聞きしました。次期の計画には記載してもらえるようにお

願いしたいと思います。 

会長：市長にお話しするときに、具体的に話せるようにしたいと思います。「人

権を大きく扱うところが必要だ」、「先生が理解していないと子どもも育た

ない」等、いただいた意見をいくつか混ぜながら具体的にお話しできたらと

思います。 

委員：計画を統括するのは男女共同参画室で、実施は各課でやっていくように

なります。教育局はまた行政の壁を越えた別のジャンルになってくるため、

本当に難しいとは思うのですが、そこが基本になってくると思うのでお聞き

しました。 

委員：45 ページ「教育の充実」で、性の多様性を教育の中でも取り上げること

が必要だと思いますので、性的少数者のことなども、教育の中で学ばれてい

けば、先生方も一緒に学ぶことができると思います。もう盛り込むことは難

しいですか。 

会長：本日は最終確認ですので、文言を追加することはパブリックコメントも

実施していますので難しいと思います。 

委員：分かりました。では、次期計画の中に入れていただき、また実際に教育

を進める中で、ぜひ取り上げていただきたいと思います。 

６番の「生命の尊さ」についても、妊娠、出産に関する知識についての教育

が日本の性教育の中では大きく遅れています。子どもたちの身の上に起きる

様々なリスクを早い段階で教えていくことが大事だと思います。男女共同参

画室はもちろん、教育の中で取り上げていただきたいと、口頭で伝えていた

だけるとありがたいです。 

副会長：教育者に対する意識啓発はとても大事であると考えます。ただ、男女

共同参画室が学校の現場に対して「こういう研修会をやってください」と言
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うのは恐らく言えないと思います。男女共同参画室でできることは、44 ペ

ージにあるセミナーを開くときに、一般市民向けのセミナーと同時に、教育

者向けのセミナーを企画して、学校の先生方に来ていただくということなら

ばできると思いますので、そのようなことから始めるとよいのではないかと

考えています。 

会長：ありがとうございます。 

委員：50 ページ 30 番の「性的少数者に関する差別の解消」に、職員ハンドブ

ックの作成がありますが、これは行政の職員のことを指すのでしょうか。職

員に、小中学校の教員も入るのでしょうか。ぜひ配布してほしいです。 

現在、小学校で配布している、子ども向けの男女共同参画室だよりが大変よ

くできているので、あれを先生にも読んでいただき、クラスでも共有して活

用していただければ効果的だと思います。子どもたちに伝えることが、先生

の啓発にもなると思います。これは男女共同参画室が担当課になっているの

で、ハンドブックの配布は先生方の教育にもつながると思います。 

事務局：こちらに書かれている職員向けハンドブックの作成ついては、具体的

には今後進めていくものですので、現在、はっきりとしたことが回答できま

せんが、基本的には窓口対応職員に理解していただきたいということで職員

向けのハンドブックの作成を考えています。教職員への配布は、本日のご意

見を参考に検討させていただきます。 

事務局：男女共同参画室だよりについては、先生方にもぜひ読んでいただきた

いということで、配布していることを申し添えます。 

会長：他にご意見等はございませんか。 

委員：24 ページ、４番の「市政運営について」②「活かされていない理由」に

ついて、前回、副会長から複数回答なのに 100％となっていることについて

のご指摘があり、今回は改善されています。ただ、回答数が、前回は 298 だ

ったものが、今回は 208 になっています。その理由は何か教えていただけま

すか。 
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事務局：前回の 298 は回答数で、今回の 208 は回答者数です。複数選択ですの

で、人数と回答数は異なります。 

会長：よろしいでしょうか。 

他にご意見等はございませんか。いただいたご意見やアイデアを今後の計画

に活かしていただきたいと思います。 

審議会は、以上で終了します。 

 

４ その他 

会長：続いて、答申（案）について、事務局からご説明をお願いいたします。 

事務局：答申については、現在、秘書課と日程調整をしており、２月中に実施

する予定です。答申は、会長、副会長から、市長に対し、お手元の計画書の

素案と概要版を答申書として提出する予定です。答申後の流れとしては、市

長、副市長、各部の部長で構成される庁議に付議事案として報告し、３月下

旬には計画書が出来上がる予定です。 

会長：答申案の内容、素案については、会長と副会長にお任せいただけますか。 

委員：８月の審議会の際に、副会長から議論を踏まえて、「男女共同参画では

取り扱う範ちゅうを超えているようなことも検討していただきたい」という

意見をつけて答申するというお話だったかと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

会長：文章で書くかどうかはこれから検討しますが、人権の問題が男女共同参

画では扱いきれないほど大きくなっているという意見が多く出たこと、また

具体的に教育の分野など、まだ対策できることがあるが、男女共同参画だけ

では進めることができないという点は、はっきりとお伝えしたいと思いま

す。答申の文章に書き込むべきかはこれから相談して検討します。 

副市長：市長から諮問があり、それに対して答申をいたしますので、答申自体

は諮問内容に対して出すものです。諮問内容に関して議論する過程で出た意

見を付帯意見として提出することになると思います。その付帯意見を文章化
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できるかは私も分かりませんが、個人的には文章化することが望ましと思い

ます。調整させていただきたいと思います。 

会長：本日の議題はここまでになります。 

この委員での審議会は、今回が最後で任期満了となりますので、委員の皆さ

んからお言葉をいただきたいと思います。 

委員：この会議でもしばしば話題になったように、「男女共同参画」から「ダ

イバーシティ」の問題にかなり広がってきています。ダンバーシティは重要

ですが、男女共同参画、男女平等はまだまだ発展途上だと思いますので、ダ

イバーシティだけを重点的にすると、本来の男女共同参画が薄れてくるので

はないかと危惧しています。仕分けは大変難しいと思いますが、このまま男

女共同参画が発展していくことを願っています。 

委員：今回初めて委員に応募して、実際に参加してみて、社会の中でジェンダ

ーの問題は非常に大きな課題であるということでしたが、実態や現実的な問

題を少しは理解することができたと思います。大枠では認識していても、自

分自身としてどこまで理解できているのか、自分自身にとっては理解が深ま

りました。ただ、個人的には議論についていけず、せっかく委員になったの

に役に立てたのかは疑問に残っています。この機会に、一人一人がこのよう

な問題への理解を深めていけるようになるとよいと思いました。 

委員：私は、つくば市がアップルプランを立ち上げたときから、男女共同参画

の事業に関わってきました。当時は桜支所で会議をして、ミンナのつどいで

は、講師の選定から会場を押さえるなど、全てのことをやっておりました。

色々と関わって四半世紀経ちますが、私たちを取り巻く環境や価値観がずい

ぶん変わり、つくば市地域活動連絡協議会という名前ではありますが、末端

のクラブに対しては、「母親クラブ」という名称がついておりまして、この

時代に「母親クラブ」という名称にとても敏感になりまして、名称変更した

ほうがよいという話になっております。厚生労働省の傘下にある団体ですの

で、名称変更が難しく議論をしているところです。今後もよろしくお願いい
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たします。 

委員：今回、市民委員も初めてで、審議会に参加することも初めてでした。議

論のお役にたてたかどうかは自信がないのですが、私自身皆さんの議論やご

意見を伺う中で、社会人として周囲に対する見方が変わり、視野がすごく広

がったと感じます。市民委員として参加させていただいて感謝しています。

「市政の男女共同参画を進めるためにどのようにしたらよいか」という理由

の一番上の回答が、「審議会等への女性の参加の促進」となっていたと思い

ますので、私自身、この経験が自分の人生に活きたと感じていますので、市

民委員の募集を積極的に色々な方に届くように進めていただけければ、この

ようないい経験を積める方がこれからも増えるのではないかと思いますの

でぜひよろしくお願いします。 

委員：様々な勉強をさせていただきました。男女共同参画に関しては、ダイバ

ーシティのように広げ過ぎると、未達成なものさえも見失ってしまうのでは

ないかというご意見も身にしみます。家庭の中で、男女共同というものが自

分自身のテーマになっていると思います。いかに折り合っていくか、いかに

お互いの人権を尊重し合えているかということは、日々感じています。 

一方で、世の中色々な情報も入ってくる。ヘアロスの問題に関して、身をも

ってご提案された方々のことを思うと、男女共同とは根強く人権の問題だと

いうことも忘れてはならないと考えました。多くの意見を発言させていただ

き、十分思いを達成しましたので感謝申し上げます。 

委員：私の知っている男女共同参画の計画は、アップルプログラムの頃の時代

でありまして、そのころから比べると、環境の違いもありますが、かなり複

雑になり、多面的になっているというのが印象に残りました。私どもの協議

会では、高齢者や障がい者と直接接することがあり、福祉的な意味合いも含

めて、この計画の中に盛り込まれて、守備範囲が広いという印象を受けまし

た。ただ、委員からも出ているように、やはり広げ過ぎると、「男女共同参

画」という焦点がぼけてしまうと思いますので、餅は餅屋でやっていくとい
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うのが大事なのではないかと印象を受けました。ただ私としては、この審議

会は、議論するというよりも研修の場、学びの場だったように感じています。

大変勉強になり、今後、社会福祉協議会での活動の中でも反映できる部分が

見えてきました。ありがとうございました。 

委員：子育て支援を普段している立場から思うことはいろいろあり、意見を申

し上げることができて、大変ありがたく思いました。気づかなかった視点や

考え方にも気づき、得るものが多くとても勉強になりました。自分の活動に

活かしていきたいと思うことも多くありました。 

最近、男性で育休を取る人が増えてきています。子育て支援拠点を運営して

いるのですが、以前は父親の姿は全く見ませんでしたが、母親と一緒に見学

に来る父親も増え、赤ちゃんと父親で来る場合もあります。男性でも子ども

が好きな人もいますし、女性が必ず子どもの面倒をみなければいけないわけ

でもありません。男性からしても、女性からしても縛られているところがあ

るように最近感じているところです。 

男女共同参画の標語の募集を見させていただきましたが、子どもたちの方が

素直な表現をしていると感じました。まず知って、そこからどうしていけば

よいのかを考えていくというプロセスの場でもあったと思います。自分の現

場に持ち帰って活かしていきたいと思います。ありがとうございました。 

委員：昨年の途中から前任者から引き継ぎ、本日初めて審議会に参加させてい

ただきました。男女共同参画という言葉は耳にすることがありましたが、詳

しい内容は知りませんでしたが、資料を見ますと広い範囲でやっているの

で、男女という言葉では足りないように感じました。大変勉強になりました。

ありがとうございました。 

委員：私自身も勉強不足で、育児をしながらの参加で、その中で自分も勉強し

ながら、それを子どもにどのように伝えていこうかと、試行錯誤の中で過ご

してきたところです。今後、男と女に分けるものではない世の中になってい

く社会の中で、ジェンダーのことに興味のある方がたくさんおられて、私自
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身も一つ一つの発言を指摘されることも多々あり、どのように表現したらよ

いのかと考えます。年齢により表現に使う言葉が違い、例えば「旦那さん」

「奥さん」という言葉も差別用語だといわれていますが、それが伝わらない

年代の方もおられますので、日々勉強しながら過ごしているところです。性

によって人々が分けられ、仕事や給料に差ができる世の中自体がおかしく、

本来であればこのような委員会も、これからの未来にはいずれなくなってほ

しいと思っています。10 年、20 年後に大きく変わったときに、このような

委員会は、今後必要ない世の中になっていけるといいなと思いながら、私自

身も仕事の中で活かしながら、今後も勉強を続けていきたいと思います。皆

様には多くのことを学ばせていただき、感謝しております。 

副会長：総論賛成各論反対という言葉があります。私自身は、社会人として気

をつけながら生きているつもりですが、一方、家庭人としてどれほど気をつ

けているか考えると、難しい場合もあります。日本のジェンダー・ギャップ

指数が改善しないことは、制度も大事だが同時に、個々の場面で個人がどの

ように、特に男性が自分を振り返っていくのか、正していくのかが大きな問

題であると思います。行政が指導するものではなく、基本的には市民の意識

に寄り添っていくものだと思います。その際に、私たち市民の意識がどれだ

けジェンダー・イクオリティに近づけられるのかということを、一人一人が

考えなければいけないと思います。その環境づくりをしていくことは、行政

の大きな仕事だと思いますので、今後、さらに必要になると思います。 

この男女共同参画室が残っている以上は、まだ達成されていないということ

ですので、男女共同参画室がなるべく早く解散できるように、個人個人が動

いていかなければいけないと思いました。 

私の大学での専門はジェンダーではなく、最初の時に、大学にジェンダーの

専門家がおらず、私が委員を引き受けましたが、最近ジェンダーの専門家が

新しく来られましたので、できればそのような若い方にも、ぜひ加わってい

ただいて、世代を変えながらジェンダーの問題を改善へとつなげていければ
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と考えております。また機会があると思いますので、その際にはよろしくお

願いいたします。ありがとうございました。 

会長：会長を務めるには力不足で、皆さまに助けられてなんとか任期を満了で

きました。皆さまとお話できて大変勉強になりました。私自身は、常日頃、

障がいをお持ちの方と接していますので、何年か前に「なぜ、男女共同参画

室なのか」「ダイバーシティ推進室に名前を変えたほうがよい」と考えてい

た時期があります。こうして皆さまと勉強している間に、男女共同参画室自

体もまだ役目を達成できていないどころか、この数年の間に、新型コロナウ

イルス感染症やアメリカで赤ちゃんを設ける自由の権利の話があり、女性を

取り巻くさまざまな問題が残っており、本当にまだまだなんだと感じまし

た。私自身が一番勉強になったのは、ダイバーシティを推進する大きなうね

りは、是非色々なところから、例えば高齢者を扱っているところ等から、同

時自然発生的に起きてほしいとともに、男女共同参画、ジェンダー・イクオ

リティの問題は、太古の昔からあり、なくなってほしいけれども「うねりに

乗ってぼけてもいけない」ということも非常に勉強になりました。参加させ

ていただいて皆様と議論することができて本当に良かったと思っています。

ありがとうございました。 

事務局：本日は、同じ時間に、自治会の市長区長サミットがある関係で、市長、

部長とも欠席させていただいておりますので代わりにお礼を申し上げます。 

計画の改定にあたり、お忙しい中、４回の審議会にご参加いただきました。

４回で足りているとは私共も考えておりません。計画の中に盛り込んだ内容

についても、ここに盛り込むべきなのかも含めて検討いただきました。 

この計画に皆さんの思いが全て入ったのか、足りていない部分もあると思い

ますけれども、決して、計画に書いていないから行わないということではあ

りません。これからの５年間に取り組めるものは、各セクションが何らかの

形で施策に反映していければよいと考えていますし、私共も働きかけていき

たいと思います。全庁的に進める中で、しっかり目標をたてて進めていける
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ものが、これからの５年間に生まれてくれば、次の計画の中で新たな施策と

して取り入れていければと思います。今後とも、市政の推進にご協力くださ

い。 

この計画の諮問に対する答申案の作成と、審議会の円滑な運営にご協力いた

だき、ありがとうございました。 

 

５ 閉 会 

会長：以上をもちまして、第４回つくば市男女共同参画審議会を閉会します。

ありがとうございました。 

以上 

 



令和４年度 第４回つくば市男女共同参画審議会次第 

 

日時 令和５年(2023 年)１月 26 日(木)  

14:00～16:00 

場所 市役所２階 職員研修室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 議 事 

パブリックコメントの実施結果及びつくば市男女共同参画推進基本計画 

（案）について 

 

４ その他 

つくば市男女共同参画推進基本計画（案）答申について 

 

５ 閉 会 



様式第５号（第 10 条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

パブリックコメント実施結果報告書（案） 

【案件名：つくば市男女共同参画推進基本計画 

（2023～2027）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年（   年） 月 

つくば市 市民部 市民活動課 男女共同参画室 



■ 意見集計結果 

 

令和４年 12 月２日から令和５年１月４日までの間、（つくば市男女共同参画推進基本

計画（2023～2027）(案)）について、意見募集を行った結果、２人（団体を含む。）から 

８件の意見の提出がありました。これらの意見について、適宜要約した上、項目ごとに

整理し、それに対する市の考え方をまとめましたので、公表します。    

 

 提出方法別の人数は、以下のとおりです。 

提出方法 人数（団体を含む。） 

  直接持参             ０人 

  郵便              ０人 

  電子メール              ０人 

  ファクシミリ              ０人 

  電子申請             ２人 

     合 計             ２人 

 

■ 意見の概要及び意見に対する市の考え方 

○ 男女共同参画都市宣言 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

宣言文中『･･･できるまち

「つくば」をめざします。』

の「つくば」の意味が不明で

何を目指すのか全く分から

なくなってしまう。 

 

１件 

 

男女共同参画都市宣言につい

ては、本市における男女共同参

画の推進を広く意思表示するた

め、平成 15 年 11 月に宣言した

もので、当時の宣言文を掲載し

ています。 

 

○ p.39 第３章 計画の基本的考え方、２ 基本目標、基本目標Ⅳ、安全・安心 

な暮らしの実現 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

「女性等」で記載している

箇所を「女性をはじめ、障害

者、性的少数者など、災害時

に、より困難に直面する可能

性が高い人たちへの配慮の

視点」のように、より具体的

な記述になるとよい。 

 

１件 

 

 「女性等」には、女性のほか、

乳幼児や子ども、妊婦、外国人、

高齢者、障害者、性的少数者な

ど、多様な属性の方を想定して

おり、全てを記述することは困

難であるため、包含した形とし

て「女性等」としています。 



○ p.40 第３章 計画の基本的考え方、３ 施策の体系 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

◆女性活躍推進計画及び

■ＤＶ防止基本計画の記述

を一番上に目立つように書

いてはどうか。 

 

１件 

 

 新計画では、注釈の説明等は

欄外の下欄に表示し、統一する

ようにしています。そのため、

女性活躍推進計画及びＤＶ防止

基本計画の記載についても、下

欄に記載する形にしたいと考え

ています。 

 

○ p.41、p.43 第３章 計画の基本的考え方、４ 指標一覧 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

【成果指標】の「女性のた

めの相談室」を知っている市

民の割合と「男女共同参画に

対する満足度」は、もう少し

高い目標値でもよいのでは

ないか。 

 

１件 

 

 成果指標については、前回調

査や現状値、外的要因の予測等

を踏まえて目標値を設定してい

ます。 

 

２ 

【参考値】が現状値だけで

は分かりづらい。前回調査値

等があるものについては、そ

れも出してはどうか。 

 

１件 

前回調査値についは、策定中

の計画書 34 ページに、平成 29

年４月１日現在のデータを掲載

しています。 

 

○ p.44 第４章 施策の展開 について 

 

 １ 

前計画にはなかった新し

い施策には、分かりやすいマ

ークを付けた方が、より分か

りやすくなってよいのでは

ないか。 

 

１件 

 

 新規施策のほか、前計画から

の継続施策について、統合又は

施策内容を一部変更して取組む

ものがあり、新規施策の線引き

が難しいことから、マーク等で

の表示は考えておりません。 

 

 

 

 

 

 

 



○ p.45 第４章 施策の展開、基本目標Ⅰ男女共同参画社会に向けた基盤の 

整備、（２）男女共同参画意識醸成のための教育の充実 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

「生命の尊さや正しい性

の知識を身に付けることを

目的に…」の文言に、「性の

多様性を学ぶ」ことも明記出

来るとよい。 

 

１件 

 

 基本目標Ⅱの（２）は、学校

教育での男女共同参画意識を育

むための施策です。 

 性の多様性に関する施策は、

基本目標Ⅲの（３）にまとめて

掲載しています。 

 

 

○ p.51 第４章 施策の展開、基本目標Ⅳ安全・安心な暮らしの実現、（２）男女 

共同参画の視点に立った防災体制の確立 について 

№ 意見概要 意見数 市の考え方 

 

 １ 

 

「女性の視点」に加え、「女

性をはじめ、障害者や性的少

数者など、災害時により困難

に直面する可能性が高い人

たちへの配慮の視点」のよう

に出来ると望ましい。 

 

１件 

 

防災分野における女性の参画

を推進し、防災の意思決定の場

への参画促進や、女性のニーズ

の反映、性暴力等の人権侵害の

防止など、ジェンダーの視点を

取り入れた取組が必要であると

考えています。また、このよう

な取組は、乳幼児や子ども、妊

婦、外国人、高齢者、障害者、

性的少数者などの方々への配慮

にも資するものであると考えて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ 修正の内容 

 

○ 目次 第２章 男女共同参画を取り巻く現状 について 

修正前 修正後 

３ 令和３年度つくば市男女共同参

画に関する市民意識 

３ 令和３年度つくば市男女共同参

画に関する市民意識調査結果（概要） 

※パブリックコメントによるものではありませんが、文言の追記をしました。 

 

○ p.９ 第２章 男女共同参画を取り巻く現状 １ 国内・外の男女共同参画に 

関する動向 （３）県の動き について 

修正前 修正後 

記載なし 

 

〇令和３（2021）年 「茨城県男女

共同参画基本計画（第４次）」策定 

※パブリックコメントによるものではありませんが、文言の追記をしました。 

 

○ p.23 ３令和３年度つくば市男女共同参画に関する市民意識調査結果（概要） 

（３）ライフイベントにおける離職状況 ②市職員の女性管理職が増えないと 

思う理由（複数選択）【職員意識調査】 について 

修正前 修正後 

記載なし 

 

 

 

 市職員において、今後女性が管理

職に就く機会が増えると「思う」の

割合は 86.3％で、「思わない」の割

合は 13.1％でした。「思わない」と

回答した職員のうち、女性管理職が

増えないと思う理由として、…（以

降変更なしのため省略） 

※パブリックコメントによるものではありませんが、文言の追記をしました。 

 

※パブリックコメント意見募集時は、本編・概要版共にモノクロでしたが、 

フルカラーになりました。 



  

 

 

 

 

 

第６次つくば市男女共同参画 

推進基本計画（2023～2027） 

 

 
 

 

 

 

（素案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくば市 
  

   (2023～2027) 
 



 

 

 

 

男女共同参画都市宣言 

 

 

つくば市は、万葉の昔から続く悠久の歴史と豊かな自然に恵まれ、世界と日本 

の文化が溶けあう、人と自然と科学が調和しながら共存するまちです。 

つくば市は、男女が互いに人権を尊重し、ともに個性と能力に応じて社会のさ 

まざまな分野に参画し、義務も責任も協力してにない、いきいきと暮らすことが 

できる社会をめざします。 

私たちは、このつくば市に誇りを持ち、希望あふれる未来に向かってさらに発 

展し、世界に友情と平和の輪を広げることを願い、ここに「男女共同参画都市」を 

宣言します。 

 

1 私たちは、男女が互いにひとりの人間として尊重しあい、自分らしく生きるこ 

とのできるまち「つくば」をめざします。 

1 私たちは、男女がその個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に対等に参 

画できるまち「つくば」をめざします。 

1 私たちは、男女が家庭でも職場でも協力しあい、思いやりあふれる地域社会 

をつくり、ともに楽しむことのできるまち「つくば」をめざします。 

 

 

                         平成 15 年 11 月 16 日 
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第１章    計画の策定に当たって 

 

 

 

１  策定の趣旨 

本市では、平成９年に現在の「つくば市男女共同参画推進基本計画」の先駆け

となる「つくば市女性行動計画」を策定し、性別にかかわらず、全ての個人が、互

いに人権を尊重し合い、責任も分かち合いつつ、個性と能力を十分に発揮できる

男女共同参画社会の実現に向けて、平成15年に「男女共同参画都市」を宣言しま

した。 

平成16年3月には「つくば市男女共同参画社会基本条例」（以下「条例」という。）

を制定・施行し、この条例で男女共同参画社会の構築による人間性の尊重という

まちづくりに向けて市と市民、事業者がそれぞれの立場で果たすべき役割を明確

化し、連携して取り組みを行うことを定めました。 

近年、様々な法整備が進み、男女がともに様々な分野で活躍できる環境が整い

つつありますが、固定的な性別役割分担やアンコンシャス・バイアス（無意識の思

い込み）の存在がいまだ根強く残り、政策方針決定過程への女性の参画や男性の

家庭生活への参画は十分とは言えない状況です。 

このような状況を踏まえ、この度の「つくば市男女共同参画推進基本計画

（2018～2022）」の計画期間満了に当たり、本市における男女共同参画社会づ

くりの実効性を高めるため、これまで以上に焦点を絞った計画として、新たに「つ

くば市男女共同参画推進基本計画（2023～2027）」（以下「本計画」という。）を

策定しました。 
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２  計画の位置付け 

○ 本計画は、「つくば市男女共同参画社会基本条例」第7条の規定に基づき、本

市の男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、その基

本的な考え方と施策の方向性を具体的に示す計画で、「つくば市男女共同参画

推進基本計画（2018～2022）」の後継計画です。 

○ 本計画は、「つくば市未来構想」「つくば市戦略プラン」が示すまちづくりの理

念、「つながりを力に未来をつくる」の実現に向けた個別計画です。 

○ 本計画は、「男女共同参画社会基本法」第14条第3項に規定された「市町村男

女共同参画計画」であり、国の「男女共同参画基本計画」及び茨城県の「男女共

同参画推進条例」、「茨城県男女共同参画基本計画」と整合するものです。 

○ 本計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV

防止法）」第2条の3第3項に基づく、本市における「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（DV防止基本計

画）」を含みます。  

○ 本計画は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推

進法）」第6条第2項に基づく、本市における「女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策についての計画（女性活躍推進計画）」を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

つくば市未来構想・つくば市戦略プラン 

つくば市男女共同参画社会基本条例 

つくば市男女共同参画推進 

基本計画（2023～2027） 

〇つくば市高齢者福祉計画 

〇子ども・子育て支援プラン 

〇つくば市健康増進計画  など 

〇男女共同参画社会基本法 

〇第５次男女共同参画基本計画 

〇茨城県男女共同参画推進条例 

〇茨城県男女共同参画基本計画（第４次） 

連携・整合 

連携 

理念 

まちづくりの理念 
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３  計画の期間 

本計画は、令和５（2023）年度から令和９（2027）年度までの5年間を計画期

間とします。 

なお、社会情勢の変化や計画の進捗状況等を踏まえ、必要に応じ見直しを行い

ます。 

 

 令和３ 

（2021） 

年度 

令和４ 

（2022） 

年度 

令和５ 

（2023） 

年度 

令和６ 

（2024） 

年度 

令和７ 

（2025） 

年度 

令和８ 

（2026） 

年度 

令和９ 

（2027） 

年度 

つくば市 
つくば市男女共同
参画推進基本計画
（2018～2022） 

つくば市男女共同参画推進基本計画 

（2023～2027） 

茨城県 茨城県男女共同参画基本計画（第４次）   

国 第５次男女共同参画基本計画   
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第２章    男女共同参画を取り巻く現状 

 

 

１  国内・外の男女共同参画に関する動向 

（１）世界の動き  

○ 昭和 50（1975）年  「国際婦人年」設定 

昭和51（1976）年からの10年間を「国連婦人の10年」とすることが決まりました。

同年にメキシコシティで開催された「国際婦人年世界会議」において、女性の自立と地

位向上を目指し、各国が10年間に取り組むべき指針となる「世界行動計画」が採択さ

れました。 

○ 昭和 55（1980）年  「女子差別撤廃条約」署名 

デンマークのコペンハーゲンで開催された「国連婦人の10年世界会議」で、国連憲章

や女子差別撤廃宣言等に規定された性による差別禁止の原則を更に具体化した「女子

に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約（女子差別撤廃条約）」の署名式が行

われました。 

○ 昭和 60（1985）年  「ナイロビ将来戦略」採択 

ケニアのナイロビで開催された「国連婦人の10年ナイロビ世界会議」で、世界行動計

画の実現期限を2000年まで延長することが決定され、「2000年に向けての女性の

地位向上のためのナイロビ将来戦略（ナイロビ将来戦略）」が採択されました。 

○ 平成５（1993）年  「女性に対する暴力の撤廃に関する宣言」採択 

国連総会で「宣言」が採択され、女性に対する暴力が重大な人権侵害であり、その根

絶が急務であることが確認されました。 

○ 平成７（1995）年  「北京行動綱領」採択 

中国の北京で開催されたアジアで初めての世界女性会議で、21世紀に向けて各国、

NGOなどが取り組むべき行動指針となる「北京行動綱領」が採択されました。 

○ 平成 12（2000）年  「女性 2000 年会議」開催 

国連本部で開催された会議で、21世紀に向けての行動指針である「政治宣言」と

「北京宣言と行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ（成果文書）」が採択さ

れました。  
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○ 平成 17（2005）年  「北京宣言及び行動綱領」等の再確認の実施 

第49回国連婦人地域委員会において「北京宣言及び行動綱領」と「女性2000年会

議」の成果文書の再確認と実施状況の評価・見直しが行われました。 

○ 平成 23（2011）年  「UN Women」発足 

女性と女児に対する差別の撤廃や女性のエンパワーメントに取り組む組織として平

成22（2010）年の国連総会決議により設立された「UN Women」が発足しました。 

○ 平成 27（2015）年  「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」採択 

国連総会において採択された「2030アジェンダ」の中で、経済・社会・環境などの開

発問題に対応するた めの17のゴール（持 続可能な開発目標 Sustainable 

Development Goals: ＳＤＧｓ）のひとつに、「ジェンダー平等と女性・女児のエンパ

ワーメント」が掲げられました。 

○ 平成 28（2016）年  G7 伊勢・志摩サミット「女性の能力開花のための G7 

行動指針」及び「女性の理系キャリア促進のためのイニ

シアティブ(WINDS)」に合意 

G7伊勢志摩サミットにおいて、持続可能な開発のための２０３０アジェンダと全ての

持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実施に貢献するとの観点から、「女性の能力開花のた

めのG7 行動指針」及び「女性の理系キャリア促進のためのイニシアティブ(WINDS)」

に合意しました。                      

○ 令和元（2019）年  G20 「大阪首脳宣言」を採択 

G20大阪サミットにおいて、不平等への対処による成長の好循環の創出として、ジ

ェンダー平等と女性のエンパワーメントの必要性が「G20大阪首脳宣言」が採択され

ました。 

○ 令和２（2020）年  第 64 回国連女性の地位委員会｢北京＋25｣記念会合 

開催 

グローバルなデータと分析に裏打ちされ、女性の権利についての広範で参加型、か

つ実地調査に基づいた包括的な報告書に基づいて、UN Womenは「北京報告書25

年後の女性の権利レビュー」（Women’s rights in Review 25 Years After 

Beijing Report）を刊行し、1995年の北京宣言及び行動綱領採択後の女性の権利

の進展とそれを阻む障害を検証しました。 
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（２）国の動き  

○ 昭和 50（1975）年  「婦人問題企画推進本部」設置 

総理府内に「婦人問題企画推進本部」が設置され、昭和52（1977）年に「国内行動

計画」が策定されました。 

○ 昭和 60（1985）年  「女子差別撤廃条約」批准 

「男女雇用機会均等法」などの国内法の整備を進めたのち、「女子差別撤廃条約」を

批准しました。 

○ 昭和 62（1987）年  「新国内行動計画」策定 

長期的展望に基づいた女性に関する施策の基本的方向を定めた「西暦2000年に

向けての新国内行動計画」が策定されました。 

○ 平成６（1994）年  「男女共同参画室」「男女共同参画審議会」設置 

○ 平成８（1996）年  「男女共同参画 2000 年プラン」策定 

21世紀に向けた男女共同参画社会の形成を促進するために「男女共同参画2000

年プラン」が策定されました。 

○ 平成 11（1999）年  「男女共同参画社会基本法」公布 

男女共同参画社会の形成を21世紀の最重要課題として位置付ける「男女共同参画

社会基本法」が公布されました。 

○ 平成 12（2000）年  「男女共同参画基本計画」閣議決定 

「男女共同参画社会基本法」に基づき、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の総合的な推進を図るための基本的な計画「男女共同参画基本計画」が策定されま

した。 

○ 平成 13（2001）年  「配偶者暴力（ＤＶ）防止法」公布 

女性に対する暴力を人権に関わる問題と捉え、暴力の防止と被害者の保護を目的と

した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（「配偶者暴力防止法」

又は「DV 防止法」）」が公布されました。 

○ 平成 15（2003）年  「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」

閣議決定 

社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合が平成32（2020）

年までに少なくとも30％程度になることを期待し、女性のチャレンジ支援策に取り組

むことが明記されました。  
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○ 平成 17（2005）年  「第 2 次男女共同参画基本計画」閣議決定 

○ 平成 19（2007）年  「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」 

「仕事と生活の調和のための行動指針」策定 

国民全体の仕事と生活の調和の実現が我が国社会を持続可能なものにする上で不

可欠であることから、国民運動を通じた気運の醸成、制度的枠組みの構築や環境整備

などの促進・支援策に積極的に取り組むための「憲章」と「行動指針」が、「官民トップ会

議」において策定されました。 

○ 平成 22（2010）年  「第 3 次男女共同参画基本計画」閣議決定 

○ 平成 25（2013）年  「日本再興戦略」閣議決定 

「女性が働きやすい環境を整え、社会に活力を取り戻す」ことが戦略の中核に位置付

けられました。 

○ 平成 27（2015）年  「女性活躍推進法」公布 

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に

発揮されるようにするために、10年間の時限立法として「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が公布されました。 

「第４次男女共同参画基本計画」閣議決定 

｢女性･平和･安全保障に関する行動計画｣策定 

安保理決議第1325号（女性と平和・安全保障の問題を明確に関連づけた初の安保

理決議）等の履行に関する行動計画を策定されました。 

○ 平成 30（2018）年  ｢政治分野における男女共同参画推進法｣公布･施行 

「セクシュアル･ハラスメント対策の強化について～メデ

ィア･行政間での事案発生を受けての緊急対策～｣策定 

○ 令和元（2019）年  ｢女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の

一部を改正する法律｣公布 

○ 令和２（2020）年  「第５次男女共同参画基本計画」閣議決定 

○ 令和４（202２）年  「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」公布 

                                          （令和 6 年 4 月施行） 
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（３）県の動き  

○ 昭和 53（1978）年  「青少年婦人課」設置 

茨城県における男女共同参画への取組が開始されました。 

○ 平成３（1991）年  「いばらきローズプラン」策定 

「茨城県女性対策推進本部」設置 

茨城県における女性行政施策の推進を図るために、庁内の体制が整備されました。 

○ 平成８（1996）年  「いばらきハーモニープラン」策定 

茨城県が取り組むべき女性施策の指針として、男女のより良いパートナーシップの

確立を基本理念とした「いばらきハーモニープラン」が策定されました。 

○ 平成 13（2001）年  「茨城県男女共同参画推進条例」制定 

「男女共同参画社会基本法」の理念を受けて、男女共同参画社会の実現に向けて、

県・県民・事業者が一体となって取り組むための基本となる「茨城県男女共同参画推進

条例」が制定・施行され、同時に「茨城県男女共同参画審議会」の設置、「茨城県女性対

策推進本部」の「茨城県男女共同参画推進本部」への名称変更など、推進体制が整備さ

れました。 

○ 平成 14（2002）年  「茨城県男女共同参画基本計画」策定 

「男女共同参画社会基本法」に基づく法定計画として「茨城県男女共同参画基本計画」

と「茨城県男女共同参画実施計画」が策定されました。 

○ 平成 17（2005）年  「女性プラザ男女共同参画支援室」開設 

男女共同参画施策を推進する拠点として、「女性プラザ男女共同参画支援室」が、茨

城県女性青少年課に開設されました。 

○ 平成 18（2006）年  「茨城県男女共同参画実施計画」策定 

○ 平成 23（2011）年  「茨城県男女共同参画基本計画（第２次）」策定 

○ 平成 28（2016）年  「茨城県男女共同参画基本計画（第３次）」策定 

○ 平成 30（2018）年  女性青少年課を女性活躍･県民協働課に再編 

○ 平成 31（2019）年  ｢茨城県男女共同参画推進条例｣一部改正 

  



 
9 

 

○ 令和元（2019）年  「いばらきパートナーシップ宣誓制度」導入 

「パートナーシップ宣誓制度」は、性的少数者のカップルを自治体が結婚に相当する

関係として認めるもので、茨城県が全国の都道府県で初めて導入しました。 

○ 令和２（2020）年  ｢女性プラザ｣と｢女性プラザ男女共同参画支援室｣の機

能を一元化し｢男女共同参画センター｣を設置 

｢男女共同参画センター｣を｢ダイバーシティ推進センタ

ー｣に改称 

○ 令和３（2021）年  「茨城県男女共同参画基本計画（第４次）」策定 

 

（４）市の動き  

○ 平成６（1994）年  女性行政担当を福祉部から企画部へ組織変更 

○ 平成７（1995）年  庁内組織である「つくば市女性行政連絡会議」設置 

○ 平成８（1996）年  市民による「つくば市女性懇話会」設置 

○ 平成９（1997）年  「つくば市女性行動計画」策定 

○ 平成 11（1999）年  市民環境部市民活動課女性行政室に組織変更 

市内において「いばらき国際女性会議」開催 

○ 平成 12（2000）年  「つくば男・女のつどい」、「男・女セミナー」開始 

国・県の主催による「いばらき国際女性会議」を継承・発展させ、市主催で、市民の交流

を図る「つくば男・女（みんな）のつどい」と女性の能力開発支援などの学習会「男・女（ひ

とひと）セミナー」を開始しました。 

○ 平成 14（2002）年  「つくば市女性のための相談室」開設 

○ 平成 15（2003）年   男女共同参画推進課に組織変更 

「つくば市男女共同参画推進計画（第２次）」策定 

「男女共同参画都市」宣言 

男女共同参画の推進を広く意思表示するために、県内５番目として「男女共同参画都

市」宣言を行いました。 
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○ 平成 16（2004）年  「つくば市男女共同参画社会基本条例」制定 

行政と市民、事業者が一体となって男女共同参画社会づくりに取り組んでいくことを

明らかにするため、「つくば市男女共同参画社会基本条例」を制定しました。 

庁内組織である「つくば市男女共同参画推進本部」設置 

市民による「つくば市男女共同参画審議会」設置 

「つくば市男女共同参画苦情等処理規則」制定 

○ 平成 19（2007）年  市民活動課男女共同参画室に組織変更 

○ 平成 20（2008）年  「つくば市男女共同参画推進基本計画（2008～2012）」

策定 

○ 平成 22（2010）年  「つくば市男性のための電話相談」開設 

○ 平成 25（2013）年  「つくば市男女共同参画推進基本計画（2013～2017）」

策定 

○ 平成 30（2018）年  「つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）」

策定 

○ 令和３（2021）年  「つくば市男女共同参画に関する市民意識調査」実施 
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２  男女共同参画に関わる本市の現状 

（１）人口に関する状況  

① つくば市の人口の推移 

本市では、平成７年以降、5年ごとに9,000～14,000人の範囲で人口増加が続いて

おり、令和２年には、約24万人となっています。住民基本台帳人口では、令和４年に人口

は25万人に到達しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） ＜参考＞は住民基本台帳による（令和４年 10 月１日） 

 

 

  

31,875 30,500 30,151 32,225 31,448 34,645 39,137 

130,076 136,860 141,957 145,431 139,739 143,552 163,869 

20,371 24,454 28,419 33,933 40,999 45,697 
48,202 

182,327 191,814 200,528
214,590

226,963
241,656 251,208

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 令和4年

＜参考＞

（人）

15歳未満 15～64歳 65歳以上 年齢不詳
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② つくば市の年齢３区分別人口構成比の推移 

人口３区分別の構成比を見ると、65歳以上の高齢者人口割合が増加する一方で、15

～64歳の人口構成比は減少傾向にあり、高齢化は徐々に進んでいることが分かります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） ＜参考＞は住民基本台帳による 

 

③ つくば市の出生数と男女比の推移 

本市における年間の出生数は、平成25年から令和３年まで、ほぼ2,200人前後で安

定した推移となっています。男女比については、女性の比率が50％をやや下回る年が多

くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計（茨城県） 

1,128 1,100 1,138 1,149 1,145 1,104 1,141 1,099
1,147

1,047 1,109 1,094 1,056 1,041 1,092 1,090 1,034 1,071

2,175 2,209 2,232 2,205 2,186 2,196 2,231 2,133 2,218

48.1 
50.2 49.0 47.9 47.6 

49.7 48.9 48.5 48.3 
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（％）（人）

15歳未満 15～64歳 65歳以上

17.5 15.9 15.0 15.2 14.8 15.5 15.6 

71.3 71.4 70.8 68.7 65.9 64.1 65.2 

11.2 12.7 14.2 16.0 19.3 20.4 19.2 
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＜参考＞

男性（人） 女性（人） 女性の比率（％）
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④ 出生率（人口千人当たり）の推移 

人口千人当たりの出生率は、ゆるやかに低下している傾向がありますが、国や県に比

べて、高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：人口動態統計（厚生労働省、茨城県） 

 

※人口千対…1000人の人口集団の中での発生比率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つくば市 茨城県 国
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（人口千対）
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（２）世帯に関する状況  

⑤ 世帯数と世帯人員の推移 

本市では世帯数も増加が続いており、令和2年では約11万世帯となっています。世帯

当たりの人員（世帯人員）について見ると、世帯数の増加割合が人口の増加割合を上回

っているため、減少傾向にあり、令和２年には2.19人となりました。 

本市の世帯人員は、平成7年以降、茨城県全体よりも0.3人程度低く推移しています。

また、国との比較では、ほぼ同様の値となっていますが、平成12年にクロスし、それ以降

は本市の世帯人員のほうが低くなる傾向が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 
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（３）婚姻に関する状況  

⑥ 人口千対の婚姻率・離婚率の推移 

本市における人口千人当たりの婚姻率は、平成26年以降茨城県平均よりも高く推移

し、令和2年で5.4となっています。 

人口千人当たりの離婚率については、平成26年から令和2年まで、本市も茨城県も横

ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：茨城県人口動態統計、人口動態統計（厚生労働省） 

 

※人口千対…1000人の人口集団の中での発生比率 
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（４）就業に関する状況  

⑦ 女性の年代別労働力率の推移 

本市の令和2年における女性の労働力率は、25歳以上で茨城県に比べて高く、国と同

程度となっています。また、本市の平成22年と比べると、30～44歳では、「М字カーブ」

の凹みが浅くなっています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

⑧ つくば市の女性の年代別・婚姻形態別労働力率の推移（令和２年） 

婚姻形態別に見ると、令和2年において未婚女性と既婚女性の労働力率は、特に25

歳から54歳までの年代で大きな差が見られています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
 
※労働力率 15 歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める労働力人口の割合のことを

いいます。  
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⑨ 既婚女性の 60 歳未満の就業率の推移 

既婚女性の60歳未満の就業率の推移を見ると、平成17年以降増加傾向にあります。

平成22年までは国、茨城県と比較して低かったが、平成27年以降は国、茨城県と同程

度となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月 1 日現在） 

 

（5）ワーク･ライフ・バランスに関する状況  

⑩ 小さな子どものいる夫婦の家事・育児の実施状況 

６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児の実施状況を、夫の１日当たりの行動者率

で見ると、令和３年で妻・夫共に有業（共働き）の世帯では家事で36.0％、育児で

39.7％となっており、夫が有業で妻が無業の世帯では家事で24.7％、育児で42.0％

となっています。平成28年と比較すると、家事、育児ともに増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：令和３年社会生活基本調査 

  

つくば市 茨城県 全国

行動者率 非行動者率
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※「夫婦と子供の世帯」における６歳未満の子供を持つ夫の１日当たりの「家事」及び「育児」の行動者率

（週全体平均） 

 行動者率……該当する種類の行動をした人の割合（％） 

 非行動者率……100％－行動者率 
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⑪ ６歳未満の子供を持つ夫婦の家事・育児関連時間の推移 

６歳未満の子どもを持つ夫婦の家事・育児関連時間の推移を見ると、夫の家事・育児

関連時間は、いずれの世帯も増加傾向にあるものの令和３年では共働き世帯の夫で114

分、夫有業・妻無業世帯の夫で108分と妻と比較すると低くなっています。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年社会生活基本調査 

⑫ 15～64 歳の男女別に見た 1 日当たりの生活時間の国際比較（週全体平均） 

日本女性の有償労働時間と無償労働時間は、比較国と大きな差はみられませんが、日

本男性の有償労働時間は極端に長くなっており、総労働時間に占める割合は９２％に達

しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年版男女共同参画白書 

341

272

452 419

218

317

306

131

224

41 49

264
289

262
136

0

1

2

3

4

5

6

0

100

200

300

400

500

600

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

女
性

男
性

(倍)(分)

カ
ナ
ダ

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

イ
タ
リ
ア

日
本

韓
国

オ
ラ
ン
ダ

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ス
ペ
イ
ン

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

英
国

米
国

O
E
C
D
全
体

1.7 1.7
1.6

2.3

5.5

4.4

(

9 10 20 
38 44 

67 18 19 

20 

1 1

1

66 74

108

0

50

100

150

平成23年 平成28年 令和３年

（分）

242 222 224 

241 296 298 

47 41 42 4 5 3534 564 567

0

100

200

300

400

500

600

平成23年 平成28年 令和３年

（分）

14 20 33 
40 47 

63 14 
14 

17 

0
1

1

68
82

114

0

50

100

150

平成23年 平成28年 令和３年

（分）

家事 育児 買い物 介護・看護

176 160 156 

153 167 203 
34 31 29 3 7

3366 365 391

0

100

200

300

400

500

600

平成23年 平成28年 令和３年

（分）

６歳未満の子供を持つ夫婦（夫が有業で妻も有業（共働き）の世帯） 

＜共働き世帯の妻＞ ＜共働き世帯の夫＞ 

６歳未満の子供を持つ夫婦（夫が有業で妻は無業の世帯） 

＜夫有業・妻無業世帯の妻＞ ＜夫有業・妻無業世帯の夫＞ 

有償労働 無償労働

有償労働の男女比（男性／女性） 無償労働の男女比（女性／男性）



 
19 

  

３  令和３年度つくば市男女共同参画に関する市民意識調査結果（概要） 

（１）男女共同参画の意識について  

① 男女の地位の平等感【市民意識調査】 

『学校教育の場』以外の全ての項目で、「男性の方が非常に優遇されている」と「どちら

かといえば男性の方が優遇されている」をあわせた“男性の方が優遇されている”の割合

が高くなっています。特に、『政治の場』『社会通念、慣習、しきたりなど』『社会全体』では、

“男性の方が優遇されている”の割合が高くなっています。また、『学校教育の場』では「平

等」の割合が最も高くなっています。 

平成28年度調査と比較すると、『学校教育の場』『政治の場』『法律や制度』『社会全体』

では、“男性の方が優遇されている”の割合が増加しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成28年度調査
回答者数＝911

令和３年度調査
回答者数＝884

平成28年度調査
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令和３年度調査
回答者数＝884

平成28年度調査
回答者数＝911

令和３年度調査
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回答者数＝884

平成28年度調査
回答者数＝911

令和３年度調査
回答者数＝884

平成28年度調査
回答者数＝911

令和３年度調査
回答者数＝884

平成28年度調査
回答者数＝911

令和３年度調査

回答者数＝884

（１）家庭生活

（３）学校教育の場

（４）政治の場

（８）社会全体

（７）法律や制度
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     しきたりなど

（５）区会（自治会）等
      の地域活動の場
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0.5

0.6

1.0

0.6

0.9

0.5

5.8

4.3

11.1

10.7

23.5

19.7

10.4

11.7

18.9

17.3

9.4

8.0

14.6

12.2

9.0

8.1

2.2

1.4

6.1

3.8

6.3

4.6

4.5

2.8

3.2

3.1

4.0

2.8

3.2

2.3

3.0

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が非常に優遇されている

平等

女性の方が非常に優遇されている

無回答

どちらかといえば男性の方が優遇されている

どちらかといえば女性の方が優遇されている

わからない
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② 「男性は仕事、女性は家庭」という考え方【市民意識調査】 

「賛成」と「どちらかといえば賛成」をあわせた“賛成”の割合が23.5％、「どちらかとい

えば反対」と「反対」をあわせた“反対”の割合が61.9％となっています。 

全国、茨城県と比較すると、“賛成”の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

性別でみると、男性に比べ、女性で“反対”の割合が高くなっています。一方、女性に比

べ、男性で“賛成”の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

女性 486

男性 417

1.0

3.8

17.1

26.1

30.0

34.1

37.4

21.1

12.3

11.8

2.1

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

つくば市 911

茨城県 1,383

全国 2,645

2.3

3.5

7.5

21.2

22.8

27.5

31.6

26.2

36.6

30.3

41.1

23.2

12.0

5.4

5.2

2.6

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 無回答

※茨城県：令和元年度 県民意識調査 

全国：令和元年度 男女共同参画社会に関する世論調査 
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（２）女性の働き方  

① 女性が職業をもつことに対する考え方【市民意識調査】 

「女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける方がよい」の割合が42.8％と最も

高く、次いで「女性は出産や子育てで一度退職し、その時期が過ぎたら再び仕事をもつ方

がよい」の割合が35.5％となっています。 

平成28年度調査と比較すると、「女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける方

がよい」の割合が増加しています。一方、「女性は出産や子育てで一度退職し、その時期

が過ぎたら再び仕事をもつ方がよい」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

性別でみると、男性に比べ､女性で「女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける

方がよい」の割合が高くなっています。一方､女性に比べ、男性で「女性は出産や子育て

で一度退職し、その時期が過ぎたら再び仕事をもつ方がよい」の割合が高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

令和３年度調査 911

平成28年度調査 884

42.8

36.5

4.4

6.6

2.2

3.3

35.5

41.1

0.3

0.8

10.6

8.9

4.2

2.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

女性 486

男性 417

48.4

36.2

3.9

5.0

1.6

2.6

30.5

41.7

0.2

0.5

11.7

9.4

3.7

4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性は子どもが生まれても、ずっと仕事を続ける方がよい

女性は子どもができるまでは、仕事を続けた方がよい

女性は結婚するまでは、仕事を続けた方がよい

女性は出産や子育てで一度退職し、その時期が過ぎたら再び仕事をもつ方がよい

女性は仕事を一生もたない方がよい

その他

無回答
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② 女性が起業して社会に出ていないと思う理由（複数選択）【市民意識調査】 

「家庭における女性の負担が大きいから」の割合が63.5％と最も高く、次いで「起業

を希望する女性が少ないから」の割合が47.4％、「社会の中に女性が起業しにくい雰囲

気があるから」の割合が38.7％となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【性別】 

性別でみると、男性に比べ、女性で「家庭における女性の負担が大きいから」「起業の

際に、男性の方が優遇されているから」「社会の中に女性が起業しにくい雰囲気があるか

ら」の割合が高くなっています。 

単位：％ 

区分 

回
答
者
数
（件
） 

女
性
の
起
業
に
関
す
る
制

度
が
十
分
で
な
い
か
ら 

家
庭
に
お
け
る
女
性
の
負

担
が
大
き
い
か
ら 

女
性
は
起
業
す
る
た
め
の

ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
機
会

が
少
な
い
か
ら 

起
業
の
際
に
、
男
性
の
方
が

優
遇
さ
れ
て
い
る
か
ら 

起
業
を
希
望
す
る
女
性
が

少
な
い
か
ら 

社
会
の
中
に
女
性
が
起
業

し
に
く
い
雰
囲
気
が
あ
る

か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

女性 131 15.3 70.2 24.4 29.8 45.0 42.0 0.8 0.8 

男性 131 18.3 58.0 27.5 16.8 48.9 35.1 3.1 － 

  

回答者数 = 266 ％

女性の起業に関する制度が十分でないから

家庭における女性の負担が大きいから

女性は起業するためのスキルを身につける機会が
少ないから

起業の際に、男性の方が優遇されているから

起業を希望する女性が少ないから

社会の中に女性が起業しにくい雰囲気があるから

その他

無回答

16.5

63.5

25.9

22.9

47.4

38.7

1.9

0.4

0 20 40 60 80 100
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（３）ライフイベントにおける離職状況  

① 結婚、出産、育児、または介護に際して退職した従業員の有無【事業所調査】 

「いない」の割合が58.3％と最も高く、次いで「いる・結婚に際して」の割合が14.2％、

「いる・妊娠、出産に際して」の割合が10.2％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 市職員の女性管理職が増えないと思う理由（複数選択）【職員意識調査】 

市職員において、今後女性が管理職に就く機会が増えると「思う」の割合は86.3％で、

「思わない」の割合は13.1％でした。「思わない」と回答した職員のうち、女性管理職が増

えないと思う理由として、「管理職を希望する女性が少ないから」の割合が59.3％と最

も高く、次いで「仕事と家庭の両立が難しいから」の割合が50.0％、「社会的に女性管理

職を受け入れない雰囲気があるから」の割合が16.1％となっています。 

 

 

 

 

  

％

仕事と家庭の両立が難しいから

女性は昇進・昇格するためのスキ
ルを身につける機会が少ないから

管理職を希望する女性が
少ないから

職場の中に女性管理職を
受け入れない雰囲気があるから

社会的に女性管理職を
受け入れない雰囲気があるから

その他

無回答

50.0

4.2

59.3

11.9

16.1

10.2

1.7

44.6

13.1

33.1

26.2

17.7

6.2

0.8

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 118）

平成28年度調査

（回答者数 = 130）

いる・結婚に際して いる・妊娠、出産に際して いる・育児に際して

いる・介護に際して いない 無回答

回答者数 =

令和３年度調査 127

平成28年度調査 99

14.2

19.2

10.2

10.1

5.5

9.1

3.9

6.1

58.3

53.5

7.9

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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（４）市政運営について  

① つくば市の市政運営における女性の意見や視点の反映【市民意識調査】 

「十分に活かされている」と「ある程度活かされている」をあわせた“活かされている”

の割合が50.3％、「あまり活かされていない」と「全く活かされていない」をあわせた“活

かされていない”の割合が22.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 活かされていない理由（複数選択）【市民意識調査】 

「市政運営の中心的主体が男性だから」の割合が72.6％と最も高く、次いで「女性の

参画の場が少ないから」の割合が36.1％、「女性の参画意識が低いから」の割合が

30.3％となっています。 

 

 

  

回答者数 = 208 ％

女性の参画の場が少ないから

女性の参画意識が低いから

市政運営の中心的主体が男性だから

その他

無回答

36.1

30.3

72.6

3.4

1.0

0 20 40 60 80 100

十分に活かされている ある程度活かされている あまり活かされていない

全く活かされていない その他 無回答

回答者数 =

令和３年度調査 911

平成28年度調査 884

1.9

2.3

48.4

43.1

21.1

25.2

1.8

2.0

21.0

18.9

5.9

8.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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③ 市政への女性参画の有効策（複数選択）【市民意識調査】 

「審議会・委員会等への女性の登用増」の割合が46.4％と最も高く、次いで「市民の意

見や提案等の募集拡充」の割合が39.6％、「女性議員の増員」の割合が39.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

審議会・委員会等への女性の登用増

市民の意見や提案等の募集拡充

市民活動に対する支援の充実

女性議員の増員

広報活動の強化

市職員の女性管理職を増やす

その他

無回答

46.4

39.6

24.1

39.3

24.4

31.2

4.5

6.5

44.1

34.4

18.6

35.3

18.4

－

3.5

12.4

0 20 40 60 80 100

※前回調査に「市職員の女性管理職を増やす」の選択肢は

ありませんでした。 

令和３年度調査

（回答者数 = 911）

平成28年度調査

（回答者数 = 884）
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④ 男女共同参画社会の実現に向けて市が取り組むべきこと（複数選択） 

【市民意識調査】 

「保健・子育て環境の充実」の割合が30.8％と最も高く、次いで「介護支援・高齢者施

策の充実」の割合が23.6％、「学校教育における男女共同参画意識の育成」の割合が

23.5％となっています。 

平成28年度調査と比較すると、「各種健診・母子保健相談等の母性保護・母子保健の

充実」「介護支援・高齢者施策の充実」の割合が減少しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

講演会やセミナーなど学習機会の充実

男性の意識啓発活動

女性の意識啓発活動

男女共同参画に関する情報の収集・提供

市民活動の支援充実

各種健診・母子保健相談等の母性保護・
母子保健の充実

保健・子育て環境の充実

学校教育における男女共同参画意識の
育成

介護支援・高齢者施策の充実

就労等情報の収集・提供

女性の職業教育の充実

女性の社会参画機会の充実

相談事業の充実

男女共同参画センター等専門施設の設置
（活動や交流、学習の場）

配偶者暴力相談支援センターの設置

女性の視点を活かした防犯・防災への
取り組み

その他

無回答

15.4

17.0

15.3

22.0

12.8

12.4

30.8

23.5

23.6

5.8

6.8

12.0

6.3

5.0

5.8

11.2

3.2

9.0

12.1

16.5

12.1

19.3

9.4

17.9

29.5

21.6

36.3

8.4

6.7

11.1

5.7

4.5

－

14.4

2.4

8.7

0 20 40 60 80 100

令和３年度調査

（回答者数 = 911）

平成28年度調査

（回答者数 = 884）

※前回調査に「配偶者暴力相談支援センターの設置」

の選択肢はありませんでした。 
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（５）人権について  

① ＤＶを受けた人の相談の有無【市民意識調査】 

「相談した」の割合が43.3％と最も高く、次いで「相談しようとは思わなかった」の割

合が33.3％、「相談したかったが、相談しなかった」の割合が21.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

② 相談しなかった理由（複数選択）【市民意識調査】 

「相談しても無駄だと思ったから」の割合が51.5％と最も高く、次いで「自分さえ我慢

すればよいと思ったから」の割合が42.4％、「相談するほどのことではないと思ったか

ら」の割合が36.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

誰（どこ）に相談してよいのかわからなかったから

恥ずかしいと思ったから

相談しても無駄だと思ったから

相談したことがわかると、仕返しやもっとひどい

暴力などを受けると思ったから

相談相手（担当者）の言動により不快な思いをすると
思ったから

どこにも逃げ場がないと思い、無気力になったから

自分さえ我慢すればよいと思ったから

世間体が悪いから

他人を巻き込みたくなかったから

子どもに被害が及ぶと思ったから

そのことについて思い出したくなかったから

自分にも悪いところがあると思ったから

相談するほどのことではないと思ったから

その他

無回答

21.2

18.2

51.5

6.1

9.1

3.0

42.4

12.1

15.2

9.1

9.1

33.3

36.4

12.1

6.1

17.5

12.5

50.0

10.0

10.0

7.5

45.0

17.5

7.5

10.0

0.0

30.0

25.0

5.0

7.5

0 20 40 60 80 100

相談した 相談したかったが、相談しなかった

相談しようとは思わなかった 無回答

回答者数 =

令和３年度調査 60

平成28年度調査 63

43.3

25.4

21.7

23.8

33.3

39.7

1.7

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度調査

（回答者数 = 33）

平成28年度調査

（回答者数 = 40）
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③ 性的少数者に関する言葉の認知度【市民意識調査】 

『セクシュアル・マイノリティ、性的少数者』『ＬＧＢＴ、ＬＧＢＴＱ等』『カミングアウト』『性自

認、性同一性、性別違和』『性的指向』の項目で、「言葉を聞いているし、意味も知っている」

の割合が高くなっています。一方、『アウティング』『ＳＯＧＩ（ソジ、ソギ）』『アライ（Ally）』の

項目で、「言葉を聞いたことがないし、意味も知らない」の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アウティング  人の性自認、性的指向を、本人の了承を得ずに他の人に暴露すること。 

ＳＯＧＩ（ソジ、ソギ） 

セクシュアルオリエンテーションとジェンダーアイデンティティ（Sexual 

Orientation and Gender Identity）の頭文字をとった略語で、「性

的指向と性自認」のことを指す。 

アライ（Ally） 
性的マイノリティの人達を理解し支援する人達のこと、またはその考え

方。 

  

回答者数 = 911

（１）セクシュアル・マイノリティ、
      性的少数者

（２）ＬＧＢＴ、ＬＧＢＴＱ等

（３）カミングアウト

（４）アウティング

（５）ＳＯＧＩ（ソジ、ソギ）

（６）アライ（Ally）

（７）性自認、性同一性、性別違和

（８）性的指向

61.9

54.9

71.8

8.1

2.9

2.9

64.9

49.3

23.4

20.3

15.7

15.6

10.2

8.3

22.4

25.6

9.8

20.0

7.4

70.5

81.2

82.2

7.6

19.6

4.9

4.8

5.2

5.8

5.7

6.6

5.2

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

言葉を聞いているし、意味も知っている

言葉を聞いているが、意味は知らない

言葉を聞いたことがないし、意味も知らない

無回答

用語解説 
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④ 性的少数者に関連することの認知度（複数選択）【市民意識調査】 

「就職や就業において当事者は不利益な扱いや差別を受ける場合があること」の割合

が53.2％と最も高く、次いで「学校において当事者は不登校や不適応になりやすいこと」

の割合が46.2％、「当事者カップルでの賃貸住宅入居や共同での住宅ローン契約を断ら

れる場合があること」の割合が35.5％となっています。 

  

回答者数 = 911 ％

学校において当事者は不登校や不適応になり
やすいこと

就職や就業において当事者は不利益な扱いや
差別を受ける場合があること

当事者カップルでの賃貸住宅入居や共同での
住宅ローン契約を断られる場合があること

パートナーが医療を受ける際に当事者が望まない
扱いを受ける場合があること

当事者はそうでない人に比べて精神面で不調と
なる率や自殺率が高いこと

当事者はそうでない人に比べて性被害を受け
やすいこと

災害の避難所で当事者は困難を感じやすいこと

茨城県において当事者の相談窓口が設置されて
いること

いばらきパートナーシップ宣誓制度が実施されて
いること

その他

無回答

46.2

53.2

35.5

21.7

25.9

12.5

25.1

5.7

5.8

3.0

26.1

0 20 40 60 80 100
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（６）災害について  

① 災害時に避難所に必要なもの【市民意識調査】 

『男女別の更衣室』『授乳室』『プライバシー確保のための間仕切り』『男女別のトイレ』

『女性用品の常備』の項目で、「必要だと思う」と「どちらかといえば必要だと思う」をあわ

せた“必要だと思う”の割合が高くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえばなくてもかまわない なくてもかまわない

わからない 無回答

回答者数 = 911

（１）男女別の更衣室

（２）授乳室

（３）プライバシー確保のための
      間仕切り

（４）男女別のトイレ

（５）女性用品の常備

（６）女性の運営責任者

（７）女性の相談員

（８）性的被害等の発生予防対策や
      相談窓口 【新規項目】

（９）その他

85.7

80.1

81.6

86.7

81.0

52.7

64.5

60.3

4.0

9.9

13.2

12.6

8.2

13.1

28.0

24.7

25.5

0.4

0.7

1.4

1.5

0.9

0.3

9.4

3.4

5.3

0.3

0.4

0.3

0.4

0.8

0.5

2.4

1.3

1.4

0.8

0.9

0.7

0.7

1.6

3.7

2.1

3.5

3.7

2.5

4.1

3.2

2.7

3.4

3.7

4.0

4.1

91.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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４  つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）の推進状況  

（１）評価一覧  

「つくば市男女共同参画推進基本計画（2018～2022）」では、３つの基本目標のもと

で28の施策を推進してきました。令和３（2021）年度の推進計画について、以下のA～

Ｅの基準により、各施策の実施度の評価を行った結果は、次のとおりでした。 

 

【計画実施度の評価】 

Ａ 順調(当初の計画以上に施策を実施した) 

Ｂ おおむね順調(当初の計画どおり施策を実施した) 

Ｃ 遅れ(当初計画した施策を一部実施できなかった) 

Ｄ 未実施(当初計画した施策を全部実施できなかつた) 

Ｅ 終了(計画期間(2018～2022)途中に終了した施策) 

 

全体で見ると17.9％の施策が評価A、71.4％の施策が評価B、評価Cの施策は

10.7％、評価D、評価Ｅはありませんでした。 

基本目標別に見ると、基本目標３（一人ひとりの人権の尊重）では、全ての施策が評価

Ｂでした。 

また、基本目標２（あらゆる分野での活躍推進）で評価Aの施策が４つ（「起業・創業を目

指す人への情報提供・資金面の援助」「女性の参画が少ない分野での支援」「男性の家庭

生活への参画促進」「男性職員の育児休業取得促進」）ありました。  

一方、基本目標１（男女共同参画社会の基盤整備）で評価Ｃの施策が１つ（「男女共同参

画を推進するためのセミナー開催」）、基本目標２（あらゆる分野での活躍推進）で評価Ｃ

の施策が２つ（「審議会等委員の女性委員の登用」「女性職員の管理職等登用の推進」）あ

りました。  

施策の担当部署は、施策の85.7％は評価Aもしくは評価Bであり、順調又はおおむね

順調に施策を実行していると評価しています。一方、市民意識調査では、社会全体の男

女の地位に対する平等意識は、７割近くが男性優遇と回答する結果となっており、さらな

る施策の推進が必要となっています。 

 

 

 

 

  

全体（施策数28）

基本目標１（施策数7）
男女共同参画社会の基盤整備

基本目標２（施策数15）
あらゆる分野での活躍推進

基本目標３（施策数6）
一人ひとりの人権の尊重

17.9

33.3

71.4

85.7

53.3

100.0

10.7

14.3

13.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A（順調） B（おおむね順調） C（遅れ） D（未実施） E（終了）
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また、計画で設定した指標について、令和３年度の実績値を前計画の将来指標（令和４

年度）とともに以下に示します。 

 

【指標一覧】 

№ 項目 
基準値 

（平成 28 年度） 

実績値 

（令和３年度） 

前計画の将来指標 

（令和４年度） 

1-1 
男女共同参画セミナー
参加者数 

男 42 人 
女 509 人 

男 75 人 
女 151 人 

男 100 人 
女 350 人 

2-1 
つくば市ふるさとハロ
ーワークでの女性の正
規雇用の就業者数 

273 人 143 人 350 人 

2-1 
特定創業支援事業に
よる女性の創業者数 

11 人 21 人 15 人 

2-1 
家族経営協定締結累
計 

193 件 209 件 205 件 

2-2 
マタニティサロンの夫
又はパートナーの参加
者の割合 

41.5% 46.3％ 44.4% 

2-2 保育所待機児童数 
114 人 

平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在  

3 人 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

０人 

2-2 
病児・病後児保育実施
施設数 

３施設 ８施設 ４施設 

2-2 
放課後児童クラブ受け
入れ児童数 

3,090 人 5,013 人 4,028 人 

2-3 
審議会等委員の女性
委員の割合 

全体で 30.0% 
平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在 

女性委員 30％以上

の審議会の割合

48.5% 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

各審議会毎に 
30.0% 

（目標 100%） 

2-3 
審議会等委員の女性
の長の割合 

全体で 9.4% 
平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在 

全体で 6.1% 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

全体で 30.0% 

2-4 

市職員（行政職）の管
理職に占める女性の
割合 
（課長補佐職以上） 

23.5% 
平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在 

24.4％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

28.0% 

2-4 
市職員（行政職）の係
長職に占める女性の
割合 

19.1% 
平成 29 年（2017 年）4 月 1 日現在 

40.3％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

50.0% 

2-4 
男性職員の２週間以上
の育児休業取得 

5.4% 89.6％ 100.0% 

3-2 
男性のための電話相
談 

４回／年 ６回／年 ６回／年 
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【「男女共同参画に関する市民意識調査」における実績値】 

№ 項目 
平成 23 年 

(2011 年) 

平成 28 年 

(2016 年) 

令和３年 

(2021 年) 

令和３年 

(2021 年) 

（目標値） 

1 
市民意識調査  
家庭生活において男女平等
になっていると思う割合 

37.6% 37.3% 37.3％ 50.0% 

2 

市民意識調査  
社会通念、慣習、しきたりに
おいて男女平等となってい
ると思う割合 

13.9% 13.6％ 13.3％ 50.0% 

3 

市民意識調査  
仕事と家庭生活を優先する
ことを希望する人の割合と
現実に仕事と家庭生活を優
先している人の割合の差 

10.2% 7.1％ 4.4％ 3.0% 

4 

市民意識調査  
ＤＶ相談した人の割合 
（ＤＶ相談した人/ＤＶ受けた
ことがある人） 

37.0% 
（30/81） 

25.4% 
（16/63） 

43.3% 
（26/60） 

50.0% 
（20/40） 

5 
市民意識調査  
「つくば市女性のための相
談室｣を知っている割合 

20.0% 33.8% 35.6％ 50.0% 

6 
市民意識調査  
女性活躍推進法の認知度 

― 20.9% 37.4％ 50.0% 

7 

事業所調査  
雇用機会における均等の実
態：採用が均等になってい
る割合 

68.1% 64.6% 74.0％ 80.0% 

8 

事業所調査  
ワーク・ライフ・バランスに
取り組んでいる事業所の割
合 

50.3% 48.5% 71.6％ 70.0% 

9 

職員意識調査  
男女共同参画の視点を持っ
て事業・業務を行っている
人の割合 

54.8% 57.5% 65.9％ 90.0% 

10 

職員意識調査  
ワーク・ライフ・バランスに
対する職場の理解度 

― 66.6% 81.0％ 90.0% 
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【男女共同参画社会の形成状況を把握するための参考値】 

№ 項目 
現状値 

平成 29 年(2017 年)４月１日現在 令和４年（2022 年）4 月１日現在 

1-3 消防吏員に占める女性の割合 2.0% 
4.0％ 

（13/323） 

1-3 消防団員に占める女性の割合 2.8% 2.9％ 

2-1 女性の認定農業者数 
９人 

（うち法人代表 
2 人含む） 

15 人 

2-2 地域子育て支援拠点施設数 ８施設 10 施設 

2-3 区長に占める女性の割合 4.1% 
6.5％ 

（39/601） 

2-3 市議会議員の女性の割合 25.0% 
28.6％ 
（8/28） 

2-4 
市職員（行政職）の課長補佐職に占め
る女性の割合 

35.5% 
（54/152） 

33.2％ 
（64/193） 

2-4 
市職員（行政職）の課長職に占める女
性の割合 

10.0% 
（8/80） 

17.0％ 
（17/100） 

2-4 
市職員（行政職）の次長職に占める女
性の割合 

10.3% 
（4/39） 

6.1％ 
（2/33） 

2-4 
市職員（行政職）の部長職に占める女
性の割合 

7.1% 
（1/14） 

6.3％ 
（1/16） 

令和 4 年（2022 年）7 月 1 日現在 
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５  本市が取り組むべき男女共同参画における今後の課題 

■男女共同参画意識の醸成を図るための普及啓発  

男女共同参画に関するさまざまな取り組みが社会全体で進められているものの、依然

として人々の意識が変わるまでには至っておらず、長年にわたり人々の中に形成された

固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見や固定観念、無意識の思い込み（アンコ

ンシャス・バイアス）が残っているとされています。 

このような固定的な意識や思い込みが、ジェンダー問題に対する認識の齟齬やルッキ

ズム（外見に基づく差別・偏見）につながることも考えられ、引き続き、意識の醸成に努め

ていくことが必要です。 

つくば市においても、男女の地位の平等に関する意識は、前回調査から大きな変化は

なく、依然として男性優遇の傾向が見られることから、引き続き男女共同参画意識の醸

成が必要です。また、男女共同参画を進めることは、全ての人が暮らしやすくなるという

理解が促進されるよう、意識啓発のためのセミナー開催や情報提供を充実させていく必

要があります。 

 

■ワーク・ライフ・バランスの推進とあらゆる分野での女性活躍の促進  

意識調査において、結婚、出産、育児または介護に際して退職した従業員の割合は減

少していますが、退職した従業員の割合のうち、大半を女性が占めている現状です。育児

や介護等で一時離職しても、就業を希望する人の再チャレンジを応援するため、仕事と

家庭の両立や再就職について、学習機会や情報の提供を図る必要があります。 

また、つくば市の市政運営に女性の意見や視点が十分に活かされていると思う市民が

約５割程度となっています。そのため、引き続き委員会や審議会等への女性の参画を促

進し、政策・方針決定の場における女性の参画をより一層進める必要があります。さらに、

市職員の女性管理職への昇進意欲を高めるための意識啓発や職場環境の整備も進める

必要があります。 
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■一人一人の人権尊重の推進  

DVは、被害者への重大な人権侵害であるとともに、男女共同参画社会の実現を妨げ

るものであり、ＤＶ防止法や国、茨城県の基本計画でも最重要課題のひとつとして取り上

げられています。DVに関する正しい知識の普及が今後も必要であり、「いかなる暴力も

絶対に許さない」という意識の確立が求められます。 

市民意識調査でも、DVを受けた際に相談する人の割合は増えているものの、相談し

ない人も依然として一定の割合を占めていることから、相談窓口の周知やＤＶに関する

情報提供の充実を図るとともに、被害者の一時保護や自立支援に対し、関係機関との連

携を図り、きめ細かく対応することが必要です。 

また、性的少数者やLGBTQ等の言葉や意味の認知度の割合は高くなってきており、

性的少数者に関する正しい理解が深まるよう、引き続き情報提供、広報・啓発を図る必

要があります。 

 

■誰もが安心して暮らせる環境の整備  

大規模災害の発生は、全ての人の生活を脅かしますが、とりわけ、女性や子供、高齢者

などがより多くの影響を受けると想定されます。市民意識調査においても、避難所にお

ける女性等への配慮が必要だと多くの市民が感じており、女性の視点からの防災の取組

を進める必要があります。 

我が国の令和３年の平均寿命は女性が87.57歳、男性が81.47歳と前年度を下回り

はしたが、医療が進歩するなか、健康意識も浸透してきており、寿命の延びという大きな

トレンドは今後も変わらないと考えられています。人生百年時代を見据えて、一人一人の

ヘルスリテラシー（健康について最低限知っておくべき知識）を向上させるなどの支援が

必要となっています。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、女性の雇用、所得に特に影響が強く現

れており、経済的困難に陥るひとり親家庭への支援も必要となっています。 
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第３章    計画の基本的考え方 

 

 

 

１  基本理念 

本市では、平成16年３月に制定・施行した「つくば市男女共同参画社会基本条

例」において、次の５つの基本理念を掲げています。本計画は、この基本理念に基

づき、男女共同参画社会の実現に向けた本市の基本的な考え方や方向性を定め

るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ つくば市男女共同参画社会基本条例一部抜粋 

第 3 条 男女共同参画社会の実現は、次に掲げる基本理念に基づき推進されなければ

ならない。 

(1) 男女が一人の人間として性別により差別されることなく、その人権が尊重される

こと。 

(2) 男女が社会的文化的に形成された性差による固定的な役割を強制されることな

く、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、自己の意思と責任により多様な

生き方を選択することができるように配慮されること。 

(3) 政策又は方針の立案、決定等意思決定の過程への女性の参画を促進するため、

女性が自らの意識及び能力を高め、主体的に思考し、かつ、行動できるように配慮

されること。 

(4) 社会のさまざまな構成員が、あらゆる機会や場面において、必要な情報及び意

思の交換が円滑にできるように配慮されること。 

(5) 国際的協調の下に行われること。 

 

  

１ 男女の人権の尊重 

２ 男女の自立と多様な生き方の選択 

３ 政策・方針決定過程への女性の参画促進 

４ あらゆる場面における情報や意思の円滑な交換 

５ 国際的協調 
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２  基本目標 

本計画の基本理念に基づき、４つの基本目標を掲げて施策の推進に取り組み

ます。 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けた基盤の整備  

家庭や地域、職場、学校などあらゆる場面において、誰もが自分の生き方を選

択し、個性や能力を発揮しながら自分らしく生きていけるよう、固定的な性別役

割分担意識を解消し、市民が性別にかかわりなく多様な生き方を選択でき、お互

いを尊重し認め合う意識を醸成します。 

また、全ての人が男女共同参画に関する認識を深められるよう、様々な機会を

通して分かりやすい広報・啓発活動を行います。 

さらに、生涯にわたって意識が醸成されるよう、児童生徒の発達段階に応じて

学校などのあらゆる場において男女共同参画を進める教育・学習を推進します。 

 

 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進  

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野の

活動に参画する機会が確保され、将来にわたり持続可能で多様性に富んだ活気

ある社会を構築するために、法制度の周知・啓発や多様な働き方を選択するため

の情報等を充実します。 

また、女性が出産、子育て、介護等の理由により離職することなく、多様なライ

フスタイルに応じた働き方の選択ができるように、育児休業や介護休業取得のた

めの支援等、男性が家庭責任を担える就業環境の整備や社会的気運の醸成に取

り組みます。 

さらに、市や市の職員が、模範となるように女性委員や管理職等への積極的な

登用に率先して取り組みます。 
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基本目標Ⅲ 一人一人の人権の尊重  

重大な人権侵害であるドメスティック・バイオレンス（DV）等に対応するため、

DVや各種ハラスメントを許さない社会意識を醸成するとともに、相談窓口の周

知などDVや性犯罪等の被害者が相談しやすい体制づくりの構築や関係機関と

の連携強化など、被害者の早期発見・早期対応と自立支援を目指します。 

また、性の多様性や性的少数者への正しい理解を促進するための情報発信や

意識啓発を進めます。 

 

 

基本目標Ⅳ 安全・安心な暮らしの実現  

生涯にわたり心豊かな暮らしを実践するために、性差に応じた健康課題に対応

できるよう、女性特有の健康予防についての正しい知識を普及し、健康支援を目

指します。 

また、ひとり親家庭など生活上の困難に陥りやすい人々に対して、各種支援サ

ービス等の環境整備を行い、生活上の困難を抱える人々が安心して暮らせる男

女共同参画の視点に立った包括的なきめ細やかな支援体制の構築を目指します。 

さらに、東日本大震災や近年日本各地で発生している豪雨などの大規模な災

害から防災・減災への女性参画の重要性に鑑み、男女共同参画や女性等への配慮

の視点を取り入れた「防災」の取り組みについて充実を図ります。 
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３  施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ 基本目標 ］ ［ 施策【施策番号】 ］ ［ 施策の方向性 ］ 

○男女共同参画を推進するためのセミナー開催【1】 
○男女共同参画情報発信【2､3】 

（１）広報・啓発のさらなる推進 

○学校での男女共同参画の視点に立った教育【4､5､6】 
（２）男女共同参画意識醸成のため

の教育の充実 

◆女性の多様な働き方に関する支援【7､8】 
◆女性の参画が少ない分野での支援【9､10】 
◆  

（１）職業生活における活躍推進 

◆  
◆男性の家庭生活への参画促進【13､14､15】 
◆ 【16､17､18】 
◆労働環境改善のための情報提供・啓発【19】 

（２）仕事と生活の調和（ワーク・ 
ライフ・バランス）の環境整備 

◆審議会等委員の女性委員の登用【20】 （３）市政における女性の参画促進 

■ＤＶ防止のための広報・啓発【24】 （１）  

○ひとり親家庭に対する支援の充実【36】 
○つくばこどもの青い羽根学習会の実施【37】 

（２）  

■女性のための相談室の実施【25】 
■男性のための電話相談の実施【26】 
■相談員研修の充実【27】 
■関係機関との連携強化【28】 

Ⅰ 男女共同参画社会に向けた基盤の整備 

Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

Ⅳ 安全・安心な暮らしの実現 

○  
○地域防災における女性の参画促進【35】 

（２）男女共同参画の視点に立った
防災体制の確立 

（３）男女共同参画の視点に立った
生活上の困難に対する支援 

Ⅲ 一人一人の人権の尊重 

◆女性職員の管理職等登用の推進【21】 
◆育児休業・介護休暇等が取得しやすい環境づくり【22】 
◆職場におけるハラスメント防止対策の推進【23】 

（４）  

○性的少数者に関する情報の発信と啓発【29】 
○性的少数者に関する職員ハンドブックの作成【30】 

（３）  

○女性特有のがん検診事業の推進【32】 
○妊産婦の健康診査及び保健指導の推進【33】 

（１）生涯を通じた健康支援 

○つくば市外国人相談窓口の設置【31】 
（４）多文化共生を踏まえた相談 

体制の充実 

（◆は女性活躍推進計画、■はＤＶ防止基本計画） 
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４  指標一覧  

基本計画に基づく取組内容や目標達成の状況を確認し、着実に推進するため、

本計画では「成果指標」「活動目標量」「参考値」の３つの指標を設定します。 

５か年で達成すべき目標値を掲げ、毎年定点観測しながら、計画の進捗管理に

いかしていきます。 

 

成果指標 男女共同参画社会の実現に向けて、社会の達成状況を測るための数値目標 

活動目標量 基本計画に基づく取組の想定事業量や、取組の進捗状況を測る統計データ 

参考値 
男女共同参画社会の形成の状況を把握するため、計画期間終了時の数値と
比較するための値 

 

【成果指標】 

様々な施策を総合的に実施することによって成果を生むと考えられることから、基本計画全体 

に対して設定しており、５年に一度実施している「男女共同参画に関する市民意識調査」及び２年 

に一度実施している「つくば市民意識調査」で計画期間終了時に達成度の評価をします。 

男女共同参画に関する市民意識調査項目 
前回調査 

平成２８年（2016 年） 

現状値 

令和 3 年（2021 年） 

目標値 

令和 8 年（2026 年） 

「社会全体」における男女の地位の平
等感を感じる市民の割合 

16.4％ 15.1％ 17％ 

「男は仕事、女は家庭」という考え方
について、反対の割合 

 
－ 
 

 
61.9％ 

 

 
67％ 

 

「職場」における男女の地位の平等感
を感じる市民の割合 

22.2％ 26.7％ 30％ 

「女性のための相談室」を知っている
市民の割合 

33.8％ 35.6％ 50％ 

 

つくば市民意識調査項目 
前回結果 

平成２９年（2017 年） 

現状値 

令和 3 年（2021 年） 

目標値 

令和 7 年（2025 年）

男女共同参画に対する満足度 24.2％ 26.9％ 30％ 
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【活動目標量】 

全ての施策について自課評価を実施するのではなく、各基本目標ごとに数値目標を立てること 

が適切な施策に具体的な活動をどの程度行ったかを測る目標量を設定し、その実施状況を毎年 

評価します。 

基本 
目標 

項 目 
現状値 

令和３年度（2021 年度） 

目標値 

令和８年度（2026 年度） 

Ⅰ 男女共同参画セミナー参加人数 
226 人 

（男 75 人、女 151 人） 
300 人 

 Ⅱ 

家族で参加できるマタニティサロンに

おいて、妊婦に対する夫またはパート

ナーの参加者の割合 ※ 

86.3％ ９０％ 

 Ⅱ 
保育所待機児童数 
 

３人 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

0 人 
令和 9 年（2027 年）4 月 1 日時点 

 Ⅱ 放課後児童クラブ受け入れ児童員数 
5,272 人 

令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

6,870 人 
※令和６年度（2024 年度）まで

の目標値（第２期つくば市子ども・

子育て支援プラン） 

Ⅱ 
審議会等委員（附属機関）の女性委員
の割合 

27.5％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

40％以上 
令和 9 年（2027 年）4 月 1 日時点 

Ⅱ 管理職を目指したいと思える職場環
境が整っていると思う職員の割合 

 
４１．４％ 

 
５０％ 

Ⅱ 
男性職員の育児休業取得率 
（２週間以上） 

89.6％ 

100％ 
※令和７年度（2025 年度）まで

の目標値（つくば市職員のワーク

ライフバランス推進プラン） 

Ⅲ 
相談事業の周知活動 
（チラシ配布、ＳＮＳ配信等） 

82 か所 
（年 6 回周知） 

90 か所 
（年 10 回周知） 

Ⅲ 
性的マイノリティに関するセミナーの
参加人数 

40 人／回 60 人／回 

Ⅳ 子宮がん／乳がん検診受診率 
子宮がん 19.3％ 
乳がん  19.2％ 

当面 50％ 
※令和７年度（2025 年度）まで

の目標値（第４期つくば市健康増

進計画） 

Ⅳ 
つくばこどもの青い羽根学習会 
開設か所数 

16 か所 

18 か所 
※令和 6 年度（2024 年度）まで

の目標値（市長公約事業のロード

マップ 2020-2024） 

※ 前計画では、マタニティサロンに参加した夫またはパートナーの割合（最大値 50%）としていましたが、本計画では、 

妊婦に対して（妊婦を母数にして）、夫またはパートナーの割合（最大値100％）で算出しています。 
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【参考値】 

基本目標に関連する数値ではあるが、外的要因による影響が大きいものや数値目標を設定する 

ことが必ずしも適当ではないものについては、数値の推移により状況を把握します。 

基本 

目標 
項 目 現状値 

（令和３年度） 

Ⅰ 男女共同参画セミナー参加者満足度（アンケート実施） 93％ 

Ⅱ つくば市ふるさとハローワークでの女性正規雇用の就業者数 143 人 

Ⅱ 特定創業支援事業による女性の創業者数 21 人 

Ⅱ 家族経営協定締結累計 209 件 

Ⅱ 女性の認定農業者数 15 人 

Ⅱ 地域子育て支援拠点施設数 10 施設 

Ⅱ 病児・病後児保育実施施設数 8 施設 

Ⅱ 審議会等委員（附属機関）の女性の長の割合 6.1％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 区長に占める女性の割合 6.5％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市議会議員の女性の割合 28.6％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の係長職に占める女性の割合 40.3％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の課長補佐職に占める女性の割合 33.2％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の課長職に占める女性の割合 17％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の次長職に占める女性の割合 6.1％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅱ 市職員（行政職）の部長職に占める女性の割合 6.3％ 
令和 4 年（2022 年）7 月 1 日現在 

Ⅱ 消防吏員に占める女性の割合 4.0％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 

Ⅲ 「女性のための相談室」相談件数 57９件 

Ⅲ 「男性のための電話相談」相談件数 10 件 

Ⅳ 防災対策出前講座等実施回数 15 回 

Ⅳ 消防団員に占める女性の割合 2.9％ 
令和 4 年（2022 年）4 月 1 日現在 
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第４章    施策の展開 

 

 

基本目標Ⅰ  男女共同参画社会に向けた基盤の整備 

（１）広報・啓発のさらなる推進  

男女共同参画に関する理解が深まるとともに、あらゆる立場の人々が個性と

能力を十分に発揮することができる社会をめざし、人権尊重や男女共同参画意

識の啓発に取り組みます。 

広報紙や市ホームページなどさまざまな媒体を活用した情報発信や、男女共同

参画に関するセミナー開催により、男女共同参画に関する広報・啓発活動に取り

組みます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

1 

男女共同参画を推

進するためのセミナ

ー開催 

男女共同参画に関する意識の向上を図

り、能力や行動力を高めるため、セミナ

ーを開催します。 

男女共同 
参画室 

2 

男女共同参画情報

発信 

国内外における男女共同参画推進の取

組みについて、先進事例等の情報を収

集し、広報紙やホームページ、セミナー

等で情報提供を行います。 

男女共同 
参画室 

3 

つくばセンタービル内に設置される、市

政情報コーナー（仮称）に、男女共同参

画関連情報の掲示等を行います。 

男女共同 
参画室 

  

 

A 「女性だから」「男性だから」といった、性別によってその人個人の考え方や行動、

生き方などが制限されることなく、一人一人が持つ個性や能力に応じて自分らしく生

きられる社会の実現をめざしています。 

【Ｑ なぜ男女共同参画の推進が必要なの？】 
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（２）男女共同参画意識醸成のための教育の充実   

性別にとらわれず男女平等意識が浸透した社会を目指すためには、子どもの

頃からの教育が重要であるため、それぞれの個性と能力を十分発揮し、将来を見

通して自己形成ができるよう、学校教育における男女共同参画意識の推進を図

ります。 

また、学校、家庭、地域の連携を図り、多様な教育活動の中で、発達段階に応じ

た男女平等・男女共同参画意識の浸透を図ります。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

4 

学校での男女共同

参画の視点に立った

教育 

学校教育全体を通じて、人権の尊重、男

女平等、相互理解・協力について指導を

行います。 

学び推進課 

５ 

小・中・義務教育学校において、児童生

徒が将来社会の一員として役割を果た

していくため、それぞれの個性や能力

が発揮でき、自立して生きていくため

のキャリア教育を行います。 

学び推進課 

６ 

生命の尊さや正しい性の知識を身に付

けることを目的に、発達段階に応じた

性に関する学習を行います。 

学び推進課 
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基本目標Ⅱ  あらゆる分野における男女共同参画の推進 

（１）職業生活における活躍推進  

働きたいという希望を持つ女性が就業できるよう、職業能力開発の機会を設

けることや就業に向けた情報提供等を行います。 

また、起業等の多様な働き方を選択する女性や、自営業等に携わる女性に対す

る支援を行うとともに、そうした活躍する女性の情報発信にも取り組みます。 

さらに、自営業・家族的経営において、男女がその果たしている役割に対して

適正な評価を受け、互いに協力して経営等に参画できるような就業環境の整備・

支援に努めます。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

７ 

女性の多様な働き

方に関する支援 

就労を希望する人に対し、つくば市ふる

さとハローワークに市職員を配置し、就

労に関する情報提供及び職業相談や職

業紹介の補助を行います。 

産業振興課 

８ 

起業・創業を目指す人に対し、創業支援セ

ミナー等や創業支援制度の情報提供を行

います。また、各支援機関と連携し、相談

業務を行います。 

産業振興課 

９ 

女性の参画が少な

い分野での支援 

家族経営協定の普及啓発を行い、家族経

営農家において快適な労働環境づくりを

促進します。 

農業政策課 

10 

大学・研究機関・企業等と連携し、女子生

徒や保護者等に対し、科学技術を身近な

ものとする取組を進めるとともに、ロー

ルモデル（具体的な行動や考え方の模範

となる人物）の紹介等を通じ、理工系女性

の人材育成を推進します。 

さらに、ワーク・ライフ・バランスの向上

に取り組むつくば女性研究者支援協議

会の支援を通じて、研究活動に集中し

やすい環境整備を推進します。 

科学技術 
振興課 

11 

女性活躍促進に向け

た公共調達の評価

項目の設定 

市の調達が総合評価落札方式による場

合、評価項目の技術者の配置に「女性技

術者」を設定し、女性活躍促進の一環とし

ての取組みを進めます。 

契約検査課 
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（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の環境整備  

長時間労働の削減や労働生産性の向上など働き方改革を進めることや、男性

の家庭等への参画を促すための啓発、育児休業の取得促進、ライフスタイルや新

たな生活様式に対応した多様で柔軟な働き方の導入の重要性等について関係機

関と連携して周知します。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

12 

男性の育児休業取

得を促進するため

の企業への支援 

国の支援・助成制度の情報提供を行い、

中小企業における男性の育児休業取得を

促進させるため、市独自の助成制度の創

設について検討します。 

産業振興課
／男女共同

参画室 

13 

男性の家庭生活へ

の参画促進 

妊娠・出産・育児について、家族で正しい

知識を持ち、積極的な育児参加ができる

よう、講座を開催します。 

健康増進課 

14 

男女がともに家族の一員として家庭生活

に参画できるよう、社会教育講座におい

て、子育てに関する講座を実施し、男性の

積極的な参画を推進します。 

生涯学習 
推進課 

15 

子育て家庭が外出しやすい環境を整備す

るため、授乳やおむつ替えスペースを設

置した施設をあかちゃんの駅として登録

し、情報提供を行います。 

こども政策課 

16 

育児・介護を行う

労働者が働き続け

やすい環境づくり 

仕事と育児の両立を支援するため、保育

ニーズに即した保育体制の強化等サービ

スの充実を図ります。 

※「つくば市 子ども・子 育 て支 援プラン」により推 進 

幼児保育課 

17 

仕事と育児の両立を支援するため、児童

の遊びと生活の場を提供する放課後児童

クラブの活動を推進します。 

※「つくば市 子ども・子 育 て支 援プラン」により推 進 

こども育成課 

18 

仕事との両立や介護離職を防止するた

め、ニーズに応じた介護サービスの充実

を推進します。 

※「つくば市 高 齢 者 福 祉 計 画 」により推 進 

高齢福祉課／ 

介護保険課 

19 

労働環境改善のた

めの情報提供・啓

発 

仕事と家庭生活を両立するため、長時間

労働の是正や年次有給休暇取得の促進、

さらにハラスメントの防止等の労働環境

改善のための情報提供を行います。 

産業振興課 
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【Ｑ 政策・方針決定の場に、女性が参画できる機会が増えるとどうなるの？】 

（３）市政における女性の参画促進  

あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に向け、市が

率先して審議会や委員会等への女性委員の推進に取り組みます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

20 
審議会等委員の女

性委員の登用 

市政運営において、女性が自らの能力

を十分に生かし、様々な分野で政策や

方針決定に関わり、意見や考え方を反

映させることができる環境づくりを進

めます。 

男女共同 
参画室 

 

（４）市と市職員が率先して行う取組  

市の女性職員については、特定事業主行動計画に基づき、職域拡大及び管理

職等への積極的な登用に取り組みます。 

また、仕事と家事、子育て、介護等を両立できる職場環境の整備に努めます。 

さらに、職場におけるセクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント等

の様々なハラスメントを防止するため、相談窓口の周知や相談体制の充実に努め

ます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

21 
女性職員の管理職

等登用の推進 

女性が管理職を目指せるような職場環

境の整備に努め、能力と適性に応じ、管

理職登用・昇任を進めます。 

人事課 

22 

育児休業・介護休暇

等が取得しやすい環

境づくり 

男女がともに育児休業、介護休暇及び

看護休暇制度を活用しやすい職場の雰

囲気づくりに努めます。 

ワークライ
フバランス

推進課 

23 

職場におけるハラス

メント防止対策の推

進 

職場等における様々なハラスメントに

関し、研修等を通して防止に努めます。

また、相談員を配置し、相談体制の充実

に努めます。 

ワークライ
フバランス

推進課 

 

 

 

 

  
A 私たちの生活に関する物事の方針を決める場面で、様々な立場の人が意思を表明でき

ることは、誰もが暮らしやすい社会をつくることにつながります。政策・方針決定の場に、女

性が参画できる機会が増えることにより、より多くの人々の多様なニーズを反映した政策・

方針をつくり出すことが可能となります。 
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基本目標Ⅲ  一人一人の人権の尊重  

（１）配偶者等暴力（ＤＶ）根絶のための啓発  

配偶者等からの暴力（ＤＶ）は人権を踏みにじるもので決して許されるものでは

なく、それが社会的な問題であるという認識を広く浸透、徹底させるため啓発を

行います。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

24 
ＤＶ防止のための広

報・啓発 

ＤＶ防止法や相談窓口の周知など、ＤＶ

に関する正しい理解の促進を図るた

め、セミナーやホームページ等で普及啓

発を行います。 

男女共同 
参画室 

 

（２）相談体制の充実と被害者の支援  

被害者の早期発見、早期対応を図るため、相談窓口の周知や利用しやすい体制

の充実を図り男女ともに相談事業へつなげていくとともに、相談や支援にかかわ

る相談員の専門性の向上を図り、被害者の立場に立った相談対応に努めます。 

また、関係機関や庁内の連携を強化することで、DV被害者の一時保護、自立

に向けた支援の充実に努めます。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

25 
女性のための相談

室の実施 

夫婦・親子の問題、人間関係、DV（配偶

者・パートナー等からの暴力）、生き方な

どについて、必要な情報を提供すると

ともに、女性が主体的に思考・行動でき

るよう、女性相談員が相談・支援を行い

ます。 

男女共同 
参画室 

26 
男性のための電話

相談の実施 

夫婦関係や家族、人間関係、仕事、生き

方などの問題や悩みを抱えている男性

に対し、男性相談員が相談・支援を行い

ます。 

男女共同 
参画室 

27 相談員研修の充実 

相談業務に必要な知識や能力を身に付

け、相談者のニーズに即した対応がで

きるよう研修を行い、女性のための相

談員の資質向上を図ります。 

男女共同 
参画室 

28 
関係機関との連携強

化 

ＤＶ被害者への迅速かつ適切な対応・支

援に向け、庁内及び関係機関との情報

交換や課題共有等を行い、連携強化を

図ります。 

男女共同 
参画室 
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（３）性的少数者に関する差別の解消  

性的指向や性自認（性同一性）を理由とする差別的取扱いについては、不当な

ことであるとの認識が広がっていますが、いまだに偏見や差別が起きているのが

現状です。 

誰もが多様性の中に存在する一人であり、その生き方が尊重されるよう差別

を解消し、偏見を取り除くための啓発を行います。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

29 
性的少数者に関する

情報の発信と啓発 

性の多様性や性的少数者への理解促進

のため、セミナー等を行い、意識啓発を

図ります。また、県のパートナーシップ

宣誓制度をはじめ、性的少数者に関す

る情報発信に努めます。 

男女共同 
参画室 

30 

性的少数者に関する

職員ハンドブックの

作成 

性的少数者に関する正しい知識を持

ち、行動することができるよう職員向け

のハンドブックを作成します。 

男女共同 
参画室／ 
人事課 

 

（４）多文化共生を踏まえた相談体制の充実  

互いの文化や価値観を理解し尊重する視点をもつとともに、性別にかかわらず 

外国人が安心して暮らすことができるよう、相談体制の充実を図ります。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

31 
つくば市外国人相談

窓口の設置 

国籍や民族等の文化的背景を踏まえた

上で、外国人市民の相談に適切に対応

できるよう、相談体制の充実を図りま

す。 

国際都市 
推進課 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

A 人には、年齢、生活習慣や人生観などに多様性があり、一人一人に個性・特徴があ

りますが、性についても①からだの性（生物学的性）：生まれた時の身体的特徴など

による性、②こころの性（性自認）：自分が認識する自分の性、③好きになる性（性的

指向）：恋愛感情や性的な関心の対象となる性、④表現する性（性別表現）：服装、しぐ

さ、言葉遣いなどに様々な性のあり方があります。 

【Ｑ 性のあり方の多様性ってなに？】 
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基本目標Ⅳ  安全・安心な暮らしの実現 

（１）生涯を通じた健康支援  

男女がともに自らの身体について正しい情報を持ち、生涯を通じて、思春期、

妊娠・出産期、更年期、高齢期等ライフステージに応じた身体と心の健康管理・保

持増進を支援する取り組みの充実を図ります。 
 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

32 
女性特有のがん検診

事業の推進 

がん予防の意識を高め、健康管理に役

立たせるとともに、子宮がん・乳がん検

診の受診を促すことでがんを早期発見

し、適切な医療に結び付けます。 

健康増進課 

33 

妊産婦の健康診査

及び保健指導の推

進 

女性の体に多くの変動を伴う妊娠・分

娩・産じょくの経過を不安なく送れるよ

うに、妊産婦健康診査の受診率向上を

図ります。 

健康増進課 

 

（２）男女共同参画の視点に立った防災体制の確立  

地域活動の中でも、近年、重要性が高まっている防災分野において、防災に関

する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性の参画を促進するととも

に、男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立を推進します。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

34 

女性の視点を取り入

れた防災計画・防災

体制づくり 

災害時における女性のニーズに対応で

きるよう、女性の視点を取り入れた防

災計画・防災体制づくりに努めます。 

危機管理課 

35 
地域防災における女

性の参画促進 

イベントや出前講座等の実施を通して、防

災意識を高めると同時に、防災分野にお

ける女性の視点や参画の必要性等につい

て考える機会となるよう啓発を行いま

す。 

危機管理課 
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（３）男女共同参画の視点に立った生活上の困難に対する支援  

ひとり親家庭や経済的に困難を抱える家庭等が抱える複合的な問題に応じる

ため、関係機関との連携を図り、生活支援、就業支援、経済的支援、子育て支援等

を充実していきます。 

 

番号 施 策 内 容 担 当 課 

36 
ひとり親家庭に対す

る支援の充実 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の

促進を図ることを目的として、児童扶

養手当、ひとり親家庭等児童福祉金、高

等職業訓練促進給付金等を支給する。

諸手当の支給により、ひとり親家庭等

の経済的、精神的負担の軽減に寄与し

ます。 

こども政策課 

37 
つくばこどもの青い

羽根学習会の実施 

経済的に困難を抱える子どもを対象

に、安心できる居場所や学習環境で子

どもを育むため、無料の学習支援や居

場所の提供等を行います。 

こども未来課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A 過去の災害における被災者への物資提供や避難所運営などに関し、女性の視点

の欠如から様々な問題が起きています。人口の半分は女性であり、災害時には平常

時における社会の課題が一層顕著になって現れるため、女性の視点を反映すること

は、地域の防災力向上に繋がります。 

【Ｑ なぜ防災の分野に女性の視点は必要なの？】 
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第５章    推進体制 

 

 

 

１  庁内の推進体制 

庁内における男女共同参画推進のための組織である「つくば市男女共同参画

推進本部」を中心として、全庁的な男女共同参画に関する施策の総合的かつ効果

的な推進に努めます。 

 

２  男女共同参画審議会 

「つくば市男女共同参画社会基本条例」に基づき、男女共同参画の推進に関す

る基本的及び総合的施策並びに重要事項を調査審議するため設置している「つく

ば市男女共同参画審議会」において、本計画の推進について様々な意見等を聴

取・反映し、男女共同参画の効果的な展開を図ります。 

 

３  国や県、関係機関との連携 

本計画を進めるうえで、国や県の取組みとの整合性を保ちつつ、必要に応じて

連携・協力を図っていきます。特に、ＤＶに関する相談業務などは、県の女性相談

センターや警察などの関係機関と緊密な連携を図ります。 

 

４  男女共同参画苦情等処理 

       男女共同参画社会の形成の促進を阻害すると認められる事項に関する苦情その他 

の意見について調査し、当該関係者に対し是正のための助言等を行う「苦情等処理制 

度」について周知を図ります。 
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５  ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

本計画では、各施策の進捗管理として、毎年度、施策の実施状況や活動目標量

の達成度を把握・評価を行うとともに、庁内組織である「つくば市男女共同参画

推進本部会議」及び外部組織である「つくば市男女共同参画審議会」において、計

画の検証・審議を行い、適正な進行管理に努めます。また、毎年度推進状況及び

評価結果を公表します。 

進捗管理は、「ＰＤＣＡサイクル」による「継続的改善」の考え方を基本とし、「ＰＬ

ＡＮ（計画）」「ＤＯ（実施）」「ＣＨＥＣＫ（評価）」「ＡＣＴＩＯＮ（改善）」のサイクルを回し

ていくことにより、事業の継続的な改善を図る（充実させる）ことを繰り返してい

きます。 

 

   ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

業務の実施が計画に 

沿っているかどうかを 

確認する 

従来の実績や将来の予測 

などを基にして実施事業 

計画を作成する 

実施が計画に沿って 

いない部分を調べて 

改善する 

計画に沿って業務を行う 

策定 

Action 
改善 

Plan 

Do Check 
実施 評価 
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    資料編 

 

 

１  策定経過 

 

年 月 日 内  容 

令和３年度  

６月 30 日 第１回つくば市男女共同参画審議会（諮問） 

・男女共同参画に関する市民意識調査について 

８月 30 日 第２回つくば市男女共同参画審議会 

・男女共同参画に関する市民意識調査について 

10 月 27 日～ 

11 月 30 日 

男女共同参画に関する市民意識調査・事業所調査・職員意識調査の実施 

令和４年度  

５月 25 日 第１回つくば市男女共同参画審議会 

・男女共同参画推進基本計画の概要及び策定スケジュールについて 

・男女共同参画推進基本計画の体系について 

７月４日 第１回つくば市男女共同参画推進本部会議 

６月～７月 施策担当部課調査依頼、ヒアリング 

８月 30 日 第２回つくば市男女共同参画審議会 

・男女共同参画推進基本計画（原案）について 

９月 30 日 第２回つくば市男女共同参画推進本部会議 

・男女共同参画推進基本計画（原案）について 

10 月 25 日 第３回つくば市男女共同参画審議会 

・男女共同参画推進基本計画（原案）について 

11 月 24 日 庁議（男女共同参画推進基本計画（案）パブリックコメントの実施について） 

12 月２日 

 ～１月４日 
男女共同参画推進基本計画（案）パブリックコメントの実施 

１月 26 日 第４回つくば市男女共同参画審議会 

・パブリックコメントの実施結果及び男女共同参画推進基本計画（案）につ

いて 

２月 17 日 男女共同参画推進基本計画（案）の答申 

３月 22 日 庁議（パブリックコメントの実施結果及び男女共同参画推進基本計画の策定

について） 
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２  男女共同参画社会基本法 

平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号 

 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第 12 条） 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的

施策（第 13 条―第 20 条） 

 第３章 男女共同参画会議（第 21 条―第 28 条） 

 附則 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の

平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、

国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められて

きたが、なお一層の努力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が

国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女

が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することが

できる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を

21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を

明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共

団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経

済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現

することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成

に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国

民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めること

により、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に

推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において、次の名号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会の形成  男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を

享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会

を形成することをいう。 

(2) 積極的改善措置  前号に規定する機会に係る男

女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供す

ることをいう。 

 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての

尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱

いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機

会が確保されることその他の男女の人権が尊重されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会にお

ける制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を

反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立

でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形

成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会における活動

の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとす

るように配慮されなければならない。 

 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等

な構成員として、国若しくは地方公共団体における政策

又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同し

て参画する機会が確保されることを旨として、行われな

ければならない。 

 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女

が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

介護その他の家庭生活における活動について家族の一

員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会におけ

る取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなけれ

ばならない。 

 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社

会の形成についての基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定

し、及び実施する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及び

その他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

 

（国民の責務） 

第 10 条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならな

い。 

 

（法制上の措置等） 

第 11 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。 
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（年次報告等） 

第 12 条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成

の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策についての報告を提出しなければならな

い。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形

成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、

これを国会に提出しなければならない。 

 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施

策 

（男女共同参画基本計画） 

第 13 条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同

参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男

女共同参画基本計画」という。）を定めなければならな

い。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定

めるものとする。 

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策の大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男

女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めな

ければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しな

ければならない。 

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につい

て準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第 14 条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、

当該都道府県の区域における男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都

道府県男女共同参画計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項につい

て定めるものとする。 

(1) 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ず

べき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の

大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域におけ

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共

同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基

本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を

定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又

は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第 15 条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形

成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施

するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しな

ければならない。 

 

（国民の理解を深めるための措置） 

第 16 条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、

基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措置

を講じなければならない。 

 

（苦情の処理等） 

第 17 条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理の

ために必要な措置及び性別による差別的取扱いその他

の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を図るため

に必要な措置を講じなければならない。 

 

（調査研究） 

第 18 条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参

画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究その他の

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に

必要な調査研究を推進するように努めるものとする。 

 

（国際的協調のための措置） 

第 19 条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の

下に促進するため、外国政府又は国際機関との情報の交

換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相

互協力の円滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第 20 条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策及び民間の団体が男女共

同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するた

め、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努め

るものとする。 

 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第 21 条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」とい

う。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第 22 条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第３項に規

定する事項を処理すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係

各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促

進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事

項を調査審議すること。 

(3) 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

(4) 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が男

女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要が

あると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に

対し、意見を述べること。 

 

（組織） 
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第 23 条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織す

る。 

 

（議長） 

第 24 条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 

（議員） 

第 25 条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総

理大臣が指定する者 

(2) 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有す

る者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数

の 10 分の５未満であってはならない。 

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員

の数は、同号に規定する議員の総数の 10 分の４未満で

あってはならない。 

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

 

（議員の任期） 

第 26 条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。

ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。 

 

（資料提出の要求等） 

第 27 条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要が

あると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監視又

は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があ

ると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。 

 

（政令への委任） 

第 28 条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議

員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、政令で

定める。 

 

附 則 抄（平成 11 年６月 23 日法律第 78 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）

は、廃止する。 

 

（経過措置）  

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設

置法（以下「旧審議会設置法」という。）第１条の規定によ

り置かれた男女共同参画審議会は、第 21 条第 1 項の規

定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続す

るものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第 4 条第 1

項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員

である者は、この法律の施行の日に、第 23 条第 1 項の

規定により、審議会の委員として任命されたものとみな

す。この場合において、その任命されたものとみなされ

る者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日に

おける旧審議会設置法第 4 条第 2 項の規定により任命

された男女共同参画審議会の委員としての任期の残任

期間と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第 5 条第 1

項の規定により定められた男女共同参画審議会の会長

である者又は同条第 3 項の規定により指名された委員

である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第 24 条

第 1 項の規定により審議会の会長として定められ、又は

同条第 3 項の規定により審議会の会長の職務を代理す

る委員として指名されたものとみなす。 

 

附 則 抄（平成 11 年７月 16 日法律第 102 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成

11 年法律第 88 号）の施行の日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。 

(1) （略） 

(2) 附則（中略）第 28 条並びに第 30 条の規定 公 

布の日 

 

（委員等の任期に関する経過措置） 

第 28 条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる

従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員で

ある者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会

長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の

規定にかかわらず、その日に満了する。 

(1)から(10)まで 略 

(11) 男女共同参画審議会 

 

（別に定める経過措置） 

第 30 条 第２条から前条までに規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定

める。 

 

附 則 抄（平成 11 年 12 月 22 日法律第 160 号） 

 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く）は、平成 13 年

１月６日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 
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３  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

平成十三年四月十三日法律第三十一号 

最終改正：令和元年六月二十六日法律第四十六号 
 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画 

（第二条の二・第二条の三） 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等（第三 

条―第五条） 

第三章 被害者の保護（第六条―第九条の二） 

第四章 保護命令（第十条―第二十二条） 

第五章 雑則（第二十三条―第二十八条） 

第五章の二 補則（第二十八条の二） 

第六章 罰則（第二十九条・第三十条） 

附則 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し

被害者を保護するための施策を講ずることが必要

である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう

と努めている国際社会における取組にも沿うもので

ある。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、

自立支援等の体制を整備することにより、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この

法律を制定する。 

 

第一章 総則 

（定義） 

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、

配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものを

いう。以下同じ）又はこれに準ずる心身に有害な影

響を及ぼす言動（以下この項及び第二十八条の二に

おいて「身体に対する暴力等」と総称する）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、そ

の者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受

ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴

力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしてい

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

み「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実、上

婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚し

たと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

を防止するとともに、被害者の自立を支援すること

を含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大

臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項

において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のための施策に関する

基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び

第三項において「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次

条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長

に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都

道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護のための施策の実施に関する基本的な計

画（以下この条において「都道府県基本計画」とい

う）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を

定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための施策の実施内容に関する事項 

三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に

即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市

町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護のための施策の実施に関する基本的な計画

（以下この条において「市町村基本計画」という）を

定めるよう努めなければならない。 
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４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市

町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必

要な助言その他の援助を行うよう努めなければな

らない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人

相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設にお

いて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センター

としての機能を果たすようにするよう努めるものと

する。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業

務を行うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応

ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学

的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行

うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあ

っては、被害者及びその同伴する家族。次号、第

六号、第五条、第八条の三及び第九条において

同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保

護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、

就業の促進 住宅の確保援護等に関する制度の

利用等について、情報の提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい

て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行

い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは その業務を行う

に当たっては 必要に応じ配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の

団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な

指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者

の保護を行うことができる。 

 

第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力に限る。以下この章に

おいて同じ。）を受けている者を発見した者は、その

旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通

報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その旨

を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報

することができる。この場合において、その者の意

思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと

解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当

たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病に

かかったと認められる者を発見したときは、その者

に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用につ

いて、その有する情報を提供するよう努めなければ

ならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護について

の説明等） 

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関

する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、

被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者

暴力相談支援センターが行う業務の内容について

説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受ける

ことを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が

行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九

年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二

十三年法律第百三十六号）その他の法令の定める

ところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の

配偶者からの暴力による被害の発生を防止するた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

（警察本部長等の援助） 

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道

警察本部の所在地を包括する方面を除く方面につ

いては、方面本部長。第十五条第三項において同

じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けて

いる者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防

止するための援助を受けたい旨の申出があり、その

申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴

力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で

定めるところにより、当該被害を自ら防止するため

の措置の教示その他配偶者からの暴力による被害

の発生を防止するために必要な援助を行うものと

する。 

（福祉事務所による自立支援） 

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十

五号）に定める福祉に関する事務所（次条において

「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十

五年法律第百四十四号 、児童福祉法（昭和二十二

年法律第百六十四号 、母子及び父子並びに寡婦

福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援す
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るために必要な措置を講ずるよう努めなければな

らない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、

福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市

町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保

護を行うに当たっては、その適切な保護が行われる

よう、相互に連携を図りながら協力するよう努める

ものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係

る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理する

よう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令 

（保護命令） 

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は

生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下こ

の章において同じ。）を受けた者に限る。以下この章

において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴

力を受けた者である場合にあっては配偶者からの

更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対す

る暴力を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者で

あった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第

十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶

者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場

合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力

（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場

合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き

受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）に

より、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそ

れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てによ

り、その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対す

る暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被

害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合

にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、

同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項にお

いて同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずる

ものとする。ただし、第二号に掲げる事項について

は、申立ての時において被害者及び当該配偶者が

生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被

害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。）そ

の他の場所において被害者の身辺につきまとい、

又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在

する場所の付近をはいかいしてはならないこと。 

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被

害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしては

ならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危

害が加えられることを防止するため、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定によ

る命令の効力が生じた日から起算して六月を経過

する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げる

いずれの行為もしてはならないことを命ずるものと

する。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項

を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得な

い場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送

信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午

前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールを送信するこ

と。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪

の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得

る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは

その知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し、若しく

はその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がそ

の成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第

十二条第一項第三号において単に「子」という。）と

同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連

れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他

の事情があることから被害者がその同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくされる

ことを防止するため必要があると認めるときは、第

一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、

当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同

号の規定による命令の効力が生じた日から起算し

て六月を経過する日までの間、当該子の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以

下この項において同じ。）、就学する学校その他の

場所において当該子の身辺につきまとい、又は当

該子の住居、就学する学校その他その通常所在す

る場所の付近をはいかいしてはならないことを命ず

るものとする。ただし、当該子が十五歳以上である

ときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被

害者の親族その他被害者と社会生活において密接

な関係を有する者（被害者と同居している子及び配

偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項

並びに第十二条第一項第四号において「親族等」と

いう。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な

言動を行っていることその他の事情があることから

被害者がその親族等に関して配偶者と面会するこ

とを余儀なくされることを防止するため必要がある

と認めるときは、第一項第一号の規定による命令

を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申
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立てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効

力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力

が生じた日から起算して六月を経過する日までの

間、当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につ

きまとい、又は当該親族等の住居勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしてはなら

ないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未

満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意

（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人

である場合にあっては、その法定代理人の同意）が

ある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに

係る事件は 相手方の住所（日本国内に住所がない

とき又は住所が知れないときは居所）の所在地を

管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各

号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすること

ができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する

暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定によ

る命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、次に

掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に

対する脅迫を受けた状況 

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配

偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配

偶者から受ける身体に対する暴力により、生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい

と認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該同居している

子に関して配偶者と面会することを余儀なくさ

れることを防止するため当該命令を発する必要

があると認めるに足りる申立ての時における事

情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす

る場合にあっては、被害者が当該親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされることを

防止するため当該命令を発する必要があると認

めるに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察

職員に対し、前各号に掲げる事項について相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無

及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該

警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時

及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措

置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号

イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、

申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる

事項についての申立人の供述を記載した書面で公

証人法（明治四十一年法律第五十三号）第五十八

条ノ二第一項の認証を受けたものを添付しなけれ

ばならない。 

（迅速な裁判） 

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件

については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち

会うことができる審尋の期日を経なければ、これを

発することができない。ただし、その期日を経ること

により保護命令の申立ての目的を達することがで

きない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲

げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配

偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長

に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求

めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内

容を記載した書面の提出を求めるものとする。この

場合において、当該配偶者暴力相談支援センター

又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるも

のとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の

配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の

長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しく

は保護を求められた職員に対し、同項の規定により

書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求め

ることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第十五条 保護命令の申立てについての決定には 理

由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経

ないで決定をする場合には 理由の要旨を示せば

足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相

手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日にお

ける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速や

かにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所

を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知

するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者

暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書

に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニ

までに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書

記官は、速やかに、保護命令を発した旨及びその内

容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力

相談支援センター（当該申立書に名称が記載された

配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合に

あっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援

助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴

力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対し

ては、即時抗告をすることができる。 
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２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ

さない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消

しの原因となることが明らかな事情があることにつ

き疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立て

により、即時抗告についての裁判が効力を生ずるま

での間、保護命令の効力の停止を命ずることがで

きる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判

所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定に

よる命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せ

られているときは、裁判所は、当該命令の効力の停

止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し

立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による

命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているとき

は、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければ

ならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命

令について、第三項若しくは第四項の規定によりそ

の効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれ

を取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、

その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力

相談支援センターの長に通知するものとする。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並

びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合につ

いて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命

令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当

該保護命令を取り消さなければならない。第十条

第一項第一号又は第二項から第四項までの規定に

よる命令にあっては同号の規定による命令が効力

を生じた日から起算して三月を経過した後におい

て、同条第一項第二号の規定による命令にあって

は当該命令が効力を生じた日から起算して二週間

を経過した後において、これらの命令を受けた者が

申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをし

た者に異議がないことを確認したときも、同様とす

る。 

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定

による命令を発した裁判所が前項の規定により当

該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項

の場合について準用する。 

（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て） 

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が

発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する

脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配

偶者と共に生活の本拠としている住居から転居し

ようとする被害者がその責めに帰することのできな

い事由により当該発せられた命令の効力が生ずる

日から起算して二月を経過する日までに当該住居

からの転居を完了することができないことその他の

同号の規定による命令を再度発する必要があると

認めるべき事情があるときに限り、当該命令を発す

るものとする。ただし、当該命令を発することにより

当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認

めるときは、当該命令を発しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定

の適用については、同条第一項各号列記以外の部

分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号

及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第一項本

文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」

とあるのは「第一号及び第二号に掲げる事項並び

に第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中

「同項第一号から第四号までに掲げる事項」とある

のは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに

第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、

裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは

謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件

に関する事項の証明書の交付を請求することがで

きる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立

てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋

の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命

令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局

の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大臣

は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支局

に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除

き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に

反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）

の規定を準用する。 

 

（最高裁判所規則） 

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令

に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規

則で定める。 

 

第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、

捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において

「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、

被害者の心身の状況、その置かれている環境等を

踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその

人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘

密の保持に十分な配慮をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害

者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理

解を深めるために必要な研修及び啓発を行うもの

とする。 

（教育及び啓発） 
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第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健

康を回復させるための方法等に関する調査研究の

推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資

質の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を

行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努め

るものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を

支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業

務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談

所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行

う場合を含む。）に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す

る婦人相談員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護

（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に

委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要

な事務に要する費用 

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦

人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ

ばならない。 

（国の負担及び補助） 

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第一項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第一号及び第二号に掲げるものについて

は、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる

費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるも

の 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則 

（この法律の準用） 

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章ま

での規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係

における共同生活に類する共同生活を営んでいな

いものを除く。）をする関係にある相手からの暴力

（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を

いい、当該関係にある相手からの身体に対する暴

力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した

場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き

受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力

を受けた者について準用する。この場合において、

これらの規定中「配偶者からの暴力」とあるのは「第

二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴

力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

第六章 罰則 

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用

する第十条第一項から第四項までの規定によるも

のを含む。次条において同じ。）に違反した者は、一

年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第二

十八条の二において読み替えて準用する第十二条

第一項（第二十八条の二において準用する第十八

条第二項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命令の申立てをし

た者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配

偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、

第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係

る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規

定は、平成十四年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所

に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に

関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合

における当該被害者からの保護命令の申立てに係

る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十

四条第二項及び第三項の規定の適用については、

これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」と

あるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第二条 被害者 被害者（第二十八条

の二に規定する関係

にある相手からの暴

力を受けた者をいう。

以下同じ。） 

第六条第一項 配偶者又は

配偶者であっ

た者 

同条に規定する関

係にある相手又は同

条に規定する関係に

ある相手であった者 

第十条第一項か

ら第四項まで、第

十一条第二項 第

二号、第十二条第

一項第一号から第

四号まで及び第十

八条第一項 

配偶者 第二十八条の二に

規定する関係にある

相手 

第十条第一項 離婚をし、

又はその婚姻

が取り消され

た場合 

第二十八条の二に

規定する関係を解消

した場合 
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第三条 この法律の規定については、この法律の施行

後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘

案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な

措置が講ぜられるものとする。 

 

附 則 （平成十六年法律第六十四号） 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律（次項において「旧法」という。）第十条

の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ

る命令に関する事件については、なお従前の例によ

る。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた

後に当該命令の申立ての理由となった身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼ

すものと同一の事実を理由とするこの法律による

改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一

項第二号の規定による命令の申立て（この法律の

施行後最初にされるものに限る。）があった場合に

おける新法第十八条第一項の規定の適用について

は、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三

年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討

が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講

ぜられるものとする。 

 

 

附 則 （平成十九年法律第百十三号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経

過した日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正

前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に

関する法律第十条の規定による命令の申立てに係

る同条の規定による命令に関する事件については、

なお従前の例による。 

 

附 則 （平成二十五年法律第七十二号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過し

た日から施行する。 

 

附 則 （平成二十六年法律第二十八号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条

まで、第十二条及び第十五条から第十八条まで

の規定 平成二十六年十月一日 

 

附 則 （令和元年法律第四十六号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 

公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施

行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の

施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第六条第一項及び

第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する

配偶者からの暴力の形態並びに同法第十条第一項

から第四項までの規定による命令の申立てをする

ことができる同条第一項に規定する被害者の範囲

の拡大について検討を加え、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後

三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律第一条第一項に規定する

配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会におけ

る更生のための指導及び支援の在り方について検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず

るものとする。 
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４  女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

平成二十七年九月四日法律第六十四号 

最終改正 令和元年六月五日同第二十四号 

 

目次 
第一章 総則（第一条―第四条） 
第二章 基本方針等（第五条・第六条） 
第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 
第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第 

十八条） 
第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 
第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（第二十条・第二十一条） 
第四章 女性の職業生活における活躍を推進す 

るための支援措置（第二十二条―第二 
十九条） 

第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 
第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 
附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって職業生活

を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十

分に発揮して職業生活において活躍すること（以下「女

性の職業生活における活躍」という。）が一層重要とな

っていることに鑑み、男女共同参画社会基本法（平成十

一年法律第七十八号）の基本理念にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進について、その基本原則を

定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明

らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画

の策定、女性の職業生活における活躍を推進するため

の支援措置等について定めることにより、女性の職業

生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって

男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進

展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化

に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目

的とする。 

（基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、

自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする

女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態

の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供

及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分

担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活に

おける活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と

能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行

われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営

む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生

活に関する事由によりやむを得ず退職することが多い

ことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与え

る影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問

わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その

他の家庭生活における活動について家族の一員として

の役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行

うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となるこ

とを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女

性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思

が尊重されるべきものであることに留意されなければ

ならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職

業生活における活躍の推進についての基本原則（次条

及び第五条第一項において「基本原則」という。）にのっ

とり、女性の職業生活における活躍の推進に関して必

要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は

雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関す

る機会の積極的な提供、雇用する労働者の職業生活と

家庭生活との両立に資する雇用環境の整備その他の女

性の職業生活における活躍の推進に関する取組を自ら

実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が

実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する

施策に協力しなければならない。 

 

第二章 基本方針等 

（基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に

実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に

関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関する基本

的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する基本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関する施策

に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進するための

支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るために必要

な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定

を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があっ

たときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならな

い。 
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５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

（都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県

の区域内における女性の職業生活における活躍の推進

に関する施策についての計画（以下この条において「都

道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものと

する。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められて

いるときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案し

て、当該市町村の区域内における女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する施策についての計画（次項に

おいて「市町村推進計画」という。）を定めるよう努める

ものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村

推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

 

第三章 事業主行動計画等 

第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事

業主が女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、

基本方針に即して、次条第一項に規定する一般事業主

行動計画及び第十九条第一項に規定する特定事業主行

動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）

の策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」

という。）を定めなければならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項

につき、事業主行動計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 

一 事業主行動計画の策定に関する基本的な事項 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の内容に関する事項 

三 その他女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主

行動計画策定指針を定め、又は変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 

第二節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事

業主」という。）であって、常時雇用する労働者の数が三

百人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即し

て、一般事業主行動計画（一般事業主が実施する女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定めると

ころにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。

これを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働省令で

定めるところにより、採用した労働者に占める女性労働

者の割合、男女の継続勤務年数の差異、労働時間の状

況、管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割

合その他のその事業における女性の職業生活における

活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における

活躍を推進するために改善すべき事情について分析し

た上で、その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第二号の目標については、

採用する労働者に占める女性労働者の割合、男女の継

続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理的地

位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数

値を用いて定量的に定めなければならない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを労働者に周知させるための措置を講

じなければならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

を定め、又は変更したときは、厚生労働省令で定めると

ころにより、これを公表しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画

に基づく取組を実施するとともに、一般事業主行動計

画に定められた目標を達成するよう努めなければなら

ない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百

人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一

般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければな

らない。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事

業主行動計画を定め、又は変更しようとする場合につ

いて、第四項から第六項までの規定は前項に規定する

一般事業主が一般事業主行動計画を定め、又は変更し

た場合について、それぞれ準用する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項の規定

による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚

生労働省令で定めるところにより、当該事業主につい

て、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

に関し、当該取組の実施の状況が優良なものであるこ

とその他の厚生労働省令で定める基準に適合するもの

である旨の認定を行うことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般

事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に供する物、

商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通

信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十

四条第一項において「商品等」という。）に厚生労働大臣

の定める表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に

同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはなら

ない。 

（認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号

のいずれかに該当するときは、第九条の認定を取り消

すことができる。 

一 第九条に規定する基準に適合しなくなったと認め

るとき。 

二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したと

き。 

三 不正の手段により第九条の認定を受けたとき。 
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（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請

に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事

業主について、女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組に関し、当該事業主の策定した一般事業主

行動計画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行動

計画に定められた目標を達成したこと、雇用の分野に

おける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和四十七年法律第百十三号）第十三条の二に規定

する業務を担当する者及び育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成

三年法律第七十六号）第二十九条に規定する業務を担

当する者を選任していること、当該女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優

良なものであることその他の厚生労働省令で定める基

準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下「特例認

定一般事業主」という。）については、第八条第一項及び

第七項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定めるところ

により、毎年少なくとも一回、女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組の実施の状況を公表しなけれ

ばならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労働大

臣の定める表示を付することができる。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第十二条の認定を

取り消すことができる。 

一 第十一条の規定により第九条の認定を取り消すと

き。 

二 第十二条に規定する基準に適合しなくなったと認

めるとき。 

三 第十三条第二項の規定による公表をせず、又は虚

偽の公表をしたとき。 

四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこの法律

に基づく命令に違反したとき。 

五 不正の手段により第十二条の認定を受けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である中小事業

主（一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三

百人以下のものをいう。以下この項及び次項において

同じ。）が、当該承認中小事業主団体をして女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施に関し必

要な労働者の募集を行わせようとする場合において、

当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとす

るときは、職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）

第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員で

ある中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、

事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律に

より設立された組合若しくはその連合会であって厚生

労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主

を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労働省令で

定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成

員である中小事業主に対して女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組を実施するための人材確保に

関する相談及び援助を行うものであって、その申請に

基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切

に行うための厚生労働省令で定める基準に適合する旨

の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定す

る基準に適合しなくなったと認めるときは、同項の承認

を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募集に従事

しようとするときは、厚生労働省令で定めるところによ

り、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募

集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労

働大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定に

よる届出があった場合について、同法第五条の三第一

項及び第四項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第

二項、第四十二条第一項、第四十二条の二、第四十八条

の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一項及び第

二項並びに第五十一条の規定は前項の規定による届出

をして労働者の募集に従事する者について、同法第四

十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募

集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第

五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用

する同条第二項に規定する職権を行う場合について、

それぞれ準用する。この場合において、同法第三十七条

第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第

十六条第四項の規定による届出をして労働者の募集に

従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当

該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とある

のは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の三の

規定の適用については、同法第三十六条第二項中「前

項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集

に従事させようとする者がその被用者以外の者に与え

ようとする」と、同法第四十二条の三中「第三十九条に

規定する募集受託者」とあるのは「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六

十四号）第十六条第四項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第二項

の相談及び援助の実施状況について報告を求めること

ができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事する承認中小事業主団

体に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成

果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は

方法について指導することにより、当該募集の効果的

かつ適切な実施を図るものとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の規定によ

り一般事業主行動計画を策定しようとする一般事業主

又はこれらの規定による届出をした一般事業主に対し

て、一般事業主行動計画の策定、労働者への周知若しく

は公表又は一般事業主行動計画に基づく措置が円滑に

実施されるように相談その他の援助の実施に努めるも

のとする。 

第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの長又は
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それらの職員で政令で定めるもの（以下「特定事業主」

という。）は、政令で定めるところにより、事業主行動計

画策定指針に即して、特定事業主行動計画（特定事業主

が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関す

る取組に関する計画をいう。以下この条において同じ。）

を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定

めるものとする。 

一 計画期間 

二 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施により達成しようとする目標 

三 実施しようとする女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組の内容及びその実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、

採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤

務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職

員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業

における女性の職業生活における活躍に関する状況を

把握し、女性の職業生活における活躍を推進するため

に改善すべき事情について分析した上で、その結果を

勘案して、これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用する職員に占

める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮

小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める

女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めな

ければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための

措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事業主行動

計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければなら

ない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実

施するとともに、特定事業主行動計画に定められた目

標を達成するよう努めなければならない。 

第四節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公

表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は

営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業に

おける女性の職業生活における活躍に関する次に掲げ

る情報を定期的に公表しなければならない。 

一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対

する職業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両

立に資する雇用環境の整備に関する実績 

２ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令

で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業における

女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げ

る情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表する

よう努めなければならない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公

表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めるところによ

り、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択

に資するよう、その事務及び事業における女性の職業

生活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的に

公表しなければならない。 

一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職

業生活に関する機会の提供に関する実績 

二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立

に資する勤務環境の整備に関する実績 

 

第四章 女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援

その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進

するため、前項の措置と相まって、職業生活を営み、又

は営もうとする女性及びその家族その他の関係者から

の相談に応じ、関係機関の紹介その他の情報の提供、

助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一

部を、その事務を適切に実施することができるものとし

て内閣府令で定める基準に適合する者に委託すること

ができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は

当該事務に従事していた者は、正当な理由なく、当該事

務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する地方公共団体の施策を支援するために必要な

財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものと

する。 

（国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫そ

の他の特別の法律によって設立された法人であって政

令で定めるものをいう。）の役務又は物件の調達に関し、

予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業主、特例

認定一般事業主その他の女性の職業生活における活躍

に関する状況又は女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施の状況が優良な一般事業主（次項

において「認定一般事業主等」という。）の受注の機会の

増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主

等の受注の機会の増大その他の必要な施策を実施する

ように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活に

おける活躍の推進について、国民の関心と理解を深め、

かつ、その協力を得るとともに、必要な啓発活動を行う

ものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に資するよう、国内外における女性の職

業生活における活躍の状況及び当該取組に関する情報

の収集、整理及び提供を行うものとする。 

（協議会） 
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第二十七条 当該地方公共団体の区域において女性の職

業生活における活躍の推進に関する事務及び事業を行

う国及び地方公共団体の機関（以下この条において「関

係機関」という。）は、第二十二条第一項の規定により国

が講ずる措置及び同条第二項の規定により地方公共団

体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活に

おける活躍の推進に有用な情報を活用することにより、

当該区域において女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組が効果的かつ円滑に実施されるようにす

るため、関係機関により構成される協議会（以下「協議

会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区

域内において第二十二条第三項の規定による事務の委

託がされている場合には、当該委託を受けた者を協議

会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認めると

きは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えること

ができる。 

一 一般事業主の団体又はその連合団体 

二 学識経験者 

三 その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以下この項

において「関係機関等」という。）が相互の連絡を図るこ

とにより、女性の職業生活における活躍の推進に有用

な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図ると

ともに、地域の実情に応じた女性の職業生活における

活躍の推進に関する取組について協議を行うものとす

る。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内

閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。 

（秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事

務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務

に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第五章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要が

あると認めるときは、第八条第一項に規定する一般事

業主又は認定一般事業主若しくは特例認定一般事業主

である同条第七項に規定する一般事業主に対して、報

告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることがで

きる。 

（公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定に

よる公表をせず、若しくは虚偽の公表をした第八条第一

項に規定する一般事業主又は第二十条第二項に規定す

る情報に関し虚偽の公表をした認定一般事業主若しく

は特例認定一般事業主である第八条第七項に規定する

一般事業主に対し、前条の規定による勧告をした場合

において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十

五条、第十六条、第三十条及び前条に規定する厚生労

働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 

（政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実

施のため必要な事項は、政令で定める。 

 

第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定

法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に

違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲

役又は百万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年

以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密を漏らし

た者 

二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月

以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労

働者の募集に従事した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三

十七条第二項の規定による指示に従わなかった者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三

十九条又は第四十条の規定に違反した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十

万円以下の罰金に処する。 

一 第十条第二項（第十四条第二項において準用する

場合を含む。）の規定に違反した者 

二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報

告をした者 

三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、

若しくは虚偽の陳述をした者 

四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五

十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、

使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関

し、第三十四条、第三十六条又は前条の違反行為をした

ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、又は虚

偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。 

 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三

章（第七条を除く。）、第五章（第二十八条を除く。）及び

第六章（第三十条を除く。）の規定並びに附則第五条の

規定は、平成二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、平成三十八年三月三十一日限り、そ

の効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る事務に従

事していた者の当該事務に関して知り得た秘密につい

ては、同条第四項の規定（同項に係る罰則を含む。）は、
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前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なお

その効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知

り得た秘密については、第二十八条の規定（同条に係る

罰則を含む。）は、第一項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用につ

いては、この法律は、第一項の規定にかかわらず、同項

に規定する日後も、なおその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合に

おいて、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると

認めるときは、この法律の規定について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加え

る改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日 

二・三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第五十八

条第一項、第六十条の二第四項、第七十六条第二項

及び第七十九条の二並びに附則第十一条の二第一

項の改正規定並びに同条第三項の改正規定（「百分

の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。）、

第四条の規定並びに第七条中育児・介護休業法第五

十三条第五項及び第六項並びに第六十四条の改正

規定並びに附則第五条から第八条まで及び第十条の

規定、附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭和

二十八年法律第百八十二号）第十条第十項第五号の

改正規定、附則第十四条第二項及び第十七条の規定、

附則第十八条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、

附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律（昭和四十六年法律第六十八号）第三十八条

第三項の改正規定（「第四条第八項」を「第四条第九

項」に改める部分に限る。）、附則第二十条中建設労

働者の雇用の改善等に関する法律（昭和五十一年法

律第三十三号）第三十条第一項の表第四条第八項の

項、第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、

第三十二条の十六第一項及び第五十一条の項及び

第四十八条の三及び第四十八条の四第一項の項の

改正規定、附則第二十一条、第二十二条、第二十六条

から第二十八条まで及び第三十二条の規定並びに附

則第三十三条（次号に掲げる規定を除く。）の規定 

平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げる規定に

あっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から

施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の

雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第

四条の改正規定並びに次条及び附則第六条の規定 

公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三年を超え

ない範囲内において政令で定める日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適

用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に

関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合に

おいて、この法律による改正後の規定の施行の状況に

ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結

果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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５  困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

令和６年４月１日施行 

令和四年法律第五十二号 

 

目次 
第一章 総則（第一条―第六条） 
第二章 基本方針及び都道府県基本計画等（第七

条・第八条） 
第三章 女性相談支援センターによる支援等（第

九条―第十五条） 
第四章 雑則（第十六条―第二十二条） 
第五章 罰則（第二十三条） 
附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営

むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に

直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女

性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性

への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難

な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、

もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自

立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とす

る。 

（定義） 

第二条 この法律において「困難な問題を抱える女性」と

は、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その

他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に

営む上で困難な問題を抱える女性（そのおそれのある

女性を含む。）をいう。 

（基本理念） 

第三条 困難な問題を抱える女性への支援のための施策

は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければ

ならない。 

一 女性の抱える問題が多様化するとともに複合化し、

そのために複雑化していることを踏まえ、困難な問

題を抱える女性が、それぞれの意思が尊重されなが

ら、抱えている問題及びその背景、心身の状況等に

応じた最適な支援を受けられるようにすることによ

り、その福祉が増進されるよう、その発見、相談、心

身の健康の回復のための援助、自立して生活するた

めの援助等の多様な支援を包括的に提供する体制を

整備すること。 

二 困難な問題を抱える女性への支援が、関係機関及

び民間の団体の協働により、早期から切れ目なく実

施されるようにすること。 

三 人権の擁護を図るとともに、男女平等の実現に資

することを旨とすること。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっ

とり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要

な施策を講ずる責務を有する。 

（関連施策の活用） 

第五条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要

に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関す

る施策その他の関連施策の活用が図られるよう努めな

ければならない。 

（緊密な連携） 

第六条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女

性への支援のための施策を講ずるに当たっては、関係

地方公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、

この法律に基づく支援を行う機関と福祉事務所（社会

福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する福祉

に関する事務所をいう。）、児童相談所、児童福祉施設

（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条

第一項に規定する児童福祉施設をいう。）、保健所、医

療機関、職業紹介機関（労働施策の総合的な推進並び

に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する

法律（昭和四十一年法律第百三十二号）第二条に規定す

る職業紹介機関をいう。）、職業訓練機関、教育機関、都

道府県警察、日本司法支援センター（総合法律支援法

（平成十六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本

司法支援センターをいう。）、配偶者暴力相談支援センタ

ー（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律（平成十三年法律第三十一号）第三条第一項に

規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。）その他

の関係機関との緊密な連携が図られるよう配慮しなけ

ればならない。 

 

第二章 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第七条 厚生労働大臣は、困難な問題を抱える女性への

支援のための施策に関する基本的な方針（以下「基本方

針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第

一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基本

計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的

な事項 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協

議しなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等） 

第八条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県に

おける困難な問題を抱える女性への支援のための施策

の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都

道府県基本計画」という。）を定めなければならない。 
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２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的

な方針 

二 困難な問題を抱える女性への支援のための施策の

実施内容に関する事項 

三 その他困難な問題を抱える女性への支援のための

施策の実施に関する重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、

かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村におけ

る困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実

施に関する基本的な計画（以下この条において「市町村

基本計画」という。）を定めるよう努めなければならな

い。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村

基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ

を公表しなければならない。 

５ 厚生労働大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府

県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な

助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第三章 女性相談支援センターによる支援等 

（女性相談支援センター） 

第九条 都道府県は、女性相談支援センターを設置しなけ

ればならない。 

２ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五

十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」とい

う。）は、女性相談支援センターを設置することができる。 

３ 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性へ

の支援に関し、主として次に掲げる業務を行うものとす

る。 

一 困難な問題を抱える女性に関する各般の問題につ

いて、困難な問題を抱える女性の立場に立って相談

に応ずること又は第十一条第一項に規定する女性相

談支援員若しくは相談を行う機関を紹介すること。 

二 困難な問題を抱える女性（困難な問題を抱える女

性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問

題を抱える女性及びその同伴する家族。次号から第

五号まで及び第十二条第一項において同じ。）の緊

急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

三 困難な問題を抱える女性の心身の健康の回復を図

るため、医学的又は心理学的な援助その他の必要な

援助を行うこと。 

四 困難な問題を抱える女性が自立して生活すること

を促進するため、就労の支援、住宅の確保、援護、児

童の保育等に関する制度の利用等について、情報の

提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

五 困難な問題を抱える女性が居住して保護を受ける

ことができる施設の利用について、情報の提供、助

言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たって

は、その支援の対象となる者の抱えている問題及びそ

の背景、心身の状況等を適切に把握した上で、その者の

意向を踏まえながら、最適な支援を行うものとする。 

５ 女性相談支援センターに、所長その他所要の職員を置

く。 

６ 女性相談支援センターには、第三項第二号の一時保護

を行う施設を設けなければならない。 

７ 第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必

要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合

に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働

大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとす

る。 

８ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若

しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由が

なく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏

らしてはならない。 

９ 第三項第二号の一時保護に当たっては、その対象とな

る者が監護すべき児童を同伴する場合には、当該児童

の状況に応じて、当該児童への学習に関する支援が行

われるものとする。 

１０ 女性相談支援センターは、その業務を行うに当たって

は、必要に応じ、困難な問題を抱える女性への支援に関

する活動を行う民間の団体との連携に努めるものとす

る。 

１１ 前各項に定めるもののほか、女性相談支援センター

に関し必要な事項は、政令で定める。 

（女性相談支援センターの所長による報告等） 

第十条 女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱

える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる

事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、

児童福祉法第二十三条第二項に規定する母子保護の実

施が適当であると認めたときは、これらの者を当該母

子保護の実施に係る都道府県又は市町村の長に報告し、

又は通知しなければならない。 

（女性相談支援員） 

第十一条 都道府県（女性相談支援センターを設置する指

定都市を含む。第二十条第一項（第四号から第六号まで

を除く。）並びに第二十二条第一項及び第二項第一号に

おいて同じ。）は、困難な問題を抱える女性について、そ

の発見に努め、その立場に立って相談に応じ、及び専門

的技術に基づいて必要な援助を行う職務に従事する職

員（以下「女性相談支援員」という。）を置くものとする。 

２ 市町村（女性相談支援センターを設置する指定都市を

除く。第二十条第二項及び第二十二条第二項第二号に

おいて同じ。）は、女性相談支援員を置くよう努めるも

のとする。 

３ 女性相談支援員の任用に当たっては、その職務を行う

のに必要な能力及び専門的な知識経験を有する人材の

登用に特に配慮しなければならない。 

（女性自立支援施設） 

第十二条 都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所

させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回

復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及

びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせ

て退所した者について相談その他の援助を行うこと（以

下「自立支援」という。）を目的とする施設（以下「女性自

立支援施設」という。）を設置することができる。 

２ 都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、

その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又

は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託

して行うことができる。 

３ 女性自立支援施設における自立支援に当たっては、そ

の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合には、

当該児童の状況に応じて、当該児童への学習及び生活

に関する支援が行われるものとする。 

（民間の団体との協働による支援） 
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第十三条 都道府県は、困難な問題を抱える女性への支

援に関する活動を行う民間の団体と協働して、その自

主性を尊重しつつ、困難な問題を抱える女性について、

その意向に留意しながら、訪問、巡回、居場所の提供、イ

ンターネットの活用、関係機関への同行その他の厚生労

働省令で定める方法により、その発見、相談その他の支

援に関する業務を行うものとする。 

２ 市町村は、困難な問題を抱える女性への支援に関する

活動を行う民間の団体と協働して、その自主性を尊重

しつつ、困難な問題を抱える女性について、その意向に

留意しながら、前項の業務を行うことができる。 

（民生委員等の協力） 

第十四条 民生委員法（昭和二十三年法律第百九十八号）

に定める民生委員、児童福祉法に定める児童委員、人

権擁護委員法（昭和二十四年法律第百三十九号）に定め

る人権擁護委員、保護司法（昭和二十五年法律第二百

四号）に定める保護司及び更生保護事業法（平成七年法

律第八十六号）に定める更生保護事業を営む者は、この

法律の施行に関し、女性相談支援センター及び女性相

談支援員に協力するものとする。 

（支援調整会議） 

第十五条 地方公共団体は、単独で又は共同して、困難な

問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、

関係機関、第九条第七項又は第十二条第二項の規定に

よる委託を受けた者、困難な問題を抱える女性への支

援に関する活動を行う民間の団体及び困難な問題を抱

える女性への支援に従事する者その他の関係者（以下

この条において「関係機関等」という。）により構成され

る会議（以下この条において「支援調整会議」という。）

を組織するよう努めるものとする。 

２ 支援調整会議は、困難な問題を抱える女性への支援を

適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換を行うと

ともに、困難な問題を抱える女性への支援の内容に関

する協議を行うものとする。 

３ 支援調整会議は、前項に規定する情報の交換及び協議

を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に

対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協

力を求めることができる。 

４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合に

は、これに協力するよう努めるものとする。 

５ 次の各号に掲げる支援調整会議を構成する関係機関

等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由

がなく、支援調整会議の事務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

一 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は

職員であった者 

二 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者

であった者 

三 前二号に掲げる者以外の者 支援調整会議を構成

する者又は当該者であった者 

６ 前各項に定めるもののほか、支援調整会議の組織及び

運営に関し必要な事項は、支援調整会議が定める。 

 

第四章 雑則 

（教育及び啓発） 

第十六条 国及び地方公共団体は、この法律に基づく困難

な問題を抱える女性への支援に関し国民の関心と理解

を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、自己がかけがえのない個人で

あることについての意識の涵かん養に資する教育及び

啓発を含め、女性が困難な問題を抱えた場合にこの法

律に基づく支援を適切に受けることができるようにす

るための教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進） 

第十七条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える

女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その

心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研

究の推進に努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える

女性への支援に従事する者の適切な処遇の確保のため

の措置、研修の実施その他の措置を講ずることにより、

困難な問題を抱える女性への支援に係る人材の確保、

養成及び資質の向上を図るよう努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第十九条 国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える

女性への支援に関する活動を行う民間の団体に対し、

必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（都道府県及び市町村の支弁） 

第二十条 都道府県は、次に掲げる費用（女性相談支援セ

ンターを設置する指定都市にあっては、第一号から第三

号までに掲げる費用に限る。）を支弁しなければならな

い。 

一 女性相談支援センターに要する費用（次号に掲げる

費用を除く。） 

二 女性相談支援センターが行う第九条第三項第二号

の一時保護（同条第七項に規定する厚生労働大臣が

定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）

及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 都道府県が置く女性相談支援員に要する費用 

四 都道府県が設置する女性自立支援施設の設備に要

する費用 

五 都道府県が行う自立支援（市町村、社会福祉法人そ

の他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及

びこれに伴い必要な事務に要する費用 

六 第十三条第一項の規定により都道府県が自ら行い、

又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱える

女性への支援に要する費用 

２ 市町村は、市町村が置く女性相談支援員に要する費用

を支弁しなければならない。 

３ 市町村は、第十三条第二項の規定により市町村が自ら

行い、又は民間の団体に委託して行う困難な問題を抱

える女性への支援に要する費用を支弁しなければなら

ない。 

（都道府県等の補助） 

第二十一条 都道府県は、社会福祉法人が設置する女性

自立支援施設の設備に要する費用の四分の三以内を補

助することができる。 

２ 都道府県又は市町村は、第十三条第一項又は第二項の

規定に基づく業務を行うに当たって、法令及び予算の

範囲内において、困難な問題を抱える女性への支援に

関する活動を行う民間の団体の当該活動に要する費用

（前条第一項第六号の委託及び同条第三項の委託に係

る委託費の対象となる費用を除く。）の全部又は一部を

補助することができる。 

（国の負担及び補助） 

第二十二条 国は、政令で定めるところにより、都道府県

が第二十条第一項の規定により支弁した費用のうち、
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同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その

十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次に掲げる費用の十分

の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が第二十条第一項の規定により支弁した

費用のうち、同項第三号及び第五号に掲げるもの

（女性相談支援センターを設置する指定都市にあっ

ては、同項第三号に掲げるものに限る。） 

二 市町村が第二十条第二項の規定により支弁した費

用 

３ 国は、予算の範囲内において、都道府県が第二十条第

一項の規定により支弁した費用のうち同項第六号に掲

げるもの及び市町村が同条第三項の規定により支弁し

た費用並びに都道府県及び市町村が前条第二項の規定

により補助した金額の全部又は一部を補助することが

できる。 

 

第五章 罰則 

第二十三条 第九条第八項又は第十五条第五項の規定に

違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五

十万円以下の罰金に処する。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の

規定 公布の日 

二 附則第三十四条の規定 この法律の公布の日又は

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和四年法律

第六十六号）の公布の日のいずれか遅い日 

三 略 

四 附則第三十六条の規定 この法律の公布の日又は

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律

の整理等に関する法律（令和四年法律第六十八号）

の公布の日のいずれか遅い日 

（検討） 

第二条 政府は、この法律の公布後三年を目途として、こ

の法律に基づく支援を受ける者の権利を擁護する仕組

みの構築及び当該支援の質を公正かつ適切に評価する

仕組みの構築について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後

三年を目途として、この法律の施行の状況について検

討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 

（準備行為） 

第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日（以下「施

行日」という。）前においても、第七条第一項から第三項

までの規定の例により、基本方針を定めることができる。

この場合において、厚生労働大臣は、同条第四項の規定

の例により、これを公表することができる。 

２ 前項の規定により定められ、公表された基本方針は、

施行日において、第七条第一項から第三項までの規定

により定められ、同条第四項の規定により公表された

基本方針とみなす。 

（婦人補導院法の廃止） 

第十条 婦人補導院法は、廃止する。 

（婦人補導院法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 旧婦人補導院法第十二条の規定による手当金

の支給及び旧婦人補導院法第十九条の規定による遺留

金品の措置については、なお従前の例による。この場合

において、これらに関する事務は、法務省令で定める法

務省の職員が行うものとする。 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施

行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一五日法律第六六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。た

だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

一 附則第七条、第八条及び第十七条の規定 公布の

日 

（政令への委任） 

第十七条 附則第三条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 
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６  つくば市男女共同参画社会基本条例 

平成 1６年３月２６日条例第 25 号 

 

男女共同参画社会は，男女が家庭生活においても，社会

生活においても，互いに尊重し合い、共に責任を分担し、柔

軟に役割を考え、あらゆる分野の活動に性別にかかわりな

く個性と能力に応じて対等に参画して、固有な人格の自由

な発展を育む社会である。 

21 世紀をむかえ、社会は少子高齢化の進行、経済活動

の成熟化、情報通信をはじめとする科学技術の進歩など、

急速な変化を遂げている。こうした中で、生きがいをもって

自分らしく生き生きとした生活を送るためには、なお一層

の男女共同参画社会の進展が図られなければならない。こ

のことは、つくば市が掲げる人間性の尊重というまちづく

りの理念にも合致するものである。 

つくば市が、国際都市にふさわしく、他の都市の模範とな

るような活力あるまちづくりをするためには、男女共同参

画社会の実現を市政の最重要課題の一つとして位置付け、

総合的な施策を展開することが必要である。 

よって、ここに男女共同参画社会を推進する取組を明ら

かにし、目指す社会の実現を図るため、この条例を制定す

る。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は，男女共同参画社会の形成に関し基本理

念を定め，つくば市(以下「市」という。)，市民及び事業者

の責務を明らかにするとともに，男女共同参画の推進に

関する施策の基本となる事項を定めることにより，男女

共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し，も

って男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義

は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画社会 男女平等の実現を目指し，男女

が，社会の対等な構成員として，自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保され，男女が均等に政治的，経済的，社会的及び

文化的利益を享受することができ，かつ，共に責任を

担うべき社会をいう。 

(2) 市民 市内に居住し，又は勤務し，若しくは通学する

者をいう。 

(3)  事業者 市内で事業を営むための事務所又は事業

所を有する個人又は法人その他の団体をいう。 

(4) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するた

め必要な範囲内において，男女のいずれか一方に対

し，当該機会を積極的に提供することをいう。 

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動又は不必要

な身体への接触により，他の者を不快にさせ，当該者

の社会生活のあらゆる場面においてその環境を害す

ること及び当該性的言動への対応を理由として，当該

者に不利益を与えることをいう。 

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出

をしていないが，事実上婚姻関係 

と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はかつて配

偶者であった者に対する暴力的な行為(身体的又は精神

的な苦痛を与える行為をいう。以下同じ。)及び当該暴力

的行為に付随して生じる子への暴力的な行為をいう。 

 

(基本理念) 

第 3 条 男女共同参画社会の実現は，次に掲げる基本理念

に基づき推進されなければならない。 

(1) 男女が一人の人間として性別により差別されるこ

となく，その人権が尊重されること。 

(2) 男女が社会的文化的に形成された性差による固定

的な役割を強制されることなく，自立 

した個人としてその能力を十分に発揮し，自己の意思と

責任により多様な生き方を選択する 

ことができるように配慮されること。 

(3) 政策又は方針の立案，決定等意思決定の過程への

女性の参画を促進するため，女性が自 

らの意識及び能力を高め，主体的に思考し，かつ，行動で

きるように配慮されること。 

(4) 社会のさまざまな構成員が，あらゆる機会や場面

において，必要な情報及び意思の交換 

が円滑にできるように配慮されること。 

(5) 国際的協調の下に行われること。 

 

(市の責務) 

第 4 条 市は，男女共同参画社会の形成を施策の主要な方

針として位置付け，前条に定める基本理念に基づき，男

女共同参画の推進に関する施策を策定し，及び実施する

責務を有する。 

2 市は，男女共同参画の推進に当たり，市民，事業者，国及

び他の地方公共団体と連携し，及び協力するものとす

る。 

3 市は，第 1 項に定める施策を企画し，調整し，及び実施

するために必要な体制を整備しなければならない。 

 

(市民の責務) 

第 5 条 市民は，男女共同参画社会の形成に関する理解を

深め，男女共同参画の推進に努めるとともに，市が実施

する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努

めなければならない。（家庭生活における活動と他の活

動の両立） 

 

第 6 条 事業者は，その事業活動に関し，第 3 条に定める

基本理念に基づき，男女共同参画社会の形成の促進に努

めなければならない。 

2 事業者は，男女共同参画社会の推進を阻害するセクシュ

アル・ハラスメント等の人権侵害が生じないよう職場環境

の整備に努めなければならない。 

3 事業者は，男女が仕事，育児及び介護を含めた家庭生活

並びに地域内における活動について，両立できるような

職場環境の整備に努めなければならない。 
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4 事業者は，市が実施する男女共同参画の推進に関する

施策に協力するとともに，必要に応じ積極的改善措置を

講じるよう努めなければならない。 

 

第 2 章 基本計画 

(基本計画の策定) 

第 7 条 市は，男女共同参画の総合的かつ計画的な推進を

図るため，男女共同参画推進基本計画(以下「基本計画」

という。)を策定するものとする。 

2 基本計画は，次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

(1) 男女共同参画の推進を図るための総合的かつ計画

的な施策の大綱 

(2) 男女共同参画の推進を図るための基本的施策の実

施に必要な事項 

3 市は，基本計画を策定するに当たっては，市民及び事業

者の意見を聴取するとともに，つくば市男女共同参画審

議会に諮問しなければならない。 

4 市は，基本計画を策定したときは，これを公表するもの

とする。 

5 前 2 項の規定は，基本計画の変更について準用する。 

(施策実施等の評価) 

第 8 条 市は，男女共同参画の推進を図るため，基本的施

策の策定及び実施について合理的かつ適切に評価する

ための措置を講じなければならない。 

(年次報告等) 

第 9 条 市は，男女共同参画の推進に関する施策の実施状

況，今後の施策の実施予定等について，毎年，報告書を

作成し，公表しなければならない。 

 

第 3 章 基本的施策 

(政策等決定過程における男女共同参画の推進) 

第 10 条 市は，政策又は方針の決定過程への男女共同参

画を推進するため，次に掲げる施策の実施に努めなけれ

ばならない。 

(1) 市の各種委員会，審議会等の委員その他の構成員

に関する男女共同参画 

(2) 女性職員の積極的な職域拡大，管理職等への登用

及び能力開発 

 

(雇用の分野における男女共同参画の推進) 

第 11 条 市は，雇用の分野における男女共同参画を推進

するため，事業者に対して必要な情報の提供その他の支

援を行うよう努めるとともに，男女共同参画の実施状況

に関する報告及び適切な措置を講じるよう協力を求める

ことができる。 

2 市は，前項に定める報告に基づき，男女共同参画に対す

る取組状況について公表することができるものとする。 

3 市は，男女共同参画の推進に関し主体的かつ積極的に

取り組んでいる事業者を表彰し，公表するものとする。 

(自営の商工業及び農業分野における男女共同参画の推

進) 

 

第 12 条 市は，自営の商工業及び農業分野における男女

共同参画の推進を図るため，次に掲げる措置を講じるよ

う努めるものとする。 

(1) 経営に女性が主体的に参画することができるよう

な環境を整備するとともに，能力の開発及びその能力

が適正に評価されるような支援体制を整備する措置 

(2) 経営者，その配偶者及びその他の家族の自由な意

思に基づき，経営の目標，収益の分配，経営の移譲の

計画，就業時間等について取り決める家族経営協定な

どの就業に関する条件を整備するための措置 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか，自営の商工業及び農

業分野における男女共同参画の推進を 

図るために必要な措置 

 

(高度情報社会における男女共同参画の推進) 

第 13 条 市は，高度情報社会における男女共同参画の推

進を図るため，男女があらゆる機会に必要な情報を得る

こと及び男女が平等にその能力を発揮することができる

よう，情報技術及び知識の習得等の学習環境を整備する

ための措置を講じるよう努めるものとする。 

(教育の場における男女共同参画の推進) 

 

第 14 条 市は，市民が男女共同参画についての関心と理

解を深めるため，学校教育及び生涯学習の場における男

女共同参画に関する教育又は学習の振興を図るための

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

2 市は，学校教育及び生涯学習において，男女が性別によ

り差別されることなく，個人の能力及びその個性に応じ

て学校教育又は生涯学習の場に参加できるような環境

を整備するとともに，その活動を支援するよう努めるも

のとする。 

 

(家庭生活と社会生活等の調和) 

第 15 条 市は，家庭責任を有する男女が対等な立場で，家

庭生活及び家庭生活以外の活動が両立することができ

るよう，支援その他の必要な措置を講じるものとする。 

 

(健康の保持及び増進) 

第 16 条 市は，男女が対等な立場において互いの性への

理解を深めることにより，妊娠及び出産について女性の

意思を尊重し，並びに性と生殖に係る健康保持を図るよ

う必要な措置を講じるものとする。 

2 市は，男女がその生涯にわたる心身の健康を保持し，及

び増進をするための教育，啓発，健康相談等の必要な措

置を講じるものとする。 

 

(施策の推進体制の整備) 

第 17 条 市は，市民及び事業者の協力の下に施策を実施

するため，必要な推進体制の整備に努めるものとする。 

 

第 4 章 性別による人権侵害の禁止 

(性別による人権侵害の禁止及び被害者保護等) 

第 18 条 何人も，ドメスティック・バイオレンス，セクシュア

ル・ハラスメント等の性別による差別的取扱い及び人権

の侵害を行ってはならない。 

2 市は，性別による差別的取扱いその他の男女共同参画

の推進を阻害する人権の侵害に関し，市民又は事業者か

ら相談等の申出があったときは，当該相談等の申出に速

やかに対処するとともに，関係機関又は団体と密接に連

携して一時保護等の適切な措置を講じるよう努めるもの

とする。 

(男女共同参画を阻害する情報等への対応) 

第 19 条 何人も，広告，ポスター等の公衆に対して表示す

る情報において，異性に対する暴力的行為及び性の商品

化を助長し，又はこれらを連想させる表現を行わないよ

うに努め，男女共同参画の推進を阻害しないようにしな

ければならない。 
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2 市は，前項の規定に反すると認めたときは，当該情報の

表示にかかわった者に対して撤去勧告等の必要な措置を

講じるものとする。 

 

第 5 章苦情等の処理 

(苦情等の処理) 

第 20 条 市民は，男女共同参画社会の形成の促進を阻害

すると認められる事項に関する苦情その他の意見(以下

「苦情等」という。)を市長に申し出ることができる。 

2 市長は，前項の規定による申出を受けた場合において，

必要と認めるときは，調査を行うことができる。 

3 前項の規定に基づく調査の対象となる関係者は，当該

調査に協力するよう努めなければならない。 

4 前 3 項に定めるもののほか，苦情等の処理に関し必要

な事項は，規則で定める。 

 

(報告等) 

第 21 条 市は，前条に規定する苦情等の処理に関し，つく

ば市男女共同参画審議会に報告するとともに，必要に応

じ，当該関係者に対し是正のための助言，指導等を行う

ことができる。 

 

第 6 章 審議会 

(審議会の設置) 

第 22 条 市長の諮問に応じ，男女共同参画の推進に関す

る基本的及び総合的施策並びに重要事項を調査審議し，

答申するため，つくば市男女共同参画審議会(以下「審議

会」という。)を置く。 

2 審議会は，市長が任命する委員 20 人以内で組織する。

この場合において，男女のいずれかの一方の委員の数

は，委員の総数の 4 割未満であってはならない。 

3 委員の任期は，2 年とする。ただし，再任を妨げない。 

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者

の残任期間とする。 

5 前各項に定めるもののほか，審議会の組織及び運営に

関し必要な事項は，規則で定める。 

 

第 7 章 委任 

(委任) 

第 23 条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。 

 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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７  つくば市男女共同参画審議会委員名簿 

 
任期：令和３年(2021 年)４月１日～令和５年(2023 年)３月 31 日 

（五十音順、敬称略） 

氏 名 所属・役職 備 考 

有光 直子 市民委員   

飯田 哲雄 つくば市区会連合会会長   

石山 武 市民委員   

浦里 晴美 つくば市地域活動連絡協議会会長   

大谷 加津代 
産業技術総合研究所総務本部ダイバーシティ推進

室長 
  

岡野 光浩 つくば市校長会会長（秀峰筑波義務教育学校長） R3/4/13～R4/3/31 

川本 愛子 市民委員   

北口 ひとみ 市民委員   

栗山 賢司 つくば市校長会会長（春日学園義務教育学校長） R4/4/13～ 

長 卓良 つくば市社会福祉協議会副会長兼常務理事   

土井 隆義 筑波大学人文社会系教授 副会長 

土井 裕人 筑波大学人文社会系助教   

生田目 美紀 筑波技術大学産業技術学部総合デザイン学科教授 会長 

福村 佳美 市民委員   

ヘイズ ジョン つくば市議会議員 ～R4/12/1 

松信 利彦 つくば市商工会事務局長 ～R4/8/31 

間野 聡子 NPO 法人ままとーん代表理事   

柳田 貢 つくば市商工会事務局長 R4/9/1～ 

山中 真弓 つくば市議会議員   

湯澤 夏樹 市民委員   
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８  つくば市男女共同参画推進本部設置要項 

 

（設置） 

第１条 つくば市における男女共同参画推進施策を総合的

かつ効果的に推進するため，つくば市男女共同参画推進

本部（以下「推進本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部の所掌事項は，次のとおりとする。 

(1) 男女共同参画推進計画の策定に関すること。 

(2) 男女共同参画推進計画の進行管理に関すること。 

(3) その他男女共同参画推進施策の推進に係る重要事

項の総合調整に関すること。 

（組織） 

第３条 推進本部は，本部長，副本部長及び本部員をもって

組織する。 

２ 本部長は，市長をもって充てる。 

３ 副本部長は，副市長をもって充てる。 

４ 本部員は，つくば市庁議等規則（平成元年つくば市規則

第１７号）第３条に定める部長等をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は，推進本部を代表し，事務を総理する。 

２ 副本部長は，本部長を補佐し，本部長に事故があるとき

は，その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は，必要に応じ本部長が招集し，主

宰する。 

２ 本部長が必要と認めるときは，前項の会議における事

案に特に関係のある職員を当該会議に出席させ，説明又

は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 推進本部の庶務は，市民部男女共同参画室におい

て処理する。 

附則 

 この要項は，平成 16 年６月 15 日から施行する。 

 この要項は，平成 17 年４月１日から施行する。 

 この要項は，平成 18 年４月１日から施行する。 

 この要項は，平成 19 年４月１日から施行する。 

 この要項は，平成 19 年 11 月 14 日から施行する。 

 この要項は，平成 22 年４月１日から施行する。 
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９  令和４年度つくば市男女共同参画推進本部員名簿 

 

組 織 所 属 氏 名 

本 部 長 市 長 五十嵐 立青 

副本部長 副市長 飯野 哲雄 

副本部長 副市長 松本 玲子 

本 部 員 教育長 森田 充 

本 部 員 市長公室長 片野 博司 

本 部 員 総務部長 篠塚 英司 

本 部 員 政策イノベーション部長 藤光 智香 

本 部 員 財務部長 中島 弘志 

本 部 員 市民部長 大久保 克己 

本 部 員 福祉部長 安曽 貞夫 

本 部 員 保健部長 小室 伸一 

本 部 員 こども部長 塚本 浩行 

本 部 員 経済部長 野澤 政章 

本 部 員 都市計画部長 大里 和也 

本 部 員 建設部長 富田 剛 

本 部 員 生活環境部長 谷内 俊昭 

本 部 員 上下水道局長 坂入 善晴 

本 部 員 会計管理者 飯島 正志 

本 部 員 教育局長 吉沼 正美 

本 部 員 消防長 木村 勝平 

本 部 員 議会事務局長 川崎 誠 

本 部 員 選挙管理委員会事務局長 窪庭 隆 

本 部 員 監査委員事務局長 坂本 人史 

本 部 員 農業委員会事務局長 吉原 利夫 
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賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対

反対 わからない 無回答

回答者数 =

女性 486

男性 417

1.0

3.8

17.1

26.1

30.0

34.1

37.4

21.1

12.3

11.8

2.1

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

つくば市 911

茨城県 1,383

全国 2,645

2.3

3.5

7.5

21.2

22.8

27.5

31.6

26.2

36.6

30.3

41.1

23.2

12.0

5.4

5.2

2.6

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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未婚 既婚

14.0 

55.6 

80.8 
85.0 84.0 82.5 81.2 80.9 

74.1 

58.9 

26.6 
38.5

59.9

67.8
63.4 64.8

69.1 71.7 70.9 68.6

56.8

24.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

(％)
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相談した 相談したかったが、相談しなかった

相談しようとは思わなかった 無回答

回答者数 =

令和３年度調査 60

平成28年度調査 63

43.3

25.4

21.7

23.8

33.3

39.7

1.7

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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必要だと思う どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえばなくてもかまわない なくてもかまわない

わからない 無回答

85.7

80.1

81.6

86.7

81.0

52.7

64.5

60.3

4.0

9.9

13.2

12.6

8.2

13.1

28.0

24.7

25.5

0.4

0.7

1.4

1.5

0.9

0.3

9.4

3.4

5.3

0.3

0.4

0.3

0.4

0.8

0.5

2.4

1.3

1.4

0.8

0.9

0.7

0.7

1.6

3.7

2.1

3.5

3.7

2.5

4.1

3.2

2.7

3.4

3.7

4.0

4.1

91.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
回答者数 = 911

（１）男女別の更衣室

（２）授乳室

（３）プライバシー確保のための
      間仕切り

（４）男女別のトイレ

（５）女性用品の常備

（６）女性の運営責任者

（７）女性の相談員

（８）性的被害等の発生予防
      対策や相談窓口 【新規項目】

（９）その他
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